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沿　革　略　史
平成 29 年（2017 年）4月，国際文化学部と発達科学部を再編統合し，国際人間科学部を
設置しました。
○国際文化学部・国際文化学研究科 ○発達科学部・人間発達環境学研究科

年　月 沿　革 年　月 沿　革

大正12年（1923年）官立姫路高等学校設置 明治7年（1874年） 兵庫県師範伝習所設
置

昭和24年（1949年）神戸教養課程設置 昭和24年（1949年）

兵庫師範学校と兵庫
青年師範学校を統合
し，神戸大学教育学
部設置

昭和38年（1963年）神戸大学教養部設置 昭和56年（1981年）
神戸大学大学院教育
学研究科修士課程設
置

平成4年（1992年）
神戸大学教養部を改
組し，神戸大学国際
文化学部設置

平成4年（1992年）
神戸大学教育学部を
改組し，神戸大学発
達科学部設置

平成9年（1997年）

神戸大学大学院教育
学研究科を改組し，
神戸大学大学院総合
人間科学研究科修士
課程設置

平成9年（1997年）

神戸大学大学院教育
学研究科を改組し，
神戸大学大学院総合
人間科学研究科修士
課程設置

平成11年（1999年）
神戸大学大学院総合
人間科学研究科博士
課程設置

平成11年（1999年）
神戸大学大学院総合
人間科学研究科博士
課程設置

平成17年（2005年）神戸大学国際文化学部改組 平成17年（2005年）神戸大学発達科学部改組

平成19年（2007年）

神戸大学大学院総合
人間科学研究科を改
組し，神戸大学大学
院国際文化学研究科
設置

平成19年（2007年）

神戸大学大学院総合
人間科学研究科を改
組し，神戸大学大学
院人間発達環境学研
究科設置

平成29年（2017年） 神戸大学国際文化学部と発達科学部を再編統合し，神戸大学国
際人間科学部を設置
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１　神戸大学 学位授与に関する方針（ディプロマ・ポリシー）

　神戸大学は，開放的で国際性に富む固有の文化の下，「真摯・自由・協同」の精神を発
揮し，個性輝く人間性豊かな指導的人材の育成を通して，学問の発展，人類の幸福，地球
環境の保全及び世界の平和に貢献することを目指している。
　この目標達成に向け，本学では，教育課程を通じて授与する学位に関して，学部及び大
学院において国際的に卓越した教育を保証するため，以下に示した 2つの方針に従って当
該学位を授与する。
　・ 学部あるいは研究科に所定の期間在学し，卒業並びに修了に必要な単位を修得し，当

該学部あるいは研究科が定める審査に合格する。
　・ 卒業あるいは修了までに，本学学生が，それぞれの課程を通じて身につけるべき能力

を次のとおりとする。

「人間性」 
　 　豊かな教養と高い倫理性をそなえ，知性，理性及び感性が調和し，自立した社会人と
して行動できるようになるため，次の２つの能力を身につける。
　　・様々な場面において，状況を適切に把握し主体的に判断する力
　　・専門性や価値観を異にする人々と協働して課題解決にあたるチームワーク力
　
「創造性」 
　 　伝統的な思考や方法を批判的に継承し，自ら課題を設定して創造的に解決できるよう
になるため，次の２つの能力を身につける。
　　・他の学問分野の基本的なものの考え方を学び，自らの専門分野との違いを理解する力
　　・能動的に学び，新たな発想を生み出す力

「国際性」 
　 　多様な価値観を尊重し，多文化社会のより深い理解に努め，優れたコミュニケーショ
ン能力を発揮できるようになるため，次の２つの能力を身につける。
　　・複数の言語で異なる文化の人々と意思を通じ合うことができる力
　　・文化，思想，価値観の多様性を受容し，地球的課題を理解する力

「専門性」 
　 　それぞれの職業や学問分野において指導的役割を担えるように，学士課程にあっては，
幅広い知識とそれを基盤とした専門的能力を，また大学院の各教育課程にあっては，深
い学識と高度で卓越した専門的能力を身につける。
　 　それぞれの課程で身につける専門的能力は各学部・研究科が定める。
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２　国際人間科学部　学位授与に関する方針（ディプロマ・ポリシー）

　神戸大学国際人間科学部は，グローバルイシュー（現代社会が地球規模での協働を通し
て取り組まなければならない課題）を深い人間理解と他者への共感をもって解決し，世界
の人々が多様な境界線を越えて共存できる「グローバル共生社会」の実現に貢献する「協
働型グローバル人材」を養成することを目的としている。
　この目的を達成するため，以下に示した方針に従って学士の学位を授与する。

○学位：学士（学術）
　【グローバル文化学科】
　　 　神戸大学のディプロマ・ポリシーにもとづき，国際人間科学部グローバル文化学科

は，以下に示した方針に従って当該学位を授与する。

　　・本学部に４年以上在学し，履修要件として定めた所定の単位以上を修得すること。

　　・ 神戸大学のディプロマ・ポリシーに定める能力に加え，卒業までに，本学科学生が
身につけるべき能力を次のとおりとする。

　　　・グローバルイシューを構成する諸課題を発見する批判的・合理的思考力
　　　・外国語やICTを使いこなす多様なコミュニケーション能力と情報収集・分析能力
　　　・グローバルイシューを異文化理解の観点から理解する能力
　　　・ グローバルイシューの解決に向けて，他者と協働しつつ，リーダーシップを発揮

する行動力

　【発達コミュニティ学科】
　　 　神戸大学のディプロマ・ポリシーにもとづき，国際人間科学部発達コミュニティ学

科は，以下に示した方針に従って当該学位を授与する。

　　・本学部に４年以上在学し，履修要件として定めた所定の単位以上を修得すること。

　　・ 神戸大学のディプロマ・ポリシーに定める能力に加え，卒業までに，本学科学生が
身につけるべき能力を次のとおりとする。

　　　・グローバルイシューを構成する諸課題を発見する批判的・合理的思考力
　　　・外国語やICTを使いこなす多様なコミュニケーション能力と情報収集・分析能力
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　　　・グローバルイシューを人間発達及び人間科学の観点から理解する能力
　　　・ グローバルイシューの解決に向けて，他者と協働しつつ，リーダーシップを発揮

する行動力

　【環境共生学科】
　　 　神戸大学のディプロマ・ポリシーにもとづき，国際人間科学部環境共生学科は，以

下に示した方針に従って当該学位を授与する。

　　・本学部に４年以上在学し，履修要件として定めた所定の単位以上を修得すること。

　　・ 神戸大学のディプロマ・ポリシーに定める能力に加え，卒業までに，本学科学生が
身につけるべき能力を次のとおりとする。

　　　・グローバルイシューを構成する諸課題を発見する批判的・合理的思考力
　　　・外国語やICTを使いこなす多様なコミュニケーション能力と情報収集・分析能力
　　　・グローバルイシューを環境共生の観点から理解する能力
　　　・ グローバルイシューの解決に向けて，他者と協働しつつ，リーダーシップを発揮

する行動力

　【子ども教育学科】
　　 　神戸大学のディプロマ・ポリシーにもとづき，国際人間科学部子ども教育学科は，

以下に示した方針に従って当該学位を授与する。

　　・本学部に４年以上在学し，履修要件として定めた所定の単位以上を修得すること。

　　・ 神戸大学のディプロマ・ポリシーに定める能力に加え，卒業までに，本学科学生が
身につけるべき能力を次のとおりとする。

　　　・グローバルイシューを構成する諸課題を発見する批判的・合理的思考力
　　　・外国語やICTを使いこなす多様なコミュニケーション能力と情報収集・分析能力
　　　・グローバルイシューを人間発達及び次世代育成の観点から理解する能力
　　　・ グローバルイシューの解決に向けて，他者と協働しつつ，リーダーシップを発揮

する行動力
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２　国際人間科学部　学位授与に関する方針（ディプロマ・ポリシー）

　神戸大学国際人間科学部は，グローバルイシュー（現代社会が地球規模での協働を通し
て取り組まなければならない課題）を深い人間理解と他者への共感をもって解決し，世界
の人々が多様な境界線を越えて共存できる「グローバル共生社会」の実現に貢献する「協
働型グローバル人材」を養成することを目的としている。
　この目的を達成するため，以下に示した方針に従って学士の学位を授与する。

○学位：学士（学術）
　【グローバル文化学科】
　　 　神戸大学のディプロマ・ポリシーにもとづき，国際人間科学部グローバル文化学科

は，以下に示した方針に従って当該学位を授与する。

　　・本学部に４年以上在学し，履修要件として定めた所定の単位以上を修得すること。

　　・ 神戸大学のディプロマ・ポリシーに定める能力に加え，卒業までに，本学科学生が
身につけるべき能力を次のとおりとする。

　　　・グローバルイシューを構成する諸課題を発見する批判的・合理的思考力
　　　・外国語やICTを使いこなす多様なコミュニケーション能力と情報収集・分析能力
　　　・グローバルイシューを異文化理解の観点から理解する能力
　　　・ グローバルイシューの解決に向けて，他者と協働しつつ，リーダーシップを発揮

する行動力

　【発達コミュニティ学科】
　　 　神戸大学のディプロマ・ポリシーにもとづき，国際人間科学部発達コミュニティ学

科は，以下に示した方針に従って当該学位を授与する。

　　・本学部に４年以上在学し，履修要件として定めた所定の単位以上を修得すること。

　　・ 神戸大学のディプロマ・ポリシーに定める能力に加え，卒業までに，本学科学生が
身につけるべき能力を次のとおりとする。

　　　・グローバルイシューを構成する諸課題を発見する批判的・合理的思考力
　　　・外国語やICTを使いこなす多様なコミュニケーション能力と情報収集・分析能力
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○学位：学士（教育学）
【子ども教育学科】
　 　神戸大学のディプロマ・ポリシーにもとづき，国際人間科学部子ども教育学科は，以
下に示した方針に従って当該学位を授与する。

　・本学部に４年以上在学し，履修要件として定めた所定の単位以上を修得すること。

　・  神戸大学のディプロマ・ポリシーに定める能力に加え，卒業までに，本学科学生が身
につけるべき能力を次のとおりとする。

　　・グローバルイシューを構成する諸課題を発見する批判的・合理的思考力
　　・外国語やICTを使いこなす多様なコミュニケーション能力と情報収集・分析能力
　　・グローバルイシューを人間発達及び次世代育成の観点から理解する能力
　　・現代社会の文化的多様性を尊重したより実践的な子ども教育に取り組む能力
　　・ グローバルイシューの解決に向けて，他者と協働しつつ，リーダーシップを発揮す

る行動力
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 第 28 条 履修方法及び試験
 第 29 条 履修科目の登録の上限
 第 30 条 成績評価基準
 第 31 条 単位の授与

成績評価基準
単 位 の 授 与

学期・クォーター
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 第 32 条 単 位 の 基 準
 第 33 条 他学部の授業科目の履修
 第 34 条 他の大学又は短期大学における授業科目の履修
 第 34 条の２  休学期間中に外国の大学又は短期大学において履修した授業科目

の単位の取扱い
 第 35 条 大学以外の教育施設等における学修
 第 36 条 入学前の既修得単位等の認定
 第 37 条 編入学，転入学，再入学者の修業年数等
 第 38 条 転　　学　　部
 第 39 条 転　　学　　科
　第３節　　留学及び休学
 第 40 条 留　　　　　学
 第 41 条 休 学 の 許 可
 第 42 条 休 学 の 解 除
 第 43 条 休 学 の 命 令
 第 44 条 休学期間の取扱い
　第４節　　退学及び除籍
 第 45 条 退　　　　　学
 第 46 条 疾病等による除籍
 第 47 条 入学料等未納による除籍
　第５節　　卒業要件及び学士の学位
 第 48 条 卒 業 要 件
 第 49 条 学士の学位授与
　第６節　　授　　業　　料
 第 50 条 授業料の納期
 第 51 条 授業料の免除
 第 52 条 授業料の徴収猶予及び月割分納
 第 53 条 休学者の授業料
 第 54 条 退学者等の授業料
　第７節　　賞　　　　　罰
 第 55 条 表　　　　　彰
 第 55 条の２ 懲　　　　　戒
　第３章　　大　　学　　院
　第１節　　入　　　　　学
 第 56 条 修士課程，前期課程及び専門職学位課程の入学資格
 第 57 条 修士課程，前期課程及び専門職学位課程への早期入学
 第 58 条 後期課程の入学資格
 第 59 条 医学研究科の博士課程の入学資格
 第 60 条 医学研究科の博士課程への早期入学
 第 61 条 進　　　　　学
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 第 34 条 他の大学又は短期大学における授業科目の履修
 第 34 条の２  休学期間中に外国の大学又は短期大学において履修した授業科目

の単位の取扱い
 第 35 条 大学以外の教育施設等における学修
 第 36 条 入学前の既修得単位等の認定
 第 37 条 編入学，転入学，再入学者の修業年数等
 第 38 条 転　　学　　部
 第 39 条 転　　学　　科
　第３節　　留学及び休学
 第 40 条 留　　　　　学
 第 41 条 休 学 の 許 可
 第 42 条 休 学 の 解 除
 第 43 条 休 学 の 命 令
 第 44 条 休学期間の取扱い
　第４節　　退学及び除籍
 第 45 条 退　　　　　学
 第 46 条 疾病等による除籍
 第 47 条 入学料等未納による除籍
　第５節　　卒業要件及び学士の学位
 第 48 条 卒 業 要 件
 第 49 条 学士の学位授与
　第６節　　授　　業　　料
 第 50 条 授業料の納期
 第 51 条 授業料の免除
 第 52 条 授業料の徴収猶予及び月割分納
 第 53 条 休学者の授業料
 第 54 条 退学者等の授業料
　第７節　　賞　　　　　罰
 第 55 条 表　　　　　彰
 第 55 条の２ 懲　　　　　戒
　第３章　　大　　学　　院
　第１節　　入　　　　　学
 第 56 条 修士課程，前期課程及び専門職学位課程の入学資格
 第 57 条 修士課程，前期課程及び専門職学位課程への早期入学
 第 58 条 後期課程の入学資格
 第 59 条 医学研究科の博士課程の入学資格
 第 60 条 医学研究科の博士課程への早期入学
 第 61 条 進　　　　　学
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 第 62 条 選　考　方　法
　第２節　　修業年限，教育方法，修了要件等
 第 63 条 標準修業年限
 第 64 条 教 育 方 法 等
 第 65 条 他大学大学院等の研究指導
 第 66 条 研究指導のための留学
 第 67 条 修士課程及び前期課程の修了要件
 第 68 条 博士課程の修了要件
 第 69 条 専門職学位課程の修了要件
 第 70 条 学位論文及び最終試験
 第 71 条 修士及び博士の学位並びに専門職学位の授与
　第３節　　準　用　規　定
 第 72 条 準　用　規　定
 第 73 条 履修科目の登録の上限
 第 74 条 他大学大学院の授業科目の履修
 第 74 条の２  休学期間中に外国の大学の大学院において履修した授業科目の単

位の取扱い
 第 75 条 入学前の既修得単位の認定
 第 76 条 留　　　　　学
 第 77 条 休　　　　　学
第４章　　学位プログラム
第５章　　特別聴講学生，特別研究学生，科目等履修生，聴講生，研究生，
　　　　　専攻生及び外国人特別学生
 第 78 条 特別聴講学生
 第 79 条 特別研究学生
 第 80 条 科目等履修生
 第 81 条 聴講生，研究生及び専攻生
 第 82 条 授業料の納期
 第 83 条 外国人特別学生
第６章　　授業料，入学料及び検定料の額
 第 84 条 授業料，入学料及び検定料の額
 第 84 条の２ 授業料等の不徴収
第７章　　教育職員免許状
 第 85 条 教員の免許状授与の所要資格の取得 

附　　　　   則  則

㸫 �� 㸫㸫 �� 㸫㸫 �� 㸫



 第 １ 章　　　　総　　　　　則

　（趣　　旨）
第 1  条　この規則は，国立大学法人神戸大学学則（平成 16 年４月１日制定）第 29 条の
規定に基づき，学生の修学に関し必要な事項を定めるものとする。

　（教育憲章）
第 ２  条　本学の教育は，神戸大学教育憲章（平成 14 年５月 16 日制定）に則り，行うも

のとする。
　（学　　部）
第 ３  条　本学の学部に置く学科は，次のとおりとする。
　　文　学　部　　人文学科
　　国際文化学部　　国際文化学科
　　発達科学部　　人間形成学科，人間行動学科，人間表現学科，人間環境学科
　　法　学　部　　法律学科
　　経 済 学 部　　経済学科
　　経 営 学 部　　経営学科
　　理　学　部　　数学科，物理学科，化学科，生物学科，地球惑星科学科
　　医　学　部　　医学科，保健学科
　　工　学　部　　 建築学科，市民工学科，電気電子工学科，機械工学科，応用化学科，

情報知能工学科
　　農　学　部　　 食料環境システム学科，資源生命科学科，生命機能科学科
　　海事科学部　　 グローバル輸送科学科，海洋安全システム科学科，マリンエンジニ

アリング学科
　（大 学 院）
第 ４ 条　本学の大学院研究科に置く専攻及びその課程は，次の表に掲げるとおりとする。

研 究 科 名 専　　　　　攻　　　　　名 課程の別

人 文 学 研 究 科 文化構造専攻， 社会動態専攻 博士課程

国際文化学研究科 文化相関専攻，グローバル文化専攻 博士課程

人間発達環境学研究科 人間発達専攻，人間環境学専攻 博士課程

法 学 研 究 科
理論法学専攻，政治学専攻 博士課程

実務法律専攻 専 門 職
学位課程

経 済 学 研 究 科 経済学専攻 博士課程

経 営 学 研 究 科
経営学専攻 博士課程

現代経営学専攻 専 門 職
学位課程

惑星学科

研 究 科 名 専　　　　　攻　　　　　名 課程の別

人 文 学 研 究 科 文化構造専攻，社会動態専攻 博士課程

国際文化学研究科 文化相関専攻，グローバル文化専攻 博士課程

人間発達環境学研究科 人間発達専攻，人間環境学専攻 博士課程

法 学 研 究 科
理論法学専攻，政治学専攻 博士課程

実務法律専攻 専門職学位課程

経 済 学 研 究 科 経済学専攻 博士課程

経 営 学 研 究 科
経営学専攻 博士課程

現代経営学専攻 専門職学位課程

理 学 研 究 科 数学専攻，物理学専攻，化学専攻，生物学専攻，惑星学専攻 博士課程

　　　 第 １ 章　　　　総　　　　　則

　（趣　　旨）
第 １ 条　この規則は，国立大学法人神戸大学学則（平成16年４月１日制定）第29条の規
定に基づき，学生の修学に関し必要な事項を定めるものとする。
　（教育憲章）
第 ２ 条　本学の教育は，神戸大学教育憲章（平成14年５月16日制定）に則り，行うもの
とする。
　（学　　部）
第 ３ 条　本学の学部に置く学科は，次のとおりとする。
　文　　学　　部　　人文学科
　国際人間科学部　　グローバル文化学科，発達コミュニティ学科，環境共生学科，子ど

も教育学科
　法　　学　　部　　法律学科
　経　済　学　部　　経済学科
　経　営　学　部　　経営学科
　理　　学　　部　　数学科，物理学科，化学科，生物学科，惑星学科
　医　　学　　部　　医学科，保健学科
　工　　学　　部　　建築学科，市民工学科，電気電子工学科，機械工学科，応用化学科，

情報知能工学科
　農　　学　　部　　食料環境システム学科，資源生命科学科，生命機能科学科
　海 事 科 学 部　　グローバル輸送科学科，海洋安全システム科学科，マリンエンジニ

アリング学科

法学政治学専攻
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２　人文学研究科，国際文化学研究科，人間発達環境学研究科，法学研究科，経済学研究
科，経営学研究科，理学研究科，保健学研究科，工学研究科，システム情報学研究科，
農学研究科，海事科学研究科及び国際協力研究科の博士課程は，これを前期２年の課程
（以下「前期課程」という。）及び後期３年の課程（以下「後期課程」という。）に区分
し，前期課程は，これを修士課程として取り扱うものとする。
３　法学研究科実務法律専攻及び経営学研究科現代経営学専攻の専門職学位課程は，学校
教育法（昭和 22 年法律第 26 号。以下「法」という。）第 99 条第２項に規定する専門職
大学院の課程とし，法学研究科の専門職学位課程は，専門職大学院設置基準（平成 15
年文部科学省令第16号）第18条第１項に規定する法科大学院とする。
　（乗船実習科）
第 ５ 条　本学に置く乗船実習科に関することは，神戸大学乗船実習科規則（平成 16 年４
月１日制定）で定める。
　（収容定員）
第 ６ 条　本学の収容定員は，別表のとおりとする。
　（学　　年）
第 ７ 条　学年は，４月１日に始まり，翌年３月31日に終る。
　（学期・クォーター）
第 ８ 条　学年を分けて，次の２期とする。
　前期　４月１日から９月30日まで
　後期　10月１日から翌年３月31日まで
２　前項に定める各学期に二つの期間（以下「クォーター」という。）を置くことができ
る。
３　各クォーターの始期及び終期については，別に定める。

医 学 研 究 科
バイオメディカルサイエンス専攻 修士課程

医科学専攻 博士課程

保 健 学 研 究 科 保健学専攻 博士課程

工 学 研 究 科 建築学専攻，市民工学専攻，電気電子工学専攻，
機械工学専攻，応用化学専攻 博士課程

システム情報学研究科 システム科学専攻，情報科学専攻，計算科学専攻 博士課程

農 学 研 究 科 食料共生システム学専攻，資源生命科学専攻，
生命機能科学専攻 博士課程

海事科学研究科 海事科学専攻 博士課程

国際協力研究科 国際開発政策専攻，国際協力政策専攻，地域協力政策専攻 博士課程
科 学 技 術 イノ
ベーション研究科 科学技術イノベーション専攻 修士課程博 士課程
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　人文学研究科，国際文化学研究科，人間発達環境学研究科，法学研究科，経済学研究
科，経営学研究科，理学研究科，保健学研究科，工学研究科，システム情報学研究科，農
学研究科，海事科学研究科，国際協力研究科及び科学技術イノベーション研究科の博士課
程は，これを前期２年の課程（以下「前期課程」という。）及び後期３年の課程（以下「後
期課程」という。）に区分し，前期課程は，これを修士課程として取り扱うものとする。
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 第 １ 章　　　　総　　　　　則

　（趣　　旨）
第 1  条　この規則は，国立大学法人神戸大学学則（平成 16 年４月１日制定）第 29 条の
規定に基づき，学生の修学に関し必要な事項を定めるものとする。

　（教育憲章）
第 ２  条　本学の教育は，神戸大学教育憲章（平成 14 年５月 16 日制定）に則り，行うも

のとする。
　（学　　部）
第 ３  条　本学の学部に置く学科は，次のとおりとする。
　　文　学　部　　人文学科
　　国際文化学部　　国際文化学科
　　発達科学部　　人間形成学科，人間行動学科，人間表現学科，人間環境学科
　　法　学　部　　法律学科
　　経 済 学 部　　経済学科
　　経 営 学 部　　経営学科
　　理　学　部　　数学科，物理学科，化学科，生物学科，地球惑星科学科
　　医　学　部　　医学科，保健学科
　　工　学　部　　 建築学科，市民工学科，電気電子工学科，機械工学科，応用化学科，

情報知能工学科
　　農　学　部　　 食料環境システム学科，資源生命科学科，生命機能科学科
　　海事科学部　　 グローバル輸送科学科，海洋安全システム科学科，マリンエンジニ

アリング学科
　（大 学 院）
第 ４ 条　本学の大学院研究科に置く専攻及びその課程は，次の表に掲げるとおりとする。

研 究 科 名 専　　　　　攻　　　　　名 課程の別

人 文 学 研 究 科 文化構造専攻， 社会動態専攻 博士課程

国際文化学研究科 文化相関専攻，グローバル文化専攻 博士課程

人間発達環境学研究科 人間発達専攻，人間環境学専攻 博士課程

法 学 研 究 科
理論法学専攻，政治学専攻 博士課程

実務法律専攻 専 門 職
学位課程

経 済 学 研 究 科 経済学専攻 博士課程

経 営 学 研 究 科
経営学専攻 博士課程

現代経営学専攻 専 門 職
学位課程

惑星学科

研 究 科 名 専　　　　　攻　　　　　名 課程の別

人 文 学 研 究 科 文化構造専攻，社会動態専攻 博士課程

国際文化学研究科 文化相関専攻，グローバル文化専攻 博士課程

人間発達環境学研究科 人間発達専攻，人間環境学専攻 博士課程

法 学 研 究 科
理論法学専攻，政治学専攻 博士課程

実務法律専攻 専門職学位課程

経 済 学 研 究 科 経済学専攻 博士課程

経 営 学 研 究 科
経営学専攻 博士課程

現代経営学専攻 専門職学位課程

理 学 研 究 科 数学専攻，物理学専攻，化学専攻，生物学専攻，惑星学専攻 博士課程

　　　 第 １ 章　　　　総　　　　　則

　（趣　　旨）
第 １ 条　この規則は，国立大学法人神戸大学学則（平成16年４月１日制定）第29条の規
定に基づき，学生の修学に関し必要な事項を定めるものとする。
　（教育憲章）
第 ２ 条　本学の教育は，神戸大学教育憲章（平成14年５月16日制定）に則り，行うもの
とする。
　（学　　部）
第 ３ 条　本学の学部に置く学科は，次のとおりとする。
　文　　学　　部　　人文学科
　国際人間科学部　　グローバル文化学科，発達コミュニティ学科，環境共生学科，子ど

も教育学科
　法　　学　　部　　法律学科
　経　済　学　部　　経済学科
　経　営　学　部　　経営学科
　理　　学　　部　　数学科，物理学科，化学科，生物学科，惑星学科
　医　　学　　部　　医学科，保健学科
　工　　学　　部　　建築学科，市民工学科，電気電子工学科，機械工学科，応用化学科，

情報知能工学科
　農　　学　　部　　食料環境システム学科，資源生命科学科，生命機能科学科
　海 事 科 学 部　　グローバル輸送科学科，海洋安全システム科学科，マリンエンジニ

アリング学科

法学政治学専攻
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２　人文学研究科，国際文化学研究科，人間発達環境学研究科，法学研究科，経済学研究
科，経営学研究科，理学研究科，保健学研究科，工学研究科，システム情報学研究科，
農学研究科，海事科学研究科及び国際協力研究科の博士課程は，これを前期２年の課程
（以下「前期課程」という。）及び後期３年の課程（以下「後期課程」という。）に区分
し，前期課程は，これを修士課程として取り扱うものとする。
３　法学研究科実務法律専攻及び経営学研究科現代経営学専攻の専門職学位課程は，学校
教育法（昭和 22 年法律第 26 号。以下「法」という。）第 99 条第２項に規定する専門職
大学院の課程とし，法学研究科の専門職学位課程は，専門職大学院設置基準（平成 15
年文部科学省令第16号）第18条第１項に規定する法科大学院とする。
　（乗船実習科）
第 ５ 条　本学に置く乗船実習科に関することは，神戸大学乗船実習科規則（平成 16 年４
月１日制定）で定める。
　（収容定員）
第 ６ 条　本学の収容定員は，別表のとおりとする。
　（学　　年）
第 ７ 条　学年は，４月１日に始まり，翌年３月31日に終る。
　（学期・クォーター）
第 ８ 条　学年を分けて，次の２期とする。
　前期　４月１日から９月30日まで
　後期　10月１日から翌年３月31日まで
２　前項に定める各学期に二つの期間（以下「クォーター」という。）を置くことができ
る。
３　各クォーターの始期及び終期については，別に定める。

医 学 研 究 科
バイオメディカルサイエンス専攻 修士課程

医科学専攻 博士課程

保 健 学 研 究 科 保健学専攻 博士課程

工 学 研 究 科 建築学専攻，市民工学専攻，電気電子工学専攻，
機械工学専攻，応用化学専攻 博士課程

システム情報学研究科 システム科学専攻，情報科学専攻，計算科学専攻 博士課程

農 学 研 究 科 食料共生システム学専攻，資源生命科学専攻，
生命機能科学専攻 博士課程

海事科学研究科 海事科学専攻 博士課程

国際協力研究科 国際開発政策専攻，国際協力政策専攻，地域協力政策専攻 博士課程
科 学 技 術 イノ
ベーション研究科 科学技術イノベーション専攻 修士課程博士課程
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　人文学研究科，国際文化学研究科，人間発達環境学研究科，法学研究科，経済学研究
科，経営学研究科，理学研究科，保健学研究科，工学研究科，システム情報学研究科，農
学研究科，海事科学研究科，国際協力研究科及び科学技術イノベーション研究科の博士課
程は，これを前期２年の課程（以下「前期課程」という。）及び後期３年の課程（以下「後
期課程」という。）に区分し，前期課程は，これを修士課程として取り扱うものとする。
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　（休 業日）
第 ９ 条　定期の休業日は，次のとおりとする。
　日曜日及び土曜日
　国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日
　本学創立記念日　５月15日
　夏　季　休　業　８月８日から９月30日まで
　冬　季　休　業　12月25日から翌年１月７日まで
２　臨時の休業日は，学長が定める。
３　教育上必要と認めるときは，第１項の規定にかかわらず，夏季及び冬季休業の期間は，
各学部及び各研究科において学長の承認を得て変更することができる。
４　教育上必要と認めるときは，第１項から前項までの規定にかかわらず，休業日におい
て授業等を行うことができる。

　　　第 ２ 章　　　　学　　　　　部

　　　　　第 １ 節　　入　　　　　学

　（入学許可）
第 10 条　学長は，次の各号のいずれかに該当し，入学試験に合格した者で，第 17 条に 
規定する入学手続を完了した者（第 18 条の規定により入学料の免除を申請している者
及び第 19 条の規定により入学料の徴収猶予を申請している者を含む。）に対し，入学を
許可する。
　(1)　高等学校又は中等教育学校を卒業した者
　(2)　通常の課程による12年の学校教育を修了した者又は通常の課程以外の課程により，

前号に相当する学校教育を修了した者
　(3)　外国において学校教育における 12 年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文

部科学大臣の指定したもの
　(4)　文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教

育施設の当該課程を修了した者
　(5)　専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であることその他の文部科学大臣が定

める基準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣
が定める日以後に修了した者

　(6)　文部科学大臣の指定した者（昭和23年文部省告示第47号）
　(7)　高等学校卒業程度認定試験規則（平成 17 年文部科学省令第１号）による高等学校

卒業程度認定試験に合格した者（同規則附則第２条の規定による廃止前の大学入学資
格検定規程（昭和26年文部省令第13号。以下「旧規程」という。）による大学入学資
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格検定（以下「旧検定」という。）に合格した者を含む。）
　(8)　法第 90 条第２項の規定により大学に入学した者であって，本学において，大学に

おける教育を受けさせるにふさわしい学力があると認めたもの
　(9)　本学において，個別の入学資格審査により，高等学校を卒業した者と同等以上の

学力があると認めた者で，18歳に達したもの
　（早期入学）
第 11 条　前条の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当する者であって，本学の
定める分野において特に優れた資質を有すると認めるものを，教授会の議を経て，入学
させることができる。
　(1)　高等学校に２年以上在学した者
　(2)　中等教育学校の後期課程，高等専門学校又は特別支援学校の高等部に２年以上在

学した者　
　(3)　外国において，学校教育における９年の課程に引き続く学校教育の課程に２年以

上在学した者
　(4)　文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教

育施設（高等学校の課程に相当する課程を有する者として指定したものを含む。）の
当該課程に２年以上在学した者

　(5)　学校教育法施行規則（昭和 22年文部省令第 11号。以下「施行規則」という。）第
152条の規定により文部科学大臣が別に指定する専修学校の高等課程に同号に規定する文
部科学大臣が定める日以後において２年以上在学した者

　(6)　文部科学大臣が指定した者（平成13年文部科学省告示第167号）
　(7)　高等学校卒業程度認定試験規則第４条に定める試験科目の全部（試験の免除を受け
た試験科目を除く。）について合格点を得た者（旧規程第４条に規定する受検科目の全部
（旧検定の一部免除を受けた者については，その免除を受けた科目を除く。）について合格
点を得た者を含む。）で，17歳に達したもの

２　前項に関して必要な事項は，関係の学部規則で定める。
　（入 学 期）
第 12 条　入学の時期は，学年の初めとする。ただし，学年の途中においても，学期の区
分に従い，学生を入学させることができる。
　（編 入 学）
第 13 条　次の各号のいずれかに該当する者で，本学に編入学を志望する者があるときは，
第 10 条の規定にかかわらず，学期の初めにおいて，教授会の議を経て，入学を許可す
ることがある。
　(1)　大学を卒業した者
　(2)　法第104条第４項の規定により学士の学位を授与された者
　(3)　施行規則附則第７条に規定した者
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　（休業 日）
第 ９ 条　定期の休業日は，次のとおりとする。
　日曜日及び土曜日
　国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日
　本学創立記念日　５月15日
　夏　季　休　業　８月８日から９月30日まで
　冬　季　休　業　12月25日から翌年１月７日まで
２　臨時の休業日は，学長が定める。
３　教育上必要と認めるときは，第１項の規定にかかわらず，夏季及び冬季休業の期間は，
各学部及び各研究科において学長の承認を得て変更することができる。
４　教育上必要と認めるときは，第１項から前項までの規定にかかわらず，休業日におい
て授業等を行うことができる。

　　　第 ２ 章　　　　学　　　　　部

　　　　　第 １ 節　　入　　　　　学

　（入学許可）
第 10 条　学長は，次の各号のいずれかに該当し，入学試験に合格した者で，第 17 条に 
規定する入学手続を完了した者（第 18 条の規定により入学料の免除を申請している者
及び第 19 条の規定により入学料の徴収猶予を申請している者を含む。）に対し，入学を
許可する。
　(1)　高等学校又は中等教育学校を卒業した者
　(2)　通常の課程による12年の学校教育を修了した者又は通常の課程以外の課程により，

前号に相当する学校教育を修了した者
　(3)　外国において学校教育における 12 年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文

部科学大臣の指定したもの
　(4)　文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教

育施設の当該課程を修了した者
　(5)　専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であることその他の文部科学大臣が定

める基準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣
が定める日以後に修了した者

　(6)　文部科学大臣の指定した者（昭和23年文部省告示第47号）
　(7)　高等学校卒業程度認定試験規則（平成 17 年文部科学省令第１号）による高等学校

卒業程度認定試験に合格した者（同規則附則第２条の規定による廃止前の大学入学資
格検定規程（昭和26年文部省令第13号。以下「旧規程」という。）による大学入学資
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格検定（以下「旧検定」という。）に合格した者を含む。）
　(8)　法第 90 条第２項の規定により大学に入学した者であって，本学において，大学に

おける教育を受けさせるにふさわしい学力があると認めたもの
　(9)　本学において，個別の入学資格審査により，高等学校を卒業した者と同等以上の

学力があると認めた者で，18歳に達したもの
　（早期入学）
第 11 条　前条の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当する者であって，本学の
定める分野において特に優れた資質を有すると認めるものを，教授会の議を経て，入学
させることができる。
　(1)　高等学校に２年以上在学した者
　(2)　中等教育学校の後期課程，高等専門学校又は特別支援学校の高等部に２年以上在

学した者　
　(3)　外国において，学校教育における９年の課程に引き続く学校教育の課程に２年以

上在学した者
　(4)　文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教

育施設（高等学校の課程に相当する課程を有する者として指定したものを含む。）の
当該課程に２年以上在学した者

　(5)　学校教育法施行規則（昭和 22年文部省令第 11号。以下「施行規則」という。）第
152条の規定により文部科学大臣が別に指定する専修学校の高等課程に同号に規定する文
部科学大臣が定める日以後において２年以上在学した者

　(6)　文部科学大臣が指定した者（平成13年文部科学省告示第167号）
　(7)　高等学校卒業程度認定試験規則第４条に定める試験科目の全部（試験の免除を受け
た試験科目を除く。）について合格点を得た者（旧規程第４条に規定する受検科目の全部
（旧検定の一部免除を受けた者については，その免除を受けた科目を除く。）について合格
点を得た者を含む。）で，17歳に達したもの

２　前項に関して必要な事項は，関係の学部規則で定める。
　（入学期）
第 12 条　入学の時期は，学年の初めとする。ただし，学年の途中においても，学期の区
分に従い，学生を入学させることができる。
　（編入学）
第 13 条　次の各号のいずれかに該当する者で，本学に編入学を志望する者があるときは，
第 10 条の規定にかかわらず，学期の初めにおいて，教授会の議を経て，入学を許可す
ることがある。
　(1)　大学を卒業した者
　(2)　法第104条第４項の規定により学士の学位を授与された者
　(3)　施行規則附則第７条に規定した者
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　（休業日）
第 ９ 条　定期の休業日は，次のとおりとする。
　日曜日及び土曜日
　国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日
　本学創立記念日　５月15日
　夏　季　休　業　８月８日から９月30日まで
　冬　季　休　業　12月25日から翌年１月７日まで
２　臨時の休業日は，学長が定める。
３　教育上必要と認めるときは，第１項の規定にかかわらず，夏季及び冬季休業の期間は，
各学部及び各研究科において学長の承認を得て変更することができる。
４　教育上必要と認めるときは，第１項から前項までの規定にかかわらず，休業日におい
て授業等を行うことができる。

　　　第 ２ 章　　　　学　　　　　部

　　　　　第 １ 節　　入　　　　　学

　（入学許可）
第 10 条　学長は，次の各号のいずれかに該当し，入学試験に合格した者で，第 17 条に 
規定する入学手続を完了した者（第 18 条の規定により入学料の免除を申請している者
及び第 19 条の規定により入学料の徴収猶予を申請している者を含む。）に対し，入学を
許可する。
　(1)　高等学校又は中等教育学校を卒業した者
　(2)　通常の課程による12年の学校教育を修了した者又は通常の課程以外の課程により，

前号に相当する学校教育を修了した者
　(3)　外国において学校教育における 12 年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文

部科学大臣の指定したもの
　(4)　文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教

育施設の当該課程を修了した者
　(5)　専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であることその他の文部科学大臣が定

める基準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣
が定める日以後に修了した者

　(6)　文部科学大臣の指定した者（昭和23年文部省告示第47号）
　(7)　高等学校卒業程度認定試験規則（平成 17 年文部科学省令第１号）による高等学校

卒業程度認定試験に合格した者（同規則附則第２条の規定による廃止前の大学入学資
格検定規程（昭和26年文部省令第13号。以下「旧規程」という。）による大学入学資
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２　前項に規定する者のほか，次の各号のいずれかに該当する者で文学部，法学部，経済
学部又は経営学部に編入学を志望する者があるときは，教授会の議を経て，入学を許可
することがある。
　(1)　大学に２年以上在学し，所定の単位を修得した者
　(2)　短期大学を卒業した者
　(3)　高等専門学校を卒業した者
　(4)　外国において，前３号と同程度の課程を修了した者
３　第１項に規定する者のほか，次の各号のいずれかに該当する者で発達科学部，理学
部，工学部，農学部又は海事科学部に編入学を志望する者があるときは，教授会の議を
経て，入学を許可することがある。
　(1)　大学に２年以上在学し，所定の単位を修得した者
　(2)　短期大学を卒業した者
　(3)　高等専門学校を卒業した者
　(4)　外国において，前３号と同程度の課程を修了した者
　(5)　専修学校の専門課程（修業年限が２年以上であることその他の文部科学大臣の

定める基準を満たすものに限る。）を修了した者（第 10 条各号のいずれかに該当 
する者に限る。）

４　第１項に規定する者のほか，次の各号のいずれかに該当する者で医学部保健学科に編
入学を志望する者があるときは，教授会の議を経て，入学を許可することがある。
　(1)　大学に２年以上在学し，所定の単位を修得した者
　(2)　短期大学を卒業した者
　(3)　外国において，前２号と同程度の課程を修了した者
　(4)　専修学校の専門課程（修業年限が２年以上であることその他の文部科学大臣の

定める基準を満たすものに限る。）を修了した者（第 10 条各号のいずれかに該当 
する者に限る。）

　（転入 学）
第 14 条　他の大学に現に在学する者で，本学に転入学を志望する者があるときは，第 10
条の規定にかかわらず，学期の初めにおいて，教授会の議を経て，入学を許可すること
がある。
　（再入 学）
第 15 条　本学を第 45 条の規定により中途退学した者又は除籍された者で，再び同一の 
学部に入学を志望する者があるときは，第 10 条の規定にかかわらず，学期の初めにお
いて，教授会の議を経て，入学を許可することがある。
　（入学志願）
第 16 条　入学を志願する者は，所定の日までに，検定料を納付したうえ，入学願書，検
定料払込証明書及び別に指定する書類を提出しなければならない。
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　第１項に規定する者のほか，次の各号のいずれかに該当する者で国際人間科学部，理
学部，工学部，農学部又は海事科学部に編入学を志望する者があるときは，教授会の議
を経て，入学を許可することがある。
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２　前項に規定する者のほか，次の各号のいずれかに該当する者で文学部，法学部，経済
学部又は経営学部に編入学を志望する者があるときは，教授会の議を経て，入学を許可
することがある。
　(1)　大学に２年以上在学し，所定の単位を修得した者
　(2)　短期大学を卒業した者
　(3)　高等専門学校を卒業した者
　(4)　外国において，前３号と同程度の課程を修了した者
３　第１項に規定する者のほか，次の各号のいずれかに該当する者で発達科学部，理学
部，工学部，農学部又は海事科学部に編入学を志望する者があるときは，教授会の議を
経て，入学を許可することがある。
　(1)　大学に２年以上在学し，所定の単位を修得した者
　(2)　短期大学を卒業した者
　(3)　高等専門学校を卒業した者
　(4)　外国において，前３号と同程度の課程を修了した者
　(5)　専修学校の専門課程（修業年限が２年以上であることその他の文部科学大臣の

定める基準を満たすものに限る。）を修了した者（第 10 条各号のいずれかに該当 
する者に限る。）

４　第１項に規定する者のほか，次の各号のいずれかに該当する者で医学部保健学科に編
入学を志望する者があるときは，教授会の議を経て，入学を許可することがある。
　(1)　大学に２年以上在学し，所定の単位を修得した者
　(2)　短期大学を卒業した者
　(3)　外国において，前２号と同程度の課程を修了した者
　(4)　専修学校の専門課程（修業年限が２年以上であることその他の文部科学大臣の

定める基準を満たすものに限る。）を修了した者（第 10 条各号のいずれかに該当 
する者に限る。）

　（転入学）
第 14 条　他の大学に現に在学する者で，本学に転入学を志望する者があるときは，第 10
条の規定にかかわらず，学期の初めにおいて，教授会の議を経て，入学を許可すること
がある。
　（再入学）
第 15 条　本学を第 45 条の規定により中途退学した者又は除籍された者で，再び同一の 
学部に入学を志望する者があるときは，第 10 条の規定にかかわらず，学期の初めにお
いて，教授会の議を経て，入学を許可することがある。
　（入学志願）
第 16 条　入学を志願する者は，所定の日までに，検定料を納付したうえ，入学願書，検
定料払込証明書及び別に指定する書類を提出しなければならない。
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２　既納の検定料は，還付しない。ただし，次の各号のいずれかに該当するときは，当該
額に相当する額を還付するものとする。
　(1)　学部の入学試験において出願書類等により第一段階目の選抜を行い，その合格者

に限り学力検査その他により第二段階目の選抜を行う場合において，第１段階目の選
抜で不合格となった者が第二段階目の選抜に係る額の返還を申し出たとき。

　(2)　学部の入学試験において入学の出願を受理した後に本学が大学入試センター試験
において受験することを課した教科・科目を受験していないことにより，出願の資格
がないことが判明した者が第二段階目の選抜に係る額の返還を申し出たとき。

　(3)　検定料を納付した者が，所定の日までに入学願書を提出しなかった場合において，
返還を申し出たとき。

　(4)　検定料を納付し，入学願書を提出した者が，受験を認められなかった場合におい
て，返還を申し出たとき。

　（入学者選抜）
第 16 条の 2　入学者の選抜は，公正かつ妥当な方法により，適切な体制を整えて行うも
のとする。
　（入学手続）
第 17 条　入学試験に合格した者は，所定の期日までに，入学料を添えて入学手続を行わ
なければならない。
２　既納の入学料は，還付しない。
　（入学料の免除）
第 18 条　入学料の納付が困難な者に対しては，本人の申請により入学料の全額又は半額
を免除することがある。
２　入学料の免除の取扱いについては，別に定める。
　（入学料の徴収猶予等）
第 19 条　入学料の納付期限までに納付が困難な者に対しては，本人の申請により入学料
の徴収を猶予することがある。
２　前条第１項の入学料の免除又は前項の入学料の徴収猶予を申請した者に係る入学料
は，免除又は徴収猶予を許可し，又は不許可とするまでの間は，徴収を猶予する。
３　入学料の免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者又は半額免除の許可をされた者
（次項により徴収猶予の申請をした者を除く。）は，免除若しくは徴収猶予の不許可又は
半額免除の許可を告知した日から起算して 14 日以内に納付すべき入学料を納付しなけ
ればならない。
４　入学料の免除を不許可とされた者又は半額免除の許可をされた者が，第１項に規定す
る徴収猶予を受けようとする場合は，免除の不許可又は半額免除の許可を告知した日か
ら起算して14日以内に徴収猶予の申請を行わなければならない。
５　入学料の徴収猶予の取扱いについては，別に定める。
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　（死亡等による入学料の免除）
第 20 条　前条第１項又は前条第２項の規定により入学料の徴収を猶予されている者が，
その期間内において死亡したことにより除籍された場合は，未納の入学料の全額を免除
する。
２　入学料の免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者又は半額免除を許可された者が，
前条第３項に規定する入学料の納付期間内において死亡したことにより除籍された場合
又は第 47 条第１号の規定により除籍された場合は，その者に係る未納の入学料の全額
を免除する。
　（宣　　誓）
第 21 条　入学者は，所定の方法により宣誓を行わなければならない。

　　　　　第 ２ 節　　修業年限，教育課程，課程の履修等

　（修業年限）
第 22 条　学部の修業年限は，４年とする。ただし，本学に 3年以上在学した者（施行規
則第 149 条に規定する者を含む。）が，卒業の要件として学部規則に定める単位を優秀
な成績で修得したものと認められ，かつ，学生が卒業を希望する場合には卒業すること
ができる。
２　前項ただし書に規定する卒業の認定の基準は，学部規則において定め，公表するもの
とする。
３　医学部医学科については，第１項の規定にかかわらず，その修業年限は６年とする。
４　学生が，職業を有している等の事情により，修業年限を超えて一定の期間にわたり計
画的に教育課程を履修し卒業することを希望する旨を申し出たときは，教授会の議を経
て，その計画的な履修を認めることができる。
５　前項に関して必要な事項は，関係の学部規則で定める。
　（修業年限の通算）
第 23 条　科目等履修生（大学の学生以外の者に限る。）として本学において一定の単位
を修得した者が本学に入学する場合においては，当該単位の修得により本学の教育課程
の一部を履修したと認められるときは，教授会の議を経て，修得した単位数その他の事
項を勘案して前条の修業年限の 2分の 1を超えない期間を修業年限に通算することがで
きる。
　（在学年限）
第 24 条　学生は，修業年限の2倍を超えて在学することはできない。
２　第 22 条第４項の規定により履修を認められた学生（以下「長期履修学生」という。）
の在学年限については，関係の学部規則で定める。
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　（教育課程）
第 25 条　学部は，本学，学部，学科及び学科の教育上の目的を達成するために必要な授
業科目を次条第１項に定める区分に従って開設し，体系的に教育課程を編成するものとす
る。
　（授業科目の区分）
第 26 条　授業科目の区分は，次のとおりとする。
　基礎教養科目
　総合教養科目
　外国語科目
　情報科目
　健康・スポーツ科学
　高度教養科目
　専門科目（専門基礎科目及び共通専門基礎科目を含む。）
　関連科目
　資格免許のための科目
　その他必要と認める科目
２　前項に規定するもののほか，外国人留学生のための授業科目として，日本語及び日本
事情に関する科目を置くことができる。
　（授業の方法）
第 27 条　授業は，講義，演習，実験，実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの
併用により行うものとする。
２　前項に規定する授業は，文部科学大臣が別に定めるところにより，多様なメディアを
高度に利用して，当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
３　第１項に規定する授業は，外国において履修させることができる。前項の規定により，
多様なメディアを高度に利用して，当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合
についても，同様とする。
４　第１項に規定する授業の一部は，文部科学大臣が別に定めるところにより，校舎及び
附属施設以外の場所で行うことができる。
５　前４項に関して必要な事項は，関係の学部規則で定める。
　（履修方法及び試験）
第 28 条　第 26 条第１項の区分に従って開設される授業科目及びその履修方法並びに試 
験に関することは，各学部規則，神戸大学全学共通授業科目履修規則（平成 16 年４月
１日制定。以下「履修規則」という。）及び神戸大学国際教養教育院高度教養科目履修
規程（平成28年３月22日制定）で定める。
２　第 26条第２項の規定により開設される授業科目（以下「日本語等授業科目」という。）
及びその履修方法並びに試験に関することは，各学部規則及び神戸大学日本語等授業科
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目履修規則（平成16年４月１日制定）で定める。
　（履修科目の登録の上限）
第 29 条　学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため，卒業の要件として学
生が修得すべき単位数について，学生が１年間に履修科目として登録することができる
単位数の上限は各学部規則において定めるものとする。
２　各学部規則の定めるところにより，所定の単位を優れた成績をもって修得した学生に
ついては，前項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。
　（成績評価基準）
第 30 条　各学部は，各授業における学習目標や目標達成のための授業の方法及び計画を
明示するとともに，学生の授業への取組状況等を考慮した多元的な成績評価基準を定
め，公表するものとする。
　（単位の授与）
第 31 条　一の授業科目を履修した者に対しては，試験の上，単位を与える。ただし，第
32 条第４項の授業科目については，各学部規則で定める方法により学修の成果を評価
して単位を与えることができる。
　（単位の基準）
第 32 条　各授業科目の単位数を定めるに当たっては，１単位の授業科目を 45 時間の学 
修を必要とする内容をもって構成することを標準とし，授業の方法に応じ，当該授業に
よる教育効果，授業時間外に必要な学修等を考慮して，次の基準により単位数を計算す
るものとする。
　(1)　講義及び演習については，15時間から 30時間までの範囲で各学部規則で定める時

間の授業をもって１単位とする。
　(2)　実験，実習及び実技については，30時間から 45時間までの範囲で各学部規則で定

める時間の授業をもって１単位とする。ただし，芸術等の分野における個人指導によ
る実技の授業については，当該学部規則で定める時間の授業をもって１単位とするこ
とができる。

　(3)　一の授業について，講義，演習，実験，実習又は実技のうち２以上の方法の併用
により行う場合については，その組み合わせに応じ，前２号に規定する基準を考慮し
て各学部規則で定める時間の授業をもって１単位とする。

２　前項各号の規定にかかわらず，全学共通授業科目（履修規則で定める全学に共通する
授業科目をいう。）については，次の基準により単位数を計算するものとする。
　(1)　講義については，15時間の授業をもって１単位とする。
　(2)　演習，実験，実習及び実技については，30時間の授業をもって１単位とする。
　(3)　一の授業について，講義，演習，実験，実習又は実技のうち２以上の方法の併用

により行う場合については，その組み合わせに応じ，前２号に規定する基準を考慮し
て別に定める時間の授業をもって１単位とする。
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目履修規則（平成16年４月１日制定）で定める。
　（履修科目の登録の上限）
第 29 条　学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため，卒業の要件として学
生が修得すべき単位数について，学生が１年間に履修科目として登録することができる
単位数の上限は各学部規則において定めるものとする。

２　各学部規則の定めるところにより，所定の単位を優れた成績をもって修得した学生に
ついては，前項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。

　（成績評価基準）
第 30 条　各学部は，各授業における学習目標や目標達成のための授業の方法及び計画を
明示するとともに，学生の授業への取組状況等を考慮した多元的な成績評価基準を定
め，公表するものとする。

　（単位の授与）
第 31 条　一の授業科目を履修した者に対しては，試験の上，単位を与える。ただし，第
32 条第４項の授業科目については，各学部規則で定める方法により学修の成果を評価
して単位を与えることができる。

　（単位の基準）
第 32 条　各授業科目の単位数を定めるに当たっては，１単位の授業科目を 45 時間の学 
修を必要とする内容をもって構成することを標準とし，授業の方法に応じ，当該授業に
よる教育効果，授業時間外に必要な学修等を考慮して，次の基準により単位数を計算す
るものとする。
　(1)　講義及び演習については，15時間から 30時間までの範囲で各学部規則で定める時

間の授業をもって１単位とする。
　(2)　実験，実習及び実技については，30時間から 45時間までの範囲で各学部規則で定

める時間の授業をもって１単位とする。ただし，芸術等の分野における個人指導によ
る実技の授業については，当該学部規則で定める時間の授業をもって１単位とするこ
とができる。

　(3)　一の授業について，講義，演習，実験，実習又は実技のうち２以上の方法の併用
により行う場合については，その組み合わせに応じ，前２号に規定する基準を考慮し
て各学部規則で定める時間の授業をもって１単位とする。

２　前項各号の規定にかかわらず，全学共通授業科目（履修規則で定める全学に共通する
授業科目をいう。）については，次の基準により単位数を計算するものとする。
　(1)　講義については，15時間の授業をもって１単位とする。
　(2)　演習，実験，実習及び実技については，30時間の授業をもって１単位とする。
　(3)　一の授業について，講義，演習，実験，実習又は実技のうち２以上の方法の併用

により行う場合については，その組み合わせに応じ，前２号に規定する基準を考慮し
て別に定める時間の授業をもって１単位とする。
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３　第１項の規定にかかわらず，日本語等授業科目については，30時間の授業をもって１
単位とする。
４　第１項の規定にかかわらず，卒業論文，卒業研究，研究指導等の授業科目については，
これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適当と認められる場合には，これ
らに必要な学修等を考慮して，単位数を各学部規則で定めることができる。
　（他学部の授業科目の履修）
第 33 条　学生は，他の学部の授業科目を履修することができる。この場合は，所属学部
長を経て，当該学部長の許可を受けなければならない。
　（他の大学又は短期大学における授業科目の履修）
第 34 条　教育上有益と認めるときは，他の大学又は短期大学（外国の大学又は短期大学
を含む。）との協定に基づき，学生に当該大学又は短期大学の授業科目を履修させるこ
とがある。
２　前項の規定にかかわらず，やむを得ない事情があるときは，教授会の議を経て，協定
に基づかずに学生に外国の大学又は短期大学の授業科目を履修させることがある。
３　前２項の規定により履修した授業科目について修得した単位は，60 単位を超えない
範囲で本学において修得したものとみなすことがある。
４　前３項の規定は，外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国
において履修させる場合及び外国の大学又は短期大学の教育課程を有するものとして当
該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に
指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修させる場合につい
て準用する。
５　前４項に関して必要な事項は，協定に定めるもののほか，関係の学部規則で定める。
　（休学期間中に外国の大学又は短期大学において履修した授業科目の単位の取扱い）
第 34 条の２　教育上有益と認めるときは，学生が休学期間中に本学と協定を締結してい
る外国の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を，本学に
おいて修得したものとみなすことができる。
２　前項の規定にかかわらず，やむを得ない事情があるときは，教授会の議を経て，学生
が休学期間中に協定に基づかずに外国の大学又は短期大学において履修した授業科目に
ついて修得した単位を，本学において修得したものとみなすことができる。
３　前２項により修得したものとみなすことができる単位数は，前条第３項及び第４項に
より本学において修得したものとみなす単位数と合わせて 60 単位を超えないものとす
る。
４　前３項に関して必要な事項は，関係の学部規則で定める。
　（大学以外の教育施設等における学修）
第 35 条　教育上有益と認めるときは，学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科に
おける学修その他文部科学大臣が別に定める学修を，本学における授業科目の履修とみ
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なし，単位を与えることができる。
２　前項により与えることができる単位数は，第 34 条第３項及び第４項並びに前条第１
項及び第２項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて 60 単位を超
えないものとする。
３　前２項に関して必要な事項は，関係の学部規則で定める。
　（入学前の既修得単位等の認定）
第 36 条　教育上有益と認めるときは，学生が本学に入学する前に大学又は短期大学（外国
の大学又は短期大学を含む。）において履修した授業科目について修得した単位（科目等
履修生として修得した単位を含む。以下「既修得単位」という。）を，本学に入学した後
の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
２　教育上有益と認めるときは，学生が本学に入学する前に行った前条第１項に規定する
学修を，本学における授業科目の履修とみなし，単位を与えることができる。
３　前２項により修得したものとみなし，又は与えることのできる単位数は，編入学，転
入学及び再入学の場合を除き，本学において修得した単位以外のものについては，第34
条第３項及び第４項並びに第 34 条の２第１項及び第２項並びに前条第１項により本学
において修得したものとみなし，又は与えることのできる単位数と合わせて 60 単位を
超えないものとする。
４　前３項に関して必要な事項は，関係の学部規則で定める。
　（編入学，転入学，再入学者の修業年数等）
第 37 条　第 13 条から第 15 条までの規定により入学する者の修業すべき年数，履修すべ
き科目及びその単位については，教授会の議を経て，これを定める。
　（転学部）
第 38 条　学長は，学生で所属学部長の承認を得て転学部を希望する者があるときは，志
望学部の教授会の議を経て，許可することがある。
　（転学科）
第 39 条　学長は，学生で転学科を希望する者があるときは，教授会の議を経て，許可す
ることがある。

　　　　　　第 ３ 節　　留 学 及 び 休 学

　（留　　学）
第 40 条　第34条第１項の規定に基づき，外国の大学又は短期大学に留学しようとする者
は，所属学部長の許可を受けなければならない。
２　前項の許可を受けて留学した期間は，第22条の修業年限に算入するものとする。
　（休学の許可）
第 41 条　学生が，疾病その他の理由により，３か月以上修学を休止しようとするときは，
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なし，単位を与えることができる。
２　前項により与えることができる単位数は，第 34 条第３項及び第４項並びに前条第１
項及び第２項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて 60 単位を超
えないものとする。
３　前２項に関して必要な事項は，関係の学部規則で定める。
　（入学前の既修得単位等の認定）
第 36 条　教育上有益と認めるときは，学生が本学に入学する前に大学又は短期大学（外国
の大学又は短期大学を含む。）において履修した授業科目について修得した単位（科目等
履修生として修得した単位を含む。以下「既修得単位」という。）を，本学に入学した後
の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
２　教育上有益と認めるときは，学生が本学に入学する前に行った前条第１項に規定する
学修を，本学における授業科目の履修とみなし，単位を与えることができる。
３　前２項により修得したものとみなし，又は与えることのできる単位数は，編入学，転
入学及び再入学の場合を除き，本学において修得した単位以外のものについては，第34
条第３項及び第４項並びに第 34 条の２第１項及び第２項並びに前条第１項により本学
において修得したものとみなし，又は与えることのできる単位数と合わせて 60 単位を
超えないものとする。
４　前３項に関して必要な事項は，関係の学部規則で定める。
　（編入学，転入学，再入学者の修業年数等）
第 37 条　第 13 条から第 15 条までの規定により入学する者の修業すべき年数，履修すべ
き科目及びその単位については，教授会の議を経て，これを定める。
　（転学部）
第 38 条　学長は，学生で所属学部長の承認を得て転学部を希望する者があるときは，志
望学部の教授会の議を経て，許可することがある。
　（転学科）
第 39 条　学長は，学生で転学科を希望する者があるときは，教授会の議を経て，許可す
ることがある。

　　　　　　第 ３ 節　　留 学 及 び 休 学

　（留　　学）
第 40 条　第34条第１項の規定に基づき，外国の大学又は短期大学に留学しようとする者
は，所属学部長の許可を受けなければならない。
２　前項の許可を受けて留学した期間は，第22条の修業年限に算入するものとする。
　（休学の許可）
第 41 条　学生が，疾病その他の理由により，３か月以上修学を休止しようとするときは，
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所属学部長の許可を得て休学することができる。
２　前項の休学期間は，１年以内とする。ただし，特別の理由があると認めるときは，学
部長は，更に１年を超えない範囲内において休学期間の延長を認めることができる。当
該延長に係る期間が満了した場合において，これを更に延長しようとするときも，同様
とする。
　（休学の解除）
第 42 条　前条の休学期間中にその理由が消滅したときは，所属学部長の許可を得て，復
学することができる。
　（休学の命令）
第 43 条　学生で，疾病により３か月以上修学を休止させることが適当と認められる者が
あるときは，学部長の申請により，学長が休学を命ずる。
　（休学期間の取扱い）
第 44 条　休学の期間は，通算して３年を超えることはできない。
２　休学期間は，在学年数に算入しない。

　　　　　第 ４ 節　　退学及び除籍

　（退　　学）
第 45 条　学生が，退学しようとするときは，その理由を具し，所属学部長に願い出て許
可を受けなければならない。
　（疾病等による除籍）
第 46 条　学生が，疾病その他の理由により，成業の見込みがないと認められるときは，
学部長の申請により，学長がこれを除籍する。
　（入学料等未納による除籍）
第 47 条　学生が次の各号のいずれかに該当するときは，学部長がこれを除籍する。
　(1)　第 18 条又は第 19条の規定により入学料の免除又は徴収猶予を申請した者で，免除
若しくは徴収猶予が不許可になったもの又は半額免除若しくは徴収猶予が許可になっ
たものが，その者に係る納付すべき入学料を納付期限内に納付しないとき。

　(2)　授業料の納付を怠り，督促を受けても，納付期限の属する学期の末日までに納付
しないとき。

　　　　　第 ５ 節　　卒業要件及び学士の学位

　（卒業要件）
第 48 条　卒業の要件は，第 22 条に定める期間在学し，124 単位（医学部医学科にあって
は，188単位。以下同じ。）以上を各学部規則の定めるところにより修得することとする。
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２　前項の規定により卒業の要件として修得すべき124単位のうち，第27条第２項の授業
の方法により修得する単位数は60単位を超えないものとする。ただし，124単位を超え
る単位数を卒業の要件としている場合においては，同条第１項に規定する授業により64
単位（医学部医学科にあっては，128 単位）以上を修得しているときは，60 単位を超え
ることができることとする。
　（学士の学位授与）
第 49 条　前条の規定により，学部所定の課程を修めて本学を卒業した者に対しては，学
士の学位を授与する。

　　　　　第 ６ 節　　授　　業　　料

　（授業料の納期）
第 50 条　授業料は，次の２期に分け，年額の２分の１に相当する額をそれぞれその納付
期間中に納付しなければならない。
期　別　　　　　　　　　　　　　納付期間
前　期（４月から９月まで）　　　４月１日から４月30日まで
後　期（10月から３月まで）　　　10月１日から10月31日まで
２　前項の規定にかかわらず，前期に係る授業料を納付するときに，当該年度の後期に係
る授業料を併せて納付することができる。
３　入学年度の前期又は前期及び後期に係る授業料については，第１項の規定にかかわら
ず，入学を許可されるときに納付することができる。
４　第１項の納付期間を経過した後において入学した者のその期の授業料は，入学の日の
属する月に納付しなければならない。
５　学年の中途において卒業する者の授業料は，その卒業の月までの分を，月割をもって
在学する期の納付期間内に納付しなければならない。
６　既納の授業料は，還付しない。ただし，第２項又は第３項の規定により授業料を納付
した者が，次の各号のいずれかに該当する場合は，納付した者の申出により当該各号に
定める授業料相当額を還付するものとする。
　(1)　第２項の規定により授業料を納付した者が，後期に係る授業料の納付期間前に休

学又は第45条の規定により退学した場合　後期分の授業料に相当する額
　(2)　第３項の規定により授業料を納付した者が，入学年度の前年度の末日までに入学を
辞退した場合　入学年度の前期分又は前期分及び後期分の授業料に相当する額

　(3)　第３項の規定により授業料を納付した者が，入学年度の前年度の末日までに入学
年度の初日からの休学を申し出，第 41 条第１項の規定により休学を許可された場合　
入学年度の前期分又は前期分及び後期分の授業料に相当する額
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　（授業料の免除）
第 51 条　経済的理由により授業料を納付することが困難であり，かつ，学業が優秀であ
る者その他特別な事情がある者に対しては，本人の申請により授業料の全額又は半額を
免除することがある。

２　前項に規定する授業料の免除の取扱いについては，別に定める。
　（授業料の徴収猶予及び月割分納）
第 52 条　経済的理由により授業料の納付期限までに授業料を納付することが困難であ
り，かつ，学業が優秀である者その他特別な事情がある者に対しては，本人の申請によ
り授業料の徴収猶予又は月割分納を許可することがある。

２　前項に規定する授業料の徴収猶予及び月割分納の取扱いについては，別に定める。
　（休学者の授業料）
第 53 条　学生が授業料の納付期限までに休学を許可された場合又は授業料の徴収猶予を
受けていた者が休学を許可された場合は，月割計算により休学当月の翌月（休学を開始
する日が月の初日に当たる場合は，その月）から復学当月の前月までの授業料を免除す
る。

２　休学中の者が復学した場合は，復学当月以後のその期の授業料を月割をもって復学の
際に納付しなければならない。

　（退学者等の授業料）
第 54 条　第50条に定める期の中途において，第45条の規定により退学し，第55条の２
第１項の規定により停学若しくは懲戒退学を命ぜられ，又は除籍された者は，その期の
授業料を納付しなければならない。ただし，死亡し，若しくは行方不明となったことに
より除籍された場合又は第 47 条の規定により除籍された場合は，その者に係る未納の
授業料の全額を免除することがある。

２　授業料の徴収猶予又は月割分納を許可されている者が退学を許可された場合は，月割
計算により退学の翌月以後に納付すべき授業料の全額を免除することがある。

　　　　　第 ７ 節　　賞　　　　罰

　（表　　彰）
第 55 条　学生として表彰に値する行為があったときには，所属学部長等の推薦により，
学長は，これを表彰することがある。

２　前項に関し必要な事項は，神戸大学学生表彰規程（平成 17 年２月 17 日制定）で定め
る。　

　（懲　　戒）
第 55 条の２　本学の規定に違背し，学生の本分を守らない者があるときは，所定の手続
により学長が懲戒する。
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２　前項の規定により卒業の要件として修得すべき124単位のうち，第27条第２項の授業
の方法により修得する単位数は60単位を超えないものとする。ただし，124単位を超え
る単位数を卒業の要件としている場合においては，同条第１項に規定する授業により64
単位（医学部医学科にあっては，128 単位）以上を修得しているときは，60 単位を超え
ることができることとする。
　（学士の学位授与）
第 49 条　前条の規定により，学部所定の課程を修めて本学を卒業した者に対しては，学
士の学位を授与する。

　　　　　第 ６ 節　　授　　業　　料

　（授業料の納期）
第 50 条　授業料は，次の２期に分け，年額の２分の１に相当する額をそれぞれその納付
期間中に納付しなければならない。
期　別　　　　　　　　　　　　　納付期間
前　期（４月から９月まで）　　　４月１日から４月30日まで
後　期（10月から３月まで）　　　10月１日から10月31日まで
２　前項の規定にかかわらず，前期に係る授業料を納付するときに，当該年度の後期に係
る授業料を併せて納付することができる。
３　入学年度の前期又は前期及び後期に係る授業料については，第１項の規定にかかわら
ず，入学を許可されるときに納付することができる。
４　第１項の納付期間を経過した後において入学した者のその期の授業料は，入学の日の
属する月に納付しなければならない。
５　学年の中途において卒業する者の授業料は，その卒業の月までの分を，月割をもって
在学する期の納付期間内に納付しなければならない。
６　既納の授業料は，還付しない。ただし，第２項又は第３項の規定により授業料を納付
した者が，次の各号のいずれかに該当する場合は，納付した者の申出により当該各号に
定める授業料相当額を還付するものとする。
　(1)　第２項の規定により授業料を納付した者が，後期に係る授業料の納付期間前に休

学又は第45条の規定により退学した場合　後期分の授業料に相当する額
　(2)　第３項の規定により授業料を納付した者が，入学年度の前年度の末日までに入学を
辞退した場合　入学年度の前期分又は前期分及び後期分の授業料に相当する額

　(3)　第３項の規定により授業料を納付した者が，入学年度の前年度の末日までに入学
年度の初日からの休学を申し出，第 41 条第１項の規定により休学を許可された場合　
入学年度の前期分又は前期分及び後期分の授業料に相当する額
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　（授業料の免除）
第 51 条　経済的理由により授業料を納付することが困難であり，かつ，学業が優秀であ
る者その他特別な事情がある者に対しては，本人の申請により授業料の全額又は半額を
免除することがある。
２　前項に規定する授業料の免除の取扱いについては，別に定める。
　（授業料の徴収猶予及び月割分納）
第 52 条　経済的理由により授業料の納付期限までに授業料を納付することが困難であ
り，かつ，学業が優秀である者その他特別な事情がある者に対しては，本人の申請によ
り授業料の徴収猶予又は月割分納を許可することがある。
２　前項に規定する授業料の徴収猶予及び月割分納の取扱いについては，別に定める。
　（休学者の授業料）
第 53 条　学生が授業料の納付期限までに休学を許可された場合又は授業料の徴収猶予を
受けていた者が休学を許可された場合は，月割計算により休学当月の翌月（休学を開始
する日が月の初日に当たる場合は，その月）から復学当月の前月までの授業料を免除す
る。
２　休学中の者が復学した場合は，復学当月以後のその期の授業料を月割をもって復学の
際に納付しなければならない。
　（退学者等の授業料）
第 54 条　第50条に定める期の中途において，第45条の規定により退学し，第55条の２
第１項の規定により停学若しくは懲戒退学を命ぜられ，又は除籍された者は，その期の
授業料を納付しなければならない。ただし，死亡し，若しくは行方不明となったことに
より除籍された場合又は第 47 条の規定により除籍された場合は，その者に係る未納の
授業料の全額を免除することがある。
２　授業料の徴収猶予又は月割分納を許可されている者が退学を許可された場合は，月割
計算により退学の翌月以後に納付すべき授業料の全額を免除することがある。

　　　　　第 ７ 節　　賞　　　　罰

　（表　　彰）
第 55 条　学生として表彰に値する行為があったときには，所属学部長等の推薦により，
学長は，これを表彰することがある。
２　前項に関し必要な事項は，神戸大学学生表彰規程（平成 17 年２月 17 日制定）で定め
る。　
　（懲　　戒）
第 55 条の２　本学の規定に違背し，学生の本分を守らない者があるときは，所定の手続
により学長が懲戒する。
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２　懲戒は，訓告，停学及び懲戒退学とする。
３　停学３か月以上にわたるときは，その期間は，第22条の修業年限に算入しない。
４　前３項に関し必要な事項は，神戸大学学生懲戒規則（平成 16 年４月１日制定）で定
める。

　　　第 ３ 章　　　　大　　 学　　 院

　　　　　第 １ 節　　入　　　　　学

　（修士課程，前期課程及び専門職学位課程の入学資格）
第 56 条　修士課程，前期課程及び専門職学位課程に入学することのできる者は，次の各
号のいずれかに該当する者とする。
　(1)　大学を卒業した者
　(2)　法第104条第４項の規定により学士の学位を授与された者
　(3)　外国において，学校教育における16年の課程を修了した者
　(4)　外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することによ

り当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
　(5)　我が国において，外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16

年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育
制度において位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの
当該課程を修了した者

　(6)　外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について，
当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準
ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。）において，修業年限が３
年以上である課程を修了すること（当該外国の学校が行う通信教育における授業科目
を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教
育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課
程を修了することを含む。）により，学士の学位に相当する学位を授与された者

　(7)　専修学校の専門課程 (修業年限が４年以上であることその他の文部科学大臣が定め
る基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が
定める日以後に修了した者

　(8)　文部科学大臣の指定した者(昭和28年文部省告示第５号)
　(9)　法第102条第２項の規定により大学院に入学した者であって，本学において，大学

院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
　(10)　本学において，個別の入学資格審査により，大学を卒業した者と同等以上の学力

があると認めた者で，22歳に達したもの
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２　懲戒は，訓告，停学及び懲戒退学とする。
３　停学３か月以上にわたるときは，その期間は，第22条の修業年限に算入しない。
４　前３項に関し必要な事項は，神戸大学学生懲戒規則（平成 16 年４月１日制定）で定
める。

　　　第 ３ 章　　　　大　　 学　　 院

　　　　　第 １ 節　　入　　　　　学

　（修士課程，前期課程及び専門職学位課程の入学資格）
第 56 条　修士課程，前期課程及び専門職学位課程に入学することのできる者は，次の各
号のいずれかに該当する者とする。
　(1)　大学を卒業した者
　(2)　法第104条第４項の規定により学士の学位を授与された者
　(3)　外国において，学校教育における16年の課程を修了した者
　(4)　外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することによ

り当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
　(5)　我が国において，外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16

年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育
制度において位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの
当該課程を修了した者

　(6)　外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について，
当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準
ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。）において，修業年限が３
年以上である課程を修了すること（当該外国の学校が行う通信教育における授業科目
を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教
育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課
程を修了することを含む。）により，学士の学位に相当する学位を授与された者

　(7)　専修学校の専門課程 (修業年限が４年以上であることその他の文部科学大臣が定め
る基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が
定める日以後に修了した者

　(8)　文部科学大臣の指定した者(昭和28年文部省告示第５号)
　(9)　法第102条第２項の規定により大学院に入学した者であって，本学において，大学

院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
　(10)　本学において，個別の入学資格審査により，大学を卒業した者と同等以上の学力

があると認めた者で，22歳に達したもの
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　（修士課程，前期課程及び専門職学位課程への早期入学）
第 57 条　前条の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当する者であって，本学の
定める単位を優秀な成績で修得したと認めるものを，教授会の議を経て，入学させるこ
とができる。
　(1)　大学に３年以上在学した者
　(2)　外国において学校教育における15年の課程を修了した者
　(3)　外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当
該外国の学校教育における15年の課程を修了した者

　(4)　我が国において，外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における15年
の課程を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度に
おいて位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該課程
を修了した者

２　前項に関して必要な事項は，関係の研究科規則で定める。
　（後期課程の入学資格）
第 58 条　後期課程に入学することのできる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。
　(1)　修士の学位又は専門職学位（法第 104 条第１項の規定に基づき学位規則（昭和 28

年文部省令第９号）第５条の２に規定する専門職学位をいう。以下同じ。）を有する
者

　(2)　外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
　(3)　外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し，修士の学

位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
　(4)　我が国において，外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度
において位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該
課程を修了し，修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者

　(5)　国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置
法（昭和51年法律第72号）第１条第２項に規定する1972年12月11日の国際連合総
会決議に基づき設立された国際連合大学（第74条において「国際連合大学」という。）
の課程を修了し，修士の学位に相当する学位を授与された者

　(6)　外国の学校，第４号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修
し，大学院設置基準（昭和49年文部省令第28号）第16条の２に規定する試験及び審
査に相当するものに合格し，修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めら
れた者

　(7)　文部科学大臣の指定した者（平成元年文部省告示第118号）
　(8)　本学において，個別の入学資格審査により，修士の学位又は専門職学位を有する
者と同等以上の学力があると認めた者で，24歳に達したもの
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　（医学研究科の博士課程の入学資格）
第 59 条　医学研究科の博士課程に入学することのできる者は，次の各号のいずれかに該
当する者とする。
　(1)　大学の医学，歯学，薬学（修業年限が６年であるものに限る。以下同じ。）又は獣

医学（修業年限が６年であるものに限る。以下同じ。）を履修する課程を卒業した者
　(2)　外国において，学校教育における 18 年の課程 (最終の課程は医学，歯学，薬学又

は獣医学)を修了した者
　(3)　外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することによ

り当該外国の学校教育における18年の課程(最終の課程は医学，歯学，薬学又は獣医
学)を修了した者

　(4)　我が国において，外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における18
年の課程 (最終の課程は，医学，歯学，薬学又は獣医学 )を修了したとされるものに
限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施
設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者

　(5)　外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について，
当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準
ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。）において，修業年限が５
年以上である課程 (医学，歯学，薬学又は獣医学を履修する課程に限る。)を修了す
ること（当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する
ことにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けら
れた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。）
により，学士の学位に相当する学位を授与された者

　(6)　文部科学大臣の指定した者(昭和30年文部省告示第39号)
　(7)　法第102条第２項の規定により大学院に入学した者であって，本学において，大学

院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
　(8)　本学において，個別の入学資格審査により，大学の医学，歯学，薬学又は獣医学

を履修する課程を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で，24歳に達したも
の

　（医学研究科の博士課程への早期入学）
第 60 条　前条の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当する者であって，本学の
定める単位を優秀な成績で修得したと認めるものを，教授会の議を経て，入学させるこ
とができる。
　(1)　大学（医学，歯学，薬学又は獣医学を履修する課程に限る。）に４年以上在学した

者
　(2)　外国において学校教育における 16 年の課程（医学，歯学，薬学又は獣医学を履修

する課程を含むものに限る。）を修了した者
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　（医学研究科の博士課程の入学資格）
第 59 条　医学研究科の博士課程に入学することのできる者は，次の各号のいずれかに該
当する者とする。
　(1)　大学の医学，歯学，薬学（修業年限が６年であるものに限る。以下同じ。）又は獣

医学（修業年限が６年であるものに限る。以下同じ。）を履修する課程を卒業した者
　(2)　外国において，学校教育における 18 年の課程 (最終の課程は医学，歯学，薬学又

は獣医学)を修了した者
　(3)　外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することによ

り当該外国の学校教育における18年の課程(最終の課程は医学，歯学，薬学又は獣医
学)を修了した者

　(4)　我が国において，外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における18
年の課程 (最終の課程は，医学，歯学，薬学又は獣医学 )を修了したとされるものに
限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施
設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者

　(5)　外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について，
当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準
ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。）において，修業年限が５
年以上である課程 (医学，歯学，薬学又は獣医学を履修する課程に限る。)を修了す
ること（当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する
ことにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けら
れた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。）
により，学士の学位に相当する学位を授与された者

　(6)　文部科学大臣の指定した者(昭和30年文部省告示第39号)
　(7)　法第102条第２項の規定により大学院に入学した者であって，本学において，大学

院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
　(8)　本学において，個別の入学資格審査により，大学の医学，歯学，薬学又は獣医学

を履修する課程を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で，24歳に達したも
の

　（医学研究科の博士課程への早期入学）
第 60 条　前条の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当する者であって，本学の
定める単位を優秀な成績で修得したと認めるものを，教授会の議を経て，入学させるこ
とができる。
　(1)　大学（医学，歯学，薬学又は獣医学を履修する課程に限る。）に４年以上在学した

者
　(2)　外国において学校教育における 16 年の課程（医学，歯学，薬学又は獣医学を履修

する課程を含むものに限る。）を修了した者

㸫 �� 㸫

　(3)　外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することによ
り当該外国の学校教育における 16 年の課程（医学，歯学，薬学又は獣医学を履修す
る課程を含むものに限る。）を修了した者

　(4)　我が国において，外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における
16年の課程（最終の課程は，医学，歯学，薬学又は獣医学）を修了したとされるもの
に限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育
施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者

２　前項に関して必要な事項は，関係の研究科規則で定める。
　（進　　学）
第 61 条　本学大学院の修士課程，前期課程又は専門職学位課程を修了し，引き続き後期
課程又は医学研究科の博士課程に進学を志望する者については，当該研究科の定めると
ころにより，選考の上，進学を許可する。
　（入学者選抜）
第 62 条　大学院の入学者の選抜は，公正かつ妥当な方法により，適切な体制を整えて行
うものとする。
２　大学院の入学志願者に対する選考方法は，各研究科において別に定める。

　　　　　第 ２ 節　　修業年限，教育方法，修了要件等

　（標準修業年限）
第 63 条　修士課程の標準修業年限は，２年とする。
２　前項の規定にかかわらず，修士課程においては，主として実務の経験を有する者に対
して教育を行う場合であって，教育研究上の必要があり，かつ，昼間と併せて夜間その
他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適切な方法により教育上支
障を生じないときは，各研究科の定めるところにより，専攻又は学生の履修上の区分に
応じ，標準修業年限を１年以上２年未満の期間とすることができる。
３　前項に規定する修士課程を置く研究科，専攻又は学生の履修上の区分及びその標準修
業年限は，次のとおりとする。
　　　人間発達環境学研究科　人間発達専攻（発達支援論コース）１年
４　人文学研究科，国際文化学研究科，人間発達環境学研究科，法学研究科，経済学研究
科，経営学研究科，理学研究科，保健学研究科，工学研究科，システム情報学研究科，
農学研究科，海事科学研究科及び国際協力研究科の博士課程の標準修業年限は，前期課
程２年，後期課程３年の５年とする。
５　医学研究科の博士課程の標準修業年限は，４年とする。
６　経営学研究科現代経営学専攻の専門職学位課程の標準修業年限は，２年とする。 
ただし，教育研究上の必要があると認められるときは，研究科の定めるところにより，
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　人文学研究科，国際文化学研究科，人間発達環境学研究科，法学研究科，経済学研究
科，経営学研究科，理学研究科，保健学研究科，工学研究科，システム情報学研究科，
農学研究科，海事科学研究科，国際協力研究科及び科学技術イノベーション研究科の博
士課程の標準修業年限は，前期課程２年，後期課程３年の５年とする。

㸫 �� 㸫㸫 �� 㸫



学生の履修上の区分に応じ，標準修業年限を１年以上２年未満の期間とすることができ
る。
７　法学研究科実務法律専攻の専門職学位課程（以下「法科大学院」という。）の標準修
業年限は，３年とする。
　（教育課程）
第 63 条の２　大学院（専門職大学院を除く。）は，本学，研究科及び専攻の教育上の目
的を達成するために必要な授業科目を自ら開設するとともに学位論文の作成等に対する
指導（以下「研究指導」という。）の計画を策定し，体系的に教育課程を編成するもの
とする。
２　専門職大学院は，その教育上の目的を達成するために専攻分野に応じ必要な授業科目
を自ら開設し，体系的に教育課程を編成するものとする。
　（教育方法等）
第 64 条　大学院の教育は，授業科目の授業及び研究指導によって行うものとする。
２　専門職大学院においては，その目的を達成し得る実践的な教育を行うよう専攻分野に
応じ事例研究，現地調査，双方向又は多方向に行われる討論又は質疑応答その他の適切
な方法により授業を行うものとする。
３　研究科において教育上特別の必要があると認められる場合には，夜間その他特定の時
間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことがで
きる。
４　各研究科における授業科目，その単位数及び研究指導並びにそれらの履修方法につい
ては，当該研究科規則で定める。
　（他大学大学院等の研究指導）
第 65 条　教育上有益と認めるときは，他大学（外国の大学を含む。）の大学院又は研究
所等（外国の研究機関を含む。）との協定に基づき，学生に当該大学の大学院又は当該
研究所等において必要な研究指導を受けさせることがある。ただし，修士課程及び前期
課程の学生については，当該研究指導を受けさせる期間は，１年を超えないものとする。
２　教育上有益と認めるときは，外国の大学院又は研究所等との協定に基づき，後期課程
の学生に，本学と当該外国の大学院又は研究所等において，共同の研究指導を受けさせ
ることがある。
　（研究指導のための留学）
第 66 条　前条の規定に基づき，外国の大学又は研究機関に留学しようとする者は，所属
研究科長の許可を受けなければならない。
２　前項の許可を受けて留学した期間は，第63条の標準修業年限に算入する。
　（修士課程及び前期課程の修了要件）
第 67 条　修士課程及び前期課程の修了要件は，当該課程に２年（人間発達環境学研究科
人間発達専攻（１年履修コース）にあたっては，１年）以上在学し，所定の単位を修得
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学生の履修上の区分に応じ，標準修業年限を１年以上２年未満の期間とすることができ
る。
７　法学研究科実務法律専攻の専門職学位課程（以下「法科大学院」という。）の標準修
業年限は，３年とする。
　（教育課程）
第 63 条の２　大学院（専門職大学院を除く。）は，本学，研究科及び専攻の教育上の目
的を達成するために必要な授業科目を自ら開設するとともに学位論文の作成等に対する
指導（以下「研究指導」という。）の計画を策定し，体系的に教育課程を編成するもの
とする。
２　専門職大学院は，その教育上の目的を達成するために専攻分野に応じ必要な授業科目
を自ら開設し，体系的に教育課程を編成するものとする。
　（教育方法等）
第 64 条　大学院の教育は，授業科目の授業及び研究指導によって行うものとする。
２　専門職大学院においては，その目的を達成し得る実践的な教育を行うよう専攻分野に
応じ事例研究，現地調査，双方向又は多方向に行われる討論又は質疑応答その他の適切
な方法により授業を行うものとする。
３　研究科において教育上特別の必要があると認められる場合には，夜間その他特定の時
間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことがで
きる。
４　各研究科における授業科目，その単位数及び研究指導並びにそれらの履修方法につい
ては，当該研究科規則で定める。
　（他大学大学院等の研究指導）
第 65 条　教育上有益と認めるときは，他大学（外国の大学を含む。）の大学院又は研究
所等（外国の研究機関を含む。）との協定に基づき，学生に当該大学の大学院又は当該
研究所等において必要な研究指導を受けさせることがある。ただし，修士課程及び前期
課程の学生については，当該研究指導を受けさせる期間は，１年を超えないものとする。
２　教育上有益と認めるときは，外国の大学院又は研究所等との協定に基づき，後期課程
の学生に，本学と当該外国の大学院又は研究所等において，共同の研究指導を受けさせ
ることがある。
　（研究指導のための留学）
第 66 条　前条の規定に基づき，外国の大学又は研究機関に留学しようとする者は，所属
研究科長の許可を受けなければならない。
２　前項の許可を受けて留学した期間は，第63条の標準修業年限に算入する。
　（修士課程及び前期課程の修了要件）
第 67 条　修士課程及び前期課程の修了要件は，当該課程に２年（人間発達環境学研究科
人間発達専攻（１年履修コース）にあたっては，１年）以上在学し，所定の単位を修得
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し，かつ，必要な研究指導を受けた上，当該課程の目的に応じ修士論文又は特定の課題
についての研究の成果の審査及び最終試験に合格することとする。ただし，在学期間に
関しては，優れた業績を上げた者については，当該課程に１年以上在学すれば足りるも
のとする。
　（博士課程の修了要件）
第 68 条　博士課程（医学研究科の博士課程を除く。）の修了要件は，後期課程に３年以
上在学し，所定の単位を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた上，博士論文の審査及
び最終試験に合格することとする。ただし，在学期間に関しては，優れた研究業績を上
げた者については，当該課程に１年（２年未満の在学期間をもって修士課程又は前期課
程を修了した者にあっては，当該在学期間を含めて３年）以上在学すれば足りるものと
する。
２　前項の規定にかかわらず，施行規則第 156 条の規定により大学院への入学資格に関し
修士の学位若しくは専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者又は
専門職学位課程を修了した者が，博士課程の後期３年の課程に入学した場合の博士課程
の修了の要件は，大学院（専門職大学院を除く。以下この項において同じ。）に３年（専
門職大学院設置基準第 18条第１項の法科大学院の課程を修了した者にあっては，２年）
以上在学し，必要な研究指導を受けた上，当該大学院の行う博士論文の審査及び試験に
合格することとする。ただし，在学期間に関しては，優れた研究業績を上げた者につい
ては，大学院に１年（標準修業年限が１年以上２年未満の専門職学位課程を修了した者
にあっては，３年から当該１年以上２年未満の期間を減じた期間）以上在学すれば足り
るものとする。
３　医学研究科の博士課程の修了要件は，当該課程に４年以上在学し，所定の単位を修得
し，かつ，必要な研究指導を受けた上，博士論文の審査及び最終試験に合格することと
する。ただし，在学期間に関しては，優れた研究業績を上げた者については，当該課程
に３年以上在学すれば足りるものとする。
　（専門職学位課程の修了要件）
第 69 条　専門職学位課程（法科大学院を除く。以下この条において同じ。）の修了要件は，
当該課程に２年（２年以外の標準修業年限を定める研究科，専攻又は学生の履修上の区
分にあっては，当該標準修業年限）以上在学し，所定の単位を修得することとする。
２　専門職学位課程の在学期間に関しては，第 75 条の規定により認定された入学前の既
修得単位（法第 102 条第１項の規定により入学資格を有した後，修得したものに限る。）
を，当該単位数，その修得に要した期間その他を勘案して当該課程の標準修業年限の２
分の１を超えない範囲で研究科が定める期間在学したものとみなすことができる。ただ
し，この場合においても，当該課程に少なくとも１年以上在学するものとする。
３　法科大学院の修了要件は，当該課程に３年以上在学し，所定の単位を修得することと
する。
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４　法科大学院の在学期間については，第 75 条の規定により認定された入学前の既修得
単位（法第 102 条第１項の規定により入学資格を有した後，修得したものに限る。）を，
当該単位数，その修得に要した期間その他を勘案して１年を超えない範囲で研究科が定
める期間在学したものとみなすことができる。
５　法科大学院は，法学の基礎的な学識を有すると認める者に関しては，第３項に規定す
る在学期間については，前項の規定により在学したものとみなす期間と合わせて１年を
超えない範囲で研究科が認める期間在学したものと，同項に規定する単位については，
第74条及び第75条の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて30単位を超え
ない範囲で研究科が認める単位を修得したものとみなすことができる。
　（学位論文及び最終試験）
第 70 条　学位論文及び最終試験に関することは，学位規程に定めるところによる。
　（修士及び博士の学位並びに専門職学位の授与）
第 71 条　各研究科において，所定の課程を修了した者に対しては，その課程に応じて修
士若しくは博士の学位又は専門職学位を授与する。
２　前項の学位に関することは，学位規程に定めるところによる。

　　　　　第 ３ 節　　準　用　規　定

　（準用規定）
第 72 条　第12条（入学期），第14条（転入学），第15条（再入学），第16条（入学志願），
第 17 条（入学手続），第 18 条（入学料の免除）（第２項を除く。），第 19 条（入学料の
徴収猶予等），第 20 条（死亡等による入学料の免除），第 21 条（宣誓），第 22 条（修業
年限）（第１項，第２項及び第３項を除く。），第 24 条（在学年限），第 27 条（授業の方
法），第31条（単位の授与），第32条（単位の基準）（第２項及び第３項を除く。），第33
条（他学部の授業科目の履修），第38条（転学部），第39条（転学科），第45条（退学），
第46条（疾病等による除籍），第47条（入学料等未納による除籍），第50条から第54条
まで（授業料），第55条（表彰）及び第55条の２（懲戒）の規定は，大学院に準用する。
ただし，第24条を準用する場合において，医学研究科の博士課程以外の博士課程にあっ
ては，標準修業年限を前期課程と後期課程に分ける。
　（履修科目の登録の上限）
第 73 条　専門職大学院学生の履修科目の登録の上限に関しては，第29条第１項を準用す
る。この場合において，｢学部規則」とあるのは「研究科規則」と読み替えるものとす
る。
　（成績評価基準）
第 73 条の２　大学院（専門職大学院を除く。）の成績評価基準に関しては，第 30 条を準
用する。この場合において，「各学部」とあるのは「各研究科」と，「授業の方法及び計
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４　法科大学院の在学期間については，第 75 条の規定により認定された入学前の既修得
単位（法第 102 条第１項の規定により入学資格を有した後，修得したものに限る。）を，
当該単位数，その修得に要した期間その他を勘案して１年を超えない範囲で研究科が定
める期間在学したものとみなすことができる。
５　法科大学院は，法学の基礎的な学識を有すると認める者に関しては，第３項に規定す
る在学期間については，前項の規定により在学したものとみなす期間と合わせて１年を
超えない範囲で研究科が認める期間在学したものと，同項に規定する単位については，
第74条及び第75条の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて30単位を超え
ない範囲で研究科が認める単位を修得したものとみなすことができる。
　（学位論文及び最終試験）
第 70 条　学位論文及び最終試験に関することは，学位規程に定めるところによる。
　（修士及び博士の学位並びに専門職学位の授与）
第 71 条　各研究科において，所定の課程を修了した者に対しては，その課程に応じて修
士若しくは博士の学位又は専門職学位を授与する。
２　前項の学位に関することは，学位規程に定めるところによる。

　　　　　第 ３ 節　　準　用　規　定

　（準用規定）
第 72 条　第12条（入学期），第14条（転入学），第15条（再入学），第16条（入学志願），
第 17 条（入学手続），第 18 条（入学料の免除）（第２項を除く。），第 19 条（入学料の
徴収猶予等），第 20 条（死亡等による入学料の免除），第 21 条（宣誓），第 22 条（修業
年限）（第１項，第２項及び第３項を除く。），第 24 条（在学年限），第 27 条（授業の方
法），第31条（単位の授与），第32条（単位の基準）（第２項及び第３項を除く。），第33
条（他学部の授業科目の履修），第38条（転学部），第39条（転学科），第45条（退学），
第46条（疾病等による除籍），第47条（入学料等未納による除籍），第50条から第54条
まで（授業料），第55条（表彰）及び第55条の２（懲戒）の規定は，大学院に準用する。
ただし，第24条を準用する場合において，医学研究科の博士課程以外の博士課程にあっ
ては，標準修業年限を前期課程と後期課程に分ける。
　（履修科目の登録の上限）
第 73 条　専門職大学院学生の履修科目の登録の上限に関しては，第29条第１項を準用す
る。この場合において，｢学部規則」とあるのは「研究科規則」と読み替えるものとす
る。
　（成績評価基準）
第 73 条の２　大学院（専門職大学院を除く。）の成績評価基準に関しては，第 30 条を準
用する。この場合において，「各学部」とあるのは「各研究科」と，「授業の方法及び計
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画」とあるのは「授業及び研究指導の方法及び計画」と読み替えるものとする。
２　専門職大学院の成績評価基準に関しては，第 30 条を準用する。この場合において，
「各学部」とあるのは「専門職大学院」と読み替えるものとする。
　（他大学大学院の授業科目の履修）
第 74 条　大学院学生の他大学（外国の大学を含む。）の大学院の授業科目の履修に関し
ては，第 34 条を準用する。この場合において，同条第３項中「60 単位」とあるのは，
｢10 単位（ただし，専門職大学院学生（法科大学院学生を除く。）にあっては 15 単位，
法科大学院学生にあっては 30 単位）」と，同条第４項中「及び外国の」とあるのは「，
外国の」と，「当該教育課程における授業科目を我が国において」とあるのは「当該教
育課程における授業科目を我が国において履修させる場合及び国際連合大学の教育課程
における授業科目を」と，同条第５項中「学部規則」とあるのは「研究科規則」と読み
替えるものとする。
　（休学期間中に外国の大学の大学院において履修した授業科目の単位の取扱い）
第 74 条の２　大学院学生が休学期間中に外国の大学において履修した授業科目について
修得した単位に関しては，第 34 条の２を準用する。この場合において，同条第１項及
び第２項中「外国の大学又は短期大学」とあるのは「外国の大学の大学院」と，同条第
３項中「60単位」とあるのは，「10単位（ただし，専門職大学院学生（法科大学院学生
を除く。）にあっては 15 単位，法科大学院学生にあっては 30 単位）」と，同条第４項中
「学部規則」とあるのは「研究科規則」と読み替えるものとする。
　（入学前の既修得単位の認定）
第 75 条　大学院学生の入学前の既修得単位の認定に関しては，第36条（第２項を除く。）
を準用する。この場合において，同条第１項中「大学又は短期大学」とあるのは「大学
院」と，同条第３項中「第 34 条第３項及び第４項並びに第 34 条の２第１項及び第２項
並びに前条第１項により本学において修得したものとみなし，又は与えることのできる
単位数と合わせて60単位」とあるのは，｢10単位（ただし，専門職大学院学生（法科大
学院学生を除く。）にあっては第74条及び第74条の２の規定により本学において修得し
たものとみなす単位数と合わせて15単位，法科大学院学生にあっては第74条及び第74
条の２の規定により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて30単位）」と，
同条第４項中「学部規則」とあるのは「研究科規則」と読み替えるものとする。
　（留　　学）
第 76 条　大学院学生の外国の大学への留学に関しては，第40条を準用する。この場合に
おいて，同条第１項中「第34条第１項」とあるのは「第74条」と，｢所属学部長」とあ
るのは「所属研究科長」と，同条第２項中「第 22 条」とあるのは「第 63 条」と読み替
えるものとする。
　（休　　学）
第 77 条　大学院学生の休学に関しては，第41条第１項，第42条，第43条及び第44条第
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２項を準用するほか，各研究科規則で定める。

　　　第 ４ 章　　　　学位プログラム

　（学位プログラム）
第 77 条の２　各学部及び各研究科において編成する教育課程のほか，明確な人材養成目
的に基づき，学部又は研究科の枠を超えた組織的な指導体制で展開される体系性・一貫
性ある教育を実施するため，学位の取得を目的とする学位プログラムを置くことができ
る。
２　前項に規定する学位プログラムは，次のとおりとする。
　　　EUエキスパート人材育成プログラム
３　学位プログラムの実施に関し人必要な事項は，別に定める。

　　　第 ５ 章 特別聴講学生，特別研究学生，科目等履修生， 
 聴講生，研究生，専攻生及び外国人特別学生

　（特別聴講学生）
第 78 条　他の大学，短期大学（外国の大学又は短期大学を含む。）又は高等専門学校と
の協定に基づき，当該大学（大学院を含む。），短期大学又は高等専門学校の学生で，本
学の授業科目を履修しようとする者があるときは，特別聴講学生として許可することが
ある。
２　特別聴講学生については，協定に定めるもののほか，関係の学部規則及び研究科規則
で定める。
　（特別研究学生）
第 79 条　他大学（外国の大学を含む。）の大学院との協定に基づき，当該大学院の学生で，
本学において研究指導を受けようとする者があるときは，特別研究学生として許可する
ことがある。
２　特別研究学生については，協定に定めるもののほか，関係の研究科規則で定める。
　（科目等履修生）
第 80 条　本学が開設する１又は複数の授業科目を履修しようとする者があるときは , 科
目等履修生として許可することがある。
２　科目等履修生に対しては，単位を与えることができる。
３　科目等履修生については，関係の学部規則及び研究科規則で定める。
　（聴講生，研究生及び専攻生）
第 81 条　本学が開設する１又は複数の授業科目を聴講しようとする者があるときは，聴
講生として許可することがある。
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２項を準用するほか，各研究科規則で定める。

　　　第 ４ 章　　　　学位プログラム

　（学位プログラム）
第 77 条の２　各学部及び各研究科において編成する教育課程のほか，明確な人材養成目
的に基づき，学部又は研究科の枠を超えた組織的な指導体制で展開される体系性・一貫
性ある教育を実施するため，学位の取得を目的とする学位プログラムを置くことができ
る。
２　前項に規定する学位プログラムは，次のとおりとする。
　　　EUエキスパート人材育成プログラム
３　学位プログラムの実施に関し人必要な事項は，別に定める。

　　　第 ５ 章 特別聴講学生，特別研究学生，科目等履修生， 
 聴講生，研究生，専攻生及び外国人特別学生

　（特別聴講学生）
第 78 条　他の大学，短期大学（外国の大学又は短期大学を含む。）又は高等専門学校と
の協定に基づき，当該大学（大学院を含む。），短期大学又は高等専門学校の学生で，本
学の授業科目を履修しようとする者があるときは，特別聴講学生として許可することが
ある。
２　特別聴講学生については，協定に定めるもののほか，関係の学部規則及び研究科規則
で定める。
　（特別研究学生）
第 79 条　他大学（外国の大学を含む。）の大学院との協定に基づき，当該大学院の学生で，
本学において研究指導を受けようとする者があるときは，特別研究学生として許可する
ことがある。
２　特別研究学生については，協定に定めるもののほか，関係の研究科規則で定める。
　（科目等履修生）
第 80 条　本学が開設する１又は複数の授業科目を履修しようとする者があるときは , 科
目等履修生として許可することがある。
２　科目等履修生に対しては，単位を与えることができる。
３　科目等履修生については，関係の学部規則及び研究科規則で定める。
　（聴講生，研究生及び専攻生）
第 81 条　本学が開設する１又は複数の授業科目を聴講しようとする者があるときは，聴
講生として許可することがある。
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２　特定の事項について研究しようとする者があるときは，研究生として許可することが
ある。
３　本学学部卒業者で，特定の専門事項について攻究しようとする者があるときは，専攻
生として許可することがある。
４　聴講生，研究生及び専攻生については，それぞれ関係の学部規則，研究科規則及び専
攻生規則で定める。
　（授業料の納期）
第 82 条　特別聴講学生，特別研究学生，科目等履修生，聴講生，研究生及び専攻生の授
業料については，それぞれの在学予定期間に応じ，３か月分又は６か月分に相当する額
を当該期間における当初の月に納付するものとし，在学予定期間が３か月未満又は６か
月未満であるときは，その期間分に相当する額を当該期間における当初の月に納付しな
ければならない。
　（外国人特別学生）
第 83 条　外国人で，第10条，第56条，第58条又は第59条の規定によらないで，外国人
特別学生として本学の学部又は大学院に入学を志願する者があるときは，教授会の議を
経て許可する。
２　前項の学生で，学部又は大学院の課程を修了した者には，第 49 条又は第 71 条に定め
る学位を授与する。

　　　第 ６ 章　　　　授業料，入学料及び検定料の額

　（授業料，入学料及び検定料の額）
第 84 条　本学の授業料，入学料及び検定料（以下「授業料等」という。）の額は，神戸
大学における授業料，入学料，検定料及び寄宿料の額に関する規程（平成 16 年４月１
日制定）に定められた額とする。
　（授業料等の不徴収）
第 84 条の２　国費外国人留学生制度実施要項（昭和 29 年３月 31 日文部大臣裁定）に基
づく国費外国人留学生の授業料等については，前条の規定にかかわらず，不徴収とする。
２　特別聴講学生及び特別研究学生の授業料等については，第 82 条及び前条の規定にか
かわらず，第 78 条第１項又は第 79 条第１項の協定に基づき，不徴収とすることができ
る。
３　科目等履修生のうち，教育公務員特例法（昭和 24 年法律第１号）第 22 条第２項又は
第３項の規定に基づき本学に派遣された教育職員（以下「現職教育職員」という。）の
入学科及び検定料については，第 82 条及び前条の規定にかかわらず，不徴収とするこ
とができる。
４　聴講生及び研究生のうち，現職教育職員の授業科等については，第 82 条及び前条の
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規定にかかわらず，不徴収とすることができる。
５　学長の承認に基づき現職のままで科目等履修生，聴講生又は研究生として入学した本
学の附属学校教員の授業科等は，不徴収とする。
６　外国人特別学生の授業料等については，学長が認めたときは，前条の規定にかかわら
ず，不徴収とすることができる。

　　第 ７ 章　　　　教育職員免許状

　（教員の免許状授与の所要資格の取得）
第 85 条　教員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は，教育職員免許法（昭和
24年法律第147号）及び教育職員免許法施行規則（昭和29年文部省令第26号）に定め
る所要の単位を修得しなければならない。
２　前項の規定により所要資格を取得できる教員の免許状の種類等については，関係の学
部規則及び研究科規則の定めるところによる。
　　　附　則（平成29年3月21日）
１　この規則は，平成29年4月1日から施行する。
２　国際文化学部国際文化学科並びに発達科学部人間形成学科，人間行動学科，人間表現
学科及び人間環境学科は，改正後の第3条の規定にかかわらず，平成29年3月31日に当
該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間，存続するものとする。
３　国際人間科学部及び別表の改正規定により入学定員を改める学科の平成 29 年度から
平成 31 年度までの総定員並びに学部の総定員の合計は，改正後の別表の規定にかかわ
らず，附則別表第1のとおりとする。
４　別表の改正規定により入学定員を改める専攻の平成 29 年度から平成 31 年度までの総
定員及び博士課程の総定員の合計は，改正後の別表の規定にかかわらず，附則別表第 2
のとおりとする。

附則別表第１（附則第３項関係）
年　度 区　分 総定員

平成29年度 文学部 人文学科 445
国際人間科学部 グローバル文化学科 140

発達コミュニティ学科 100
環境共生学科 80
子ども教育学科 50
学部計 370

理学部 数学科 103
化学科 105
生物学科 85
学部計 623
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　　　附　則
１　この規則は，令和２年４月１日から施行する。
２　令和２年度から令和８年度までの医学部及び医学部医学科並びに全学部の入学定員及
び総定員は，別表の規定にかかわらず，附則別表のとおりとする。

附則別表 ( 附則第 2項関係 )
年度 区分 入学定員 総定員

令和 2年度 医学部 医学科 112 697
計 272 1,337

全学部合計 2,530 10,639
令和 3年度 医学部 医学科 112 697

計 272 1,337
全学部合計 2,530 10,639

令和 4年度 医学部 医学科 100 685
計 260 1,325

全学部合計 2,518 10,627
令和 5年度 医学部 医学科 100 673

計 260 1,313
全学部合計 2,518 10,615

令和 6年度 医学部 医学科 100 661
計 260 1,301

全学部合計 2,518 10,603
令和 7年度 医学部 医学科 100 649

計 260 1,289
全学部合計 2,518 10,591

令和 8年度 医学部 医学科 100 637
計 260 1,277

全学部合計 2,518 10,579
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別表　収容定員

１　学部

区分
入学定員 2年次編

入学定員　3年次編入学定員 総定員

学科別 計 学科別　計　 学科別 計 学科別 計
文 学 部 人 文 学 科 100 100 　 　 　 　 400 400

国 際 人 間
科 学 部

グローバル文化学科 140

370

　 　 560

1,500
発達コミュニティ学科 100 5 5 410
環 境 共 生 学 科 80 3 3 326
子 ど も 教 育 学 科 50 2 2 204

法 学 部 法 律 学 科 180 180 　 　 20 20 760 760
経 済 学 部 経 済 学 科 270 270 　 　 20 20 1,120 1,120
経 営 学 部 経 営 学 科 260 260 　 　 20 20 1,080 1,080

理 学 部

数 学 科 28

153 　 　
学科共通
25 25

112

662
物 理 学 科 35 140
化 学 科 30 120
生 物 学 科 25 100
惑 星 学 科 35 140

医 学 部

医 学 科 100

260

5

5 10

625

1,265保 健
学 科

看護学専攻 80 　 10

640
検査技術科学専攻 40 　
理学療法学専攻 20 　
作業療法学専攻 20 　

工 学 部

建 築 学 科 93

565 　 　
学科共通
20 20

372

2,300

市 民 工 学 科 63 252
電 気 電 子 工 学 科 93 372
機 械 工 学 科 103 412
応 用 化 学 科 106 424
情 報 知 能 工 学 科 107 428

農 学 部
食料環境システム学科 36

160 　 　
学科共通
10 10

144
660資 源 生 命 科 学 科 55 220

生 命 機 能 科 学 科 69 276

海事科学部
グローバル輸送科学科 80

200 　 　
学科共通
10 10

320
820海洋安全システム科学科 40 160

マリンエンジニアリング学科 80 320
合計 　 2,518 　 5 　 135 　 10,567
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別表　収容定員

１　学部

区分
入学定員 2年次編

入学定員　3年次編入学定員 総定員
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科 学 部
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　 　 560

1,500
発達コミュニティ学科 100 5 5 410
環 境 共 生 学 科 80 3 3 326
子 ど も 教 育 学 科 50 2 2 204

法 学 部 法 律 学 科 180 180 　 　 20 20 760 760
経 済 学 部 経 済 学 科 270 270 　 　 20 20 1,120 1,120
経 営 学 部 経 営 学 科 260 260 　 　 20 20 1,080 1,080

理 学 部

数 学 科 28

153 　 　
学科共通
25 25

112

662
物 理 学 科 35 140
化 学 科 30 120
生 物 学 科 25 100
惑 星 学 科 35 140

医 学 部

医 学 科 100

260

5

5 10

625

1,265保 健
学 科

看護学専攻 80 　 10

640
検査技術科学専攻 40 　
理学療法学専攻 20 　
作業療法学専攻 20 　

工 学 部

建 築 学 科 93

565 　 　
学科共通
20 20

372

2,300

市 民 工 学 科 63 252
電 気 電 子 工 学 科 93 372
機 械 工 学 科 103 412
応 用 化 学 科 106 424
情 報 知 能 工 学 科 107 428

農 学 部
食料環境システム学科 36

160 　 　
学科共通
10 10

144
660資 源 生 命 科 学 科 55 220

生 命 機 能 科 学 科 69 276

海事科学部
グローバル輸送科学科 80

200 　 　
学科共通
10 10

320
820海洋安全システム科学科 40 160

マリンエンジニアリング学科 80 320
合計 　 2,518 　 5 　 135 　 10,567

２　大学院

区分

入学定員 総定員
修士
課程

博士課程 専門職学
位課程

修士
課程

博士課程 専門職学
位課程前期 後期 　 前期 後期 　

専
攻
別
計
専
攻
別
計
専
攻
別
計
専
攻
別
計
専
攻
別
計
専
攻
別
計
専
攻
別
計
専
攻
別
計
専
攻
別
計
専
攻
別
計

人文学
研究科

文 化 構 造 専 攻
　

17
44

8
20 　 　 　

34
88

24
60 　 　

社 会 動 態 専 攻 27 12 54 36
国際文
化学研
究 科

文 化 相 関 専 攻
　

18
47

6
15 　 　 　

36
94

18
45 　 　グ ロ ー バ ル

文 化 専 攻 29 9 58 27

人 間 
発 達 
環境学 
研究科

人 間 発 達 専 攻
　

51
91

11
17 　 　 　

102
178

33
51 　 　（1年履修コース） 4 　 4 　

人間環境学専攻 36 6 72 18

法 学
 研究科
法学政治学専攻 　 37 37 18 18

　 　 　
74 74 54 54

　 　
実 務 法 律 専 攻 　 80 80 　 240 240

経済学
研究科 経 済 学 専 攻 　 83 83 20 20 　 　 　 166 166 60 60 　 　

経営学
研究科

経 営 学 専 攻
　

51 51 32 32 　 　 　 102 102 96 96 　 　
現代経営学専攻 　 69 69 　 　 138 138

理 学 
研究科

数 学 専 攻

　

22

122

4

27 　 　 　

44

244

12

81 　 　
物 理 学 専 攻 24 5 48 15
化 学 専 攻 28 6 56 18
生 物 学 専 攻 24 6 48 18
惑 星 学 専 攻 24 6 48 18

医 学 
研究科

バ イ オ メ デ
ィ カ ル サ イ
エ ン ス 専 攻

25 25 　 　
　

50 50 　 　
　

医 科 学 専 攻 　 　 100 100 　 　 400 400
保健学
研究科 保 健 学 専 攻 　 64 64 25 25 　 　 　 128 128 75 75 　 　

工 学 
研究科

建 築 学 専 攻

　

64

316

8

42 　 　 　

128

632

24

126 　 　

市 民 工 学 専 攻 42 6 84 18
電 気 電 子
工 学 専 攻 64 8 128 24

機 械 工 学 専 攻 76 10 152 30
応 用 化 学 専 攻 70 10 140 30

システム
情 報 学
研 究 科

シ ス テ ム
科 学 専 攻　

　
28

73
3
12 　 　 　

56
146

9
36 　 　情 報 科 学 専 攻 21 3 42 9

計 算 科 学 専 攻 24 6 48 18

㸫 �� 㸫㸫 �� 㸫



農 学 
研究科

食 料 共 生 シ ス
テ ム 学 専 攻

　

26

120

5

23 　 　 　

52

240

15

69 　 　資 源 生 命
科 学 専 攻 42 8 84 24

生 命 機 能
科 学 専 攻 52 10 104 30

海 事 
科 学 
研究科

海 事 科 学 専 攻 　 75 75 11 11 　 　 　 150 150 33 33 　 　

国 際 
協 力 
研究科

国 際 開 発
政 策 専 攻

　

26

70

8

23 　 　 　

52

140

24

69 　 　国 際 協 力
政 策 専 攻 22 7 44 21

地 域 協 力
政 策 専 攻 22 8 44 24

科学技術
イノベー
シ ョ ン
研 究 科

科学技術イノベ
ー シ ョ ン 専 攻 40 40 10 10 　

　
　
　 80 30 3080　 　

　
　
　

合計 25 1,233 295 100 149 50 2,462 885 400 378
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２　 神 戸 大 学 共 通 細 則
（平成16 年４月１日制定）

　（入学志願）
第 １ 条　入学志願者は，所定の期日までに次の書類を提出しなければならない。
　入　学　願　書
　出身学校長の調査書又はこれに代わる書類
　写　　　　真
　その他の書類
　（合否の判定）
第 ２ 条　入学試験の合否の判定は，学力試験及び出身学校長の調査書又はこれに代わる
書類の成績等を総合して教授会が行う。
　（宣　　誓）
第 ３ 条　入学者は，次の誓詞により学長に対し宣誓書を提出しなければならない。
　私は，神戸大学の学生として学業に励み，本学の規律を守ることを誓います。
　（成　　績）
第 ４ 条　授業科目の成績は，100 点を満点として次の区分により評価し，秀，優，良及
び可を合格，不可をを不合格とする。
　秀（90 点以上）
　優（80 点以上90 点未満）
　良（70 点以上80 点未満）
　可（60 点以上70 点未満）
　不可（60 点未満）
２　秀，優，良，可及び不可の評価基準は，次の各号のとおりとする。
　(1)　秀　学修の目標を達成し，特に優れた成果を収めている。
　(2)　優　学修の目標を達成し，優れた成果を収めている。
　(3)　良　学修の目標を達成し，良好な成果を収めている。
　(4)　可　学修の目標を達成している。
　(5)　不可　学修の目標を達成していない。
　（学　生　証）
第 ５ 条　学生は，学生証の交付を受け，これを携行し本学職員の請求があったときは，
いつでも，これを提示しなければならない。
２　学生証は，入学したときに学長が発行する。
３　学生証を携帯しない場合には，教室，研究室，図書館その他学内施設の利用を許さな
いことがある。
４　学生証を紛失したとき若しくは使用に耐えなくなったとき，又は休学等によりその有効
期間が経過したときは，速やかに発行者に届け出て再交付を受けなければならない。
５　学生は，卒業，退学等により学籍を離れた場合は，速やかに学生証を発行者に返納し
なければならない。

㸫 �� 㸫

不合格とする。

農 学 
研究科

食 料 共 生 シ ス
テ ム 学 専 攻

　

26

120

5

23 　 　 　

52

240

15

69 　 　資 源 生 命
科 学 専 攻 42 8 84 24

生 命 機 能
科 学 専 攻 52 10 104 30

海 事 
科 学 
研究科

海 事 科 学 専 攻 　 75 75 11 11 　 　 　 150 150 33 33 　 　

国 際 
協 力 
研究科

国 際 開 発
政 策 専 攻

　

26

70

8

23 　 　 　

52

140

24

69 　 　国 際 協 力
政 策 専 攻 22 7 44 21

地 域 協 力
政 策 専 攻 22 8 44 24

科学技術
イノベー
シ ョ ン
研 究 科

科学技術イノベ
ー シ ョ ン 専 攻 40 40 10 10 　

　
　
　 80 30 3080　 　

　
　
　

合計 25 1,233 295 100 149 50 2,462 885 400 378
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６　学生証の再交付手続き及び返納は，学生の所属学部又は研究科において行うものとす
る。
　（欠 席 届）
第 ６ 条　学生が，３週間以上欠席するときは，理由を具し，欠席届を学部長又は研究科
長に提出しなければならない。
　（学生登録票）
第 ７ 条　学生は，入学したときは，速やかに学生登録票を学部長又は研究科長に提出し
なければならない。
　（身上異動・住所変更届）
第 ８ 条　学生は，改姓，改名等，身上に異動があったとき，又は住所（保護者等の住所
等を含む。）を変更したときは，速やかに身上異動・住所変更届を学部長又は研究科長
に提出しなければならない。
第 ９ 条　大学院における入学志願及び合否の判定については，第１条及び第２条の規定
にかかわらず，各研究科において定めるものとする。
２　大学院における授業科目の成績については，第４条に定めるもののほか，必要がある
と認めるときは，各研究科において定めることができる。
　（健康診断）
第 10 条　学生は，毎年本学で行う健康診断を受けなければならない。
　（様　　式）
第 11 条　諸願届等の様式は，別紙のとおりとする。
　　　 附　則
　この細則は，平成28年４月１日から施行する。

㸫 �� 㸫

２
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　　 　附　則
　この細則は，平成31年４月１日から施行する。
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６　学生証の再交付手続き及び返納は，学生の所属学部又は研究科において行うものとす
る。
　（欠 席 届）
第 ６ 条　学生が，３週間以上欠席するときは，理由を具し，欠席届を学部長又は研究科
長に提出しなければならない。
　（学生登録票）
第 ７ 条　学生は，入学したときは，速やかに学生登録票を学部長又は研究科長に提出し
なければならない。
　（身上異動・住所変更届）
第 ８ 条　学生は，改姓，改名等，身上に異動があったとき，又は住所（保護者等の住所
等を含む。）を変更したときは，速やかに身上異動・住所変更届を学部長又は研究科長
に提出しなければならない。
第 ９ 条　大学院における入学志願及び合否の判定については，第１条及び第２条の規定
にかかわらず，各研究科において定めるものとする。
２　大学院における授業科目の成績については，第４条に定めるもののほか，必要がある
と認めるときは，各研究科において定めることができる。
　（健康診断）
第 10 条　学生は，毎年本学で行う健康診断を受けなければならない。
　（様　　式）
第 11 条　諸願届等の様式は，別紙のとおりとする。
　　　 附　則
　この細則は，平成28年４月１日から施行する。
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（ ） （ ）
様式３号

A4 （297×210）

年　　 月　　 日
神戸大学　殿

学部
学科

学籍番号　　　　　番
住　　所
氏　　名 印

休　　学　　願

下記のとおり休学したいので御許可願います｡

記

１　理　由
２　期　間　　自　　年　　月　　日
　　　　　　　至　　年　　月　　日

 注　病気の場合は診断書添付のこと｡ 

様式４号

A4 （297×210）

年　　 月　　 日
神戸大学　殿

学部
学科

学籍番号　　　　　番
住　　所
氏　　名 印

復　　学　　願

下記のとおり復学したいので御許可願います｡

記

１　理　由

２　復学年月日　　年　　月　　日

 注　病気の場合は健康診断書添付（復学意見書）添付のこと｡ 

様式１号

入　学　許　可　書

受験番号　　　　　番
氏　　名

神戸大学　 学部に入学を許可する｡ 

年　　月　　日 年　　月　　日

神戸大学長

A4 （297×210）

様式２号

宣　　誓　　書

A4 （297×210）

　私は､ 神戸大学の学生として学業に励み，

本学の規律を守ることを誓います｡

神　戸　大　学　長　殿

署　名

、

㸫 �� 㸫㸫 �� 㸫㸫 �� 㸫



様式５号

A4 （297×210）

年　　 月　　 日
神戸大学　殿

学部
学科

学籍番号　　　　　番
本人住所
氏　　名 印

退　　学　　願

下記のとおり退学したいので御許可願います｡

記

１　理　由
２　退学年月日　　　年　　月　　日

 注　病気の場合は診断書添付のこと｡ A4 （297×210）

様式７号

年　　 月　　 日
神戸大学　殿

学部
学科

学籍番号　　　　　番
住　　所
氏　　名

欠　　席　　届

下記のとおり欠席しますからお届けします｡ 

記

１　理　由

２　期　間　　自　　年　　月　　日
　　　　　　　至　　年　　月　　日

注　疾病の場合は，診断書を添付のこと。
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様式５号

A4 （297×210）

年　　 月　　 日
神戸大学　殿

学部
学科

学籍番号　　　　　番
本人住所
氏　　名 印

退　　学　　願

下記のとおり退学したいので御許可願います｡

記

１　理　由
２　退学年月日　　　年　　月　　日

 注　病気の場合は診断書添付のこと｡ A4 （297×210）

様式７号

年　　 月　　 日
神戸大学　殿

学部
学科

学籍番号　　　　　番
住　　所
氏　　名

欠　　席　　届

下記のとおり欠席しますからお届けします｡ 

記

１　理　由

２　期　間　　自　　年　　月　　日
　　　　　　　至　　年　　月　　日

注　疾病の場合は，診断書を添付のこと。

㸫 �� 㸫

■　注　意　事　項 

（シール貼付スペース）

１　本学学生は常にこの学生証を携帯し， 次の場合は，
　　これを提示しなければならない｡ 
　　(1)本学教職員の請求があった場合
　　(2)通学定期乗車券又は学生用割引乗車券の購入及び
　　　これによって乗車船し， 係員の請求があった場合
　　(3)本学図書館を利用する場合
　　　（表面顔写真下の数字は図書館利IDです。）
２　本証は他人に貸与又は譲渡してはならない｡ 
３　本証を紛失したとき， 又は記載内容に変更が生じた
　　ときは， 直ちに発行者に届け出ること｡ 
４　卒業， 退学等により学籍を離れたときは， 直ちに発行者に返納すること｡ 

神戸大学 〒657-8501 神戸市灘区六甲台 1-1　TEL（078）881-1212 （大代表）

様式６号

神 戸 大 学 学 生 証

写　　　真

所　　属
学籍番号
氏　　名
生年月日

上記の者は， 本学の学生であることを証明する｡ 

発行年月日　　　　年　　　月　　　日
有 効 期 限　　　　年　　　月　　　日

神　戸　大　学　長

（生協組合番号）
（図書館利用ＩＤ）

（表）

（裏）

印

㸫 �� 㸫㸫 �� 㸫㸫 �� 㸫



学　生　登　録　票
年　　月　　日提出

学　部
学　科

研究科

課　程

専　攻

（平成　　）年　 月　  日 入学・進学20 学籍番号

フリガナ

氏　　名

氏　　名

〒

本人との続柄（　　　　）

本人との続柄（　　　　　）

外国籍

左詰で記入してください。（姓と名の間は１マス空け，濁音・半濁音文字は１マスに記入）

フリガナ
左詰で記入してください。（姓と名の間は１マス空け，濁音・半濁音文字は１マスに記入）

戸籍どおり楷書で記入してください。（学籍及び学位記の字体として使用）
指導教員（該当者のみ）

19　　（　　　　）年　　月　　日生生年月日

自宅・下宿・寮・その他（　　　）
〒

住　　所

Eメールアドレス

＠
＠

大学が付与するアドレス以外を記入してください。現　住　所
（入学後の住所）

本人の勤務先等
（該当者のみ）

〔固定電話〕
〔携帯電話〕 単身・夫婦・家族

※留学生のみ○を入れてください。－

－

－

－

－ －
名称 電話

履

歴

学　　　歴

認定試験等
職　　　歴
そ　の　他

・
・
・
・
・

・　～　・

立　　　　　　　　　高等学校卒業

高等学校卒業程度認定試験，大学入学資格検定試験　　年度　合格

年　　月

緊急時の連絡先

保護者等の住所
等

注　１．本人の氏名，生年月日は戸籍どおり（外国人は住民票どおり）正確に記入してください。
　　２．高校卒業後の学歴を有する者は，最終出身学校名・学部・学科等（中退を含む。）まで記入してください。
　　３．在学中に，改姓・改名，現住所変更，保護者等の住所変更等があった場合は，速やかに身上異動・住所変更届を，
　　　　所属学部又は研究科の担当係に提出してください。
　　４．この学生登録票に記載された個人情報については，個人情報保護法等を遵守の上，適切に取り扱うこととし，在学
　　　　中において，授業料関係書類の送付，広報誌等資料の送付など本学から連絡（発信）する場合のほか，教学上の名簿
　　　　作成，修学指導上必要な場合に限り利用します。

昭和
平成

携帯
ＰＣ

ローマ字
左詰で記入してください。（姓の全て及び名の頭文字は大文字とし，姓と名の間は１マス空けて記入）

都道
府県

住　所

〔固定電話〕
〔携帯電話〕

－

－

－

－

〔固定電話〕
〔携帯電話〕

－

－

－

－

都道
府県

※学生本人が
　独立生計者の場
　合は，世帯主の
　氏名・住所等を
　記入してくださ
　い。

※該当する□に
　チェックして
　ください。

□　上記（保護者等の住所等）と同じ。（以下の記入不要）
□　上記（保護者等の住所等）以外の連絡先がある。（以下に記入）

氏　　名
フ リ ガ ナ

□　勤務先
□　自宅｛

様式８号
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学　生　登　録　票
年　　月　　日提出

学　部
学　科

研究科

課　程

専　攻

（平成　　）年　 月　  日 入学・進学20 学籍番号

フリガナ

氏　　名

氏　　名

〒

本人との続柄（　　　　）

本人との続柄（　　　　　）

外国籍

左詰で記入してください。（姓と名の間は１マス空け，濁音・半濁音文字は１マスに記入）

フリガナ
左詰で記入してください。（姓と名の間は１マス空け，濁音・半濁音文字は１マスに記入）

戸籍どおり楷書で記入してください。（学籍及び学位記の字体として使用）
指導教員（該当者のみ）

19　　（　　　　）年　　月　　日生生年月日

自宅・下宿・寮・その他（　　　）
〒

住　　所

Eメールアドレス

＠
＠

大学が付与するアドレス以外を記入してください。現　住　所
（入学後の住所）

本人の勤務先等
（該当者のみ）

〔固定電話〕
〔携帯電話〕 単身・夫婦・家族

※留学生のみ○を入れてください。－

－

－

－

－ －
名称 電話

履

歴

学　　　歴

認定試験等
職　　　歴
そ　の　他

・
・
・
・
・

・　～　・

立　　　　　　　　　高等学校卒業

高等学校卒業程度認定試験，大学入学資格検定試験　　年度　合格

年　　月

緊急時の連絡先

保護者等の住所
等

注　１．本人の氏名，生年月日は戸籍どおり（外国人は住民票どおり）正確に記入してください。
　　２．高校卒業後の学歴を有する者は，最終出身学校名・学部・学科等（中退を含む。）まで記入してください。
　　３．在学中に，改姓・改名，現住所変更，保護者等の住所変更等があった場合は，速やかに身上異動・住所変更届を，
　　　　所属学部又は研究科の担当係に提出してください。
　　４．この学生登録票に記載された個人情報については，個人情報保護法等を遵守の上，適切に取り扱うこととし，在学
　　　　中において，授業料関係書類の送付，広報誌等資料の送付など本学から連絡（発信）する場合のほか，教学上の名簿
　　　　作成，修学指導上必要な場合に限り利用します。

昭和
平成

携帯
ＰＣ

ローマ字
左詰で記入してください。（姓の全て及び名の頭文字は大文字とし，姓と名の間は１マス空けて記入）

都道
府県

住　所

〔固定電話〕
〔携帯電話〕

－

－

－

－

〔固定電話〕
〔携帯電話〕

－

－

－

－

都道
府県

※学生本人が
　独立生計者の場
　合は，世帯主の
　氏名・住所等を
　記入してくださ
　い。

※該当する□に
　チェックして
　ください。

□　上記（保護者等の住所等）と同じ。（以下の記入不要）
□　上記（保護者等の住所等）以外の連絡先がある。（以下に記入）

氏　　名
フ リ ガ ナ

□　勤務先
□　自宅｛

様式８号

㸫 �� 㸫

戸籍どおり楷書で記入してください。（学籍及び学位記の字体として使用）

下記のとおり 身上異動・住所変更等 がありましたのでお届けします。

□改姓　□改名　□現住所等変更　□父母等の住所等変更　□その他の変更（ ）
記

（以下は，変更した事項のみ記入してください。）

身　上　移　動
（改姓，改名等）
現　　住　　所

本人の勤務先等
（該当者のみ）

ローマ字
左詰めで記入してください。（姓の全て及び名の頭文字は大文字とし，姓と
名の間は１マス空けて記入）

新

旧

異動年月日 年 月 日
※証明書類を必ず添付してください。

自宅・学生寮・その他（ ）

郵便番号 －

住　　所

〔固定電話〕 － －

〔携帯電話〕 － －

〔固定電話〕 － －

〔携帯電話〕 － －

〔固定電話〕 － －

〔携帯電話〕 － －

勤務先名
電話 － －

フリガナ
氏　　名

フリガナ
氏　　名

Eメールアドレス（□携帯　□ＰＣ）
＠

大学が付与するアドレス以外を記
入してください。

本人との続柄

本人との続柄

郵便番号
－

緊急時の連絡先

保護者等の住所等

注　この身上異動・住所変更届に記載された個人情報については，個人情報保護法等を遵守の上，適
切に取り扱うこととし，在学中において，授業料関係書類の送付，広報誌等資料の送付など本学か
ら連絡（発信）する場合のほか，教学上の名簿作成，修学指導上必要な場合に限り利用します。

都道
府県

都道
府県

※ 学生本人が独
立生計者の場合
は世帯主の氏
名・住所等を記
入してください。 住　　所

□ 保護者等の住所等と同じ。（以下の記入不要）
□ 保護者等の住所等以外の連絡先がある。（以下に記入）

□ 勤務先
□ 自宅

神戸大学 学 部 長　殿
研究科長　殿

身 上 異 動 ・ 住 所 変 更 届
年　　月　　日届出

学　部
研究科

学籍番号

学　科
専　攻

課　程

課　程
フリガナ
氏　　名

様式９号

㸫 �� 㸫㸫 �� 㸫
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３　神戸大学学位規程
（平成16 年４月１日制定）

　（趣　　旨）
第 １ 条　学位規則（昭和28 年文部省令第９号）第13 条第１項の規定により，神戸大学
（以下「本学」という。）が授与する学位については，神戸大学教学規則（平成 16 年４ 
月１日制定。以下「教学規則」という。）に定めるもののほか，この規程の定めるとこ
ろによる。
　（学　　位）
第 ２ 条　本学において授与する学位は，学士，修士，博士及び専門職学位とする。
　（学士の学位の授与の要件）
第 ３ 条　学士の学位は，本学を卒業した者に授与する。
　（修士の学位の授与の要件）
第 ４ 条　修士の学位は，次の各号のいずれかに該当する者に授与する。
　(1)　本学大学院研究科（以下「研究科」という。）の修士課程を修了した者
　(2)　研究科の博士課程の前期課程を修了した者
　（博士の学位の授与の要件）
第 ５ 条　博士の学位は，研究科の博士課程を修了した者に授与する。
２　博士の学位は，次の要件を満たす者にも授与する。
　(1) 　研究科において前項に該当する者と同等以上の学力があると確認されたこと。（こ

の確認を以下「学力の確認」という。）
　(2) 　研究科において行う博士論文の審査及び試験に合格したこと。
　（専門職学位の授与の要件）
第 ６ 条　専門職学位は，次の各号のいずれかに該当する者に授与する。
　(1)　研究科の専門職大学院の課程（次号の課程を除く。）を修了した者
　(2)　研究科の法科大学院の課程を修了した者
　（研究科の在学者の論文等提出手続）
第 ７ 条　研究科に在学する者の学位論文又は教学規則第67条に規定する特定の課題につ
いての研究成果は，当該研究科長に提出するものとする。
２　博士論文は，学位論文審査願，論文目録及び履歴書とともに提出しなければならない。
３　学位論文は，修士の場合は１編，１通を，博士の場合は１編，３通を提出するものと
する。ただし，参考として他の論文を附加して提出することを妨げない。
４　審査のため必要があるときは，提出論文の数を増加し，又は論文の訳本，模型若しく
は標本等の資料その他を提出させることがある。
５　第１項に定める研究の成果（以下「研究の成果」という。）の提出に関することは，
各研究科において別に定める。

㸫 �� 㸫

３　神戸大学学位規程
（平成16 年４月１日制定）

　（趣　　旨）
第 １ 条　学位規則（昭和28 年文部省令第９号）第13 条第１項の規定により，神戸大学
（以下「本学」という。）が授与する学位については，神戸大学教学規則（平成 16 年４ 
月１日制定。以下「教学規則」という。）に定めるもののほか，この規程の定めるとこ
ろによる。
　（学　　位）
第 ２ 条　本学において授与する学位は，学士，修士，博士及び専門職学位とする。
　（学士の学位の授与の要件）
第 ３ 条　学士の学位は，本学を卒業した者に授与する。
　（修士の学位の授与の要件）
第 ４ 条　修士の学位は，次の各号のいずれかに該当する者に授与する。
　(1)　本学大学院研究科（以下「研究科」という。）の修士課程を修了した者
　(2)　研究科の博士課程の前期課程を修了した者
　（博士の学位の授与の要件）
第 ５ 条　博士の学位は，研究科の博士課程を修了した者に授与する。
２　博士の学位は，次の要件を満たす者にも授与する。
　(1) 　研究科において前項に該当する者と同等以上の学力があると確認されたこと。（こ

の確認を以下「学力の確認」という。）
　(2) 　研究科において行う博士論文の審査及び試験に合格したこと。
　（専門職学位の授与の要件）
第 ６ 条　専門職学位は，次の各号のいずれかに該当する者に授与する。
　(1)　研究科の専門職大学院の課程（次号の課程を除く。）を修了した者
　(2)　研究科の法科大学院の課程を修了した者
　（研究科の在学者の論文等提出手続）
第 ７ 条　研究科に在学する者の学位論文又は教学規則第67条に規定する特定の課題につ
いての研究成果は，当該研究科長に提出するものとする。
２　博士論文は，学位論文審査願，論文目録及び履歴書とともに提出しなければならない。
３　学位論文は，修士の場合は１編，１通を，博士の場合は１編，３通を提出するものと
する。ただし，参考として他の論文を附加して提出することを妨げない。
４　審査のため必要があるときは，提出論文の数を増加し，又は論文の訳本，模型若しく
は標本等の資料その他を提出させることがある。
５　第１項に定める研究の成果（以下「研究の成果」という。）の提出に関することは，
各研究科において別に定める。
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３　神戸大学学位規程
（平成16 年４月１日制定）

　（趣　　旨）
第 １ 条　学位規則（昭和28 年文部省令第９号）第13 条第１項の規定により，神戸大学
（以下「本学」という。）が授与する学位については，神戸大学教学規則（平成 16 年４ 
月１日制定。以下「教学規則」という。）に定めるもののほか，この規程の定めるとこ
ろによる。
　（学　　位）
第 ２ 条　本学において授与する学位は，学士，修士，博士及び専門職学位とする。
　（学士の学位の授与の要件）
第 ３ 条　学士の学位は，本学を卒業した者に授与する。
　（修士の学位の授与の要件）
第 ４ 条　修士の学位は，次の各号のいずれかに該当する者に授与する。
　(1)　本学大学院研究科（以下「研究科」という。）の修士課程を修了した者
　(2)　研究科の博士課程の前期課程を修了した者
　（博士の学位の授与の要件）
第 ５ 条　博士の学位は，研究科の博士課程を修了した者に授与する。
２　博士の学位は，次の要件を満たす者にも授与する。
　(1) 　研究科において前項に該当する者と同等以上の学力があると確認されたこと。（こ

の確認を以下「学力の確認」という。）
　(2) 　研究科において行う博士論文の審査及び試験に合格したこと。
　（専門職学位の授与の要件）
第 ６ 条　専門職学位は，次の各号のいずれかに該当する者に授与する。
　(1)　研究科の専門職大学院の課程（次号の課程を除く。）を修了した者
　(2)　研究科の法科大学院の課程を修了した者
　（研究科の在学者の論文等提出手続）
第 ７ 条　研究科に在学する者の学位論文又は教学規則第67条に規定する特定の課題につ
いての研究成果は，当該研究科長に提出するものとする。
２　博士論文は，学位論文審査願，論文目録及び履歴書とともに提出しなければならない。
３　学位論文は，修士の場合は１編，１通を，博士の場合は１編，３通を提出するものと
する。ただし，参考として他の論文を附加して提出することを妨げない。
４　審査のため必要があるときは，提出論文の数を増加し，又は論文の訳本，模型若しく
は標本等の資料その他を提出させることがある。
５　第１項に定める研究の成果（以下「研究の成果」という。）の提出に関することは，
各研究科において別に定める。
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　（研究科の在学者の論文審査）
第 ８ 条　研究科長は，前条の規定による博士論文の提出があったときは，教授会にお
いて当該研究科の教授のうちから２人以上の審査委員を選定して，博士論文の審査を 
行わせるものとする。
２　研究科長は，前条の規定による修士論文又は研究の成果の提出があったときは，教授
会において当該研究科の教授及び准教授のうちから２人以上の審査委員を選定して，修
士論文又は研究の成果の審査を行わせるものとする。ただし，少なくとも教授１人を含
めなければならない。
３　教授会において審査のため必要があると認めるときは，博士論文の審査にあっては第
１項の審査委員のほか，当該研究科の教授以外の研究科の教員又は他の大学院若しく
は研究所等の教員等を，修士論文又は研究の成果の審査にあっては前項の審査委員のほ
か，当該研究科の教授及び准教授以外の研究科の教員又は他の大学院若しくは研究所等
の教員等を審査委員に加えることができる。
４　教授会において審査のため必要があると認めるときは，当該研究科の教授以外の者
（修士論文又は研究の成果の審査のため必要があると認めるときは，当該研究科の教授
及び准教授以外の者）にも調査を委嘱することができる。
　（研究科の在学者の最終試験）
第 ９ 条　審査委員及び前条第４項の規定により調査を委嘱された者は，学位論文又は
研究の成果を中心として，これに関連ある科目について，筆答又は口頭により最終試 
験を行う。
２　最終試験の期日は，その都度公示する。
　（博士課程を経ない者の学位論文の提出手続）
第 10 条　第５条第２項の規定による学位申請者の学位論文は，論文審査料 57,000 円を
添え，学位申請書，論文目録及び履歴書とともに，その申請に応じた研究科長を経て 
学長に提出するものとする。
２　本条の規定による論文の提出については，第７条第３項及び第４項の規定を準用する。
　（博士課程を経ない者の論文審査及び試験）
第 11 条　学長は，前条第１項の規定による学位論文の提出があったときは，当該研究
科長にその論文の審査を付託し，研究科長は，第８条の規定に準じて論文の審査を， 
第９条の規定に準じて試験を行わせるものとする。
２　前項の学位論文は，それを受理した日から１年以内に審査を終了するものとする。た
だし，特別の理由があるときは，研究科長は，教授会の議を経て審査期限を延長するこ
とができる。
　（博士課程を経ない者の学力の確認）
第 12 条　研究科長は，前条第１項の規定により学長から論文審査を付託されたときは，
教授会において学位申請者の学力の確認を行わせるものとする。
２　学力の確認は，筆答又は口頭による試問の結果に基づいて行う。ただし，学位申請者
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３　神戸大学学位規程
（平成16 年４月１日制定）

　（趣　　旨）
第 １ 条　学位規則（昭和28 年文部省令第９号）第13 条第１項の規定により，神戸大学
（以下「本学」という。）が授与する学位については，神戸大学教学規則（平成 16 年４ 
月１日制定。以下「教学規則」という。）に定めるもののほか，この規程の定めるとこ
ろによる。
　（学　　位）
第 ２ 条　本学において授与する学位は，学士，修士，博士及び専門職学位とする。
　（学士の学位の授与の要件）
第 ３ 条　学士の学位は，本学を卒業した者に授与する。
　（修士の学位の授与の要件）
第 ４ 条　修士の学位は，次の各号のいずれかに該当する者に授与する。
　(1)　本学大学院研究科（以下「研究科」という。）の修士課程を修了した者
　(2)　研究科の博士課程の前期課程を修了した者
　（博士の学位の授与の要件）
第 ５ 条　博士の学位は，研究科の博士課程を修了した者に授与する。
２　博士の学位は，次の要件を満たす者にも授与する。
　(1) 　研究科において前項に該当する者と同等以上の学力があると確認されたこと。（こ

の確認を以下「学力の確認」という。）
　(2) 　研究科において行う博士論文の審査及び試験に合格したこと。
　（専門職学位の授与の要件）
第 ６ 条　専門職学位は，次の各号のいずれかに該当する者に授与する。
　(1)　研究科の専門職大学院の課程（次号の課程を除く。）を修了した者
　(2)　研究科の法科大学院の課程を修了した者
　（研究科の在学者の論文等提出手続）
第 ７ 条　研究科に在学する者の学位論文又は教学規則第67条に規定する特定の課題につ
いての研究成果は，当該研究科長に提出するものとする。
２　博士論文は，学位論文審査願，論文目録及び履歴書とともに提出しなければならない。
３　学位論文は，修士の場合は１編，１通を，博士の場合は１編，３通を提出するものと
する。ただし，参考として他の論文を附加して提出することを妨げない。
４　審査のため必要があるときは，提出論文の数を増加し，又は論文の訳本，模型若しく
は標本等の資料その他を提出させることがある。
５　第１項に定める研究の成果（以下「研究の成果」という。）の提出に関することは，
各研究科において別に定める。
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　（審査結果の報告）
第 16 条　研究科長は，前条第１項の教授会の議を経て，修士若しくは博士の学位又は専
門職学位を授与すべきものについて，学長に申請するものとする。
２　前項の申請に当たっては，次に掲げる事項を記載した書類を添えるものとする。
　(1)　授与しようとする学位（専攻分野の名称を付記したもの）
　(2)　授与しようとする年月日
　(3)　博士の場合は，第５条第１項又は第２項のいずれの規定によるかの別
　(4)　博士の場合は，論文審査及び最終試験又は試験の結果の要旨
　(5)　博士の場合は，論文審査及び最終試験又は試験を担当した機関に関する事項
　(6)　第５条第２項による博士の場合は，学力の確認の結果及び学力の確認を担当した

機関に関する事項
３　研究科長は，前条第１項の教授会の議を経て，修士若しくは博士の学位又は専門職学
位を授与すべきでない者については，その旨を学長に申請するものとする。

の学歴，業績等に基づいて学力の確認を行うことができる場合は，試問を省略すること
ができる。
３　学力の確認のため必要があるときは，学位申請者にその著書，論文その他を提出させ
ることがある。
４　教授会が学力の確認の議決をする場合には，第15 条第２項の規定を準用する。
　（退学者の学位論文の提出手続，論文審査，試験及び学力の確認）
第 13 条　研究科の博士課程において所定の期間在学し，所定の単位を修得し，かつ，必
要な博士論文の作成等に対する指導を受けて退学した者が，再入学しないで学位の 
授与を受けようとするときは，前３条の規定による。
２　前項に該当する者が，退学後５年以内に学位論文を提出して審査を受けるときは，第
５条第１項に該当する者と同等以上の学力を有するものとみなす。
　（論文及び審査料の不返還）
第 14 条　提出された修士論文又は博士論文及び納入した審査料は，その理由のいかんを
問わず返還しない。
２　提出された研究の成果の返還に関することは，各研究科において別に定める。
　（修士及び博士の学位授与の決定）
第 15 条　研究科長は，研究科に在学する者については，論文審査及び最終試験の結果報
告に基づいて，また第 12 条の規定により学力を確認された者及び第 13 条第２項に該当
する者については，論文審査及び試験の結果報告に基づいて，教授会において学位を授
与すべきか否かの審議を行わせるものとする。
２　前項の教授会は，当該教授会構成員の３分の２以上の出席があることを要し，学位を
授与すべきものと議決するには，無記名投票の方法により，出席者の３分の２以上の賛
成があることを要する。
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　（審査結果の報告）
第 16 条　研究科長は，前条第１項の教授会の議を経て，修士若しくは博士の学位又は専
門職学位を授与すべきものについて，学長に申請するものとする。
２　前項の申請に当たっては，次に掲げる事項を記載した書類を添えるものとする。
　(1)　授与しようとする学位（専攻分野の名称を付記したもの）
　(2)　授与しようとする年月日
　(3)　博士の場合は，第５条第１項又は第２項のいずれの規定によるかの別
　(4)　博士の場合は，論文審査及び最終試験又は試験の結果の要旨
　(5)　博士の場合は，論文審査及び最終試験又は試験を担当した機関に関する事項
　(6)　第５条第２項による博士の場合は，学力の確認の結果及び学力の確認を担当した

機関に関する事項
３　研究科長は，前条第１項の教授会の議を経て，修士若しくは博士の学位又は専門職学
位を授与すべきでない者については，その旨を学長に申請するものとする。

の学歴，業績等に基づいて学力の確認を行うことができる場合は，試問を省略すること
ができる。
３　学力の確認のため必要があるときは，学位申請者にその著書，論文その他を提出させ
ることがある。
４　教授会が学力の確認の議決をする場合には，第15 条第２項の規定を準用する。
　（退学者の学位論文の提出手続，論文審査，試験及び学力の確認）
第 13 条　研究科の博士課程において所定の期間在学し，所定の単位を修得し，かつ，必
要な博士論文の作成等に対する指導を受けて退学した者が，再入学しないで学位の 
授与を受けようとするときは，前３条の規定による。
２　前項に該当する者が，退学後５年以内に学位論文を提出して審査を受けるときは，第
５条第１項に該当する者と同等以上の学力を有するものとみなす。
　（論文及び審査料の不返還）
第 14 条　提出された修士論文又は博士論文及び納入した審査料は，その理由のいかんを
問わず返還しない。
２　提出された研究の成果の返還に関することは，各研究科において別に定める。
　（修士及び博士の学位授与の決定）
第 15 条　研究科長は，研究科に在学する者については，論文審査及び最終試験の結果報
告に基づいて，また第 12 条の規定により学力を確認された者及び第 13 条第２項に該当
する者については，論文審査及び試験の結果報告に基づいて，教授会において学位を授
与すべきか否かの審議を行わせるものとする。
２　前項の教授会は，当該教授会構成員の３分の２以上の出席があることを要し，学位を
授与すべきものと議決するには，無記名投票の方法により，出席者の３分の２以上の賛
成があることを要する。
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　（学位の授与）
第 17 条　学長は，第３条に規定する者に対しては，学位記を交付して学士の学位を授与
する。
２　学長は，前条に規定する申請に基づき，修士若しくは博士の学位又は専門職学位の授
与を決定し，当該学位を授与すべきものと決定した者に対しては，学位記を交付して
当該学位を授与し，当該学位を授与できないと決定した者に対しては，その旨を通知す
る。
３　前項の規定により博士の学位を授与したときは，学位簿に登録し，文部科学大臣に報
告する。
　（審査要旨の公表）
第 18 条　本学は，博士の学位を授与したときは，当該博士の学位を授与した日から３月
以内に，当該博士の学位の授与に係る論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨をイ
ンターネットの利用により公表する。
　（学位論文の公表）
第 19 条　博士の学位を授与された者は，当該博士の学位を授与された日から１年以内に，
当該博士の学位の授与に係る論文の全文を公表しなければならない。ただし，当該博士
の学位を授与される前に既に公表したときは，この限りではない。
２　前項の規定にかかわらず，博士の学位を授与された者は，やむを得ない理由がある場
合には，当該教授会の議を経て，当該論文の学位の授与に係る論文の全文に代えてその
内容を要約したものを公表することができる。この場合において，本学は，その論文の
全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。
３　博士の学位を授与された者が行う前２項の規定による公表は，原則として神戸大学学
術成果リポジトリの利用により行うものとする。
　（専攻分野等の名称等）
第 20 条　学士の学位を授与するに当たっては，別表第１に掲げる専攻分野の名称を付記
するものとする。
２　修士又は博士の学位を授与するに当たっては，別表第２に掲げる専攻分野の名称を付
記するもとする。
３　専門職学位の名称は，別表第 3 に掲げるとおりとする。
４　別表第４に掲げる学位プログラムを修了した者に修士の学位を授与するに当たって
は，第２項に規定する専攻分野の名称とともに，当該学位プログラムの名称を付記する
ものとする。
５　教学規則第 65 条第２項の規定に基づき，共同の研究指導を受けた者に博士の学位を
授与するに当たっては，博士論文共同指導により授与する旨を付記するものとする。
　（学位の名称）
第 21 条　本学において学位の授与を受けた者が，学位の名称を用いるときは，神戸大学
の文字を付記するものとする。
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　（修士及び博士の学位並びに専門職学位の取消し）
第 22 条　修士若しくは博士の学位又は専門職学位を授与された者が，不正の方法により
当該学位の授与を受けた事実が判明したときは，学長は，当該教授会及び教育研究評議
会の議を経て，その学位を取り消し，学位記を返還させ，かつ，その旨を公表する。
２　修士若しくは博士の学位又は専門職学位を授与された者が，その名誉を汚す行為があ
ったときは，前項の規定に準じてその学位を取り消すことができる。
３　教授会が前２項の規定による議決をする場合には，第15条第２項の規定を準用する。
　（様　　式）
第 23 条　学位記，学位簿その他の様式は，別記様式のとおりとする。
　（補　　則）
第 24 条　この規程の施行に必要な事項は，各学部又は各研究科においてこれを定める。
　　　附　則
１　この規程は，平成29年4月1日から施行する。
２　この規程施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成29年4月1日以
後において在学者の属する年次に編入学，転入学又は再入学する者については，改正後
の別表第1の規定にかかわらず，なお従前の例による。
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　　附　則
この規程は，平成30年４月１日から施行する。
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　（修士及び博士の学位並びに専門職学位の取消し）
第 22 条　修士若しくは博士の学位又は専門職学位を授与された者が，不正の方法により
当該学位の授与を受けた事実が判明したときは，学長は，当該教授会及び教育研究評議
会の議を経て，その学位を取り消し，学位記を返還させ，かつ，その旨を公表する。

２　修士若しくは博士の学位又は専門職学位を授与された者が，その名誉を汚す行為があ
ったときは，前項の規定に準じてその学位を取り消すことができる。

３　教授会が前２項の規定による議決をする場合には，第15条第２項の規定を準用する。
　（様　　式）
第 23 条　学位記，学位簿その他の様式は，別記様式のとおりとする。
　（補　　則）
第 24 条　この規程の施行に必要な事項は，各学部又は各研究科においてこれを定める。
　　　附　則
１　この規程は，平成29年4月1日から施行する。
２　この規程施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成29年4月1日以
後において在学者の属する年次に編入学，転入学又は再入学する者については，改正後
の別表第1の規定にかかわらず，なお従前の例による。
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　　附　則
この規程は，平成30年４月１日から施行する。

別表 第１（第20条第１項関係）
学士の学位に付記する専攻分野の名称

学　部　名　等 専攻分野の名称
文 学 部 文学
国 際 人 間 科 学 部 学術又は教育学
法 学 部 法学
経 済 学 部 経済学
経 営 学 部 経営学又は商学
理 学 部 理学
医 学 部 医 学 科 医学
医 学 部 保 健 学 科 看護学，保健衛生学又は保健学
工 学 部 工学
農 学 部 農学
海 事 科 学 部 海事科学

別表 第２（第20条第２項関係）
修士又は博士の学位に付記する専攻分野の名称

研　究　科　名
専攻分野の名称

修　　　　士 博　　　士
人 文 学 研 究 科 文学 文学又は学術
国 際 文 化 学 研 究 科 学術 学術
人間発達環境学研究科 学術，教育学又は理学 学術，教育学又は理学
法 学 研 究 科 法学又は政治学 法学又は政治学
経 済 学 研 究 科 経済学 経済学
経 営 学 研 究 科 経営学又は商学 経営学又は商学
理 学 研 究 科 理学 理学又は学術
医 学 研 究 科 バイオメディカルサイエンス 医学
保 健 学 研 究 科 保健学 保健学
工 学 研 究 科 工学 工学又は学術

システム情報学研究科 システム情報学又は工学
システム情報学，工学，学術又 
は計算科学

農 学 研 究 科 農学 農学又は学術
海 事 科 学 研 究 科 海事科学 海事科学，工学又は学術
国 際 協 力 研 究 科 国際学，経済学，法学又は政治学 学術，法学，政治学又は経済学
科学技術イノベーション研究科 科学技術イノベーション ―

別表 第３（第20条第３項関係）
専門職学位の名称

研　究　科　名 学位の名称
法 学 研 究 科 法務博士（専門職）
経 営 学 研 究 科 経営学修士（専門職）

別表 第４（第20条第４項関係）
EUエキスパート人材育成プログラム

科学技術イノベーション
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別記様式第１ （第３条により学位を授与する場合）

○第　　　　　号

学　　　位　　　記
氏　　　　　　名
年　　月　　日生

　本学○○学部○○○○所定の課程を修め本学を卒業したので
 学士 （○○） の学位を授与する

年　　　月　　　日

神　戸　大　学　長　　　　　　　　　　氏　　　　名　　印

別記様式第２ （第４条第１号により学位を授与する場合）
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別記様式第１ （第３条により学位を授与する場合）

○第　　　　　号

学　　　位　　　記
氏　　　　　　名
年　　月　　日生

　本学○○学部○○○○所定の課程を修め本学を卒業したので
 学士 （○○） の学位を授与する

年　　　月　　　日

神　戸　大　学　長　　　　　　　　　　氏　　　　名　　印

別記様式第２ （第４条第１号により学位を授与する場合）
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別記様式第３ （第４条第２号により学位を授与する場合）
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別記様式第４ （第４条第４号により学位を授与する場合で，別表第４に掲げるプログラム
名称を付記するもの）
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別記様式第５ （第５条第１項により学位を授与する場合）
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別記様式第６ （第５条第２項により学位を授与する場合）
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別記様式第 6（第 5条第 1号により学位を授与する場合で，外国の大学院等との博士論文
共同指導により学位を授与する旨を付記するもの）
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　 の
学
位
を
授 

与
す
る　 こ

の
学
位
は

　
　
　
　
　 と

の
博
士
論
文
共
同

指
導
に
よ
る
も
の
で
あ
る

　
　
　 年

　
　 月

　
　 日

　

神

　
　 戸

　
　 大

　
　 学

大
学
印
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別記様式第５ （第５条第１項により学位を授与する場合）

年

　
　

月

　
　

日神

　
　

戸

　
　

大

　
　

学

博 

い 

第

　
　
　
　
　

号

学

　
　
　

位

　
　
　

記

大
学
印

氏

　
　
　
　
　
　
　

名

　

年

　
　

月

　
　

日
生

　

本
学
大
学
院
○
○
研
究
科
○
○
専
攻
の
博
士
課

程
を
修
了
し
た
の
で
博
士 

（
○
○
） 

の
学
位
を
授

与
す
る

別記様式第６ （第５条第２項により学位を授与する場合）

年

　
　

月

　
　

日神

　
　

戸

　
　

大

　
　

学

博 

ろ 

第

　
　
　
　
　

号

学

　
　
　

位

　
　
　

記

大
学
印

氏

　
　
　
　
　
　
　

名

　

年

　
　

月

　
　

日
生

　

本
学
に
学
位
論
文
を
提
出
し
所
定
の
審
査
及
び

試
験
に
合
格
し
た
の
で
博
士 

（
○
○
） 

の
学
位
を

授
与
す
る

別記様式第 6（第 5条第 1号により学位を授与する場合で，外国の大学院等との博士論文
共同指導により学位を授与する旨を付記するもの）

博
い
第

　
　
　
　
　 号

学

　
　
　 位

　
　
　 記

　
　

氏

　
　
　
　
　
　
　 名

　

　 年

　
　 月

　
　 日

生

　

　 本
学
大
学
院
○
○
研
究
科
○
○
専
攻
の
博
士
課 

程
を
修
了
し
た
の
で
博
士

　
（
○
○
）

　 の
学
位
を
授 

与
す
る　 こ

の
学
位
は

　
　
　
　
　 と

の
博
士
論
文
共
同

指
導
に
よ
る
も
の
で
あ
る

　
　
　 年

　
　 月

　
　 日

　

神

　
　 戸

　
　 大

　
　 学

大
学
印

㸫 �� 㸫

別記様式第７ （第６条第１号により学位を授与する場合）

年

　
　

月

　
　

日神

　
　

戸

　
　

大

　
　

学

専 

第

　
　
　
　
　

号

学

　
　
　

位

　
　
　

記

大
学
印

氏

　
　
　
　
　
　
　

名

　

年

　
　

月

　
　

日
生

　

本
学
大
学
院
○
○
研
究
科
○
○
専
攻
の
専
門
職

大
学
院
の
課
程
を
修
了
し
た
の
で
○
○
修
士 

（
専

門
職
） 

の
学
位
を
授
与
す
る

別記様式第６ （第５条第２項により学位を授与する場合）

年

　
　

月

　
　

日神

　
　

戸

　
　

大

　
　

学

博 
ろ 

第

　
　
　
　
　

号

学

　
　
　

位

　
　
　

記

大
学
印

氏

　
　
　
　
　
　
　

名

　

年

　
　

月

　
　

日
生

　

本
学
に
学
位
論
文
を
提
出
し
所
定
の
審
査
及
び

試
験
に
合
格
し
た
の
で
博
士 

（
○
○
） 

の
学
位
を

授
与
す
る
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KOBE UNIVERSITY
HEREBY CONFERS THE DEGREE OF

FOR HAVING SUCCESSFULLY COMPLETED THE ○○○○ PROGRAM
IN THE FIELD OF　　○○○○○○○○

ADMINISTERED BY THE GRADUATE SCHOOL OF
○○○○○○○○

ON THIS  ○○○○  DAY OF  ○○○○  IN THE YEAR  ○○○○

UPON

○○○○○○○　RI　○○○○○○○

○○○○　○○○○

○○○○  ○○○○
President of
Kobe University

○○○○  ○○○○
Dean of Graduate School of
○○○○○○○○

別記様式第９（第４条から第６条により学位を授与する場合（英文学位記））

学章

大学印

別記様式第８ （第６条第２号により学位を授与する場合）

年

　
　

月

　
　

日神

　
　

戸

　
　

大

　
　

学

法 
第

　
　
　
　
　

号

学

　
　
　

位

　
　
　

記

大
学
印

氏

　
　
　
　
　
　
　

名

　

年

　
　

月

　
　

日
生

　

本
学
大
学
院
○
○
研
究
科
○
○
専
攻
の
法
科
大

学
院
の
課
程
を
修
了
し
た
の
で
法
務
博
士 

（
専
門

職
） 

の
学
位
を
授
与
す
る

9

10

㸫 �� 㸫㸫 �� 㸫㸫 �� 㸫



KOBE UNIVERSITY
HEREBY CONFERS THE DEGREE OF

FOR HAVING SUCCESSFULLY COMPLETED THE ○○○○ PROGRAM
IN THE FIELD OF　　○○○○○○○○

ADMINISTERED BY THE GRADUATE SCHOOL OF
○○○○○○○○

ON THIS  ○○○○  DAY OF  ○○○○  IN THE YEAR  ○○○○

UPON

○○○○○○○　RI　○○○○○○○
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○○○○  ○○○○
President of
Kobe University

○○○○  ○○○○
Dean of Graduate School of
○○○○○○○○

別記様式第９（第４条から第６条により学位を授与する場合（英文学位記））

学章

大学印

別記様式第８ （第６条第２号により学位を授与する場合）

年

　
　

月

　
　

日神

　
　

戸

　
　

大

　
　

学

法 

第

　
　
　
　
　

号

学

　
　
　

位

　
　
　

記

大
学
印

氏

　
　
　
　
　
　
　

名

　

年

　
　

月

　
　

日
生

　

本
学
大
学
院
○
○
研
究
科
○
○
専
攻
の
法
科
大

学
院
の
課
程
を
修
了
し
た
の
で
法
務
博
士 

（
専
門

職
） 

の
学
位
を
授
与
す
る
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KOBE UNIVERSITY
HEREBY CONFERS THE DEGREE OF

FOR HAVING SUCCESSFULLY COMPLETED THE ○○○○ PROGRAM
IN THE FIELD OF　　○○○○○○○○

ADMINISTERED BY THE GRADUATE SCHOOL OF
○○○○○○○○

and ☆
ON THIS  ○○○○  DAY OF  ○○○○  IN THE YEAR  ○○○○

UPON

○○○○○○○　RI　○○○○○○○

○○○○　○○○○

○○○○  ○○○○
President of
Kobe University

○○○○  ○○○○
Dean of Graduate School of
○○○○○○○○

別記様式第10（第４条第２号により学位を授与する場合で，別表第４に掲げるプログラム
名称を付記するもの（英文学位記）

備考　☆には，別表第４に掲げるプログラム名称を付記する。

学章

大学印

11

別記様式第12（第 5条第 1号により学位を授与する場合で，外国の大学院等との博士論文
共同指導により学位を授与する旨を付記するもの（英文学位記））

KOBE UNIVERSITY
HEREBY CONFERS THE DEGREE OF

○○○○○○○　of　○○○○○○○
UPON

○○○○　○○○○

FOR HAVING SUCCESSFULLY COMPLETED THE ○○○○ PROGRAM
IN THE FIELD OF　　○○○○○○○○

ADMINISTERED BY THE GRADUATE SCHOOL OF
○○○○○○○○

THIS DEGREE IS THE RESULT OF JOINT SUPERVISION WITH ○○○○
ON THIS  ○○○○  DAY OF  ○○○○  IN THE YEAR  ○○○○

学章

大学印
○○○○  ○○○○
President of
Kobe University

○○○○  ○○○○
Dean of Graduate School of
○○○○○○○○
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別記様式第11

○○研究科長　　　殿
年　　月　　日

学籍番号

氏　　　　　名　　印

学 位 論 文 審 査 願

　神戸大学学位規程第７条の規定により下記の書類を提出いたしますから審
査をお願いします｡ 

記
学　位　論　文　　　　　　　　通

論　文　目　録　　　　　　　　通

別記様式第12

年　　月　　日

神戸大学長　　殿
氏　　　　　名　　印

学　　位　　申　　請　　書
　神戸大学学位規程第10条の規定により学位論文に論文目録及び履歴書を添
え博士 （○○） の学位の授与を申請いたします｡ 

備考　退学者が再入学しないで学位を申請する場合には ｢第10条｣ を ｢第13
条｣ に読み替えるものとする｡ 

13

14
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別記様式第11

○○研究科長　　　殿
年　　月　　日

学籍番号

氏　　　　　名　　印

学 位 論 文 審 査 願

　神戸大学学位規程第７条の規定により下記の書類を提出いたしますから審
査をお願いします｡ 

記
学　位　論　文　　　　　　　　通

論　文　目　録　　　　　　　　通

別記様式第12

年　　月　　日

神戸大学長　　殿
氏　　　　　名　　印

学　　位　　申　　請　　書
　神戸大学学位規程第10条の規定により学位論文に論文目録及び履歴書を添
え博士 （○○） の学位の授与を申請いたします｡ 

備考　退学者が再入学しないで学位を申請する場合には ｢第10条｣ を ｢第13
条｣ に読み替えるものとする｡ 

13

14
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別記様式第14

学

　
　
　

位

　
　
　

簿

博
士 

（
○
○
）

備
考

　

学
位
簿
の
表
紙
に
は
、
学
位
簿
と
標
記
し
、
博
士
の
専
攻
分
野
の
名
称
の
順
に
登
録
す
る
。

契

　

印

番

　

号

授

　

与
年
月
日

取
扱

者
印

氏

　
　

名

論

　

文

　

題

　

目

別記様式第13

論　　文　　目　　録
年　　月　　日

氏　　　　　名　　印
論　文
　１　題　目
　２　印刷公表の方法及び時期
　　　　　方　法
　　　　　時　期
　３　冊　数　　　　　冊
参考論文
　１　題　目
　２　冊　数　　　　　冊

15
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４　神戸大学学生表彰規程
 （平成 17 年２月 17 日制定）

 最終改正　平成 23 年３月 31 日

 （趣　旨）
第 １ 条　この規程は，神戸大学教学規則（平成 16 年４月１日制定）第 55 条 第２項の規
定に基づき，神戸大学（以下「本学」という。）の学生及び学生団体の表彰に関し必要
な事項を定めるものとする。
 （表彰の基準）
第 ２ 条　表彰は，学生又は学生団体のうち，次の各号のいずれかに該当するものについ
て行うものとする。
　（1）　学術研究活動において，次のいずれかに該当すると認められるもの
　　イ　国際的規模又は全国的規模の学会から賞を受けたもの
　　ロ　その他これらに準ずる学会等から高い評価を受けたもの
　（2）　本学公認課外活動団体の活動において，次のいずれかに該当すると認められるもの
　　イ　国際的規模の競技会，公演会，展覧会等（以下「競技会等」という。）において
優秀な成績を修め，又は高い評価を受けたもの

　　ロ　全国的又は地区的規模の競技会等において優秀な成績を修めたもの
　　ハ　公的機関等から表彰を受ける等高い評価を受けたもの
　　ニ　卒業年度に当たる者で，在学中の課外活動において特に顕著な功労があったもの
　（3）　社会活動において，次のいずれかに該当すると認められるもの
　　イ 　ボランティア活動等において，公的機関等から表彰を受ける等社会的に特に高い

評価を受けたもの
　　ロ 　人命救助，犯罪防止，災害救助等に貢献したことにより，公的機関等から表彰を

受ける等社会的に特に高い評価を受けたもの
　　ハ　その他社会活動において特に高い評価を受けたもの
　（4）　前各号に掲げるもののほか，特に優れた業績，功績等があったと認められるもの
 （表彰候補者の推薦）
第 ３ 条　各学部長，各研究科長，各課外活動団体の顧問教員等は，前条各号のいずれか
に該当すると認められる学生又は学生団体（以下「表彰候補者」という。）がある場合
は，別記様式第１により学長に推薦するものとする。
 （被表彰者の選考及び決定）
第 ４ 条　学長は，前条の規定に基づき推薦された表彰候補者について，学生委員協議会
の議を経て，表彰される者（以下「被表彰者」という。）を決定する。
 （表彰の方法）
第 ５ 条　表彰は，学長が別記様式第２の表彰状を授与することにより行う。

㸫 �� 㸫㸫 �� 㸫

４　神戸大学学生表彰規程
 （平成 17 年２月 17 日制定）

 最終改正　平成 23 年３月 31 日

 （趣　旨）
第 １ 条　この規程は，神戸大学教学規則（平成 16 年４月１日制定）第 55 条 第２項の規
定に基づき，神戸大学（以下「本学」という。）の学生及び学生団体の表彰に関し必要
な事項を定めるものとする。
 （表彰の基準）
第 ２ 条　表彰は，学生又は学生団体のうち，次の各号のいずれかに該当するものについ
て行うものとする。
　（1）　学術研究活動において，次のいずれかに該当すると認められるもの
　　イ　国際的規模又は全国的規模の学会から賞を受けたもの
　　ロ　その他これらに準ずる学会等から高い評価を受けたもの
　（2）　本学公認課外活動団体の活動において，次のいずれかに該当すると認められるもの
　　イ　国際的規模の競技会，公演会，展覧会等（以下「競技会等」という。）において
優秀な成績を修め，又は高い評価を受けたもの

　　ロ　全国的又は地区的規模の競技会等において優秀な成績を修めたもの
　　ハ　公的機関等から表彰を受ける等高い評価を受けたもの
　　ニ　卒業年度に当たる者で，在学中の課外活動において特に顕著な功労があったもの
　（3）　社会活動において，次のいずれかに該当すると認められるもの
　　イ 　ボランティア活動等において，公的機関等から表彰を受ける等社会的に特に高い

評価を受けたもの
　　ロ 　人命救助，犯罪防止，災害救助等に貢献したことにより，公的機関等から表彰を

受ける等社会的に特に高い評価を受けたもの
　　ハ　その他社会活動において特に高い評価を受けたもの
　（4）　前各号に掲げるもののほか，特に優れた業績，功績等があったと認められるもの
 （表彰候補者の推薦）
第 ３ 条　各学部長，各研究科長，各課外活動団体の顧問教員等は，前条各号のいずれか
に該当すると認められる学生又は学生団体（以下「表彰候補者」という。）がある場合
は，別記様式第１により学長に推薦するものとする。
 （被表彰者の選考及び決定）
第 ４ 条　学長は，前条の規定に基づき推薦された表彰候補者について，学生委員協議会
の議を経て，表彰される者（以下「被表彰者」という。）を決定する。
 （表彰の方法）
第 ５ 条　表彰は，学長が別記様式第２の表彰状を授与することにより行う。
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４　神戸大学学生表彰規程
 （平成 17 年２月 17 日制定）

 最終改正　平成 23 年３月 31 日

 （趣　旨）
第 １ 条　この規程は，神戸大学教学規則（平成 16 年４月１日制定）第 55 条 第２項の規
定に基づき，神戸大学（以下「本学」という。）の学生及び学生団体の表彰に関し必要
な事項を定めるものとする。
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第 ２ 条　表彰は，学生又は学生団体のうち，次の各号のいずれかに該当するものについ
て行うものとする。
　（1）　学術研究活動において，次のいずれかに該当すると認められるもの
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　　イ　国際的規模の競技会，公演会，展覧会等（以下「競技会等」という。）において
優秀な成績を修め，又は高い評価を受けたもの

　　ロ　全国的又は地区的規模の競技会等において優秀な成績を修めたもの
　　ハ　公的機関等から表彰を受ける等高い評価を受けたもの
　　ニ　卒業年度に当たる者で，在学中の課外活動において特に顕著な功労があったもの
　（3）　社会活動において，次のいずれかに該当すると認められるもの
　　イ 　ボランティア活動等において，公的機関等から表彰を受ける等社会的に特に高い

評価を受けたもの
　　ロ 　人命救助，犯罪防止，災害救助等に貢献したことにより，公的機関等から表彰を

受ける等社会的に特に高い評価を受けたもの
　　ハ　その他社会活動において特に高い評価を受けたもの
　（4）　前各号に掲げるもののほか，特に優れた業績，功績等があったと認められるもの
 （表彰候補者の推薦）
第 ３ 条　各学部長，各研究科長，各課外活動団体の顧問教員等は，前条各号のいずれか
に該当すると認められる学生又は学生団体（以下「表彰候補者」という。）がある場合
は，別記様式第１により学長に推薦するものとする。
 （被表彰者の選考及び決定）
第 ４ 条　学長は，前条の規定に基づき推薦された表彰候補者について，学生委員協議会
の議を経て，表彰される者（以下「被表彰者」という。）を決定する。
 （表彰の方法）
第 ５ 条　表彰は，学長が別記様式第２の表彰状を授与することにより行う。

㸫 �� 㸫

２　前項の表彰状に添えて，記念品を贈呈することができる。
 （表彰の時期）
第 ６ 条　表彰は，被表彰者が決定された後，速やかに行うものとする。ただし，第２条
第２号に該当する表彰については，原則として毎年３月に行うものとする。
 （事　務）
第 ７ 条　表彰に関する事務は，学務部学生支援課において処理する。
 （雑　則）
第 ８ 条　この規程に定めるもののほか，学生及び学生団体の表彰の実施に関し必要な事
項は，別に定める。
　　　　附　　則
　この規程は，平成 17 年４月１日から施行し，施行日以後の学生及び学生団体の活動に
ついて適用する。

　別記様式第１，２（略）
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　　　附　則
　この規程は，平成25年７月１日から施行する。

　別記様式大１，２（略）
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５　神戸大学学生懲戒規則
（平成16 年４月１日制定）

　（趣　　　旨）
第 １ 条　この規則は，神戸大学教学規則（平成 16 年４月１日制定）第 55 条の２（第 72
条において準用する場合を含む。）に規定する学生の懲戒について必要な事項を定める
ものとする。
　（懲　　　戒）
第 ２ 条　懲戒は，本学の規定に違背し，学生としての本分を守らない者があるときに行
われるものとする。
　（懲戒の内容）
第 ３ 条　懲戒の内容は，次のとおりとする。
　(1)　訓告　文書により注意を与え，将来を戒めること。
　(2)　停学　有期又は無期とし，この間の登校及び次の行為を禁止すること。
　　イ 　本学の施設及び設備を利用すること（本学が発行したアカウントを用いて，本学

の管理する電子計算機及び情報ネットワーク機器を利用することを含み，特に退
去を命ぜられない限り，本学の学生寮又は外国人留学生宿舎に居住することを除
く。）。

　　ロ　本学の公認課外活動団体の活動に参加すること。
　(3)　懲戒退学　命令により退学させ，再入学を認めないこと。
　（懲戒の発議）
第 ４ 条　懲戒の対象となりうる行為があったと認めるときは，当該行為を行った学生の
所属学部の教授会（以下「教授会」という。）は，その事実関係を調査し，懲戒処分の
要否等について審議するものとする。
２　学長が指名した理事は，前項の調査及び審議に際し，必要があると認めるときは，教
授会に対し意見を述べることができる。
３　教授会は，懲戒処分の必要があると認めたときは，事実関係についての調査報告書及
び懲戒処分案を作成し，学長に懲戒の発議を行わなければならない。
　（複数の学部に係わる場合の懲戒手続）
第 ５ 条　懲戒の対象となりうる行為が，異なる学部に所属する複数の学生によって引き 
起こされた場合は，教授会は，事実関係の調査及び審議に際して，相互に連絡し， 
調整するものとする。
　（弁　　明）
第 ６ 条　教授会は，第４条第１項の事実関係の調査を行うに当たり，当該学生にその旨
を告知し，口頭又は文書による弁明の機会を与えなければならない。
２　当該学生は，弁明の際，必要な証拠を提出し，証人の喚問を求めることができるとと
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５　神戸大学学生懲戒規則
（平成16 年４月１日制定）

　（趣　　　旨）
第 １ 条　この規則は，神戸大学教学規則（平成 16 年４月１日制定）第 55 条の２（第 72
条において準用する場合を含む。）に規定する学生の懲戒について必要な事項を定める
ものとする。
　（懲　　　戒）
第 ２ 条　懲戒は，本学の規定に違背し，学生としての本分を守らない者があるときに行
われるものとする。
　（懲戒の内容）
第 ３ 条　懲戒の内容は，次のとおりとする。
　(1)　訓告　文書により注意を与え，将来を戒めること。
　(2)　停学　有期又は無期とし，この間の登校及び次の行為を禁止すること。
　　イ 　本学の施設及び設備を利用すること（本学が発行したアカウントを用いて，本学

の管理する電子計算機及び情報ネットワーク機器を利用することを含み，特に退
去を命ぜられない限り，本学の学生寮又は外国人留学生宿舎に居住することを除
く。）。

　　ロ　本学の公認課外活動団体の活動に参加すること。
　(3)　懲戒退学　命令により退学させ，再入学を認めないこと。
　（懲戒の発議）
第 ４ 条　懲戒の対象となりうる行為があったと認めるときは，当該行為を行った学生の
所属学部の教授会（以下「教授会」という。）は，その事実関係を調査し，懲戒処分の
要否等について審議するものとする。
２　学長が指名した理事は，前項の調査及び審議に際し，必要があると認めるときは，教
授会に対し意見を述べることができる。
３　教授会は，懲戒処分の必要があると認めたときは，事実関係についての調査報告書及
び懲戒処分案を作成し，学長に懲戒の発議を行わなければならない。
　（複数の学部に係わる場合の懲戒手続）
第 ５ 条　懲戒の対象となりうる行為が，異なる学部に所属する複数の学生によって引き 
起こされた場合は，教授会は，事実関係の調査及び審議に際して，相互に連絡し， 
調整するものとする。
　（弁　　明）
第 ６ 条　教授会は，第４条第１項の事実関係の調査を行うに当たり，当該学生にその旨
を告知し，口頭又は文書による弁明の機会を与えなければならない。
２　当該学生は，弁明の際，必要な証拠を提出し，証人の喚問を求めることができるとと
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最終改正　平成 22 年３月 23 日
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５　神戸大学学生懲戒規則
（平成16 年４月１日制定）

　（趣　　　旨）
第 １ 条　この規則は，神戸大学教学規則（平成 16 年４月１日制定）第 55 条の２（第 72
条において準用する場合を含む。）に規定する学生の懲戒について必要な事項を定める
ものとする。
　（懲　　　戒）
第 ２ 条　懲戒は，本学の規定に違背し，学生としての本分を守らない者があるときに行
われるものとする。
　（懲戒の内容）
第 ３ 条　懲戒の内容は，次のとおりとする。
　(1)　訓告　文書により注意を与え，将来を戒めること。
　(2)　停学　有期又は無期とし，この間の登校及び次の行為を禁止すること。
　　イ 　本学の施設及び設備を利用すること（本学が発行したアカウントを用いて，本学

の管理する電子計算機及び情報ネットワーク機器を利用することを含み，特に退
去を命ぜられない限り，本学の学生寮又は外国人留学生宿舎に居住することを除
く。）。

　　ロ　本学の公認課外活動団体の活動に参加すること。
　(3)　懲戒退学　命令により退学させ，再入学を認めないこと。
　（懲戒の発議）
第 ４ 条　懲戒の対象となりうる行為があったと認めるときは，当該行為を行った学生の
所属学部の教授会（以下「教授会」という。）は，その事実関係を調査し，懲戒処分の
要否等について審議するものとする。
２　学長が指名した理事は，前項の調査及び審議に際し，必要があると認めるときは，教
授会に対し意見を述べることができる。
３　教授会は，懲戒処分の必要があると認めたときは，事実関係についての調査報告書及
び懲戒処分案を作成し，学長に懲戒の発議を行わなければならない。
　（複数の学部に係わる場合の懲戒手続）
第 ５ 条　懲戒の対象となりうる行為が，異なる学部に所属する複数の学生によって引き 
起こされた場合は，教授会は，事実関係の調査及び審議に際して，相互に連絡し， 
調整するものとする。
　（弁　　明）
第 ６ 条　教授会は，第４条第１項の事実関係の調査を行うに当たり，当該学生にその旨
を告知し，口頭又は文書による弁明の機会を与えなければならない。
２　当該学生は，弁明の際，必要な証拠を提出し，証人の喚問を求めることができるとと
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もに，補佐人を指名し，その補佐を受けることができる。
３　弁明の機会を与えられたにもかかわらず，正当な理由もなく当該学生が欠席し，又は
弁明書を提出しなかった場合は，この権利を放棄したものとみなす。
　（懲戒処分の決定）
第 ７ 条　学長は，第４条第３項により教授会から発議があったときは，教育研究評議会（以
下「評議会」という。）の議を経て，懲戒処分を決定する。
２　評議会は，前項の審議において必要があると認め，改めて事実関係の調査及び審議を
行う場合においては，前条の規定を準用する。
　（懲戒処分の通知）
第 ８ 条　学長は，懲戒処分を決定した場合は，当該学生に通知しなければならない。
２　懲戒処分の通知は，処分理由を記載した懲戒処分書を当該学生に交付することにより
行う。ただし，交付の不可能な場合には，他の適当な方法により通知する。
　（懲戒の発効）
第 ９ 条　懲戒の発効日は，懲戒処分書の交付日とする。ただし，やむをえない場合は，
この限りでない。
　（無期停学の解除）
第 10 条　教授会は，無期停学の学生について，その発効日から起算して６月を経過し
た後，停学の解除が妥当であると認めたときは，学長に停学の解除を発議することが 
できる。
２　学長は，前項の発議に基づき，停学を解除する。
　（異議申立て）
第 11 条　懲戒処分を受けた者は，事実誤認，新事実の発見その他の正当な理由があると
きは，懲戒の発効日から起算して 14 日以内に，文書により学長に異議申立てを行うこ
とができる。
２　学長は，前項の異議申立てがあったときは，再審査の要否を評議会に付議するものと
する。
３　評議会が再審査の必要があると認めたときは，学長は，教授会に再審査を要請するも
のとする。
　（読替規定）
第 12 条　この規則の大学院学生への適用に当たっては，｢学部」を「研究科」に，｢教 
授会」を「教授会（文学研究科及び文化学研究科にあっては研究科委員会 )」に読み替
えるものとする。
　　　附　則
　この規則は，平成 22 年４月１日から施行し，改正後の神戸大学学生懲戒規則の規定は，
施行日以後に第７条第１項の規定により決定される懲戒処分から適用する。
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５　神戸大学学生懲戒規則
（平成16 年４月１日制定）

　（趣　　　旨）
第 １ 条　この規則は，神戸大学教学規則（平成 16 年４月１日制定）第 55 条の２（第 72
条において準用する場合を含む。）に規定する学生の懲戒について必要な事項を定める
ものとする。
　（懲　　　戒）
第 ２ 条　懲戒は，本学の規定に違背し，学生としての本分を守らない者があるときに行
われるものとする。
　（懲戒の内容）
第 ３ 条　懲戒の内容は，次のとおりとする。
　(1)　訓告　文書により注意を与え，将来を戒めること。
　(2)　停学　有期又は無期とし，この間の登校及び次の行為を禁止すること。
　　イ 　本学の施設及び設備を利用すること（本学が発行したアカウントを用いて，本学

の管理する電子計算機及び情報ネットワーク機器を利用することを含み，特に退
去を命ぜられない限り，本学の学生寮又は外国人留学生宿舎に居住することを除
く。）。

　　ロ　本学の公認課外活動団体の活動に参加すること。
　(3)　懲戒退学　命令により退学させ，再入学を認めないこと。
　（懲戒の発議）
第 ４ 条　懲戒の対象となりうる行為があったと認めるときは，当該行為を行った学生の
所属学部の教授会（以下「教授会」という。）は，その事実関係を調査し，懲戒処分の
要否等について審議するものとする。
２　学長が指名した理事は，前項の調査及び審議に際し，必要があると認めるときは，教
授会に対し意見を述べることができる。
３　教授会は，懲戒処分の必要があると認めたときは，事実関係についての調査報告書及
び懲戒処分案を作成し，学長に懲戒の発議を行わなければならない。
　（複数の学部に係わる場合の懲戒手続）
第 ５ 条　懲戒の対象となりうる行為が，異なる学部に所属する複数の学生によって引き 
起こされた場合は，教授会は，事実関係の調査及び審議に際して，相互に連絡し， 
調整するものとする。
　（弁　　明）
第 ６ 条　教授会は，第４条第１項の事実関係の調査を行うに当たり，当該学生にその旨
を告知し，口頭又は文書による弁明の機会を与えなければならない。
２　当該学生は，弁明の際，必要な証拠を提出し，証人の喚問を求めることができるとと
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　　　附　則
　この規則は，平成 27 年４月１日から施行する。
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神戸大学学生懲戒規則に関する申合せ
（平成16 年４月１日　教育研究評議会決定）

　神戸大学学生懲戒規則は，これまでともすれば不明確なままに運用されてきた懲戒に関
する手続を透明化し，あわせて学生に対して手続的な権利を認めることにより，懲戒処分
にふさわしい適正な手続を定めるものである。
　このような手続の適正化，透明化を図るに当たっては，懲戒処分に該当する行為それ自
体もあらかじめ明確に特定しておくことが望まれることから，懲戒規則の制定にあわせて，
次の申合せを行うものとする。
１　懲戒の対象となりうる行為は，次の行為とする。
　　(1)　学生の本分に反する重大な犯罪行為
　　(2)　本学の教職員又は学生に対する暴力行為
　　(3)　本学の施設・設備への重大な破壊行為
　　(4)　本学の教育・研究活動に対する重大な妨害行為
　　(5)　その他前各号に準ずる行為
２　教育研究機関としての大学のなす懲戒は，教育的な配慮から慎重に行われなければな
らず，学生の自主的な活動に対しては，特に慎重な配慮が加えられなければならない。
３　申合せ第１項は，懲戒対象行為を限定し，その明確化を図ることを旨とし，従来了解
されてきたその範囲を拡大するものではない。
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神戸大学学生懲戒規則に関する申合せ
（平成16 年４月１日　教育研究評議会決定）

　神戸大学学生懲戒規則は，これまでともすれば不明確なままに運用されてきた懲戒に関
する手続を透明化し，あわせて学生に対して手続的な権利を認めることにより，懲戒処分
にふさわしい適正な手続を定めるものである。
　このような手続の適正化，透明化を図るに当たっては，懲戒処分に該当する行為それ自
体もあらかじめ明確に特定しておくことが望まれることから，懲戒規則の制定にあわせて，
次の申合せを行うものとする。
１　懲戒の対象となりうる行為は，次の行為とする。
　　(1)　学生の本分に反する重大な犯罪行為
　　(2)　本学の教職員又は学生に対する暴力行為
　　(3)　本学の施設・設備への重大な破壊行為
　　(4)　本学の教育・研究活動に対する重大な妨害行為
　　(5)　その他前各号に準ずる行為
２　教育研究機関としての大学のなす懲戒は，教育的な配慮から慎重に行われなければな
らず，学生の自主的な活動に対しては，特に慎重な配慮が加えられなければならない。
３　申合せ第１項は，懲戒対象行為を限定し，その明確化を図ることを旨とし，従来了解
されてきたその範囲を拡大するものではない。
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６　神戸大学EUエキスパート人材養成プログラム規則

（平成25年10月29日制定）

（趣　旨）
第 １ 条　この規則は，神戸大学教学規則（平成 16 年４月１日制定）第 77 条の２第３項
の規定に基づき，神戸大学において実施する神戸大学 EUエキスパート人材養成プログ
ラム（以下「プログラム」という。）に関し必要な事項を定めるものとする。

（プログラムの目的）
第 ２ 条　プログラムは，EU（欧州連合（European Union）をいう。以下同じ。）に関連
した専門的知識，学際的知識及び異文化への深い理解とコミュニケーション能力を有
し，日本と EUが抱える共通の諸課題に取り組む意志力と問題解決能力を備えた専門的
人材を学士課程及び博士課程前期課程（以下「前期課程」という。）を通じて養成する
ことを目的とする。

（対象とする学生及びプログラムの構成）
第 ３ 条　プログラムは，国際人間科学部，法学部及び経済学部並びに国際文化学研究科，
法学研究科及び経済学研究科に所属する学生に履修させることができる。
２　プログラムは，学部プログラム及び大学院プログラムにより構成するものとする。
（プログラム責任者）
第 ４ 条　プログラムにプログラム責任者を置き，国際連携推進機構国際教育総合センタ
ー長をもって充てる。
２　プログラム責任者は，プログラムに関する事項を総括する。
（標準履修年限）
第 ５ 条　学部プログラムにおける標準履修年限は，学部第２年次から第４年次までの３
年間とする。
２　大学院プログラムの標準履修年限は，前期課程の２年間とする。
（学部プログラムの履修申請）
第 ６ 条　学部プログラムの履修を希望する者（以下「学部履修志願者」という。）は，所
定の期日までに履修申請書を所属する学部の長を経て，プログラム責任者に提出しなけ
ればならない。

（学部プログラムの履修許可）
第 ７ 条　プログラム責任者は，学部履修志願者に対する所属学部の選考を経て，履修者
を決定する。
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（大学院プログラムの履修申請）
第 ８ 条　大学院プログラムの履修を希望する者（以下「大学院履修志願者」という。）
は，所定の期日までに履修申請書を所属する研究科の長を経て，プログラム責任者に提
出しなければならない。

（大学院プログラムの履修許可）
第 ９ 条　プログラム責任者は，大学院履修志願者に対する実施研究科の選考を経て，履
修者を決定する。

（授業科目等）
第 10 条　学部プログラム及び大学院プログラムの授業科目及び単位数等は，別に定める。
（指導教員）
第 11 条　大学院プログラムの研究指導を担当する教員（以下「指導教員」という。）は，
大学院プログラムを担当する所属研究科の教授及び准教授並びに客員教授及び客員准教
授とする。ただし，必要があるときは，神戸大学 EUエキスパート人材養成プログラム
運営会議（以下「運営会議」という。）が認めた所属研究科の講師又は助教をもって充
てることができる。

（履修届の提出）
第 12 条　第７条の規定により履修者として決定された者 （以下「学部履修学生」という。）
は，授業科目の履修に当たり，学期の初めに所定の履修届を所属学部の長を経て，プロ
グラム責任者に提出しなければならない。
２　第９条の規定により履修者として決定された者（以下「大学院履修学生」という。）
は，授業科目の履修に当たり，指導教員の承認を得て，学期の初めに所定の履修届を所
属研究科の長を経て，プログラム責任者に提出しなければならない。

（大学院授業科目の履修）
第 13 条　学部履修学生は，実施研究科への進学及び大学院プログラムの履修を希望して
いる場合に限り，別に定める大学院プログラムの授業科目を履修することができる。
 （海外協定校への留学）
第 14 条　学部履修学生は，原則として学部３年次後期に１学期間，所属学部と外国の学
部との協定に基づき，EU圏の大学に留学し，当該大学で提供される授業科目を履修し
なければならない。
２　大学院履修学生は，原則として前期課程１年次後期から２年次前期までの２学期間，
所属研究科と外国の大学院とのダブルディグリー協定に基づき，EU圏の大学に留学し，
当該大学院の修士課程に在籍し，当該大学院で提供される授業科目を履修しなければな
らない。
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（学部プログラムの修了要件等）
第 15 条　学部プログラムの修了要件は，第 10 条に規定する授業科目から 32 単位以上を
修得し，かつ，前条第１項に規定する外国の大学において４単位以上を修得しなければ
ならない。
２　学部プログラムの修了認定は，運営会議の議を経るものとする。
（大学院プログラムの修了要件等）
第 16 条　大学院プログラムの修了要件は，第 10 条に規定する授業科目から 30 単位以上

２　大学院プログラムの修了認定は，運営会議の議を経るものとする。
（修了証書）
第 17 条　学部プログラムを修了した者及び大学院プログラムを修了した者には，修了証
書を授与する。

（学位の授与）
第 18 条　学位審査及び学位の授与については，神戸大学学位規程（平成16年４月１日制
定）及び実施研究科の定めるところによる。

（履修の辞退）
第 19 条　学部履修学生又は大学院履修学生がプログラムの履修の辞退を特に希望する場
合は，プログラム責任者に願い出て，許可を得なければならない。

（各学部規則及び各研究科規則の適用関係）
第 20 条　この規則に定めるもののほか，修学上の必要な事項については，所属学部が定
める学部規則又は所属研究科が定める研究科規則の規定によるものとする。

（雑　則）
第 21 条　この規則に定めるもののほか，この規則の実施に関し必要な事項は，運営会議
の議を経て，プログラム責任者が定める。

　　　附　則（平成29年３月31日）
１　この規則は，平成29年４月１日から施行する。
２　国際文化学部が存続する間，改正後の第３条第１項中「国際人間科学部」とあるのは，
「国際文化学部，国際人間科学部」と読み替えるものとする。

㸫 �� 㸫

　大学院プログラムの修了要件は，第10条に規定する授業科目から30単位以上を
修得し，かつ，第14条第２項に規定する外国の大学院の修士課程を修了し，かつ，必要
な研究指導を受けた上，修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終
試験に合格することとする。
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（大学院プログラムの履修申請）
第 ８ 条　大学院プログラムの履修を希望する者（以下「大学院履修志願者」という。）
は，所定の期日までに履修申請書を所属する研究科の長を経て，プログラム責任者に提
出しなければならない。

（大学院プログラムの履修許可）
第 ９ 条　プログラム責任者は，大学院履修志願者に対する実施研究科の選考を経て，履
修者を決定する。

（授業科目等）
第 10 条　学部プログラム及び大学院プログラムの授業科目及び単位数等は，別に定める。
（指導教員）
第 11 条　大学院プログラムの研究指導を担当する教員（以下「指導教員」という。）は，
大学院プログラムを担当する所属研究科の教授及び准教授並びに客員教授及び客員准教
授とする。ただし，必要があるときは，神戸大学 EUエキスパート人材養成プログラム
運営会議（以下「運営会議」という。）が認めた所属研究科の講師又は助教をもって充
てることができる。

（履修届の提出）
第 12 条　第７条の規定により履修者として決定された者 （以下「学部履修学生」という。）
は，授業科目の履修に当たり，学期の初めに所定の履修届を所属学部の長を経て，プロ
グラム責任者に提出しなければならない。
２　第９条の規定により履修者として決定された者（以下「大学院履修学生」という。）
は，授業科目の履修に当たり，指導教員の承認を得て，学期の初めに所定の履修届を所
属研究科の長を経て，プログラム責任者に提出しなければならない。

（大学院授業科目の履修）
第 13 条　学部履修学生は，実施研究科への進学及び大学院プログラムの履修を希望して
いる場合に限り，別に定める大学院プログラムの授業科目を履修することができる。
 （海外協定校への留学）
第 14 条　学部履修学生は，原則として学部３年次後期に１学期間，所属学部と外国の学
部との協定に基づき，EU圏の大学に留学し，当該大学で提供される授業科目を履修し
なければならない。
２　大学院履修学生は，原則として前期課程１年次後期から２年次前期までの２学期間，
所属研究科と外国の大学院とのダブルディグリー協定に基づき，EU圏の大学に留学し，
当該大学院の修士課程に在籍し，当該大学院で提供される授業科目を履修しなければな
らない。
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雑　則
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（学部プログラムの修了要件等）
第 15 条　学部プログラムの修了要件は，第 10 条に規定する授業科目から 32 単位以上を
修得し，かつ，前条第１項に規定する外国の大学において４単位以上を修得しなければ
ならない。
２　学部プログラムの修了認定は，運営会議の議を経るものとする。
（大学院プログラムの修了要件等）
第 16 条　大学院プログラムの修了要件は，第 10 条に規定する授業科目から 30 単位以上

２　大学院プログラムの修了認定は，運営会議の議を経るものとする。
（修了証書）
第 17 条　学部プログラムを修了した者及び大学院プログラムを修了した者には，修了証
書を授与する。

（学位の授与）
第 18 条　学位審査及び学位の授与については，神戸大学学位規程（平成16年４月１日制
定）及び実施研究科の定めるところによる。

（履修の辞退）
第 19 条　学部履修学生又は大学院履修学生がプログラムの履修の辞退を特に希望する場
合は，プログラム責任者に願い出て，許可を得なければならない。

（各学部規則及び各研究科規則の適用関係）
第 20 条　この規則に定めるもののほか，修学上の必要な事項については，所属学部が定
める学部規則又は所属研究科が定める研究科規則の規定によるものとする。

（雑　則）
第 21 条　この規則に定めるもののほか，この規則の実施に関し必要な事項は，運営会議
の議を経て，プログラム責任者が定める。

　　　附　則（平成29年３月31日）
１　この規則は，平成29年４月１日から施行する。
２　国際文化学部が存続する間，改正後の第３条第１項中「国際人間科学部」とあるのは，
「国際文化学部，国際人間科学部」と読み替えるものとする。
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　大学院プログラムの修了要件は，第10条に規定する授業科目から30単位以上を
修得し，かつ，第14条第２項に規定する外国の大学院の修士課程を修了し，かつ，必要
な研究指導を受けた上，修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終
試験に合格することとする。
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（大学院プログラムの履修申請）
第 ８ 条　大学院プログラムの履修を希望する者（以下「大学院履修志願者」という。）
は，所定の期日までに履修申請書を所属する研究科の長を経て，プログラム責任者に提
出しなければならない。

（大学院プログラムの履修許可）
第 ９ 条　プログラム責任者は，大学院履修志願者に対する実施研究科の選考を経て，履
修者を決定する。

（授業科目等）
第 10 条　学部プログラム及び大学院プログラムの授業科目及び単位数等は，別に定める。
（指導教員）
第 11 条　大学院プログラムの研究指導を担当する教員（以下「指導教員」という。）は，
大学院プログラムを担当する所属研究科の教授及び准教授並びに客員教授及び客員准教
授とする。ただし，必要があるときは，神戸大学 EUエキスパート人材養成プログラム
運営会議（以下「運営会議」という。）が認めた所属研究科の講師又は助教をもって充
てることができる。

（履修届の提出）
第 12 条　第７条の規定により履修者として決定された者 （以下「学部履修学生」という。）
は，授業科目の履修に当たり，学期の初めに所定の履修届を所属学部の長を経て，プロ
グラム責任者に提出しなければならない。
２　第９条の規定により履修者として決定された者（以下「大学院履修学生」という。）
は，授業科目の履修に当たり，指導教員の承認を得て，学期の初めに所定の履修届を所
属研究科の長を経て，プログラム責任者に提出しなければならない。

（大学院授業科目の履修）
第 13 条　学部履修学生は，実施研究科への進学及び大学院プログラムの履修を希望して
いる場合に限り，別に定める大学院プログラムの授業科目を履修することができる。
 （海外協定校への留学）
第 14 条　学部履修学生は，原則として学部３年次後期に１学期間，所属学部と外国の学
部との協定に基づき，EU圏の大学に留学し，当該大学で提供される授業科目を履修し
なければならない。
２　大学院履修学生は，原則として前期課程１年次後期から２年次前期までの２学期間，
所属研究科と外国の大学院とのダブルディグリー協定に基づき，EU圏の大学に留学し，
当該大学院の修士課程に在籍し，当該大学院で提供される授業科目を履修しなければな
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㸫 �� 㸫 㸫 �� 㸫

雑　則
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７　神戸大学大学教育推進機構規則等
（1）　神戸大学大学教育推進機構規則

 （平成 17 年４月１日制定） 
最終改正　平成 30 年１月 23 日

㸦㊃ࠉ᪨㸧

➨㸯᮲　この規則は，国立大学法人神戸大学学則（平成 16 年４月１日制定）第２条の２
第３項の規定に基づき，神戸大学大学教育推進機構（以下「機構」という。）の目的，
組織，運営等について定めるものとする。

㸦┠ࠉⓗ㸧

➨㸰᮲　機構は，大学教育の推進を図ることを目的とする。
㸦⤌ࠉ⧊㸧

➨㸱᮲　機構に，次の組織を置く。
(1)　大学教育推進本部
(2)　国際教養教育院
(3)　国際コミュニケーションセンター（以下「センター」という。）
(4)　大学教育研究推進室
２　大学教育推進本部，国際教養教育院，センター及び大学教育研究推進室の業務内容は，
次の表に掲げるとおりとする。

組織名称 業務内容

大学教育推進本部

・ 学士課程・大学院課程教育の推進のための全学的な取組の企画・立案
に関すること。 

・ 大学教育に係る評価及びファカルティ・ディベロップメントの全学的
な推進に関すること。 

・ 専門教育と全学共通教育の連携に関すること。  
・ 高度教養科目の企画運営に関すること。
・ 大学教育のグローバル化の推進に関すること。
・ その他推進本部の業務を実施するために必要なこと。

国際教養教育院

・ 全学共通授業科目の企画運営に関すること。 
・ 全学共通授業科目の実施及び担当教員に関すること。 
・ 全学共通授業科目の評価及びファカルティ・ディベロップメントに関
すること。 

・ 全学共通授業科目と専門科目との有機的連携に関すること。
・ 国際教養教育院が開講する高度教養科目の実施及び担当教員に関する
こと。

・ 国際教養教育院が開講する高度教養科目の評価及びファカルティ・デ
ィベロップメントに関すること。



㸫 �� 㸫

国際コミュニケーショ
ンセンター

・ 外国語に関する研究・調査に関すること。
・ 全学の外国語教育に関する研究・調査並びに企画立案に関すること。
・ 外国語教育環境の整備に関すること。 
・ 外国語教育に係る支援に関すること。
・ その他センターの業務を実施するために必要なこと。 

大学教育研究推進室

・ 大学教育の推進に係る調査研究に関すること。 
・ 大学教育の全学的な取組の提案及び支援に関すること。
・ 大学教育に係る評価及びファカルティ・ディベロップメントの提案及
び支援に関すること。

・ 神戸大学大学教育推進機構国際教養教育委員会規程（平成 27 年 4 月 1
日制定）第 7条第 1項に定める専門委員会に関すること。

・ その他推進室の業務を実施するために必要なこと。
㸦⫋ࠉဨ㸧

➨㸲᮲　機構に，次の職員を置く。 
(1)　機構長
(2)　副機構長
(3)　大学教育推進本部長
(4)　国際教養教育院長
(5)　国際コミュニケーションセンター長（以下「センター長」という。）
(6)　大学教育研究推進室長
(7)　大学教育推進本部副本部長
(8)　国際教養教育院副院長
(9)　国際コミュニケーションセンター副センター長（以下「副センター長」という。）
(10)　教授，准教授，講師，助教及び助手
(11)　その他の職員

㸦ᶵᵓ㛗㸧

➨㸳᮲　機構長は，機構の業務を総括する。
㸦ᶵᵓ㛗㸧

➨㸴᮲　副機構長は，国際教養教育院長をもって充てる。
２　副機構長は，機構長の職務を補佐する。
㸦Ꮫᩍ⫱᥎㐍ᮏ㒊㛗㸧

➨㸵᮲　大学教育推進本部長は，機構長をもって充てる。
２　大学教育推進本部長は，大学教育推進本部の業務を総括する。
（ᅜ㝿ᩍ㣴ᩍ⫱㝔㛗㸧

➨㸶᮲　国際教養教育院長は，国際教養教育院の業務を総括する。
㸦ᅜ㝿࣮ࢱࣥࢭࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ㛗㸧

➨㸷᮲　センター長は，機構に主に配置された神戸大学の専任の教授をもって充てる。
２　センター長は，国際コミュニケーションセンターの業務を総括する。



㸫 �� 㸫

㸦Ꮫᩍ⫱◊✲᥎㐍ᐊ㛗㸧

➨ �� ᮲　大学教育研究推進室長は，機構に主に配置された神戸大学の専任の教授をもっ
て充てる。
２　大学教育研究推進室長は，大学教育研究推進室の業務を総括する。
㸦Ꮫᩍ⫱᥎㐍ᮏ㒊ᮏ㒊㛗㸧

➨ �� ᮲　大学教育推進本部副本部長は，本学の専任の教授をもって充てる。
２　大学教育推進本部副本部長は，大学教育推進本部長の職務を補佐する。
㸦ᅜ㝿ᩍ㣴ᩍ⫱㝔㝔㛗㸧

➨ �� ᮲　国際教養教育院副院長は，センター長をもって充てる。
２　国際教養教育院副院長は，国際教養教育院長の職務を補佐する。
（国際コミュニケーションセンター副センター長）
➨ �� ᮲　副センター長は，機構に主に配置された神戸大学の専任の教授をもって充てる。
２　副センター長は，センター長の職務を補佐する。
（大学教育推進本部グローバル教育推進室長）
➨ �� ᮲　大学教育推進本部グローバル教育推進室長（以下「グローバル教育推進室長」
という。）は，本学の専任の教授をもって充てる。
２　グローバル教育推進室長は，グローバル教育推進室の業務を総括する。
（国際教養教育院教養教育支援室長）
➨ �� ᮲　国際教養教育院教養教育支援室長（以下「教養教育支援室長」という。）は，教
育院長をもって充てる。
２　教養教育支援室長は，教養教育支援室の業務を総括する。
㸦௵ࠉᮇ㸧

➨��᮲　第９条から第11条まで，第13条及び第 14条に規定する職員の任期は，2年とし，
再任を妨げない。ただし，当該職員が任期満了前に辞任し，又は欠員となった場合の後
任者の任期は，前任者の残任期間とする。

㸦ᩍ⫱⏬ᢸᙜ࣮ࢱ࣮ࢿࢹ࣮ࢥ㸧

➨ �� ᮲　グローバル教育推進室に教育企画担当コーディネーターを置き，本学の職員を
もって充てる。
２　教育企画担当コーディネーターは，関係部局（経済社会の発展を牽引するグローバル
人材育成支援における関係部局をいう。以下次条において同じ。）との連携による各種
研修会等の企画・調整を行うとともに，共通教育と専門教育との連携・調整に関する業
務を行う。

㸦␃Ꮫᨭᢸᙜ࣮ࢱ࣮ࢿࢹ࣮ࢥ㸧

➨ �� ᮲ࡢ �　グローバル教育推進室に留学支援担当コーディネーターを置き，本学の職
員をもって充てる。
２　留学支援担当コーディネーターは，関係部局との連携による海外留学プログラムの支
援を行い，海外留学情報の一元的な集約・発信・広報に努める。



㸫 �� 㸫

㸦⚄ᡞ࣒ࣛࢢࣟࣉࢪࣥࣞࣕࢳࣝࣂ࣮ࣟࢢᢸᙜ࣮ࢱ࣮ࢿࢹ࣮ࢥ �

➨ �� ᮲　大学教育研究推進室に神戸グローバルチャレンジプログラム担当コーディネー
ターを置き，本学の職員をもって充てる。
２　神戸グローバルチャレンジプログラム担当コーディネーターは，関係部局との連携に
よる神戸グローバルチャレンジプログラムのコースの企画・立案及び受入先との交渉・
調整を行う。

㸦Ꮫᩍ⫱᥎㐍ጤဨ㸧

➨ �� ᮲　機構に，機構の業務及び運営に関する事項について審議するため，神戸大学大
学教育推進機構大学教育推進委員会（以下「推進委員会」という。）を置く。
２　推進委員会の組織及び運営に関し必要な事項は，別に定める。
㸦Ꮫᩍົጤဨ㸧

➨ �� ᮲　大学教育推進本部に，大学教育の全学的な運営，実施等について審議するため，
神戸大学大学教育推進機構全学教務委員会（以下「全学教務委員会」という。）を置く。
２　全学教務委員会の組織及び運営に関し必要な事項は，別に定める。
㸦Ꮫホ౯࣭㹄㹂ጤဨ㸧

➨ �� ᮲　大学教育推進本部に，大学教育の全学的な評価及びファカルティ・ディベロッ
プメントの実施等について審議するため，神戸大学大学教育推進機構全学評価・ＦＤ委
員会（以下「全学評価・ＦＤ委員会」という。）を置く。
２　全学評価・ＦＤ委員会の組織及び運営に関し必要な事項は，別に定める。
㸦⚄ᡞ࣒ࣛࢢࣟࣉࢪࣥࣞࣕࢳࣝࣂ࣮ࣟࢢጤဨ㸧

➨ �� ᮲　大学教育推進本部に，神戸グローバルチャレンジプログラムについて審議する
ため，神戸大学大学教育推進機構神戸グローバルチャレンジプログラム委員会（以下「グ
ローバルチャレンジプログラム委員会」という。）を置く。
２　グローバルチャレンジプログラム委員会の組織及び運営に関し必要な事項は，別に定
める。

㸦ࢫࣃࣥࣕ࢟ࢫ࢚ࣥࢧࣝࣂ࣮ࣟࢢጤဨ㸧

➨ �� ᮲ࡢ �　大学教育推進本部に，グローバルサイエンスキャンパスについて審議する
ため，神戸大学大学教育推進機構グローバルサイエンスキャンパス委員会（以下「グロ
ーバルサイエンスキャンパス委員会」という。）を置く。
２　グローバルサイエンスキャンパス委員会の組織及び運営に関し必要な事項は，別に定
める。

㸦ᅜ㝿ᩍ㣴ᩍ⫱ጤဨ㸧

➨ �� ᮲　国際教養教育院に，全学共通教育の運営，実施等について審議するため，神戸
大学大学教育推進機構国際教養教育委員会（以下「国際教養教育委員会」という。）を置く。
２　国際教養教育委員会の組織及び運営に関し必要な事項は，別に定める。
㸦ᅜ㝿࣮ࢱࣥࢭࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ㐠Ⴀጤဨ㸧

➨ �� ᮲　センターに，センターの運営，業務等について審議するため，神戸大学大学教
育推進機構国際コミュニケーションセンター運営委員会（以下「センター運営委員会」
という。）を置く。



㸫 �� 㸫

２　センター運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は，別に定める。
㸦⤌⧊ࡢ㛗ࡢ㑅⪃㸧

➨ �� ᮲　第４条第 5号から第 11 号（第８号を除く。）までの職員及び第 29 条第４項に規
定する教育部会長の選考は，大学教育推進委員会の議を経て，学長が行う。

㸦㒊ࠉ㛛㸧

➨ �� ᮲　国際教養教育院に，次の部門を置く。
(1)　教養教育部門
(2)　外国語教育部門

２　前項の部門に，部門長を置く。
㸦ᩍ㣴ᩍ⫱㒊㛛㛗㸧

➨ �� ᮲　教養教育部門長は，国際教養教育院長をもって充てる。
２　教養教育部門長は，教養教育部門の業務を総括する。
㸦እᅜㄒᩍ⫱㒊㛛㛗㸧

➨ �� ᮲　外国語教育部門長は，センター長をもって充てる。
２　外国語教育部門長は，外国語教育部門の業務を総括する。
㸦ᩍ⫱㒊㸧

➨ �� ᮲　教養教育部門に，全学共通授業科目 ( 外国語科目を除く。）及び国際教養教育院
が開講する高度教養科目を担当する教員により組織する次の教育部会を設ける。
(1)　情報科学
(2)　健康・スポーツ科学
(3)　人間形成と思想
(4)　文学と芸術
(5)　歴史と文化
(6)　人間と社会
(7)　法と政治
(8)　経済と社会
(9)　数学
(10)　物理学
(11)　化学
(12)　生物学
(13)　地球惑星科学
(14)　図形科学
(15)　応用科学技術
(16)　医学
(17)　農学
(18）　ESD
(19)　データサイエンス
(20)　学際

２　外国語教育部門に，全学共通授業科目の外国語科目及び国際教養教育院が開講する高



㸫 �� 㸫

度教養科目を担当する教員により組織する次の教育部会を設ける。
(1)　外国語第 I
(2)　外国語第 II

３　全学共通授業科目及び国際教養教育院が開講する高度教養科目を担当する教員は，前
２項各号に掲げる教育部会のいずれかに所属するものとする。
４　各教育部会に，教育部会の業務を総括するため，教育部会長を置く。
５　この条に定めるもののほか，教育部会に関し必要な事項は，別に定める。
�㸦◊✲㒊㛛㸧

➨ �� ᮲　センターに，次に掲げる研究部門を置く。
(1)　システム研究部門
(2)　メディア研究部門
(3)　コンテンツ研究部門
(4)　学術交流研究部門

２　各研究部門に関し必要な事項は，別に定める。
㸦ࣝࣂ࣮ࣟࢢᩍ⫱᥎㐍ᐊ㸧

➨ �� ᮲　大学教育推進本部に，大学教育のグローバル化に関し，企画・推進する組織と
して，グローバル教育推進室（以下「教育推進室」という。）を置く。
２　教育推進室の業務については，別に定める。
㸦ᩍ㣴ᩍ⫱ᨭᐊ㸧

➨ �� ᮲　国際教養教育院に，全学共通教育の支援組織として，教養教育支援室を置く。
２　教養教育支援室の業務については，別に定める。
㸦ົ㸧

➨ �� ᮲　機構の事務は，学務部学務課において行う。
㸦㞧๎㸧

➨ �� ᮲　この規則に定めるもののほか，機構の運営に関し必要な事項は，大学教育推進
委員会の議を経て，機構長が定める。

㝃๎ࠉ

１　この規則は，平成 17 年 7 月 1 日から施行する。
２　この規則施行後最初に任命される教育部長の任期は，第７条第３項の規定にかかわら
ず，平成 19 年２月 15 日までとする。
３　平成 23 年２月 16 日に任命される教育部長の任期は，第９条第３項の規定にかかわら
ず，平成 25 年３月 31 日までとする。
　（中間附則は省略）

㝃๎ࠉ

この規則は，平成 30 年 4 月 1 日から施行する。



(2)　神戸大学全学共通授業科目履修規則

　 （平成16年４月１日制定）

　（趣　　旨）
第 １ 条　この規則は，神戸大学教学規則（平成16年４月１日制定。以下「教学規則」と
いう。）第 28 条第１項の規定に基づき，全学に共通する授業科目（以下「全学共通授業
科目｣ という。）の履修方法，試験等に関し必要な事項を定めるものとする。
　（全学共通授業科目の区分）
第 ２ 条　全学共通授業科目の区分は，次のとおりとする。
　基礎教養科目
　総合教養科目
　外国語科目
　情報科目
　健康・スポーツ科学
　共通専門基礎科目
　資格免許のための科目
　その他必要と認める科目
　（全学共通授業科目及び単位数）
第 ３ 条　全学共通授業科目及び単位数は，別表のとおりとする。
２　前項に規定するもののほか，臨時に全学共通授業科目を開設することがある。
３　前項の授業科目及び単位数は，開設の都度定める。
　（全学共通授業科目の年次配当）
第 ４ 条　全学共通授業科目の各年次の配当は，各学部規則の定めるところによる。
　（履修要件）
第 ５ 条　全学共通授業科目の履修要件は，各学部規則の定めるところによる。
　（履修手続）
第 ６ 条　学生は，毎学期指定の期日までに，履修しようとする全学共通授業科目を所属
学部長に届け出なければならない。
　（試　　験）
第 ７ 条　試験は，授業が終了した学期末又はクォーター末に行う。ただし，必要がある
場合は，学期末及びクォーター末以外の時期に行うことがある。
２　前項の規定にかかわらず，平常の成績をもって試験に代えることがある。
３　不合格となった全学共通授業科目については，再試験を行わない。ただし，別に定め
る条件を満たす場合は，この限りでない。

㸫 �� 㸫

最終改正　平成30年３月30日

㸫 �� 㸫㸫 �� 㸫

最終改正　令和 2年３月 26 日



４　試験に欠席した者に対しては，追試験を行わない。ただし，神戸大学大学教育推進機
構国際教養教育院において特別の理由があると認めた場合は，この限りでない。
　（成績評価基準）
第 ８ 条　教学規則第 30 条に規定する成績評価基準については，別に定める。
　（雑　　則）
第 ９ 条　この規則に定めるもののほか，この規則の実施に関し必要な事項は，国際教養
教育院長が定める。

㸫 �� 㸫

　　　　この規則に定めるもののほか，この規則の実施に関し必要な事項は，神戸大学
大学教育推進機構国際教養教育院長が定める。

　　　附　則
１　この規則は，平成16年４月１日から施行する。
２ この規則施行の際現に在学する者（以下この項において「在学者」という。）及び平
成16年４月１日以後において在学者の属する年次に編入学，転入学又は再入学する者
については，神戸大学学則等を廃止する規則（平成16年４月１日制定）第２条の規定
による廃止前の神戸大学全学共通授業科目履修規則の規定の例による。

　（中間附則は省略）

　　　附　則
１　この規則は，平成30年４月１日から施行する。
２　この規則施行の際現に在学する者（以下「在学者」という。）及び平成30年４月１日
以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については，なお従前の
例による。

(2)　神戸大学全学共通授業科目履修規則

　 （平成16年４月１日制定）

　（趣　　旨）
第 １ 条　この規則は，神戸大学教学規則（平成16年４月１日制定。以下「教学規則」と
いう。）第 28 条第１項の規定に基づき，全学に共通する授業科目（以下「全学共通授業
科目｣ という。）の履修方法，試験等に関し必要な事項を定めるものとする。
　（全学共通授業科目の区分）
第 ２ 条　全学共通授業科目の区分は，次のとおりとする。
　基礎教養科目
　総合教養科目
　外国語科目
　情報科目
　健康・スポーツ科学
　共通専門基礎科目
　資格免許のための科目
　その他必要と認める科目
　（全学共通授業科目及び単位数）
第 ３ 条　全学共通授業科目及び単位数は，別表のとおりとする。
２　前項に規定するもののほか，臨時に全学共通授業科目を開設することがある。
３　前項の授業科目及び単位数は，開設の都度定める。
　（全学共通授業科目の年次配当）
第 ４ 条　全学共通授業科目の各年次の配当は，各学部規則の定めるところによる。
　（履修要件）
第 ５ 条　全学共通授業科目の履修要件は，各学部規則の定めるところによる。
　（履修手続）
第 ６ 条　学生は，毎学期指定の期日までに，履修しようとする全学共通授業科目を所属
学部長に届け出なければならない。
　（試　　験）
第 ７ 条　試験は，授業が終了した学期末又はクォーター末に行う。ただし，必要がある
場合は，学期末及びクォーター末以外の時期に行うことがある。
２　前項の規定にかかわらず，平常の成績をもって試験に代えることがある。
３　不合格となった全学共通授業科目については，再試験を行わない。ただし，別に定め
る条件を満たす場合は，この限りでない。

㸫 �� 㸫

最終改正　平成30年３月30日

㸫 �� 㸫㸫 �� 㸫

令和 2年
令和 2年
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ဴᏛ ဴᏛ 㻝 ⛉Ꮫྐ䠝 㻝

ᚰ⌮Ꮫ䠝 㻝 ⛉Ꮫྐ䠞 㻝

ᚰ⌮Ꮫ䠞 㻝 ♫ᛮྐ ♫ᛮྐ 㻝
ㄽ⌮Ꮫ ㄽ⌮Ꮫ 㻝 ᩥே㢮Ꮫ ᩥே㢮Ꮫ 㻝

ᩍ⫱Ꮫ䠝 㻝 ⌧௦♫ㄽ䠝 㻝

ᩍ⫱Ꮫ䠞 㻝 ⌧௦♫ㄽ䠞 㻝
⌮Ꮫ ⌮Ꮫ 㻝 ㉺ቃ䛩䜛ᩥ ㉺ቃ䛩䜛ᩥ 㻝

ἲᏛ䠝 㻝 ⏕ά⎔ቃ䛸ᢏ⾡ ⏕ά⎔ቃ䛸ᢏ⾡ 㻝

ἲᏛ䠞 㻝 Ꮫᰯᩍ⫱䛸♫ Ꮫᰯᩍ⫱䛸♫ 㻝

ᨻᏛ䠝 㻝 䜹䝍䝏䛾ᩥᏛ 䜹䝍䝏䛾ᩥᏛ 㻝

ᨻᏛ䠞 㻝 ⛉Ꮫᢏ⾡䛸⌮ ⛉Ꮫᢏ⾡䛸⌮ 㻝

⤒῭Ꮫ䠝 㻝

⤒῭Ꮫ䠞 㻝
⤒ႠᏛ ⤒ႠᏛ 㻝 ㌟㏆䛺≀⌮ἲ๎ ㌟㏆䛺≀⌮ἲ๎ 㻝
♫Ꮫ ♫Ꮫ 㻝 䜹䝍䝏䛾⮬↛Ꮫ㻭 㻝
ᩍ⫱♫Ꮫ ᩍ⫱♫Ꮫ 㻝 䜹䝍䝏䛾⮬↛Ꮫ㻮 㻝

ᆅ⌮Ꮫ ᆅ⌮Ꮫ 㻝
䜒䛾䛵䛟䜚䛸⛉
Ꮫᢏ⾡

䜒䛾䛵䛟䜚䛸⛉Ꮫᢏ⾡䠝 㻝

་Ꮫ䠝 㻝 ⏕⛉Ꮫ䠝 㻝

་Ꮫ䠞 㻝 ⏕⛉Ꮫ䠞 㻝

ಖᏛ䠝 㻝 ⏕≀㈨※䛸㎰ᴗ䠝 㻝

ಖᏛ䠞 㻝 ⏕≀㈨※䛸㎰ᴗ䠞 㻝

ᗣ⛉Ꮫ䠝 㻝 ⏕≀㈨※䛸㎰ᴗ㻯 㻝

ᗣ⛉Ꮫ䠞 㻝 ⏕≀㈨※䛸㎰ᴗ㻰 㻝

⏕≀Ꮫ䠝 㻝 ⎔ቃᏛධ㛛䠝 㻝

⏕≀Ꮫ䠞 㻝 ⎔ቃᏛධ㛛䠞 㻝

⏕≀Ꮫ㻯 㻝 ♫䛸ேᶒ䠝 㻝

ᩘᏛ䠝 㻝 ♫䛸ேᶒ䠞 㻝

ᩘᏛ䠞 㻝 ⏨ዪඹྠཧ⏬䛸䝆䜵䞁䝎䞊䠝 㻝

ᩘᏛ㻯 㻝 ⏨ዪඹྠཧ⏬䛸䝆䜵䞁䝎䞊䠞 㻝

ᩘᏛ㻰 㻝

≀⌮Ꮫ䠝 㻝

≀⌮Ꮫ䠞 㻝 㻱㼁ᇶ♏ㄽ 㻱㼁ᇶ♏ㄽ 㻝

Ꮫ䠝 㻝 ᅜ㝿༠ຊ䛾⌧≧䛸ㄢ㢟䠝 㻝

Ꮫ䠞 㻝 ᅜ㝿༠ຊ䛾⌧≧䛸ㄢ㢟䠞 㻝

Ꮫ㻯 㻝 ᨻ䛸♫ ᨻ䛸♫ 㻝

Ꮫ㻰 㻝 ♫⏕ά䛸ἲ ♫⏕ά䛸ἲ 㻝

ᝨᫍᏛ㻯 㻝 ᅜᐙ䛸ἲ ᅜᐙ䛸ἲ 㻝

ᝨᫍᏛ㻰 㻝 ⌧௦䛾⤒῭䠝 㻝

ሗᏛ㻭 ⌧௦䛾⤒῭㻮 㻝

ሗᏛ䠞 㻝 ⤒῭♫䛾Ⓨᒎ ⤒῭♫䛾Ⓨᒎ 㻝
ᩍ⫱䛸ே㛫ᙧᡂ ᩍ⫱䛸ே㛫ᙧᡂ 㻝

ᩥᏛ䠝 㻝

ᩥᏛ䠞 㻝 ⏕≀䛾⎔ቃ㐺ᛂ ⏕≀䛾⎔ቃ㐺ᛂ 㻝

ゝㄒ⛉Ꮫ䠝 㻝

ゝㄒ⛉Ꮫ䠞 㻝

ⱁ⾡䛸ᩥ䠝 㻝 㣗䛸ᗣ䠝 㻝

ⱁ⾡䛸ᩥ䠞 㻝 㣗䛸ᗣ䠞 㻝

᪥ᮏྐ䠝 㻝 ㈨※䞉ᮦᩱ䛸䜶䝛䝹䜼䞊䠝 㻝

᪥ᮏྐ䠞 㻝 ㈨※䞉ᮦᩱ䛸䜶䝛䝹䜼䞊䠞 㻝

ᮾὒྐ䠝 㻝

ᮾὒྐ䠞 㻝

䜰䝆䜰ྐ䠝 㻝

䜰䝆䜰ྐ䠞 㻝

すὒྐ䠝 㻝

すὒྐ䠞 㻝

⪃ྂᏛ䠝 㻝 䠡䠯䠠⏕ᾭᏛ⩦ㄽ䠝 㻝

⪃ྂᏛ䠞 㻝 䠡䠯䠠⏕ᾭᏛ⩦ㄽ䠞 㻝

ⱁ⾡ྐ ⱁ⾡ྐ䠝 㻝 䠡䠯䠠䝪䝷䞁䝔䜱䜰ㄽ 䠡䠯䠠䝪䝷䞁䝔䜱䜰ㄽ 㻝

ⱁ⾡ྐ䠞 㻝

ᤵᴗ⛉┠䛾༊ศ➼
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ᴗ♫ㄽ䠝 㻝 䝗䜲䝒ㄒึ⣭䠝䠍 㻜㻚㻡

ᴗ♫ㄽ䠞 㻝 䝗䜲䝒ㄒึ⣭䠝䠎 㻜㻚㻡

䝗䜲䝒ㄒึ⣭䠞䠍 㻜㻚㻡

䝗䜲䝒ㄒึ⣭䠞䠎 㻜㻚㻡

䝗䜲䝒ㄒึ⣭䠝䠏 㻜㻚㻡

䝗䜲䝒ㄒึ⣭䠝䠐 㻜㻚㻡

䝗䜲䝒ㄒึ⣭䠞䠏 㻜㻚㻡

䝗䜲䝒ㄒึ⣭䠞䠐 㻜㻚㻡

䝗䜲䝒ㄒึ⣭䠯䠝䠏 㻜㻚㻡

䝗䜲䝒ㄒึ⣭䠯䠝䠐 㻜㻚㻡

䝗䜲䝒ㄒึ⣭䠯䠞䠏 㻜㻚㻡

䝗䜲䝒ㄒึ⣭䠯䠞䠐 㻜㻚㻡

䝗䜲䝒ㄒ୰⣭䠟䠍 㻜㻚㻡

䝗䜲䝒ㄒ୰⣭䠟䠎 㻜㻚㻡

⚄ᡞᏛྐ䠝 㻝 䝣䝷䞁䝇ㄒึ⣭䠝䠍 㻜㻚㻡

⚄ᡞᏛྐ䠞 㻝 䝣䝷䞁䝇ㄒึ⣭䠝䠎 㻜㻚㻡

⚄ᡞᏛ䛾◊✲᭱๓⥺䠝 㻝 䝣䝷䞁䝇ㄒึ⣭䠞䠍 㻜㻚㻡

⚄ᡞᏛ䛾◊✲᭱๓⥺䠞 㻝 䝣䝷䞁䝇ㄒึ⣭䠞䠎 㻜㻚㻡

㜰⚄䞉ῐ㊰㟈⅏䠝 㻝 䝣䝷䞁䝇ㄒึ⣭䠝䠏 㻜㻚㻡

㜰⚄䞉ῐ㊰㟈⅏䠞 㻝 䝣䝷䞁䝇ㄒึ⣭䠝䠐 㻜㻚㻡

䜂䜗䛖䛤⚄ᡞᏛ 㻝 䝣䝷䞁䝇ㄒึ⣭䠞䠏 㻜㻚㻡

ᆅᇦ♫ᙧᡂᇶ♏ㄽ 㻝 䝣䝷䞁䝇ㄒึ⣭䠞䠐 㻜㻚㻡

᪥ᮏ㓇Ꮫධ㛛 㻝 䝣䝷䞁䝇ㄒึ⣭䠯䠝䠏 㻜㻚㻡
ᾏ䜈䛾ㄏ䛔 ᾏ䜈䛾ㄏ䛔 㻞 䝣䝷䞁䝇ㄒึ⣭䠯䠝䠐 㻜㻚㻡
℩ᡞෆᾏᏛධ㛛 ℩ᡞෆᾏᏛධ㛛 㻞 䝣䝷䞁䝇ㄒึ⣭䠯䠞䠏 㻜㻚㻡

䝣䝷䞁䝇ㄒึ⣭䠯䠞䠐 㻜㻚㻡

䝣䝷䞁䝇ㄒ୰⣭䠟䠍 㻜㻚㻡

䝣䝷䞁䝇ㄒ୰⣭䠟䠎 㻜㻚㻡

୰ᅜㄒึ⣭䠝䠍 㻜㻚㻡

୰ᅜㄒึ⣭䠝䠎 㻜㻚㻡

୰ᅜㄒึ⣭䠞䠍 㻜㻚㻡

୰ᅜㄒึ⣭䠞䠎 㻜㻚㻡

୰ᅜㄒึ⣭䠝䠏 㻜㻚㻡

୰ᅜㄒึ⣭䠝䠐 㻜㻚㻡

୰ᅜㄒึ⣭䠞䠏 㻜㻚㻡

୰ᅜㄒึ⣭䠞䠐 㻜㻚㻡

୰ᅜㄒึ⣭䠯䠝䠏 㻜㻚㻡

୰ᅜㄒึ⣭䠯䠝䠐 㻜㻚㻡

୰ᅜㄒึ⣭䠯䠞䠏 㻜㻚㻡

୰ᅜㄒึ⣭䠯䠞䠐 㻜㻚㻡

୰ᅜㄒ୰⣭䠟䠍 㻜㻚㻡

୰ᅜㄒ୰⣭䠟䠎 㻜㻚㻡

䝻䝅䜰ㄒึ⣭䠝䠍 㻜㻚㻡

䝻䝅䜰ㄒึ⣭䠝䠎 㻜㻚㻡

䝻䝅䜰ㄒึ⣭䠞䠍 㻜㻚㻡

䝻䝅䜰ㄒึ⣭䠞䠎 㻜㻚㻡

䝻䝅䜰ㄒึ⣭䠝䠏 㻜㻚㻡
㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻸㼕㼠㼑㼞㼍㼏㼥㻌㻭㻝 㻜㻚㻡 䝻䝅䜰ㄒึ⣭䠝䠐 㻜㻚㻡
㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻸㼕㼠㼑㼞㼍㼏㼥㻌㻭㻞 㻜㻚㻡 䝻䝅䜰ㄒึ⣭䠞䠏 㻜㻚㻡
㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻸㼕㼠㼑㼞㼍㼏㼥㻌㻮㻝 㻜㻚㻡 䝻䝅䜰ㄒึ⣭䠞䠐 㻜㻚㻡
㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻸㼕㼠㼑㼞㼍㼏㼥㻌㻮㻞 㻜㻚㻡 䝻䝅䜰ㄒ୰⣭䠟䠍 㻜㻚㻡

䝻䝅䜰ㄒ୰⣭䠟䠎 㻜㻚㻡

➨୕እᅜㄒ䠄䝗䜲䝒ㄒ䠅䠰䠍 㻜㻚㻡

➨୕እᅜㄒ䠄䝗䜲䝒ㄒ䠅䠰䠎 㻜㻚㻡

➨୕እᅜㄒ䠄䝗䜲䝒ㄒ䠅䠰䠏 㻜㻚㻡

㻭㼡㼠㼛㼚㼛㼙㼛㼡㼟㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻝 㻜㻚㻡 ➨୕እᅜㄒ䠄䝗䜲䝒ㄒ䠅䠰䠐 㻜㻚㻡

㻭㼡㼠㼛㼚㼛㼙㼛㼡㼟㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻞 㻜㻚㻡 ➨୕እᅜㄒ䠄䝣䝷䞁䝇ㄒ䠅䠰䠍 㻜㻚㻡
㻭㼐㼢㼍㼚㼏㼑㼐㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻻㼚㼘㼕㼚㼑㻌㻝 㻜㻚㻡 ➨୕እᅜㄒ䠄䝣䝷䞁䝇ㄒ䠅䠰䠎 㻜㻚㻡
㻭㼐㼢㼍㼚㼏㼑㼐㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻻㼚㼘㼕㼚㼑㻌㻞 㻜㻚㻡 ➨୕እᅜㄒ䠄䝣䝷䞁䝇ㄒ䠅䠰䠏 㻜㻚㻡
㻭㼐㼢㼍㼚㼏㼑㼐㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔䠄ᾏእ◊ಟ䠅 㻝 ➨୕እᅜㄒ䠄䝣䝷䞁䝇ㄒ䠅䠰䠐 㻜㻚㻡
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䡘
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䝃
䜲
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䞁
䝇

䝕䞊䝍䝃䜲䜶
䞁䝇ධ㛛

ᆅᇦ㐃ᦠ

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔
㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻭㻝

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔
㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻭㻞

䝕䞊䝍䝃䜲䜶䞁䝇ධ㛛䠞 㻝

䝕䞊䝍䝃䜲䜶
䞁䝇ᴫㄽ

䝕䞊䝍䝃䜲䜶䞁䝇ᴫㄽ䠝

⫋ᴗ䛸Ꮫ䜃㻙䜻䝱䝸䜰䝕䝄
䜲䞁䜢⪃䛘䜛䠞

㻝

㻝

䪮
㻢

䪯
⚄
ᡞ
Ꮫ

⚄ᡞᏛྐ
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(3)　神戸大学日本語等授業科目履修規則

（平成16年４月１日制定）

　（趣　　旨）
第 １ 条　この規則は，神戸大学教学規則（平成16年４月１日制定。）第28条第２項の規
定に基づき，日本語及び日本事情に関する科目（以下「日本語等授業科目」という。）
の履修方法，試験等に関し必要な事項を定めるものとする。
　（日本語等授業科目及び単位数）
第 ２ 条　日本語等授業科目及び単位数は，別表のとおりとする。
　（履修手続）
第 ３ 条　学生は，毎学期指定の期日までに，履修しようとする日本語等授業科目を所属
学部長に届け出なければならない。
　（試　　験）
第 ４ 条　試験は，授業が終了した学期末又はクォーター末に行う。ただし，必要がある
場合は，学期末及びクォーター末以外の時期に行うことがある。
２　前項の規定にかかわらず，平常の成績をもって試験に代えることがある。
３　不合格となった日本語等授業科目については，再試験を行わない。ただし，別に定め
る条件を満たす場合は，この限りでない。
４　試験に欠席したものに対しては，追試験を行わない。ただし，国際連携推進機構国際
教育総合センター留学生教育部門において特別の理由があると認めた場合は，この限り
でない。
　（単位の取扱）
第 ５ 条　日本語等授業科目の単位の取扱については，各学部規則の定めるところによる。
　（雑　　則）
第 ６ 条　この規則に定めるもののほか，この規則の実施に関し必要な事項は，国際連携
推進機構国際教育総合センター留学生教育部門長が定める。
１　この規則は，平成28年４月１日から施行する。
２　この規則施行の際現に在学する者（以下「在学者」という。）及び平成 28 年４月１日
以後において在学者の属する年次に編入学，転入学又は再入学する者については，改正
後の別表の規定にかかわらず，なお従前の例による。

　　　　別表（第2条関係）
授業科目 単位 授業科目 単位 授業科目 単位 授業科目 単位
日本語ⅠA 0.5 日本語ⅢB 0.5 日本語ⅥA 0.5 日本語ⅧB 0.5
日本語ⅠB 0.5 日本語ⅣA 0.5 日本語ⅥB 0.5 日本事情ⅠA 0.5
日本語ⅡA 0.5 日本語ⅣB 0.5 日本語ⅦA 0.5 日本事情ⅠB 0.5
日本語ⅡB 0.5 日本語ⅤA 0.5 日本語ⅦB 0.5 日本事情ⅡA 0.5
日本語ⅢA 0.5 日本語ⅤB 0.5 日本語ⅧA 0.5 日本事情ⅡB 0.5
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(4)　全学授業科目の再試験制度に関する内規

（平成16年４月１日制定）
最終改正　平成24年12月27日

第 １ 条　神戸大学全学共通授業科目履修規則（平成16年４月１日制定）第７条第３項の
規定に基づき，再受験資格制度に関する事項について定める。
第 ２ 条　再試験制度とは，共通専門基礎科目の定期試験（医学部及び海事科学部の学生
にあっては，外国語科目の試験を含む。）を受験した者のうち，次条の条件を満たす場
合に限り，同一科目の再試験を受験できる制度をいう。
第 ３ 条　再試験の受験資格は，次の各号の条件をすべて満たしていなければならない。
　(1)　受験した科目の成績が，50点（５割）以上であること。
　(2)　科目への出席日数が，所定の３分の２以上であること。
　(3)　再試験実施時に休学していないこと。
第 ４ 条　再試験の実施時期及び実施方法は，次のとおりとする。
　(1)　再試験は，当該授業科目が開講された学期中に実施する。
　(2)　再試験該当者の発表は，原則として当該定期試験終了後の２週間以内に掲示等に

より発表する。
　(3)　再試験は，当該授業科目の開講曜日・時限にかかわらず，別に行うことがある。
　(4)　試験時間は，45分，60分又は90分とする。
　(5)　再試験の問題作成及び採点は，原則として授業担当教員が行う。
　(6)　再試験の監督は，当該授業科目を担当する教育部会の教員が行う。
第 ５ 条　再試験で合格した場合の成績評価は60点とする。
　　　附　則
　この内規は，平成28年４月１日から施行する。
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(5)　追試験に関する内規

（平成 16 年４月１日制定）
最終改正　平成 28 年１月 28 日

第 １  条　神戸大学全学共通授業科目履修規則（平成 16 年４月１日制定）第７条第４項
の規定に基づき，追試験に関する事項について定める。
第 ２  条　追試験は原則として行わないが，次の各号の一に該当する場合は，大学教育推
進機構国際教養教育委員会の議を経て行うことがある。
　(1)　急性の病気
　(2)　忌引（配偶者，二親等内の親族）
　(3)　不慮の事故（自損，他損を問わない。）
　(4)　公共交通機関の運休又は大幅な遅延
　(5)  　大学の授業科目として行われる実習（教育実習，介護体験，学外での調査・見学等）
　(6)  　その他やむを得ない事由
２  　前項第２号の忌引の期間は，次の各号に掲げる親族に応じ，当該各号に定める期間
とする。
　(1)　配偶者又は父母　　７日以内
　(2)　子　　　　　　　　５日以内
　(3)　配偶者の父母　　　３日以内
　(4)　二親等の親族　　　３日以内
第 ３  条　追試験受験の願い出は，事由を明記した追試験受験願（所定の用紙）に診断書
又は証明書等を添付して国際教養教育院長に提出するものとする。
第 ４ 条　追試験受験願の提出期限は当該定期期末試験終了後１週間以内とする。
第 ５ 条　追試験の実施時期は原則として，許可後１週間以内とする。
第 ６ 条　定期試験期間以外に実施される試験についても取扱いを同じとする。
第 ７ 条　休学及び欠席届の期間中に実施された試験科目については，追試験を行わない。
　　　附　則
　この内規は，平成 28 年４月１日から施行する。
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（５）　神戸大学大学教育推進機構国際教養教育院における成績評価基準に
関する内規

（平成 16 年４月１日　制定）
᭱⤊ᨵṇࠉᖹᡂ �� ᖺ㸯᭶ �� ᪥

（趣　　旨）
第 １ 条 この内規は，神戸大学全学共通授業科目履修規則（平成16年４月１日制定）第９
条及び神戸大学共通細則第４条の規定に基づき，神戸大学大学教育推進機構国際教養教
育院（以下「国際教養教育院」という。）における成績評価基準について必要な事項を
定める。
（成績評価の方法）
第 ２ 条 各授業科目の成績評価は，当該授業科目の目的及び学修目標に基づき，定期試験
の結果，学生の授業への参加状況，課題への対応状況，レポート等の提出状況等，学生
の授業への取組状況と成果を用いて，総合的に行うものとする。
（成績評価の方法及び学修目標の公表）
第 ３ 条 各授業科目の成績評価の方法及び学修目標については，別に定める成績評価方針
に基づき，当該授業担当教員が定め，国際教養教育院のシラバスに掲載し，公表するも
のとする。
（成績及び評価基準）
第 ４ 条 授業科目の成績は，100点を満点として以下の区分により評価し，秀，優，良，
及び可を合格，不可を不合格とする。なお，特別の理由により評点による成績評価を行
わない一部の科目については，合・否により成績評価を行う。
評語名
（和文）

評語名
（英文） 評　点 評価基準

秀 Ｓ 90 点以上 学修の目標を達成し，特に優れた成績
を収めている。

優 Ａ 80 点以上 90 点未満 学修の目標を達成し，優れた成績を収
めている。

良 Ｂ 70 点以上 80 点未満 学修の目標を達成し，良好な成績を収
めている。

可 Ｃ 60 点以上 70 点未満 学修の目標を達成している。
不可 Ｆ 60 点未満 学修の目標を達成していない。

ただし，再試験により合格した場合の成績は，可（Ｃ）60点とする。

　　　附　則
この内規は，平成31年４月１日から施行する。
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（６）　交通機関の運休，気象警報の発表，避難勧告・避難指示（緊急）・
災害発生情報の発令時における授業，定期試験の休講措置について

 
平成28年１月27日 全学教務委員会 決定

最終改正　令和元年９月18日

交通機関の運休，気象警報の発表，避難勧告・避難指示（緊急）・災害発生情報の発令時
の対応については，下記のとおり取り扱うものとする。

記
１．交通機関の運休の場合
＜ 1＞六甲台地区において開講する授業

次の (1) 又は (2) のいずれかに該当する場合，当日のその後に開始する授業 ( 定期試験
を含む ) を休講とする。
(1)　JR 西日本（神戸線 ( 大阪駅～姫路駅）），阪急電鉄（神戸本線（大阪梅田駅～神戸三
宮駅））及び阪神電気鉄道（阪神本線（大阪梅田駅～元町駅））のうち 2線が同時に運
休した場合
(2)　神戸市バス 16 系統及び 36 系統が同時に運休した場合
　ただし，次の場合は授業を実施する。
①　午前６時までに，交通機関が運行した場合は，１時限目の授業から実施する。
②　午前 10 時までに，交通機関が運行した場合は，午後１時以降に開始する授業から
実施する。
③ 　午後２時までに，交通機関が運行した場合は，午後５時以降に開始する授業から
実施する。

＜２＞楠地区において開講する授業
次の (1) 又は (2) のいずれかに該当する場合，当日のその後に開始する授業（定期試験
を含む）を休講とする。
(1)　JR 西日本（神戸線 ( 大阪駅～姫路駅）），阪急電鉄（神戸本線（大阪梅田駅～神戸三
宮駅）），阪神電気鉄道（阪神本線（大阪梅田駅～元町駅））が全て同時に運休した場合
(2)　JR 西日本（神戸線 ( 大阪駅～姫路駅）），神戸市営地下鉄（西神・山手線（谷上駅～
西神中央駅））が同時に運休した場合
　ただし，次の場合は授業を実施する。
①　午前 6時までに，交通機関が運行した場合は，1時限目の授業から実施する。
②　午前 10 時までに，交通機関が運行した場合は，午後 1時以降に開始する授業から
実施する。
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③　午後 2時までに，交通機関が運行した場合は，午後 5時以降に開始する授業から
実施する。

＜３＞名谷地区において開講する授業
次の (1) 又は (2) のいずれかに該当する場合，当日のその後に開始する授業 ( 定期試験を
含む ) を休講とする。
(1)　JR 西日本（神戸線 ( 大阪駅～姫路駅）），阪急電鉄（神戸本線（大阪梅田駅～神戸三
宮駅））及び阪神電気鉄道（阪神本線（大阪梅田駅～元町駅））が全て同時に運休した
場合
(2)　神戸市営地下鉄（西神・山手線（谷上駅～西神中央駅））が運休した場合
　ただし，次の場合は授業を実施する。
①　午前 6時までに，交通機関が運行した場合は，1時限目の授業から実施する。
②　午前 10 時までに，交通機関が運行した場合は，午後 1時以降に開始する授業から
実施する。
③　午後２時までに，交通機関が運行した場合は，午後５時以降に開始する授業から
実施する。

＜４＞深江地区において開講する授業
JR西日本（神戸線 ( 大阪駅～姫路駅）），阪急電鉄（神戸本線（大阪梅田駅～神戸三宮駅）），
阪神電気鉄道（阪神本線（大阪梅田駅～元町駅））が全て同時に運休した場合，当日のそ
の後に開始する授業 ( 定期試験を含む ) を休講とする。
ただし，次の場合は授業を実施する。
(1)　午前 6時までに，交通機関が運行した場合は，1時限目の授業から実施する。
(2)　午前 10 時までに，交通機関が運行した場合は，午後 1時以降に開始する授業から実
施する。
(3)　午後 2時までに，交通機関が運行した場合は，午後 5時以降に開始する授業から 実
施する。

２．気象警報の発表の場合
神戸市に警報（ただし暴風，大雪，暴風雪に限る）又は特別警報が発表された場合，
当日のその後に開始する授業（定期試験を含む）を休講とする。
なお，気象警報が広域に発表された場合は，神戸市が含まれている場合にこの取扱い
を適用する。
ただし，次の場合は授業を実施する。
(1)　午前６時までに，気象警報が解除された場合は，１時限目の授業から実施する。
(2)　午前 10 時までに，気象警報が解除された場合は，午後１時以降に開始する授業から
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実施する。
(3)　午後２時までに，気象警報が解除された場合は，午後 5時以降に開始する授業から
実施する。

３．避難勧告・避難指示（緊急）・災害発生情報の発令の場合
各地区（六甲台地区，楠地区，名谷地区，深江地区）の所在地に市町村等から避難勧告・
避難指示（緊急）・災害発生情報が発令された場合，当該地区で当日のその後に開始する
全ての授業（定期試験を含む）を休講とする。ただし，午前 6時までに避難勧告・避難
指示（緊急）・災害発生情報が解除された場合は，１時限目の授業から実施する。

４．休講の周知方法
交通機関の運休，気象警報の発表，避難勧告・避難指示（緊急）・災害発生情報の発令
が事前に予想される場合は，学内掲示板，うりぼーネット，各学部及び各研究科のホー
ムページ等により，あらかじめ周知するものとする。

（注） １．交通機関の運休とは，事故，気象現象，地震，その他の理由により鉄道や道
路が遮断されて交通機関が運行休止になり，通学が困難な場合をいう。

２．気象警報は，「神戸地方気象台が発表する警報」によるものとする。
３．気象警報の発表及び解除，避難勧告・避難指示（緊急）・災害発生情報の発令
及び解除の確認は，テレビ・ラジオ・インターネット等の報道による。
４．演習又は研究指導等の少人数の授業については，授業を行うことがある。た
だし，避難勧告・避難指示（緊急）・災害発生情報の発令の場合は除く。
５．このほか，必要な事項は各学部又は各研究科において別に定める。
６．この申合せは，令和元年 10 月 1 日から適用する。
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（７）　全学共通授業科目の履修方法に関する申合せ

（平成16年４月１日　制定）
最終改正　平成31年１月24日

　全学共通授業科目に係る授業を円滑，かつ，効果的に実施するため，その履修方法を次
のとおり取り扱う。

１　全学共通授業科目の履修は，自己の所属する学部・学科・クラスなどにより，指定さ
れた曜日・時限（以下「学部指定開講枠」という。）の授業科目を履修するものとする。

２　単位の未修得により，入学年度に配当された年次以降に履修（以下「再履修」という。）
する場合も，原則として，学部指定開講枠の授業科目を再履修するものとする。ただし，
外国語科目必修科目，健康・スポーツ科学実習１及び健康・スポーツ科学実習２を除く。
　　授業科目を再履修する場合において，授業科目の授業の方法・内容等から，次に定め
る授業科目（＊）については，抽選登録を行うこととする。なお，共通専門基礎科目実
験科目については，別紙「受講許可カード交付願」により，所定の受講許可カードの交
付を受け，授業担当教員の承認を得なければならない。
　　＊抽選登録を行う授業科目
(1)　外国語科目 ( 必修科目のみ )
(2)　情報基礎
(3)　数学系の共通専門基礎科目

３　基礎教養科目・総合教養科目において，「学部指定開講枠」以外の授業科目（以下「学
部指定外開講枠」という。）を再履修しなければ修学が困難と認められる場合における再
履修を認める範囲は，別に定めるものとする。

４　基礎教養科目・総合教養科目以外の授業科目において，学部指定外開講枠の授業科目
を再履修しなければ修学が困難と認められる場合は，次に定める範囲において，別紙「（学
部指定外開講枠）履修登録願」に所属学部の許可を受け，指定する日程までに提出後，
授業担当教員の承認が得られた場合に限り，学部指定外開講枠の授業科目を再履修する
ことができるものとする。

　　再履修が可能な学部指定外開講枠の授業科目
(1)　次の共通専門基礎科目（物理学実験，物理学実験基礎，化学実験１，化学実験２，
生物学実験１及び生物学実験２を除く。）
　　数学系，物理学系，化学系の授業科目
(2)　情報科学１，情報科学２
(3)　健康・スポーツ科学（健康・スポーツ科学実習１，２を除く。）

　　　附　則
　この申合せは，平成 31 年４月１日から施行する。



受講許可カード交付願

学部・学科・コース　　　学部　　　　学科　　　　コース 
学　籍　番　号 
氏　　　　　名 

区　　　分 曜日／時限 授　業　科　目　名 担当教員 備　　　考

学
部
指
定
開
講
枠

共通専門基礎科目
（実験科目）

／ 物理学実験 注 1）ここにあげる授業科目の
再履修については，学部指
定開講枠の授業科目を再履
修するものとし，初回の授
業を受講し，受講許可カー
ドによる担当教員の承認が
必要。

／ 物理学実験基礎
／ 化学実験1
／ 化学実験2
／ 生物学実験1
／ 生物学実験2

区　　　分 曜日／時限 授　業　科　目　名 担当教員 （必要理由）

学

　 部

　 指

　 定

　 外

　 開

　 講

　 枠

共通専門基礎科目
（実験科目）

／ 物理学実験
／ 物理学実験基礎
／ 化学実験1
／ 化学実験2
／ 生物学実験1
／ 生物学実験2
／
／

注 2）学部指定外開講枠の授業科目を履修しなければならない理由を１授業科目毎に記入す
ること。（記入しきれない場合は裏面に記入すること。）

所属学部担当者　確認欄　　　　　　　　　学部
　確認年月日　　　　年　　　　月　　　　日（担当者　　　　　　　　　　　　押印　）

注 3）学部指定外開講枠の実験科目を履修しなければ修学が困難と認められる場合は，所属学部教務学生担当係に相談のう
え，必要理由及び所属学部教務学生担当係押印を受け，教育推進課共通教育グループへ申し出ること。

○ 　受講許可カードを必要とする授業科目名の必要事項を記入のうえ，初回の授業までに教育推進課共通教育グループへ提
出し，受講許可カードを受け取ること。

○ 　記入した授業科目以外に受講許可カードを使用した場合や，記入事項に虚偽が判明した場合は，履修を取り消すことが
あるので注意すること。

○ 　この様式は，受講許可カードを交付するうえで，授業科目の確認を行うためのものであり，これにより履修を承認する
ものではない。

○ 　担当教員に許可を受けた受講許可カードは，指定する期限までに教育推進課共通教育グループへ提出すること。指定す
る期限までに提出しなかった場合は，担当教員の許可を受けていても提出を受け付けない。
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(9)　協定に基づき留学する学生の定期試験の取扱いに関する申合せ

（平成16年４月１日制定）
最終改正　平成28年１月28日

１ 　協定に基づき留学（短期海外研修等を含む。）する学生が，全学共通授業科目の定期
試験を受験できない場合には，定期試験の実施日の変更を認めることがある。
２ 　前項に該当する学生で定期試験の実施日の変更を希望する者は，原則として出発日の
属する月の前々月の 10 日までに大学教育推進機構国際教養教育院長に別紙様式により
留学先が協定大学であることを所属学部で確認のうえ，申し出るものとする。なお，特
別な事情により，期日までに申し出ることができない場合は，理由書（様式自由）を添
付し，その旨を申し出るものとする。
３ 　定期試験の実施日の変更は，大学教育推進機構国際教養教育委員会の了承を経て，行う
ものとする。
４　定期試験の実施は，担当教員の指示する方法によるものとする。
　　　附　則
　　この申合せは，平成28年４月１日から施行する。

別紙様式

※協定大学であることの確認をお願いします。

平成　　年　　月　　日

大学教育推進機構国際教養教育院長　殿

学 部 名
学籍番号
氏　　名
電話番号

協定に基づく留学に伴う全学共通授業科目の
定期試験実施日変更願

記
１．留学先 （国名又は機関名） 
２．留学目的
３．留学期間
　　自平成　　年　　月　　日 ～ 至平成　　年　　月　　日
　　（平成　　年　　月　　日出国予定）
４．全学共通授業科目

開講曜日／時限 授 業 科 目 名 担 当 教 員 名
／
／
／
／
／

　このことについて，下記のとおり定期試験の実施日を変更してい
ただきますようお願いします｡ 

所属学部事務担当者
確認印
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(9)　協定に基づき留学する学生の定期試験の取扱いに関する申合せ

（平成16年４月１日制定）
最終改正　平成28年１月28日

１ 　協定に基づき留学（短期海外研修等を含む。）する学生が，全学共通授業科目の定期
試験を受験できない場合には，定期試験の実施日の変更を認めることがある。

２ 　前項に該当する学生で定期試験の実施日の変更を希望する者は，原則として出発日の
属する月の前々月の 10 日までに大学教育推進機構国際教養教育院長に別紙様式により
留学先が協定大学であることを所属学部で確認のうえ，申し出るものとする。なお，特
別な事情により，期日までに申し出ることができない場合は，理由書（様式自由）を添
付し，その旨を申し出るものとする。

３ 　定期試験の実施日の変更は，大学教育推進機構国際教養教育委員会の了承を経て，行う
ものとする。
４　定期試験の実施は，担当教員の指示する方法によるものとする。
　　　附　則
　　この申合せは，平成28年４月１日から施行する。

別紙様式

※協定大学であることの確認をお願いします。

平成　　年　　月　　日

大学教育推進機構国際教養教育院長　殿

学 部 名
学籍番号
氏　　名
電話番号

協定に基づく留学に伴う全学共通授業科目の
定期試験実施日変更願

記
１．留学先 （国名又は機関名） 
２．留学目的
３．留学期間
　　自平成　　年　　月　　日 ～ 至平成　　年　　月　　日
　　（平成　　年　　月　　日出国予定）
４．全学共通授業科目

開講曜日／時限 授 業 科 目 名 担 当 教 員 名
／
／
／
／
／

　このことについて，下記のとおり定期試験の実施日を変更してい
ただきますようお願いします｡ 

所属学部事務担当者
確認印
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（８）　
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（９）　全学共通授業科目におけるＧＰＡの取扱いについて
（平成 24 年度入学者から適用）

（平成24年５月31日　運営協議会決定）
最終改正　　令和元年12月26日
適用年月日　　令和 2年 4月 1日

１．ＧＰＡ対象科目について
全学共通授業科目は，「情報基礎」，「Advanced English Online 1」，「Advanced 
English Online 2」，「物理学入門」，「総合科目Ⅰ，Ⅱ」及び資格免許取得のために履修す
る「日本国憲法」を除き，全てＧＰＡ対象科目です。
（別表参照）

２．ＧＰＡ計算方法について
全学共通授業科目は，全学の「ＧＰＡの取扱い」に準じて計算を行いますが，以下の
授業科目については取扱いが異なります。

(1)　基礎教養科目・総合教養科目
　基礎教養科目・総合教養科目は，当該学期に履修したすべての授業科目の成績がＧ
ＰＡ計算式に算入されます。
　また，過去に「不可」の成績がある場合は，新たに科目を履修することにより，当
該成績の合格・不合格にかかわらず，1科目につき，同授業科目区分の同単位数の 1科
目の過去の「不可」の成績がＧＰＡ計算式から除外されます。過去の「不可」の授業
科目と新たに履修した授業科目は，同一でなくても構いません。
　なお，過去に「不可」の成績となった一つの授業科目の単位数が 2単位以上の場合は，
新たに同授業科目区分の同単位数分の科目を履修することにより，過去の「不可」の
成績がＧＰＡ計算式から除外されます。

(2)　健康・スポーツ科学（健康・スポーツ科学講義Ａ，Ｂ，Ｃ）
　健康・スポーツ科学講義Ａ，Ｂ，Ｃは，当該学期に履修したすべての授業科目の成
績がＧＰＡ計算式に算入されます。
  また，過去に「不可」の成績がある場合は，新たに科目を履修することにより，当該
成績の合格・不合格にかかわらず，1科目につき，同授業科目区分の同単位数の 1科目
の過去の「不可」の成績がＧＰＡ計算式から除外されます。過去の「不可」の授業科
目と新たに履修した授業科目は，同一でなくても構いません。
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３．履修取消について
・ やむを得ない事情により，履修取消期間外に手続きが必要な場合は，所属する学部の教務
担当係に申し出てください。所属学部から当該学生の履修取消依頼があれば，履修の
取り消しができます。

・ 集中講義については，講義最終日の前日までとします。（別途，掲示等により指示しま
す。）

４．その他
(1)　１について，平成 28 年度入学者は「物理学入門」をＧＰＡ対象科目とします。

(2)　１について，平成 28・29 年度入学者は「Autonomous English 1, 2」をＧＰＡ対象
外科目とします。

(3)　２ (1) について，平成 27 年度以前入学者は以下のとおり取り扱います。
　基礎教養科目・総合教養科目は，当該学期に履修したすべての授業科目の成績がＧ
ＰＡ計算式に算入されます。
　また，基礎教養科目・総合教養科目・教養原論において過去に「不可」の成績があ
る場合は，新たに科目を履修することにより，当該成績の合格・不合格にかかわらず，
1科目につき，同単位数の 1科目の過去の「不可」の成績がＧＰＡ計算式から除外され
ます。過去の「不可」の授業科目と新たに履修した授業科目は，同一でなくても構い
ません。
　なお，過去に「不可」の成績となった一つの授業科目の単位数が 2単位以上の場合は，
新たに同単位数分の科目を履修することにより，過去の「不可」の成績がＧＰＡ計算
式から除外されます。

(4)　２ (2) については，平成 28 年 4 月 1 日から適用する。 
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(11)　学生からの成績評価に対する申し立て手続きに関する申合せ
（平成 26 年１月 23 日制定）

　この申合せは，学生から成績評価に対する申し立てがあった場合，成績評価の透明性，
厳格生を確保するため，その手続きについて定める。

　（申し立ての理由）
　学生は受講した全学共通授業科目に関する成績評価について，当該授業科目の成績評価
基準に照らして疑義がある場合は，国際教養教育院長に申し立てを行い，成績評価につい
て，担当教員に説明を求めることができるものとする。

　（申し立ての手続き）
　成績評価に対する申し立ては，所属学部での成績発表後１週間以内に行うこととし，申
し立てを行う授業科目名，担当教員名，申し立ての内容及びその理由等を所定の用紙に記
入し，教育推進課共通教育グループに提出することとする。

　（申し立てへの対応）
　申し立てを受けた当該授業科目の担当教員は，申し立てた学生に対し成績評価について
速やかに教育推進課共通教育グループを通じ，回答を行うものとする。
　また，その結果については，授業担当教員等は書面により，国際教養教育院長に報告す
ることとする。

　　　　附　則
　この申合せは，平成 27 年４月１日から施行する。

最終改正　平成 27 年１月 22 日
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学務課共通教育グループに提出することとする。

最終改正　平成 30 年３月 31 日

学務課共通教育グループを通じ，回答を行うものとする。

附　則
この申合せは、平成 30 年４月１日から施行する。
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（11）　編入学者の全学共通授業科目の履修に関する申合せ

（平成 30 年 10 月 25 日制定）
国際教養教育委員会

１　編入学者については、原則として、全学共通授業科目の履修を認めない。
　ただし、次の (1) から (4) までに掲げる教育関係の免許・資格等を取得するために必要
な単位に関する全学共通授業科目に限り、編入学者の所属する学部の学部長から国際教
養教育院長に全学共通授業科目の履修要件科目に関する履修依頼があった場合には、４
単位を上限として履修を認めることがある。
(1)　教職免許状の資格を取得するために必要な単位
・外国語科目（外国語第Ⅰに限る。）
・健康・スポーツ科学
・情報科目（「情報基礎」を除く。）
・資格免許のための科目
(2)　学芸員の資格を取得するために必要な単位
・総合教養科目（「ＥＳＤ生涯学習論Ａ」及び「ＥＳＤ生涯学習論Ｂ」に限る。）
(3)　社会教育主事の資格を取得するために必要な単位
・総合教養科目（「ＥＳＤ生涯学習論Ａ」及び「ＥＳＤ生涯学習論Ｂ」に限る。）
(4)　神戸大学ＥＳＤコースの修了認定のために必要な単位
・総合教養科目（ＥＳＤに限る。）

２．各学部は、編入学者に対し上記１に関する履修指導を徹底するとともに、各学期・ク
ォーターの所定の期限までに正式な手続きを経ずに全学共通授業科目の履修登録を行っ
た者に対しては、速やかに当該授業科目の登録を削除し、かつ当該学生に適切な指導を
行うものとする。

附　則
この申合せは、平成 31 年４月１日から施行し、平成 33 年度編入学者から適用する。
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ົㄢඹ㏻ᩍ⫱䜾䝹䞊䝥䠄㭯⏥➨䠍䜻䝱䞁䝟䝇 㻷Ჷ䠍㝵䠅䛷ཷ䛡䛡䛶䛔䜎䛩䚹㻌

䈜㐍⣭䞉༞ᴗ䞉ᒚಟⓏ㘓༢ᩘ䛾ୖ㝈䛻㛵䛩䜛䛣䛸䛿䚸ᡤᒓᏛ㒊䛾ᩍົᢸᙜಀ䛻ၥ䛔ྜ䜟䛫䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌

䠘❆ཱྀᴗົ㛫䠚㻌 ᖹ᪥㻌 䠔䠖䠏䠌䡚䠍䠍䠖䠏䠌䚸䠍䠎䠖䠏䠌䡚䠍䠓䠖䠌䠌㻌

㻌 䈜䠍䠍䠖䠏䠌䡚䠍䠎䠖䠏䠌䛿ධᐊ䛷䛝䜎䛫䜣㻌

䠎䠊䠎䠊䠎㻌 㻌 䝺䝫䞊䝖䛾ᥦฟሙᡤ㻌

Ꮫඹ㏻ᤵᴗ⛉┠䛾䝺䝫䞊䝖ᥦฟሙᡤ䛿䚸≉ู䛺ᣦ♧䛜䛺䛔㝈䜚䚸㭯⏥➨䠍䜻䝱䞁䝟䝇 㻷Ჷ䠍㝵䛾䝺䝫䞊䝖䝪䝑䜽䝇䛷䛩䚹㻌

䛆ὀព䛇㻌

䞉䝺䝫䞊䝖䛻䛿ᥦฟᮇ㝈䛜タ䛡䜙䜜䛶䛔䜎䛩䚹ᥦฟᮇ㝈䜢㐣䛞䛯䝺䝫䞊䝖䛿䚸⌮⏤䜢ၥ䜟䛪୍ษཷ㡿䛧䜎䛫䜣䚹㻌

䞉ᅇᚋ䛻ពᅗⓗ䛻ᢞภ䛥䜜䛯䝺䝫䞊䝖䛿↓ຠ䛸䛧䜎䛩䚹㻌

䞉ㄗ䛳䛶䛾䝺䝫䞊䝖䝪䝑䜽䝇䛻ධ䜜䛯ሙྜ䛿䛩䛠䛻⏦䛧ฟ䛶䛟䛰䛥䛔䚹䛭䛾䜎䜎䛷䛩䛸䚸ᢸᙜᩍဨ䛻䛿ᒆ䛝䜎䛫䜣䛾

䛷ᡂ⦼ホ౯䛜䛷䛝䜎䛫䜣䚹㻌

䞉ᖹ᪥䛾ኪ㛫ཬ䜃ఇ᪥䛿䠧Ჷᘓ≀ෆ䜈❧䛱ධ䜛䛣䛸䛿䛷䛝䜎䛫䜣䚹㻌

䛀㻷 Ჷ䠍㝵䛁㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛀㻭 Ჷ䠍㝵䛁㻌

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
䠏䠊䠍㻌 㻌 Ꮫඹ㏻ᤵᴗ⛉┠䛾ᤵᴗ㛤ጞ᪥㻌

䞉Ꮫඹ㏻ᤵᴗ⛉┠䠄㛫䝁䞊䝗䛂䠍㼁䕿䕿䕿䛃䛂䠎㼁䕿䕿䕿䛃䠅䛾ᤵᴗ䛿䚸䠐᭶䠓᪥䠄ⅆ䠅䛛䜙䚸㭯⏥➨䠍䜻䝱䞁䝟䝇䛻䛶⾜䛔䜎䛩䚹㻌

䞉ヲ⣽䛿䚸㘓䛾௧ 㻞ᖺᗘせᏛᖺᬺ䠄Ꮫඹ㏻ᤵᴗ⛉┠䠅䜢ཧ↷䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌

䞉ᡤᒓᏛ㒊ᑓ㛛⛉┠䛾ᤵᴗ㛤ጞ᪥䛿␗䛺䜛ሙྜ䛜䛒䜚䜎䛩䚹㻌

㻌

䠏䠊䠎㻌 㻌 ᤵᴗ䛾Ⓩ㘓ᮇ㛫㻌

㻌

⛉┠㻌 ᒚಟᡭ⥆᪉ἲཬ䜃ᮇ㛫㻌

ᇶ♏ᩍ㣴⛉┠䞉⥲

ྜᩍ㣴⛉┠௨እ䛾

Ꮫඹ㏻ᤵᴗ⛉┠㻌

㻝㻽 㛤ㅮ⛉┠㻌 ᒚಟⓏ㘓㻌

䞉ᒚಟⓏ㘓ᮇ㛫㻌

㻠㻛㻣㻔ⅆ㻕㻥 䡚㻠㻛㻞㻜㻔᭶㻕㻝㻣 㻌

㻞㻽 㛤ㅮ⛉┠㻌

ᗣ䞉䝇䝫䞊䝒⛉Ꮫㅮ⩏䠄䠎䠭㻌 ᕤᏛ㒊㻝ᖺ⏕ྥ䛡䛻㛤ㅮ䠅㻌 ᢳ㑅Ⓩ㘓䠄䈜䠍ୗグὀពḟ㡯ཧ↷䠅㻌

䞉ᢳ㑅Ⓩ㘓ᮇ㛫㻌

㻡㻛㻣䠄ᮌ䠅㻥 䡚㻡㻛㻝㻠㻔ᮌ㻕㻝㻣 㻌

䞉ᢳ㑅⤖ᯝⓎ⾲㻌

㻡㻛㻝㻤䠄᭶䠅㛫ᮍᐃ㻌

 䠏䠊௧ 㻞 ᖺᗘ๓ᮇ➨䠍䜽䜷䞊䝍䞊䞉➨䠎䜽䜷䞊䝍䞊Ꮫඹ㏻ᤵᴗ⛉┠䛾ᒚಟ䛻䛴䛔䛶䠄䠍ᖺ⏕ྥ䛡䠅
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⛉┠㻌 ᒚಟᡭ⥆᪉ἲཬ䜃ᮇ㛫㻌

ᇶ♏ᩍ㣴⛉┠䞉⥲

ྜᩍ㣴⛉┠௨እ䛾

Ꮫඹ㏻ᤵᴗ⛉┠㻌

እᅜㄒ⛉┠䠄ᚲಟ⛉┠䠅㻌 㻌

Ꮫഃ䛻䜘䜛๓Ⓩ㘓䠄䈜䠎ୗグὀព

㡯ཧ↷䠅㻌

ሗᇶ♏㻌

ึᅇᤵᴗ䛾㝿䛻ᒚಟ⪅䛾㑅ᢤ䜢⾜䛖⛉┠㻌

Ꮫົㄢඹ㏻ᩍ⫱䜾䝹䞊䝥䛾❆ཱྀ䛻䛶⏦ㄳ䛧䛯⛉┠㻌

ᇶ♏ᩍ㣴⛉┠㻌

⥲ྜᩍ㣴⛉┠㻌

㻌

䈜㻞㻽 䛛䜙ᒚಟ㻌

㻌

Ꮫ㒊ᣦᐃ㛤ㅮᯟ䠄䠍ḟᢳ㑅䠅㻌

䈜Ꮫ㒊㛫䛻ᥖ㍕䛾ᩍ㣴⛉┠䜢ᢳ㑅㻌

ᢳ㑅Ⓩ㘓㻌

䞉ᢳ㑅Ⓩ㘓ᮇ㛫䠄䈜䠍ୗグὀពḟ㡯ཧ↷䠅㻌

㻡㻛㻣䠄ᮌ䠅㻥 䡚㻡㻛㻝㻠㻔ᮌ㻕㻝㻣 㻌

䞉ᢳ㑅⤖ᯝⓎ⾲㻌

㻡㻛㻝㻤䠄᭶䠅㛫ᮍᐃ㻌

䠑㝈┠䛻㛤ㅮ䛩䜛⥲ྜᩍ㣴⛉┠㻌

䈜Ꮫ㒊Ꮫ⏕ᑐ㇟㻌

䠎ḟᢳ㑅㻌 䠄་䞉ᾏ⛉Ꮫ㒊⏕䛾䜏䠅㻌 ᢳ㑅Ⓩ㘓㻌

䞉䠎ḟᢳ㑅Ⓩ㘓ᮇ㛫㻌

㻡㻛㻝㻤䠄᭶䠅㻝㻜 䡚㻝㻣 㻌

䞉䠎ḟᢳ㑅⤖ᯝⓎ⾲㻌

㻡㻛㻝㻥䠄ⅆ䠅㛫ᮍᐃ㻌

䠏ḟᢳ㑅㻌 ᢳ㑅Ⓩ㘓㻌

䞉䠏ḟᢳ㑅Ⓩ㘓ᮇ㛫㻌

㻡㻛㻝㻥䠄ⅆ䠅㻝㻜 䡚㻝㻣 㻌

䞉䠏ḟᢳ㑅⤖ᯝⓎ㻌

㻡㻛㻞㻜䠄Ỉ䠅䠄㛫ᮍᐃ䠅㻌

ึᅇᤵᴗ䞉䜺䜲䝎䞁䝇➼䛷ᒚಟⓏ㘓䜢ᣦ♧䛩䜛⛉┠㻌 ู㏵ᥖ♧ཧ↷㻌

䈜䠍䛂ᢳ㑅Ⓩ㘓䛃䛻㛵䛩䜛ὀព㡯㻌

㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䞉ᒚಟⓏ㘓ᮇ㛫䛻᪤䛻Ⓩ㘓῭䜏䛾᭙᪥䞉㝈䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᢳ㑅Ⓩ㘓䜢⾜䛖䛣䛸䛿䛷䛝䜎䛫䜣䚹㻌

㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䞉」ᩘ䛾⛉┠༊ศ䜢ྠ䛨᭙᪥䞉㝈䛷ᢳ㑅䛻ᛂເ䛧䜎䛩䛸䚸」ᩘᙜ㑅䛧䛯ሙྜ䛻ᒚಟ䜶䝷䞊䛸䛺䜚䚸䛔䛪䜜䛾⛉┠

䜒ᒚಟⓏ㘓䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜎䛫䜣䚹ᒚಟ䜶䝷䞊䜢㜵䛠䛯䜑䚸๓䛻ᢳ㑅䛻ᛂເ䛩䜛⛉┠༊ศ䜢Ỵᐃ䛧䛯ୖ䛷䚸㻝䛴

䛾᭙᪥䞉㝈䛻 㻝⛉┠༊ศ䛾䜏ᢳ㑅Ⓩ㘓䜢⾜䛳䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌

䈜䠎䛂Ꮫഃ䛻䜘䜛๓Ⓩ㘓䛃䛻㛵䛩䜛ὀព㡯㻌

䞉Ꮫഃ䛷ᒚಟⓏ㘓䜢⾜䛔䜎䛩䛾䛷䚸ྛ⮬䛷ᒚಟⓏ㘓䜢䛩䜛ᚲせ䛿䛒䜚䜎䛫䜣䚹㻌

䞉䛖䜚䜌䞊䝛䝑䝖䛂ᒚಟⓏ㘓䞉Ⓩ㘓≧ἣ↷䛃䛻䛶Ⓩ㘓䛥䜜䛶䛔䜛䛣䛸䜢☜ㄆ䛧䚸ㄗ䜚䛜䛒䜛ሙྜ䛿㏿䜔䛛䛻ඹ㏻ᩍ⫱

䜾䝹䞊䝥䛻⏦䛧ฟ䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌

䞉ཎ๎䛸䛧䛶䚸Ꮫഃ䛜๓Ⓩ㘓䛧䛯⛉┠䛿ኚ᭦䛷䛝䜎䛫䜣䚹ኚ᭦䛧䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔᫂☜䛺⌮⏤䛜⏕䛨䛯ሙྜ

䛿䚸ᡤᒓᏛ㒊䛾ᩍົᢸᙜಀ䛻⏦䛧ฟ䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌

㻌

䠏䠊䠏㻌 㻌 ᒚಟྲྀᾘᮇ㛫㻌

㻌 ᢳ㑅Ⓩ㘓ཬ䜃ᒚಟⓏ㘓䜢⾜䛳䛯⛉┠䛻䛴䛔䛶䚸㏵୰䛷ཷㅮ䜢୰Ṇ䛧䛯䛔ሙྜ䛿䚸Ꮫᮇ䛤䛸䛻タ䛡䜙䜜䜛ᡤᐃ䛾ᮇ㛫䛻䚸䛖䜚䜌

䞊䝛䝑䝖䛛䜙ᒚಟ䜢ྲྀ䜚ᾘ䛩䛣䛸䛜䛷䛝䜎䛩䚹㻌

㻌

⛉┠㻌 ᒚಟྲྀᾘᮇ㛫㻌

㻝㻽 㛤ㅮ⛉┠㻌 㻠㻛㻞㻝㻔ⅆ㻕㻜䠖㻜㻜䡚㻠㻛㻞㻣㻔᭶㻕㻞㻟䠖㻡㻥㻌

㻞㻽 㛤ㅮ⛉┠㻌 㻢㻛㻞㻞㻔᭶㻕㻜䠖㻜㻜䡚㻢㻛㻞㻤㻔᪥㻕㻞㻟䠖㻡㻥㻌

㻌

㻌

䠏䠊䠐㻌 㻌 䠍ᖺ⏕䛾௧ 㻞 ᖺᗘ๓ᮇ㛤ㅮ⛉┠䛾ᒚಟⓏ㘓᪉ἲ㻌

ᤵᴗ⛉┠༊ศ䛤䛸䛾ᒚಟⓏ㘓᪉ἲ䛿ୗ⾲䛾䛸䛚䜚䛷䛩䚹㻌
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䛆ὀព䛇㻌

䞉ᡤᒓ䛩䜛Ꮫ㒊䞉Ꮫ⛉➼䛻䜘䜚ᣦᐃ䛥䜜䛯᭙᪥䞉㝈䛾ᤵᴗ⛉┠䠄ᡤᒓᏛ㒊䞉Ꮫ⛉䛾㛫⾲䛻グ㍕䛥䜜䛶䛔䜛ᤵᴗ⛉┠䠅

䜢ᒚಟ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌 䈜ᒚಟⓏ㘓䛜䛧䛶䛔䛺䛔ᤵᴗ⛉┠䛿ཷㅮ䛧䛶䜒༢䜢ಟᚓ䛷䛝䜎䛫䜣䚹㻌

㻌

ᤵᴗ⛉┠䛾༊ศ➼㻌 ᒚಟⓏ㘓᪉ἲ㻌

ᇶ♏ᩍ㣴⛉┠㻌

⥲ྜᩍ㣴⛉┠㻌

䐠㻌

䠄୍㒊⛉┠䐢䠅㻌

እ
ᅜ
ㄒ
⛉
┠㻌

እᅜㄒ➨䊠㻌 䐡㻌

እᅜㄒ➨䊡㻌 䐡㻌

ሗ⛉┠㻌 䐡㻌

ᗣ䞉䝇䝫䠉䝒⛉Ꮫ㻌
ᐇ⩦䠖䐢㻌

ㅮ⩏䠖䐠㻌

ඹ㏻ᑓ㛛ᇶ♏⛉┠㻌 䐟㻌

㻌

䠏䠊䠑㻌 㻌 ⛉┠ูὀព㡯㻌

䠏䠊䠑䠊䠍㻌 㻌 ᇶ♏ᩍ㣴⛉┠ཬ䜃⥲ྜᩍ㣴⛉┠㻌

䛀⯡ⓗ䛺ὀព䛁㻌

䞉䠍ᖺ⏕䛿➨䠎䜽䜷䞊䝍䞊䛛䜙ᒚಟ䛧䜎䛩䚹ᒚಟⓏ㘓᪉ἲ䛿ᢳ㑅Ⓩ㘓䛷䛩䚹㻌

䞉୍㒊䛾⥲ྜᩍ㣴⛉┠䜢㝖䛝᭶᭙䛛䜙ᮌ᭙䛾䠍䠈䠎㝈䛻㛤ㅮ䛧䜎䛩䛜䚸ᡤᒓ䛩䜛Ꮫ㒊䞉Ꮫ⛉➼䛻䜘䜚䚸ᇶ♏ᩍ㣴⛉

┠䜒䛧䛟䛿⥲ྜᩍ㣴⛉┠䛾䛔䛪䜜䛛䜢ᒚಟ䛷䛝䜛᭙᪥䞉㝈䛜Ỵ䜎䛳䛶䛔䜎䛩䠄Ꮫ㒊ᣦᐃ㛤ㅮᯟ䠅䛾䛷䠈ᚲ䛪ᢳ㑅

Ⓩ㘓䜢⾜䛳䛶䛟䛰䛥䛔䚹Ꮫ㒊ᣦᐃ㛤ㅮᯟ䛾᭙᪥䞉㝈䛿䚸ᡤᒓᏛ㒊䛜㓄ᕸ䛩䜛㛫⾲䛷☜ㄆ䛷䛝䜎䛩䚹㻌

䞉ᢳ㑅Ⓩ㘓⛉┠䛿䚸ᢳ㑅Ⓩ㘓ᮇ㛫䠄๓㏙䠅䛻䛖䜚䜌䞊䝛䝑䝖䠚䛂ᢳ㑅Ⓩ㘓䛃䛛䜙Ⓩ㘓䛧䚸ᢳ㑅Ⓩ㘓ᚋ䛿⮬㌟䛜ᢳ㑅Ⓩ㘓

䛧䛯ෆᐜ䜢䛖䜚䜌䞊䝛䝑䝖䠚䛂ᢳ㑅⏦㎸ෆᐜ☜ㄆ䛃䜘䜚ᚲ䛪☜ㄆ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌

䞉ᙜ㑅⛉┠䛿ᢳ㑅⤖ᯝⓎ⾲᪥䠄๓㏙䠅䛻䚸䛖䜚䜌䞊䝛䝑䝖䠚䛂ᒚಟⓏ㘓䞉Ⓩ㘓≧ἣ↷䛃䛻䛶☜ㄆ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌

䞉ᢳ㑅Ⓩ㘓䛻䜘䜚Ỵᐃ䛧䛯⛉┠䛿䚸Ꮫഃ䛜๓Ⓩ㘓䜢⾜䛔䜎䛩䛾䛷䚸ྛ⮬䛷ᒚಟⓏ㘓䜢䛩䜛ᚲせ䛿䛒䜚䜎䛫䜣䚹㻌

䞉ཎ๎䛸䛧䛶䚸Ỵᐃ䛥䜜䛯ᤵᴗ⛉┠䛿ኚ᭦䛷䛝䜎䛫䜣䚹๓䛻ᑓ㛛⛉┠➼䛾㛫䜢☜ㄆ䛧䛯ୖ䛷䚸ᢳ㑅Ⓩ㘓䛧䛶䛟

䛰䛥䛔䚹䠄ኚ᭦䛧䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔᫂☜䛺⌮⏤䛜⏕䛨䛯ሙྜ䛿䚸ᡤᒓᏛ㒊䛾ᩍົᢸᙜಀ䛻⏦䛧ฟ䛶䛟䛰䛥䛔䚹䠅㻌

䞉ᢳ㑅䛷Ⓩ㘓䛥䜜䛯ᤵᴗ⛉┠䜢ᚲ䛪☜ㄆ䛾ୖ䚸ཷㅮ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹䠄Ⓩ㘓䛷䛝䛶䛔䛺䛔⛉┠䜢ཷㅮ䛧䛶䛔䛯ሙྜ䜔䚸

ྠ䛨ᤵᴗ⛉┠ྡ䛷䛒䛳䛶䜒ู䛾㛫䝁䞊䝗䛾ᤵᴗ䜢ཷㅮ䛧䛶䛔䛯ሙྜ䚸༢ಟᚓ䛷䛝䜎䛫䜣䚹䠅㻌

㻌

䠏䠊䠑䠊䠍䠊䠍㻌 㻌 Ꮫ㒊ᣦᐃ㛤ㅮᯟ㻌 䈜༞ᴗせ௳䛻ᚲせ䛺༢ᩘ䛾Ꮫ㒊ᣦᐃ㛤ㅮᯟ䜢䜚ᙜ䛶䛶䛔䜎䛩䚹㻌

䞉ᢳ㑅Ⓩ㘓ᮇ㛫䠄๓㏙䠅୰䛻䚸䛖䜚䜌䞊䝛䝑䝖䠚䛂ᢳ㑅Ⓩ㘓䛃䠚䛂ᢳ㑅䜹䝔䝂䝸䛃䠚䛂ᇶ♏ᩍ㣴⛉┠䠄Ꮫඹ㏻ᤵᴗ⛉┠䠅䛃䛂⥲ྜ

ᩍ㣴⛉┠䠄Ꮫඹ㏻ᤵᴗ⛉┠䠅䛃ෆ䛷䚸Ꮫ㒊ᣦᐃ㛤ㅮᯟ䛾᭙᪥䞉㝈䛻⾲♧䛥䜜䜛䛩䜉䛶䛾⛉┠䛻䛴䛔䛶ᕼᮃ㡰䜢䛴

䛡䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌

㻌

䠏䠊䠑䠊䠍䠊䠎㻌 㻌 䠑㝈┠䛻㛤ㅮ䛩䜛⥲ྜᩍ㣴⛉┠㻌 䈜Ꮫ㒊Ꮫ⏕䛜ᑐ㇟䛾䛯䜑䚸ᢳ㑅₃䜜䛸䛺䜛䛣䛸䛜䛒䜚䜎䛩䚹㻌

䞉ᢳ㑅Ⓩ㘓ᮇ㛫䠄๓㏙䠅୰䛻䚸䛖䜚䜌䞊䝛䝑䝖䠚䛂ᢳ㑅Ⓩ㘓䛃䠚䛂ᢳ㑅䜹䝔䝂䝸䛃䠚䛂䠑㝈┠⥲ྜᩍ㣴⛉┠䠄Ꮫඹ㏻ᤵᴗ⛉

┠䠅䛃䛷䚸ᒚಟ䜢ᕼᮃ䛩䜛⛉┠䛾䜏ᕼᮃ㡰䜢䛴䛡䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌

䞉ᐃဨ䛜㝈䜙䜜䛶䛔䜎䛩䛾䛷䚸ᢳ㑅䛾⤖ᯝ䚸ᒚಟ䛷䛝䛺䛔ሙྜ䛜䛒䜚䜎䛩䚹䛭䛾䛯䜑䚸⥲ྜᩍ㣴⛉┠䜢ಟᚓ䛩䜛ᚲせ䛜䛒

䜛Ꮫ⏕䛿䚸Ꮫ㒊ᣦᐃ㛤ㅮᯟ䛷㛤ㅮ䛥䜜䜛⥲ྜᩍ㣴⛉┠䛻䛴䛔䛶ᚲ䛪ᢳ㑅Ⓩ㘓䜢⾜䛳䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌

㻌

㻌

䐟ᒚಟⓏ㘓䠄ᒚಟⓏ㘓ᮇ㛫ෆ䛻ᒚಟⓏ㘓ᡭ⥆䛜ᚲせ䛷䛩䚹䠅㻌

䐠ᢳ㑅Ⓩ㘓䠄ᢳ㑅Ⓩ㘓ᮇ㛫ෆ䛻ᢳ㑅䜈䛾ᛂເ䛜ᚲせ䛷䛩䚹䠅㻌

䐡๓Ⓩ㘓䠄Ꮫഃ䛷Ⓩ㘓䜢⾜䛔䜎䛩䚹䠅㻌

䐢ึᅇᤵᴗ䞉䜺䜲䝎䞁䝇➼䛻䜘䜚ᒚಟ⪅䛾㑅ᢤ䜢⾜䛖⛉┠㻌

㸫 ��� 㸫



䠏䠊䠑䠊䠍䠊䠏㻌 㻌 䠎ḟᢳ㑅㻌

䞉ᢳ㑅⤖ᯝ䛾Ⓨ⾲ᚋ䚸✵䛝ᐃဨ䛾䛒䜛ᤵᴗ⛉┠䜢ᑐ㇟䛻䚸䛖䜚䜌䞊䝛䝑䝖䛷䛂䠎ḟᢳ㑅䛃䜢⾜䛔䜎䛩䚹㻌

䞉ᑐ㇟䠖་Ꮫ㒊䛚䜘䜃ᾏ⛉Ꮫ㒊䛾Ꮫ⏕㻌

䞉䠍ḟᢳ㑅䛷ᙜ㑅䛧䛶䛔䜛⛉┠䛛䜙䛾ኚ᭦䛿ㄆ䜑䜙䜜䜎䛫䜣䚹㻌

䞉䛩䜉䛶䛾᭙᪥䞉㝈䛻䛴䛔䛶ᢳ㑅Ⓩ㘓䛜ྍ⬟䛷䛩䛜䚸䛩䛷䛻Ⓩ㘓䛥䜜䛶䛔䜛᭙᪥䞉㝈䛾ᢳ㑅䛻ᛂເ䛧䛶䜒䚸ᙜ㑅⛉┠

䜢Ⓩ㘓䛩䜛䛣䛸䛿ฟ᮶䜎䛫䜣䚹㻌

䞉ᢳ㑅䛾⤖ᯝ䚸ᢳ㑅₃䜜䛸䛺䜚ᒚಟ䛷䛝䛺䛔ሙྜ䛜䛒䜚䜎䛩䚹㻌

㻌

䠏䠊䠑䠊䠍䠊䠐㻌 㻌 䠏ḟᢳ㑅㻌

䞉䠎ḟᢳ㑅⤖ᯝ䛾Ⓨ⾲ᚋ䚸✵䛝ᐃဨ䛾䛒䜛ᤵᴗ⛉┠䜢ᑐ㇟䛻䚸䛖䜚䜌䞊䝛䝑䝖䛷䛂䠏ḟᢳ㑅䛃䜢⾜䛔䜎䛩䚹㻌

䞉ᑐ㇟䠖Ꮫ㒊⏕㻌

䞉䛩䜉䛶䛾᭙᪥䞉㝈䛻䛴䛔䛶ᢳ㑅Ⓩ㘓䛜ྍ⬟䛷䛩䛜䚸䛩䛷䛻Ⓩ㘓䛥䜜䛶䛔䜛᭙᪥䞉㝈䛾ᢳ㑅䛻ᛂເ䛧䛶䜒䚸ᙜ㑅⛉┠

䜢Ⓩ㘓䛩䜛䛣䛸䛿ฟ᮶䜎䛫䜣䚹㻌

䞉䠍ḟᢳ㑅䞉䠎ḟᢳ㑅䛷ᙜ㑅䛧䛶䛔䜛⛉┠䛛䜙䛾ኚ᭦䛿ㄆ䜑䜙䜜䜎䛫䜣䚹㻌

䞉ᢳ㑅䛾⤖ᯝ䚸ᢳ㑅₃䜜䛸䛺䜚ᒚಟ䛷䛝䛺䛔ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜚䜎䛩䚹㻌

㻌

䠏䠊䠑䠊䠍䠊䠑㻌 㻌 ึᅇᤵᴗ䞉䜺䜲䝎䞁䝇➼䛷ᒚಟⓏ㘓䜢ᣦ♧䛩䜛⛉┠㻌

䞉ᅜ㝿ᩍ㣴ᩍ⫱㝔䛾ᥖ♧ᯈ䛷ᒚಟ᪉ἲ䜢☜ㄆ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌

㻌

䠏䠊䠑䠊䠍䠊䠒㻌 㻌 ᩍᐊ㻌

䞉ᢳ㑅Ⓩ㘓䛾⏦㎸≧ἣ䛻䜘䜚Ỵᐃ䛧䜎䛩䚹ᢳ㑅⤖ᯝ䜢Ⓨ⾲䛩䜛䠑䠋䠍㻤䠄᭶䠅௨㝆䛻ᅜ㝿ᩍ㣴ᩍ⫱㝔䛾ᥖ♧ᯈཪ䛿ᅜ㝿ᩍ㣴

ᩍ⫱㝔䛾㼃㻱㻮 䝃䜲䝖䜘䜚☜ㄆ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌

㻌

䠏䠊䠑䠊䠎㻌 㻌 እᅜㄒ⛉┠㻌

䛀እᅜㄒ䠄ᚲಟ⛉┠䠅䛻㛵䛩䜛⯡ⓗ䛺ὀព䛁㻌

䞉ᡤᒓᏛ㒊䠄Ꮫ⛉➼䠅䛷ᚲಟ䛻ᣦᐃ䛥䜜䛶䛔䜛⛉┠䛿䚸ᒚಟ䜽䝷䝇䛜እᅜㄒ䜽䝷䝇␒ྕ䛻䜘䜚ᣦᐃ䛥䜜䛶䛔䜎䛩䚹㻌

䞉䜽䝷䝇␒ྕ䛿䚸Ꮫ⡠␒ྕ䛻䜘䜚䚸䠐᭶䠏᪥䠄㔠䠅䠍䠐䛛䜙ᅜ㝿ᩍ㣴ᩍ⫱㝔䛾ᥖ♧ᯈ䛻䛶Ⓨ⾲䛧䜎䛩䚹Ꮫ⡠␒ྕ

䛿Ꮫ㒊䛾䜺䜲䝎䞁䝇䛷☜ㄆ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹ᡤᒓᏛ㒊䛾ᥖ♧ᯈ➼䛷䜒☜ㄆ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜎䛩䚹㻌

䞉ᣦᐃ䛧䛯䜽䝷䝇䜢Ꮫഃ䛷๓Ⓩ㘓䛧䛶䛔䜎䛩䛾䛷䚸ᚲ䛪ᣦᐃ䛥䜜䛯䜽䝷䝇䛷ཷㅮ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹䜎䛯䚸䛖䜚䜌䞊

䝛䝑䝖䠚䛂ᒚಟⓏ㘓䞉Ⓩ㘓≧ἣ↷䛃䛷Ⓩ㘓ෆᐜ䜢☜ㄆ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌

䞉እᅜㄒ➨䊡⛉┠䠄䝗䜲䝒ㄒ䞉䝣䝷䞁䝇ㄒ䞉୰ᅜㄒ䞉䝻䝅䜰ㄒ䠅䛿ධᏛ䛻Ỵᐃ䛧䛯ゝㄒ䜢ᒚಟ䛩䜛䛣䛸䛻䛺䜚䜎

䛩䚹ᒚಟ䛜Ỵᐃ䛧䛯ゝㄒ௨እ䜢ᒚಟ䛧䛶䜒༞ᴗせ௳༢䛻ྵ䜎䜜䜎䛫䜣䚹㻌

㻌

๓Ⓩ㘓㻌

ᑐ㇟⛉┠㻌

እᅜㄒ➨䊠⛉┠㻌

䠄ⱥㄒ䠅㻌

Academic English Literacy, Academic English Communication 

䈜䛆ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㒊䛾䜏䛇Autonomous English㻌

እᅜㄒ➨䊡⛉┠㻌

䠄䝗䜲䝒ㄒ䞉䝣䝷䞁䝇ㄒ䞉୰

ᅜㄒ䞉䝻䝅䜰ㄒ䠅㻌

䕿䕿ㄒึ⣭ A1䚸B1䚸A2䚸B2㻌

䈜䛂䕿䕿ㄒ䛃䛿㑅ᢥゝㄒ䛷䛩䚹㻌

㻌

䖩እᅜㄒ➨䊠䛾ⱥㄒ≉ู䜽䝷䝇䛚䜘䜃ⱥㄒእ㒊ヨ㦂䛻ᇶ䛵䛟༢ᤵ㻌

䞉ⱥㄒ≉ู䜽䝷䝇䛾ᒚಟ䜢ᕼᮃ䛩䜛Ꮫ⏕䛿䚸䠐᭶ �� ᪥䠄ᅵ䠅䛻ᐇ䛥䜜䜛⚄ᡞᏛⱥㄒእ㒊ヨ㦂䛻䜘䜛ᡂ⦼➼䛻ᇶ䛵䛝䚸

ྛᏛ㒊䛻䛚䛔䛶ཷㅮ⪅䛜㑅ᢤ䛥䜜䜎䛩䚹䈜㏣ヨ㦂䠍䠔᪥䠄ᅵ䠅ᐇணᐃ䚸๓⏦䛧㎸䜏ᚲ㡲�

䞉㑅ᢤ䛥䜜䛯Ꮫ⏕䛿ᚋᮇ௨㝆䛻㛤ㅮ䛥䜜䜛ⱥㄒ≉ู䜽䝷䝇ᤵᴗ⛉┠䛊Academic English Communication B1䞉B2䠄㑅ᢤ

ୖ⣭䜽䝷䝇䠅䚸Academic English Literacy B1䞉B2䠄㑅ᢤୖ⣭䜽䝷䝇䠅䛋䜢ᒚಟ䛧䜎䛩䚹 
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䞉ᡤᒓᏛ㒊䛻䜘䛳䛶䛿䚸䠐᭶䠍䠍᪥䠄ᅵ䠅䛻ᐇ䛥䜜䜛⚄ᡞᏛⱥㄒእ㒊ヨ㦂➼䛾ᡂ⦼䛻䜘䜚䚸䠍ᖺḟᚋᮇ䛻ᒚಟ䛩䜛እᅜㄒ

➨ 㻵ᚲಟ⛉┠䠄Academic English Literacy B1䞉B2, Academic English Communication B1䞉B2䠅䛾༢ᤵ䜢⏦ㄳ

䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜎䛩䚹༢ᤵ䜢⏦ㄳ䛧䛯ሙྜ䚸ⱥㄒ≉ู䜽䝷䝇䜢ᒚಟ䛩䜛䛣䛸䛿䛷䛝䜎䛫䜣䚹㻌

㻌

䠏䠊䠑䠊䠏㻌 㻌 ሗ⛉┠㻌

䞉ᡤᒓ䛩䜛Ꮫ㒊䞉Ꮫ⛉➼䛻䜘䜚䚸ሗᇶ♏䠄Ꮫ㒊ᚲಟ⛉┠䠅䜢ᒚಟ䛩䜛᭙᪥䞉㝈䛜Ỵ䜎䛳䛶䛔䜛䛾䛷䚸㓄ᕸ䛥䜜䛯ᡤᒓ

Ꮫ㒊䛾㛫䛷☜ㄆ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌

䞉Ꮫ䛜๓Ⓩ㘓䛧䛶䛔䜎䛩䛾䛷䚸➨䠍䜽䜷䞊䝍䞊䛻ᒚಟ䛩䜛ሗᇶ♏䛾ึᅇᤵᴗ䛷䜰䜹䜴䞁䝖䜢ཷ䛡ྲྀ䛳䛯ᚋ䚸䛖䜚䜌䞊

䝛䝑䝖䠚䛂ᒚಟⓏ㘓䞉Ⓩ㘓≧ἣ↷䛃䛷ᒚಟⓏ㘓ෆᐜ䜢☜ㄆ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌

 

䠏䠊䠑䠊䠐㻌 㻌 ඹ㏻ᑓ㛛ᇶ♏⛉┠䠄ᑐ㇟Ꮫ㒊䛾䜏䠅㻌

䛀ㅮ⩏⛉┠䛁㻌

䞉ᡤᒓ䛩䜛Ꮫ㒊䞉Ꮫ⛉➼䛻䜘䜚䚸ᒚಟ䛷䛝䜛ᤵᴗ⛉┠䞉᭙᪥䞉㝈䛜Ỵ䜎䛳䛶䛔䜎䛩䚹㻌

䞉ᡤᒓᏛ㒊䠄Ꮫ⛉䞉ᑓᨷ➼䠅䜔Ꮫ⡠␒ྕ➼䛻䜘䜚䜽䝷䝇䛜ᣦᐃ䛥䜜䛶䛔䜛ሙྜ䛜䛒䜚䜎䛩䛾䛷䚸㛫䜢☜ㄆ䛾ୖ䚸ṇ䛧䛔䜽

䝷䝇䛻Ⓩ㘓䛧䛶ୗ䛥䛔䚹㻌

䞉ᚲࡎ➨㸯࣮ࢱ࣮࢛ࢡཬࡧ➨㸰࣮ࢱ࣮࢛ࢡ୧᪉ࡢ㛤ㅮ⛉┠ࢆᒚಟⓏ㘓ᮇ㛫୰Ⓩ㘓䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌

䠄ᒚಟⓏ㘓₃䜜䛜䛒䛳䛶䜒䠈ᒚಟⓏ㘓ᮇ㛫⤊ᚋ䛻㏣ຍⓏ㘓䜢⾜䛖䛣䛸䛿䛷䛝䜎䛫䜣䚹䠅㻌

䛀ᐇ㦂⛉┠䛁㻌

䞉ᡤᒓ䛩䜛Ꮫ㒊䞉Ꮫ⛉➼䛻䜘䜚䚸ᒚಟ䛷䛝䜛⛉┠䞉᭙᪥䞉㝈䛜Ỵ䜎䛳䛶䛔䜎䛩䚹㻌

䞉ᚲࡎ➨㸯࣮ࢱ࣮࢛ࢡཬࡧ➨㸰࣮ࢱ࣮࢛ࢡ୧᪉ࡢ㛤ㅮ⛉┠ࢆᒚಟⓏ㘓ᮇ㛫୰Ⓩ㘓ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ�

䠄ᒚಟⓏ㘓₃䜜䛜䛒䛳䛶䜒䠈ᒚಟⓏ㘓ᮇ㛫⤊ᚋ䛻㏣ຍⓏ㘓䜢⾜䛖䛣䛸䛿䛷䛝䜎䛫䜣䚹䠅㻌

䞉ᡤᒓᏛ㒊䠄Ꮫ⛉䞉ᑓᨷ➼䠅䜔Ꮫ⡠␒ྕ➼䛻䜘䜚䜽䝷䝇ᣦᐃ䜔ᢳ㑅➼䜢⾜䛖ሙྜ䛜䛒䜚䜎䛩䛾䛷䚸๓䛻㭯⏥➨䠍䜻䝱䞁䝟

䝇䠧Ჷ䠍㝵䛾ᡤᒓᏛ㒊ูᥖ♧ᯈ䚸䜒䛧䛟䛿䚸ୗグ䠱䠮䠨䛷☜ㄆ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌

≀⌮Ꮫᐇ㦂䠖http://www.edu.kobe-u.ac.jp/iphe-butsuri/pr/㻌

Ꮫᐇ㦂䠖http://www.edu.kobe-u.ac.jp/iphe-kagaku/index.html㻌

⏕≀Ꮫᐇ㦂䠖http://www.edu.kobe-u.ac.jp/iphe-seibutu/㻌

ᆅᏛᐇ㦂㻦 http://www.edu.kobe-u.ac.jp/iphe-chikyuwakusei/jikken_22.html 

㻌

䠏䠊䠑䠊䠑㻌 㻌 ᗣ䞉䝇䝫䞊䝒⛉Ꮫ㻌

䛀ᐇ⩦⛉┠䛁㻌

䞉ᡤᒓ䛩䜛Ꮫ㒊䞉Ꮫ⛉➼䛻䜘䜚ᒚಟ䛷䛝䜛᭙᪥䞉㝈䛜Ỵ䜎䛳䛶䛔䜎䛩䚹㻌

䞉ึᅇᤵᴗ䛿䜺䜲䝎䞁䝇䜢ᐇ䛧䜎䛩䛾䛷䚸ᚲ䛪ฟᖍ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹┿䠍ᯛ䠄⦪䠐䠿䡉㽢ᶓ䠏䠿䡉䠅䜢ᚲ䛪ᣢཧ䛾䛖䛘䚸㭯⏥➨

䠍䜻䝱䞁䝟䝇➨䠎య⫱㤋䛻㞟ྜ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌

䞉ึᅇᤵᴗ䛾䜺䜲䝎䞁䝇䛷ᒚಟ䜽䝷䝇䠄✀┠䠅䜢Ỵᐃ䛧䚸ᒚಟⓏ㘓䜹䞊䝗䜢ᥦฟ䛧䜎䛩䚹䜺䜲䝎䞁䝇䛷ᥦฟ䛧䛯ᒚಟ䜹䞊䝗䛻䜘

䜚Ꮫഃ䛷ᒚಟⓏ㘓䜢⾜䛔䜎䛩䚹㻌

䛀ㅮ⩏⛉┠䛁㻌

䞉ᢳ㑅Ⓩ㘓ᮇ㛫䠄๓㏙䠅୰䛻䚸ᢳ㑅Ⓩ㘓䜢⾜䛔䜎䛩䚹㻌 䈜䠎ḟᢳ㑅䛿ᐇ䛧䜎䛫䜣䚹㻌

㻌

 
㻌

䠐䠊䠍㻌 㻌 ᩍ㣴ᩍ⫱䛾┠ᶆ㻌

⚄ᡞᏛ䛿䚸䛂Ꮫ⌮䛸ᐇ㝿䛾ㄪ䛃䛸䛔䛖㛤Ꮫ௨᮶䛾ᩍ⫱᪉㔪䛾ୗ䚸ᩍ⫱᠇❶䛻♧䛥䜜䛯䛂ே㛫ᛶ䛃䛂㐀ᛶ䛃䛂ᅜ㝿ᛶ䛃䛂ᑓ㛛ᛶ䛃

䜢㧗䜑䜛ᩍ⫱䜢ᐇ䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸ྛᏛ㒊䛜䜾䝻䞊䝞䝹䛻ᑐᛂ䛧䛯ᵝ䚻䛺ᩍ⫱䝥䝻䜾䝷䝮䜢㛤Ⓨ䛧䛶䛝䛯䚹䛣䛾䜘䛖䛺䝥䝻䜾䝷䝮䛻

ཧຍ䛩䜛Ꮫ⏕䛰䛡䛷䛿䛺䛟䚸䛶䛾Ꮫ⏕䜢䚸⮬䜙ᆅ⌫ⓗㄢ㢟䜢Ⓨぢ䛧䛭䛾ゎỴ䛻䝸䞊䝎䞊䝅䝑䝥䜢Ⓨ䛷䛝䜛ேᮦ䜈䛸⫱ᡂ䛩䜛䛣

䛸䛜Ꮫኈㄢ⛬䛾ㄢ㢟䛷䛒䜛䚹㻌

 䠐䠊Ꮫඹ㏻ᤵᴗ⛉┠䛾⌮ᛕ㻌

㸫 ��� 㸫



䛭䛣䛷䚸Ꮫ㒊Ꮫ⏕䜢ᑐ㇟䛸䛩䜛ᩍ㣴ᩍ⫱䛻䛚䛔䛶䚸⚄ᡞᏛ䛾Ꮫ⏕䛜༞ᴗ䛻㌟䛻䛴䛡䜛䜉䛝ඹ㏻䛾⬟ຊ䜢䛂⚄ᡞ䝇䝍䞁䝎

䞊䝗䛃䛸䛧䛶᫂♧䛧䚸䛭䛾ಟᚓ䜢ᩍ⫱┠ᶆ䛸䛩䜛䚹㻌

⚄ᡞ䝇䝍䞁䝎䞊䝗㻌

䚔」║ⓗ䛻ᛮ⪃䛩䜛⬟ຊ㻌

ᑓ㛛ศ㔝௨እ䛾Ꮫၥศ㔝䛻䛴䛔䛶ᇶᮏⓗ䛺䜒䛾䛾⪃䛘᪉䜢Ꮫ䜆䛣䛸䜢㏻䛧䛶」║ⓗ䛺䜒䛾䛾ぢ᪉䜢㌟䛻䛴䛡䜛㻌

䚔ከᵝᛶ䛸ᆅ⌫ⓗㄢ㢟䜢⌮ゎ䛩䜛⬟ຊ㻌

ከᵝ䛺ᩥ䚸ᛮ䚸౯್ほ䜢ཷᐜ䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸ᆅ⌫ⓗㄢ㢟䜢⌮ゎ䛩䜛⬟ຊ䜢㌟䛻䛴䛡䜛㻌

䚔༠ാ䛧䛶ᐇ㊶䛩䜛⬟ຊ㻌

ᑓ㛛ᛶ䜔౯್ほ䜢␗䛻䛩䜛ே䚻䛸༠ാ䛧䛶ㄢ㢟ゎỴ䛻䛒䛯䜛䝏䞊䝮䝽䞊䜽ຊ䛸䚸ᅔ㞴䜢䜚㉺䛘┠ᶆ䜢㏣ồ䛧⥆䛡䜛

ຊ䜢㌟䛻䛴䛡䜛㻌

㻌

䠐䠊䠎㻌 㻌 Ꮫඹ㏻ᤵᴗ⛉┠䛾Ꮫಟ┠ᶆ㻌

䞉ᇶ♏ᩍ㣴⛉┠㻌

ᇶ♏ᩍ㣴⛉┠䛿䚸ேᩥ⣔䚸♫⛉Ꮫ⣔䚸⏕⛉Ꮫ⣔䚸⮬↛⛉Ꮫ⣔䛾䠐䛴䛾ศ㔝䛾⛉┠䜘䜚㛤ㅮ䛧䛶䛔䜛⛉┠䛛䜙䚸⮬ศ䛜

ᡤᒓ䛩䜛ᑓ㛛ศ㔝௨እ䛾せ䛺Ꮫၥศ㔝䛻䛴䛔䛶ᇶᮏⓗ䛺▱㆑ཬ䜃䛂䜒䛾䛾ぢ᪉䛃䜢Ꮫ䜃䚸⌮ゎ䛩䜛䛣䛸䜢┠ⓗ䛸䛧䚸௨ୗ䛾

༊ศẖ䛻Ꮫಟ┠ᶆ䜢ᐃ䜑䜛䚹㻌

䠄䠍䠅ேᩥ⣔㻌

ேᩥ⣔䛸䛧䛶䛿䛂ဴᏛ䛃䚸䛂ㄽ⌮Ꮫ䛃䚸䛂⌮Ꮫ䛃䚸䛂ᚰ⌮Ꮫ䛃䚸䛂ᩍ⫱Ꮫ䛃䜢㛤ㅮ䛩䜛䚹䛂ဴᏛ䛃䛿ே㛫䛾▱ⓗႠ䜏䛾✚䛷䛒

䜚䚸ཷㅮ⪅䛻䛿⮬㌟䛾ᑓ㛛㡿ᇦ䛜䛔䛛䛻ྂ௦䛛䜙⌧௦䛻䛔䛯䜛ᛮ䛻౫ᣐ䛧䛶䛔䜛䛛䜢⌮ゎ䛩䜛䛣䛸䛜ồ䜑䜙䜜䜛䚹䛂ㄽ⌮

Ꮫ䛃䛿䚸䛒䜙䜖䜛ศ㔝䛷ᚲせ䛸䛥䜜䜛᥎ㄽ䚸ㄽド䛾ᇶ♏䛻㛵䜟䜛Ꮫၥ䛷䛒䜚䚸ཷㅮ⪅䛻䛿⮬㌟䛾ᑓ㛛ศ㔝䛷䜒ά⏝ྍ⬟䛺

ㄽ⌮ⓗᛮ⪃⬟ຊ䜢㌟䛻䛴䛡䜛䛣䛸䛜ồ䜑䜙䜜䜛䚹䛂⌮Ꮫ䛃䛷䛿䚸ᐇ♫䛷䜒㏻⏝䛩䜛㧗䛔⌮ほ䜢㌟䛻䛴䛡䜛䛣䛸䛜ồ䜑

䜙䜜䜛䚹䛂ᚰ⌮Ꮫ䛃䛿ᚰ䛾䛿䛯䜙䛝䛻㛵䛩䜛ᐇドⓗ䛺◊✲䜢⾜䛖䛸䛸䜒䛻䚸ᚰ䛾Ⓨ㐩䜢᫂䜙䛛䛻䛧䚸䛥䜎䛦䜎䛺Ⓨ㐩ẁ㝵䛷䛾

ᚰ䛾ၥ㢟䛾ゎỴ䜢ᨭ䛩䜛ศ㔝䛷䛒䜛䚹䛂ᚰ⌮Ꮫ䛃䛾ཷㅮ⪅䛻䛿䚸ே㛫䛾ᚰ䛾䛿䛯䜙䛝䛻䛴䛔䛶䛭䛾ᛂ⏝ྍ⬟ᛶ䜢ྵ䜑䛯

⌮ゎ䜢䛩䜛䛣䛸䛜ồ䜑䜙䜜䜛䚹䛂ᩍ⫱Ꮫ䛃䛷䛿䚸▱ᛶ䞉ᢏ⬟䞉ព➼䛾ᤵཷ䛸䛔䛖Ⴀ䜏䛻䛴䛔䛶䛾ᇶᮏⓗ⌮ゎ䛸䚸ᩍ⫱⾜Ⅽ䛜

⌧௦䛻䛚䛔䛶䛿䛯䛩ព⩏䛻䛴䛔䛶⌮ゎ䛩䜛䛣䛸䛜ồ䜑䜙䜜䜛䚹㻌

䠄䠎䠅♫⛉Ꮫ⣔㻌

⮬ᕫࡢᒓࡿࡍᵝࠑࡢࣝ࣋ࣞ࡞ࠎ♫ࠒᑐࠊࡿࡍ⛉Ꮫⓗࡘ」║ⓗᛮ⪃⌮ゎࢆ㣴ࢆࡇ࠺┠ⓗࠕࠊ࡚ࡋἲ

ᏛࠖࠕࠊᨻᏛࠖࠕࠊ⤒῭Ꮫࠖࠕࠊ⤒ႠᏛࠖࠕࠊ♫Ꮫࠖࠕࠊᩍ⫱♫Ꮫࠖࠕࠊᆅ⌮Ꮫࠖࢆ㛤ㅮࠕࠋࡿࡍἲᏛ࡛ࠖ

⬟ࡣᨻᏛ࡛ࠖࠕࠋࡪᏛࢆ㆑࣭᪉ἲ࣭⌮ㄽ▱ࡢἲᏛࡢࡵࡓࡿࡁ⏕࡚ࡋయⓗᕷẸ࡚࠸࠾௦♫⌧ࡿࡍ㞧「ࡣ

ືⓗ࡞ᨻⓗయồࠊࡿࢀࡽࡵᨻࡿࡁ⏕ࢆࢀࡑࡾ▱ࢆ▱㆑࣭⌮ㄽ࣭᪉ἲࢆᏛࠕࠋࡪ⤒῭Ꮫ࡛࣐࣭ࠖࣟࢡ࣑ࠊࡣ

⧊⤌ᴗ࣭ࠊࡣႠᏛ࡛ࠖ⤒ࠕࠋࡍᣦ┠ࢆᚓ⩦ࡢ⤌ศᯒᯟࡸᇶᮏⓗᴫᛕ࡞ᚲせࡢࡿࡍゎ⌮ࢆၥ㢟῭⤒࡞ࠎᵝࡢࣟࢡ

Ꮫ࡛ࠖ♫ࠕࠋࡪᏛࡽどⅬࡢႠᏛ⤒ࠊࢆࡳ⤌ࡾྲྀࡿࡍᑐႠㄢ㢟⤒࡞ከᵝࡿࡍ⏕ሙ࡛Ⓨ⌧ࡢ♫῭⤒ࠊ୰ᚰࢆ

㛵ಀࡢ♫⫱ᩍࠊࡣᩍ⫱♫Ꮫ࡛ࠖࠕࠋࡍ♧ࢆ᭷⏝ᛶࡢࡑぢ᪉ࡢࡢࡶࡢᏛ♫࡞ᑐⓗ┦ࡘ㡿ᇦᶓ᩿ⓗࠊࡣ

ࢆᙺ࡞࠺ࡼࡢࡓࡲࠊ࠸῝ࡀࡾࢃࡢ௦♫⌧࠸ࡀ⫱Ꮫᰯᩍࠊ࡚ࡗࡼࡇࡿࡍศᯒᏛⓗ♫ࢆ

ᯝࠕࠋࡍ♧ࢆࡿ࠸࡚ࡋࡓᆅ⌮Ꮫࠖࡢࡑࠊࡣ࡚࠸࠾ᇶᮏᴫᛕࡸⓎᒎືྥࢆ㋃ࡢࡑࠊ࠼ࡲᐇドⓗ࣭⌮ㄽⓗ୧ഃ㠃ࢆ

Ꮫࠋࡪ㻌

䠄䠏䠅⏕⛉Ꮫ⣔㻌

䛶䛾⏕≀䛻䛸䛳䛶䛛䛡䛜䛘䛾䛺䛔䚾䚿䛿䚸᪥䛾㐍Ṍ䛧䛯⏕⛉Ꮫᢏ⾡䛾ୗ䚸䛭䛾䝯䜹䝙䝈䝮䛜᪂䛯䛻ゎ᫂䛥䜜䜛୍

᪉䛷䚸Ẽ䛺䛹䛿䜎䛰᫂䛺㒊ศ䜒ከ䛔䚹ᮏศ㔝䛷䛿䚸⏕䛻ᑐ䛩䜛」║ⓗᛮ⪃䜢㣴䛖䛣䛸䜢┠ⓗ䛸䛧䛶䚸ே㢮䜢ึ䜑ᆅ⌫

⎔ቃ䛻ᬽ䜙䛩ከᵝ䛺⏕య䛾⤌䜏䛸䚸ᡃ䚻䛜⏕䛝䛶䛔䛟ୖ䛷ᚲせ䛺ᗣ⟶⌮䜎䛷䚸ᇶ♏䛛䜙⮫ᗋ་Ꮫ䜎䛷䜢Ꮫ䜆䚹䛂⏕

≀Ꮫ䛃䛷䛿䚸⏕≀䛾ከᵝᛶ䚸㑇ఏᏊ䚸⣽⬊䛾ᵓ㐀䛛䜙ᶵ⬟䜎䛷䚸⏕≀䛻㛵䛩䜛ᇶᮏⓗ䛺▱㆑䜔⪃䛘᪉䜢Ꮫ䜆䚹䛂་Ꮫ䛃䛷

䛿䚸せ䛺Ẽ䛾᪩ᮇⓎぢ䜔᪩ᮇ⒪䛜䛷䛝䜛䜘䛖䛻䚸་Ꮫ䛻㛵䛩䜛ᇶᮏⓗ䛺▱㆑䜔⪃䛘᪉䜢Ꮫ䜆䚹䛂ಖᏛ䛃䛷䛿䚸ឤ

ᰁ䛾ண㜵䛺䛹䚸యㄪ䜢⟶⌮䛧䛶Ẽ䜢㜵䛠䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘䛖䛻䚸ಖᏛ䛻㛵䛩䜛ᇶᮏⓗ䛺▱㆑䜔⪃䛘᪉䜢Ꮫ䜆䚹䛂ᗣ⛉

Ꮫ䛃䛷䛿䚸ᗣ䛺⏕ά䜢㐣䛤䛩䛯䜑䛻ᚲせ䛺⏕ά⩦័䜢㌟䛻䛴䛡䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘䛖䛻䚸ᗣ⛉Ꮫ䛻㛵䛩䜛ᇶᮏⓗ䛺▱㆑

䜔⪃䛘᪉䜢Ꮫ䜆䚹㻌

䠄䠐䠅⮬↛⛉Ꮫ⣔㻌

㧗ᗘ䛻⛉Ꮫᢏ⾡䛾Ⓨ㐩䛧䛯⌧௦♫䛻ᑐᛂ䛩䜛」║ⓗᛮ⪃䜢㣴䛖䛣䛸䜢┠ⓗ䛸䛧䛶䚸ᮏศ㔝䛷䛿䚸ᡃ䚻䜢ྲྀ䜚ᕳ䛟⮬↛
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⌧㇟䜔♫⌧㇟䛜ᡃ䚻䛻䛹䛾䜘䛖䛻㛵䜟䜚䜢ᣢ䛴䛛䛻䛴䛔䛶䚸⮬↛⛉Ꮫ䛾ほⅬ䛸ษ䜚ཱྀ䛛䜙Ꮫ䜆䚹䛂ᩘᏛ䛃䛷䛿䚸ᩘ⌮ⓗᛮ

⪃䛻䛚䛡䜛ᇶᮏⓗ䛺▱㆑䜔⪃䛘᪉䜢Ꮫ䜆䚹䛂≀⌮Ꮫ䛃䛷䛿䚸䠍䠕ୡ⣖䜎䛷䛻☜❧䛥䜜䛯ྂ≀⌮Ꮫ䚸䛒䜛䛔䛿䚸䠎䠌ୡ⣖䛻ᵓ

⠏䛥䜜䛯⌧௦≀⌮Ꮫ䛾ᇶᮏⓗ䛺▱㆑䜔⪃䛘᪉䜢Ꮫ䜆䚹䛂Ꮫ䛃䛷䛿䚸ศᏊ䛻䜎䛴䜟䜛ᚤどⓗ䛺ෆᐜ䛻㛵䛧䛶䚸䛒䜛䛔䛿䚸

≀㉁䛾ᛶ㉁䛺䛹Ꮫ䛾ᇶᮏⓗ䛺▱㆑䜔⪃䛘᪉䜢Ꮫ䜆䚹䛂ᝨᫍᏛ䛃䛷䛿䚸ᝨᫍ䛚䜘䜃ㅖኳయ䚸Ᏹᐂ䛻䛚䛡䜛ᆅ⌫䚸䛒䜛䛔䛿䚸

ᝨᫍ䛾ጼ䜔ኚື⌧㇟䛻䛴䛔䛶䚸ᝨᫍᏛ䛾ᇶᮏⓗ䛺▱㆑䜔⪃䛘᪉䜢Ꮫ䜆䚹䛂ሗᏛ䛃䛷䛿䚸䝁䞁䝢䝳䞊䝍䜔䝇䝬䞊䝖䝣䜷䞁䛺

䛹䚸䛣䜜䜙䛾㌟㏆䛺ᶵჾ䛻⏝䛥䜜䛶䛔䜛ሗᢏ⾡䛾Ṕྐ䜔⤌䜏䚸᭱㏆䛾ά⏝䜢▱䜚䚸ᇶ♏▱㆑䜢Ꮫ䜆䚹㻌

 

䞉⥲ྜᩍ㣴⛉┠㻌

⥲ྜᩍ㣴⛉┠䛿䚸ከᩥ䛻ᑐ䛩䜛⌮ゎ䜢῝䜑䚸ከศ㔝䛻䜎䛯䛜䜛ㄢ㢟䜢⪃䛘䚸ᑐヰᆺ䛾ㅮ⩏䜢ྲྀ䜚ධ䜜䜛䛺䛹䛾ᕤኵ䛻䜘

䜚䚸」║ⓗ䛺䜒䛾䛾ぢ᪉䚸ㄢ㢟Ⓨぢຊ䜢㣴ᡂ䛩䜛䛣䛸䜢┠ⓗ䛸䛧䚸௨ୗ䛾༊ศẖ䛻Ꮫಟ┠ᶆ䜢ᐃ䜑䜛䚹㻌

䠄䠍䠅ከᩥ⌮ゎ㻌

䜾䝻䞊䝞䝹䛾㐍ᒎ䛻క䛔䚸⌧௦䛷䛿␗ᩥ㛫䛾ὶ䛜୍ᒙ῝䛧䚸ྠ䛻䚸␗ᩥ䛻ᑐ䛩䜛⌮ゎ㊊䛜῝้䛺

䜢ᣍ᮶䛧䛛䛽䛺䛔≧ἣ䛜⌧ฟ䛧䛶䛔䜛䚹㻌

䛣䛾⛉┠⩌䛷䛿䚸䛣䛖䛧䛯⌧௦ୡ⏺䛾≧ἣ䜢ⓗ☜䛻ᢕᥱ䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸ከᩥඹ⏕䛾䛒䜚᪉䜢ᶍ⣴䛩䜛䛾䛻ᚲせ䛺▱㆑

䜢⋓ᚓ䛧䚸ᛮ⪃ຊ䜢㣴ᡂ䛩䜛䛣䛸䜢┠ᶆ䛸䛩䜛䚹㻌

䜘䜚ලయⓗ䛻䛿䚸ከᵝ䛺௦䛸ᆅᇦ䛾䚸Ṕྐ䚸♫ᵓ㐀䚸ఏ⤫䚸᐀ᩍ䚸ⱁ⾡䜢ᢅ䛔䚸䛣䜜䜙䜢㏻䛨䛶␗ᩥ䛻㛵䛩䜛▱㆑

䜢⋓ᚓ䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸ẚ㍑ᩥⓗほⅬ䛛䜙ศᯒ䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸␗ᩥ䛸䛾ඹ⏕䛻䛴䛺䛜䜛ከඖⓗ䛺ᛮ⪃ຊ䜢㣴䛖䚹㻌

䠄䠎䠅⮬↛⏺䛾ᡂ䜚❧䛱㻌

⚾㐩䜢ྲྀ䜚ᕳ䛟⮬↛⏺䛻䛿ᵝ䚻䛺⌧㇟䛜Ꮡᅾ䛧䚸᪥䚻ኚ䛧䛶䛔䜛䚹䛣䜜䜙⮬↛⏺䛾ᵝ䚻䛺㇟䜢䚸⚾㐩䛿య㦂䜢㏻䛧

䛶䚸㛵䜟䜚䜢ᣢ䛱䛴䛴⌮ゎ䛧䛶䛔䜛䚹䛧䛛䛧䚸ከ䛟䛜ᮍゎ᫂䛷䛒䜚䚸ᚋ䛾◊✲䛾㐍ᒎ䛻㈇䛖㠃䜒䛝䛔䚹ᚑ䛳䛶䚸⮬↛⏺䛾

ᵝ䚻䛺㇟䜢⌮ゎ䛧ゎ᫂䛧䛶䛔䛟䛯䜑䛻䛿䚸⚾㐩䛜⮬↛ឡ䜢ᣢ䛳䛶⬟ືⓗ䛻ᑐᛂ䛧䚸⮬↛⏺䜢Ⰻ䛟⌮ゎ䛩䜛䛣䛸䛜㔜せ䛷

䛒䜛䚹㻌

䛣䛾⛉┠⩌䛷䛿䚸⚾㐩䛾㌟㏆䛺⌧㇟䛸䛧䛶ゐ䜜䜛䛣䛸䛾ከ䛔㇟䚸䛘䜀䚸⛉Ꮫᢏ⾡䛸⌮䛾ၥ㢟䚸⌧௦≀⌮Ꮫ䛜ᥥ䛟

ୡ⏺ീ䜔㌟㏆䛺≀⌮ἲ๎䚸⮬↛⏺䛻ぢ䜙䜜䜛䜹䝍䝏䛻䜎䛴䜟䜛ㅖၥ㢟䚸䜒䛾䛵䛟䜚䛸⛉Ꮫᢏ⾡䛻䛚䛡䜛ᕤᏛⓗ䛺ᢏ⾡䜔ᑗ

᮶ᒎᮃ䚸⏕⛉Ꮫ䛸䛧䛶㌟య䛾ᵓ㐀䛸ᶵ⬟䛾㛵ಀ䚸⏕≀㈨※䛸㎰ᴗ䛾᪥䜎䛷䛾㛵䜟䜚䛸䛭䛾≉ᚩ䚸䛥䜙䛻䛿᪻䜔ᚤ⏕

≀䛸䛾┦㛵䚸䛺䛹䜢ྲྀ䜚ୖ䛢䚸⚾㐩䛾᪥ᖖ䛾ၥ㢟䛸䛧䛶⌮ゎ䛧䚸⏕ά䛾୰䛻ྲྀ䜚㎸䜣䛷ಟᚓ䛩䜛䛣䛸䜢┠ᶆ䛸䛩䜛䚹㻌

䠄䠏䠅䜾䝻䞊䝞䝹䜲䝅䝳䞊㻌

♫䛾䜾䝻䞊䝞䝹䛻䛸䜒䛺䛔䚸䜟䛯䛧䛯䛱䛿䚸ᅜ䜔ᆅᇦ䛾ቃ⏺䜢㉺䛘䛶ᆅ⌫つᶍ䛷䛾ゎỴ䛜ᚲせ䛺䛥䜎䛦䜎䛺ㄢ㢟䛻

┤㠃䛧䛶䛔䜛䚹䛣䛾⛉┠⩌䛷䛿䚸䛣䜜䜙䛾ㄢ㢟䛻䛴䛔䛶⌮ゎ䜢῝䜑䚸䛭䛾ゎỴ䛻ᣦᑟⓗᙺ䜢ᯝ䛯䛩ேᮦ䛸䛺䜛䛯䜑䛾ᇶ

♏⬟ຊ䜢㌟䛻䛴䛡䜛䛣䛸䜢┠ᶆ䛸䛩䜛䚹㻌

⎔ቃၥ㢟䛿䚸䛔䛖䜎䛷䜒䛺䛟ᆅ⌫つᶍ䛾ၥ㢟䛷䛒䜚䚸⮬↛⛉Ꮫ䛸ேᩥ䞉♫⛉Ꮫ䛾᪉䛛䜙ᖜᗈ䛟᥋㏆䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹

䜎䛯䚸ேᶒ䚸䝆䜵䞁䝎䞊䚸ᨻ䜔ἲไᗘ䚸⤒῭䚸䝡䝆䝛䝇䛺䛹䚸䜟䛯䛧䛯䛱䛾⏕ά䛻┤⤖䛩䜛ၥ㢟㡿ᇦ䜒䚸䛔䜎䜔୍ᅜ䛰䛡

䛷䛿ᑐฎ䛩䜛䛣䛸䛜ᅔ㞴䛷䛒䜚䚸ᆅ⌫つᶍ䛾どⅬ䛛䜙ྲྀ䜚⤌䜣䛷䛔䛟䛣䛸䛜ồ䜑䜙䜜䛶䛔䜛䚹䛥䜙䛻䚸䜶䝛䝹䜼䞊㈨※䞉䜶䝛

䝹䜼䞊ᢏ⾡䜔Ⓨ㟁ᢏ⾡䚸㒔ᕷᏳᢏ⾡䛺䛹䛾⛉Ꮫᢏ⾡䛾ᛂ⏝䛾⪃䛘᪉䜔♫䛻䛚䛡䜛ᛂ⏝䛾ᐇ䛻䛴䛔䛶䜒䚸ᆅ⌫つ

ᶍ䛾どⅬ䛛䜙ᤊ䛘䜛䛣䛸䛷᭱ඛ➃䛾ᢏ⾡ືྥ䜢ᢕᥱ䛩䜛䛣䛸䛜ྍ⬟䛸䛺䜛䚹㻌

䠄䠐䠅䠡䠯䠠㻌

䛣䛾⛉┠⩌䛷䛿䚸䚾ᆅ⌫䚿䜢ᯟ⤌䜏䛸䛧䛯᪂䛧䛔ᩍ⫱㐠ື䛷䛒䜛䠡䠯䠠䠄ᣢ⥆ྍ⬟䛺㛤Ⓨ䛾䛯䜑䛾ᩍ⫱䠅䛾ᮏ㉁䛸᪉ἲⓗ䛺

≉ᚩ䜢⌮ゎ䛧䚸⤒῭䞉♫䝅䝇䝔䝮䛾ኚ᭦䜔ே㛫䛾䝷䜲䝣䝇䝍䜲䝹䛾ኚ䜢ᘬ䛝㉳䛣䛩䛯䜑䛻䚸䜟䜜䜟䜜䛜䚸ఱ䜢⪃䛘䚸ఱ

䜢ኚ䛘䛺䛡䜜䜀䛔䛡䛺䛔䛾䛛䜢⪃✲䛩䜛䚹ಶே⩏ⓗ䛺ᩍ⫱ほ䛛䜙ᑠ㞟ᅋ䞉ᵓ⠏⩏ⓗ䛺ᩍ⫱ほ䜈䛾ኚ᭦䚸༢୍ᑓ㛛ᛶ

ᗁ䛛䜙ඹྠⓗᑓ㛛ᛶ䜈䛾䝟䝷䝎䜲䝮䛾㌿䛺䛹䚸䛣䜜䜎䛷䛾ᖖ㆑䜢䛟䛴䛜䛘䛩䛯䜑䛾᪉ἲㄽ䜢᥈✲䛧䛶䜖䛟䚹Ꮫ⏕䞉ᩍ

ဨ䞉Ꮫእ⪅䛜䚸♫ⓗάື䜔䝣䜱䞊䝹䝗䝽䞊䜽䛷䛾༠ാసᴗ䜢㏻䛧䛶䚸ᐇ㊶⌧ሙ䛻䜅䜜䛺䛜䜙䚸᪂䛧䛔ື䛝䛸䛧䛶䛾䠡䠯䠠䛻

䚾䝍䝑䝏䚿䛩䜛䛣䛸䛜┠ᶆ䛷䛒䜛䚹㻌

䠄䠑䠅䜻䝱䝸䜰⛉┠㻌

⌧ᅾ䚸Ꮫ⏕䛻䛿ᑵ⫋άື䜢ጞ䜑䜛䛸䛝䛻ึ䜑䛶䜻䝱䝸䜰䛻䛴䛔䛶⪃䛘䜛䛾䛷䛿䛺䛟䚸ධᏛ䛛䜙༞ᴗᚋ䞉ಟᚋ䛾䜻䝱

䝸䜰䛻䛴䛔䛶⪃䛘䚸῝䜑䛶䛔䛟䛣䛸䛜ồ䜑䜙䜜䛶䛔䜛䚹䛣䛾⛉┠⩌䛷䛿䚸ᐇ♫䛷䛾䝪䝷䞁䝔䜱䜰䜢㏻䛨䛶䚸䛒䜛䛔䛿ᐇ♫

䛷ά㌍䛩䜛䠫䠞㻛䠫䠣➼♫ே䛾ㅮ₇䜢㏻䛨䛶䚸⮬ᕫ䛾䜻䝱䝸䜰䛻㛵䛧䛶䚸䜎䛯䜻䝱䝸䜰䛸䛿ఱ䛛䛸䛔䛖ၥ䛔䛭䛾䜒䛾䛻㛵䛧䛶

⪃䛘䚸῝䜑䛶䛔䛟䛝䛳䛛䛡䜢ᥗ䜏䚸ᑗ᮶䛻ྥ䛡䛶ഛ䛘䜛⬟ຊ䜢㧗䜑䜛䛣䛸䜢┠ᶆ䛸䛩䜛䚹㻌

䠄䠒䠅⚄ᡞᏛ㻌
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䛣䛾⛉┠⩌䛷䛿䚸ᡃ䚻䛾⚄ᡞᏛ䛜❧ᆅ䛩䜛⚄ᡞᕷ䞉රᗜ┴䚸℩ᡞෆᾏ➼䛾Ṕྐ䛸⌧≧䛻㛵䛩䜛⌮ゎ䜢῝䜑䜛䚸䛒䜛

䛔䛿⚄ᡞᏛ䛭䛾䜒䛾䛻㛵䛩䜛⌮ゎ䜢῝䜑䜛䛣䛸䜢㏻䛨䛶䚸䛣䜜䛛䜙䛾Ꮫ⏕⏕ά䜢㐣䛤䛩䛣䛸䛻䛺䜛䜻䝱䞁䝟䝇䚸ᆅᇦ䛻䛴

䛔䛶䛾⌮ゎ䛸㛵ᚰ䜢῝䜑䚸Ꮫ⏕⏕ά䜢䜘䜚᭷ព⩏䛻䛩䜛䛸䛸䜒䛻ᆅᇦ♫䛸Ꮫ䛸䛾䛛䛛䜟䜚䛻䛴䛔䛶⌮ゎ䛩䜛䛣䛸䜢┠ᶆ

䛸䛩䜛䚹㻌

㻌 㻌 䠄䠓䠅䝕䞊䝍䝃䜲䜶䞁䝇㻌

㻌 㻌 㻌 㻌 㻵㻯㼀㻔ሗᢏ⾡㻕䛾ⴭ䛧䛔㐍䛻䜘䜚䚸䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖➼䜢㏻䛨䛶ᵝ䚻䛺ሗ䛜▐䛻䜔䜚ྲྀ䜚䛥䜜䜛௦䛸䛺䜚䚸䛭䜜䜙䛾

ሗ䛿䝕䞊䝍䛸䛧䛶✚䛥䜜䚸䝡䝑䜾䝕䞊䝍䛸䜀䜜䛶䛔䜛䚹䝕䞊䝍䝃䜲䜶䞁䝇䛿䚸⌧ᅾ䚸ᵝ䚻䛺ศ㔝䛻䛚䛔䛶䚸䛣䜜䜙䛾䝕

䞊䝍䛾✚䜢ฎ⌮䞉ศᯒ䛧䚸᪂䛧䛔౯್䜢⏕䜏ฟ䛩䛯䜑䛾᪂䛧䛔Ꮫၥ䛷䛒䜛䚹ᩘᏛ䞉⤫ィᏛ䚸ሗ⛉Ꮫ䞉ሗᕤᏛ䛻䛚䛡䜛

䝕䞊䝍ฎ⌮䞉ศᯒ䛾ᢏ⾡䜔䚸䝕䞊䝍䛛䜙ዴఱ䛻᭷┈䛺ሗ䞉౯್䜢ᘬ䛝ฟ䛩䛛䛸䛔䛖Ⅼ䛻䛚䛔䛶◊✲䞉ᐇ㊶䛜㐍ᒎ䛧䛶䛔䜛䚹㻌

䛣䛾⛉┠⩌䛻䛚䛔䛶䛿ᩘᏛ䞉⤫ィᏛ䚸ሗ⛉Ꮫ䞉ሗᕤᏛ䛻䛚䛡䜛䝕䞊䝍䛾ฎ⌮䞉ศᯒ䛾ᇶ♏䜢㌟䛻╔䛡䜛䛸䛸䜒䛻䚸ྛ

ᑓ㛛ศ㔝䛻䛚䛡䜛䝕䞊䝍䝃䜲䜶䞁䝇䛾ᛂ⏝䚸♫䛸䛾㛵䜟䜚䜢Ꮫ䜃䚸䝕䞊䝍䝃䜲䜶䞁䝇䛾ᮏ㉁䚸ỗ⏝ᛶ䛭䛧䛶ၥ㢟Ⅼ䜢

⌮ゎ䛩䜛䛣䛸䜢┠ᶆ䛸䛩䜛䚹䛭䜜䜙䜢Ⓨᒎ䛥䛫䚸⮬䜙䛾ᑓ㛛ศ㔝䜔䚸♫䛻䛚䛡䜛ᵝ䚻䛺ศ㔝䛻䛚䛔䛶䚸ㄢ㢟䜢Ⓨぢ䛧䚸䛭

䜜䜢ᵝ䚻䛺䝕䞊䝍䜢㏻䛨䛶ゎỴ䛩䜛䛯䜑䛾ᇶ♏ⓗ⬟ຊ䜢ᾰ㣴䛩䜛䛣䛸䜒┠ᶆ䛸䛩䜛䚹㻌

 

䞉እᅜㄒ⛉┠㻌

䠄䠍䠅እᅜㄒ➨ 㻵㻌

䜾䝻䞊䝞䝹♫䛾せ䛺ඹ㏻ゝㄒ䠄䝸䞁䜺䞉䝣䝷䞁䜹䠅䛸䛺䛳䛶䛔䜛ⱥㄒ䛻䛴䛔䛶䚸䛭䛾㐠⏝⬟ຊ䜢ྥୖ䛥䛫䜛䛸䛸䜒䛻䚸ᅜ

㝿䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䜢ᡂ䜚❧䛯䛫䛶䛔䜛ㅖせ⣲䜈䛾⌮ゎ䜢῝䜑䜛䛣䛸䜢┠ᶆ䛸䛩䜛䚹㛤タ⛉┠䛾䛖䛱䚸Academic English 

Communication  Academic English Literacy ࡑࠊࡽࡀ࡞ࡁ⨨ࢆ㔜Ⅼຊࡃ᭩ຊࡴㄞࠊຊࡍヰຊࡃ⪺ࠊࡣ࡛

ࢀࡒࢀ 4 ᢏ⬟ࡓࡋྜ⤫ࢆᣦᑟࠊ࠸⾜ࢆᏛ⾡◊✲࡛せồࡿࢀࡉⱥㄒຊࡢᇶ♏ࢆ⥲ྜⓗᾰ㣴ࡢࡇࠋࡿࡍ㸪ᅜ㝿

ே㛫⛉Ꮫ㒊࡛ࠊࡣe-learning ࡿࡼᚊᏛಟ⮬ࡓࡋ⏝άࢆ Autonomous English ᣑࡢᇶ┙⬟ຊࡢⱥㄒࠊࢀࡉ㛤ㅮࡀ

ࠊ⮬ᚊⓗᏛ⩦ែᗘࢆୖྥࡢ┠ᣦࠊࡓࡲࠋࡍAdvanced English ࡢ⬟ⱥㄒᢏࡢ✀ྛࡓࡌᛂࢬ࣮ࢽࡢ⮬ྛࠊࡣ࡛

 ࠋࡍᣦ┠ࢆୖྥ

䠄䠎䠅እᅜㄒ➨ 㻵㻵㻌

䜾䝻䞊䝞䝹䛜䛒䜙䜖䜛ศ㔝䛻䜎䛷ᾐ㏱䛧䚸ே䜃䛸䜢ྲྀ䜚ᕳ䛟ከᩥ≧ἣ䛜᪥ᖖ䛧䛶䛝䛯᪥䚸ⱥㄒ䝥䝷䝇䜒䛖୍䛴䛾

እᅜㄒ䛾ᇶ♏ⓗ䛺Ꮫຊ䛸ᩍ㣴䜢㌟䛻䛡䜛䛣䛸䛜ᚲせ䛷䛒䜛䚹䛭䛣䛷䝗䜲䝒ㄒ䞉䝣䝷䞁䝇ㄒ䞉୰ᅜㄒ䞉䝻䝅䜰ㄒ䛾䛖䛱䚸୍䛴䛾

ㄒᏛ䜢㑅ᢥ䛧䚸㻝 ᖺḟ䛷䛿䚸Ⓨ㡢䞉ᩥἲ䞉ㄒᙡ䞉ᩥ❶⾲⌧䛺䛹䛾ึ⣭䝺䝧䝹䛾ᇶ♏ⓗಟᚓ䜢┠ᣦ䛩䚹㻞 ᖺḟ䛷䛿䚸䜘䜚㧗ᗘ

䛺ᩥἲ㡯䛾⌮ゎ䜔ㄞゎຊ䞉⾲⌧ຊ䛺䛹䛾୰⣭䝺䝧䝹䛾⩦ᚓ䜢┠ᣦ䛩䚹㻟 ᖺḟ䛷䛿䚸ከᵝ䛺䝖䝺䞊䝙䞁䜾䜢㏻䛧䛶䚸♫䞉

ᩥ⫼ᬒ䛺䛹䛾▱㆑䜢㌟䛻䛴䛡䛺䛜䜙䚸ᐇ㊶ⓗ䛺㐠⏝⬟ຊ䜢䛥䜙䛻ྥୖ䛥䛫䜛䛣䛸䜢┠ᣦ䛩䚹㻌

㻌

䞉ሗ⛉┠㻌

䝁䞁䝢䝳䞊䝍䛺䛹䛾ሗᶵჾ䛸䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛻䛚䛡䜛䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛜ᚲ㡲䛸䛥䜜䜛㧗ᗘሗ♫䛻䛚䛔䛶䚸Ꮫ⏕䛿

䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁ᢏ⾡䜔ሗฎ⌮䚸ሗ㞟䞉Ⓨಙᢏ⾡䛺䛹᭷ຠ䛺ሗᶵჾ䛾⏝᪉ἲ䜢Ꮫ䜀䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䚹䜎䛯䚸

ኚ䛾⃭䛧䛔ሗ♫䛻ᑐᛂ䛩䜛䛯䜑䛻䛿䝁䞁䝢䝳䞊䝍䜔䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛻㛵䛩䜛ᬑ㐢ⓗ䛺ᇶ♏ᴫᛕ䛸ᐇ㊶ⓗ䛺▱㆑䜢ྠ

䛻⌮ゎ䛧䛶䛚䛟ᚲせ䛜䛒䜛䚹ሗ⛉┠䛿䝁䞁䝢䝳䞊䝍䛾᧯సᢏ⾡䜢ྲྀᚓ䛧䚸ሗ䛸䛭䛾ྲྀ䜚ᢅ䛔䛻㛵䛩䜛ṇ䛧䛔ุ᩿ຊ䜢

㣴䛔䚸䛭䜜䜙䜢᪥ᖖ⏕ά䜔♫άື䛻ά⏝䛷䛝䜛⬟ຊ䜢㌟䛻䛴䛡䜛䛣䛸䜢┠ᣦ䛩䚹㻌

 

䞉ᗣ䞉䝇䝫䞊䝒⛉Ꮫ㻌

ᗣ䞉䝇䝫䞊䝒⛉Ꮫ䛿䚸㌟య䛸ᗣ䞉㐠ື䛻㛵䛩䜛Ꮫၥ䜢Ꮫ㝿ⓗ䛺ど㔝䛾䜒䛸䛷⥲ྜ䛧䛯᪂䛧䛔⥲ྜே㛫⛉Ꮫ䛷䛒䜛䚹

ᗣ䞉䝇䝫䞊䝒⛉Ꮫ䛷䛿䚸ㅮ⩏䛸ᐇ⩦䜢㏻䛧䛶䚸㌟య㐠ື䛸ேయ䛾ᶵ⬟䞉⬟ຊ䛸䛾㛵䜟䜚䛻䛴䛔䛶䛾▱㆑䚸Ᏻ䛷ຠᯝⓗ䛛

䛴ຠ⋡䛾䜘䛔㌟య㐠ື䛻䛴䛔䛶䚸ཬ䜃⏕ᾭ䛻䜟䛯䛳䛶ᗣ䛷㇏䛛䛺⏕ά䜢㏦䜛䛯䜑䛾▱㆑䛸ᐇ㊶⬟ຊ䜢ಟᚓ䛩䜛䛣䛸䜢

┠ᶆ䛸䛩䜛䚹㻌

 

䞉ඹ㏻ᑓ㛛ᇶ♏⛉┠㻌

ᑓ㛛ᩍ⫱䜢ཷ䛡䜛䛯䜑䛾‽ഛ䜔ᑟධ䛸䛧䛶䚸」ᩘ䛾Ꮫ㒊䛻ඹ㏻䛩䜛ᇶ♏⛉┠䜢㛤ㅮ䛧䛶䛔䜛䡝ྛᏛ㒊䛷⾜䜟䜜䜛ᑓ㛛ᩍ

⫱䛷䛿䚸ᑓ㛛ศ㔝䛤䛸䛭䜜䛮䜜䛾ᛶ㉁䛻ྜ䜟䛫䛯⣔⤫ⓗ䛭䛧䛶⣼✚ⓗ䛺▱㆑䛸ᢏ⾡䛾ಟᚓ䛜ྍḞ䛷䛒䜛䡝䛭䛣䛷䚸ඹ㏻

ᑓ㛛ᇶ♏⛉┠䛷䛿䚸ᑓ㛛⛉┠䜢⌮ゎ䛧ಟᚓ䛩䜛䛯䜑䛾ᇶ♏䛸䛺䜛▱㆑䜔ᢏ⾡䜢㌟䛻䛴䛡䚸ᇶ♏ⓗ䛺⌮ㄽ䜢⌮ゎ䛧䚸Ꮫၥ

ⓗ䛺䜒䛾䛾ぢ᪉䜢㣴䛖䛣䛸䜢┠ᶆ䛸䛩䜛䡝㻌

㸫 ��� 㸫



㻌

㻌

䠑䠊䠍㻌 㻌 ᤵᴗ䛾Ḟᖍ䛻䛴䛔䛶㻌

䠑䠊䠍䠊䠍㻌 㻌 ㏻ᖖ䛾ᤵᴗ䜢Ḟᖍ䛩䜛ሙྜ㻌

䚽Ḟᖍ䛩䜛䛣䛸䛜䛒䜙䛛䛨䜑ศ䛛䛳䛶䛔䜛ሙྜ䚹䠄ᩍ⫱ᐇ⩦䚸ㆤ➼య㦂䛺䛹䜢ྵ䜐䠅㻌 㻌

䊻๓䛾ᤵᴗ䛻ฟᖍ䛧䛯㝿䚸ᚲ䛪ᢸᙜᩍဨ䛻䜢ㄝ᫂䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌 㻌

䖩ᐃᮇᗣデ᩿䛸Ꮫඹ㏻ᤵᴗ⛉┠䛜㔜」䛩䜛ሙྜ䛿ᤵᴗ䜢ඃඛ䛧䚸䛾᪥䛷ᗣデ᩿䜢ཷ᳨䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌 㻌

䚽ᛴᛶ䛾Ẽ䚸ᚷᘬ䛝䠄㓄അ⪅䚸ぶ➼௨ෆ䛾ぶ᪘䠅䚸៖䛾ᨾ䚸බඹ㏻ᶵ㛵䛾ᖜ䛺㐜ᘏ➼䛷ᙜ᪥ᛴ㑉Ḟᖍ䛩䜛

ሙྜ䚹㻌

䊻⩣㐌䛾ᤵᴗ䛻ฟᖍ䛧䛯㝿䚸ᚲ䛪ᢸᙜᩍဨ䛻䜢ㄝ᫂䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌 㻌

㻌

䛹䛱䜙䛾䜿䞊䝇䜒䚸ᩍဨ䛻䜢ㄝ᫂䛩䜛㝿䚸ᚲ䛪Ḟᖍ䛾⌮⏤䛜ド᫂䛷䛝䜛䜒䛾䠄デ᩿᭩䛺䛹䠅䜢ᩍဨ䛻┤᥋ᥦฟ䛧䛶䛟

䛰䛥䛔䚹㻌 ᤵᴗ䛾ෆᐜ䛻䜘䜚䚸Ḟᖍ䛻ᑐ䛩䜛㓄៖䛜䛷䛝䛺䛔䛣䛸䛜䛒䜚䜎䛩䚹㻌

䖩ᩍဨ䛾㐃⤡ඛ䛻䛴䛔䛶䚸ົ䛷䛿Ꮫ⏕䛛䜙䛾ၥ䛔ྜ䜟䛫䛻ᛂ䛨䜎䛫䜣䚹㻌 㻌

䖩㏻ᖖᤵᴗ䛾Ḟᖍ䛻ᑐ䛩䜛㓄៖䛾ྍྰ䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᤵᴗᢸᙜᩍဨ䛜ุ᩿䛧䜎䛩䚹㻌

䖩ᑓ㛛⛉┠䛾ᐇ⩦䜔㞟୰ㅮ⩏䛸Ꮫඹ㏻ᤵᴗ⛉┠䛜㔜」䛩䜛ሙྜ䛿䚸Ꮫඹ㏻ᤵᴗ⛉┠䜢ඃඛ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌

ุ᩿䛻ᅔ䜛ሙྜ䛿๓䛻ඹ㏻ᩍ⫱䜾䝹䞊䝥䛻⏦䛧ฟ䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌 㻌

㻌 㻌

䛆ὀព䛇㻌ᮏᏛ䛻䛿䛂බḞ䛃ไᗘ䛿䛒䜚䜎䛫䜣䚹㻌

㻌 䞉㻌 䛯䛰䛧䚸≉ᥐ⨨䛸䛧䛶Ꮫ㛗䛜ᣦᐃ䛧䛯⮬↛⅏ᐖ䛻㛵䛩䜛䝪䝷䞁䝔䜱䜰άື䜈䛾ཧຍ䛻䜘䜛ᤵᴗ䛾Ḟᖍ䛻䛴䛔䛶䛿බḞ

䜢㢪䛔ฟ䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜎䛩䛾䛷䚸ᡤᒓᏛ㒊䛾ᩍົᏛ⏕ᢸᙜಀ䛻⏦䛧ฟ䛶䛟䛰䛥䛔䚹ヲ⣽䛿䚸䜻䝱䝸䜰䝉䞁䝍䞊Ꮫ⏕䝪䝷䞁䝔

䜱䜰ᨭᐊ䛾㻌㼃㻱㻮 䝃䜲䝖㻌䛷☜ㄆ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌

㻌 䞉㻌 Ẽ䜔ᡃ䛺䛹䛷㻌 㻞㻌㐌㛫௨ୖḞᖍ䛩䜛ሙྜ䛿䛂Ḟᖍᒆ䛃䜢ᡤᒓᏛ㒊䛾ᩍົᏛ⏕ᢸᙜಀ䜈ᥦฟ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹䠄㛗ᮇḞ

ᖍ䜢ᒆ䛡ฟ䜛ไᗘ䛷䚸Ḟᖍ䛻ᑐ䛩䜛≉ู䛺㓄៖䜢ᒆ䛡ฟ䜛䜒䛾䛷䛿䛒䜚䜎䛫䜣䚹䠅㻌

㻌 䞉㻌 ุဨไᗘ䛻䜘䜚ㅮ⩏ཬ䜃ᐃᮇヨ㦂➼䜢䜔䜐䜢ᚓ䛪Ḟᖍ䛩䜛ሙྜ䛻䛿䚸ᡤᒓᏛ㒊䛾ᩍົᏛ⏕ᢸᙜಀ䛻⏦䛧ฟ䛶䛟䛰

䛥䛔䚹㻌 㻌

䞉㻌ㄢእάື䛻䛴䛔䛶䛿䚸ṇㄢ䠄ᤵᴗ䠅䛜ඃඛ䛷䛩䚹ㄢእάື䛻䜘䜛Ḟᖍ䛻䛴䛔䛶䛿䚸≉ู䛺㓄៖䜢⾜䛔䜎䛫䜣䚹䠄㏻ᖖ䛾Ḟ

ᖍ䛸ྠ䛨ᢅ䛔䛻䛺䜚䜎䛩䚹䠅㻌 䛺䛚䚸ᅜ㝿➼䛻ᣍ㞟䛥䜜䛯ሙྜ䛿䚸Ꮫ⏕ᨭㄢ⏕άᨭ䜾䝹䞊䝥䜒䛧䛟䛿ᡤᒓᏛ㒊䛾

ᩍົᏛ⏕ᢸᙜಀ䛻┦ㄯ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌䛯䛰䛧䚸ᤵᴗ䛾ᛶ㉁ୖ䚸㓄៖䛥䜜䛺䛔ྍ⬟ᛶ䜒䛒䜚䜎䛩䚹㻌 㻌

㻌

䠑䠊䠍䠊䠎㻌 㻌 ᐃᮇヨ㦂䜢Ḟᖍ䛩䜛ሙྜ㻌

㏣ヨ㦂䛿ཎ๎⾜䛔䜎䛫䜣䚹㻌䛯䛰䛧䚸ᛴᛶ䛾Ẽ䚸ᚷᘬ䠄㓄അ⪅䚸ぶ➼ෆ䛾ぶ᪘䠅䚸៖䛾ᨾ䚸බඹ㻌㏻ᶵ㛵䛾㐠

ఇཪ䛿ᖜ䛺㐜ᘏ䚸Ꮫ䛾ᤵᴗ⛉┠䛸䛧䛶⾜䜟䜜䜛ᐇ⩦䠄ᑐ㇟䛸䛺䜛䛛䛹䛖䛛䛻䛴䛔䛶๓䛻 㻷 Ჷົᐊඹ㏻ᩍ⫱䜾䝹䞊

䝥䛷☜ㄆ䛩䜛䛣䛸䠅䚸㻌䛭䛾䜔䜐䜢ᚓ䛺䛔⏤䛻䜘䜛ሙྜ䛻䛿䚸ᮏே䛾㢪䛔ฟ䛻䜘䜚䚸ㄆ䜑䜙䜜䜛䛣䛸䛜䛒䜚䜎䛩䚹㻌 㻌

ヲ⣽䛻䛴䛔䛶䛿䚸䛂㏣ヨ㦂䛻䛴䛔䛶䛃䛾ᥖ♧䜢䚸㻷Ჷᥖ♧ᯈཪ䛿ᅜ㝿ᩍ㣴ᩍ⫱㝔㼃㻱㻮䝃䜲䝖䛷☜ㄆ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌

㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛺䛚䚸༠ᐃ䛻ᇶ䛵䛟␃Ꮫ䜢䛩䜛Ꮫ⏕䜎䛯䛿⚄ᡞᏛ䛾ᩍ⫱䝥䝻䜾䝷䝮䠄ᾏእ䛷ᐇ䛥䜜䜛䜒䛾䛻㝈䜛䚹䠅䛻ཧຍ䛩䜛Ꮫ⏕䛷䚸

␃Ꮫᮇ㛫䛸Ꮫඹ㏻ᤵᴗ⛉┠䛾ᐃᮇヨ㦂᪥䛜㔜䛺䜛ሙྜ䛿䚸ᐃᮇヨ㦂䛾ᐇ᪥䛾ኚ᭦䜢ㄆ䜑䜛䛣䛸䛜䛒䜚䜎䛩䚹㻌ᡭ⥆䛝

䛾ヲ⣽䛻䛴䛔䛶䛿䚸䛂༠ᐃ➼䛻ᇶ䛵䛟␃Ꮫ䛻క䛖Ꮫඹ㏻ᤵᴗ⛉┠䛾ᐃᮇヨ㦂ᐇ᪥䛾ኚ᭦䛻䛴䛔䛶䛃㻌䛾ᥖ♧䜢䚸㻷 Ჷ

ᥖ♧ᯈཪ䛿ᅜ㝿ᩍ㣴ᩍ⫱㝔㼃㻱㻮䝃䜲䝖䛻䛶☜ㄆ䛧䛶ୗ䛥䛔䚹㻌

㻌 㻌

㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䖩㏻ᶵ㛵䛾㐠ఇ䜔Ẽ㇟㆙ሗ䛾Ⓨ⾲䚸㑊㞴່࿌䞉㑊㞴ᣦ♧䠄⥭ᛴ䠅䞉⅏ᐖⓎ⏕ሗ䛾Ⓨ௧䛻䛚䛡䜛ᤵᴗ䞉ᐃᮇヨ㦂䛾ఇ

ㅮᥐ⨨䛻䛴䛔䛶䛿䚸㻷Ჷᥖ♧ᯈཪ䛿⚄ᡞᏛ 㼃㻱㻮䝃䜲䝖ෆ䛖䜚䜌䞊䝫䞊䝍䝹䛾ḟ䛾䝨䞊䝆䜢ཧ⪃䛻䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌 㻌 㻌

䛂㏻ᶵ㛵䛾㐠ఇ䚸Ẽ㇟㆙ሗ䛾Ⓨ⾲䚸㑊㞴່࿌䞉㑊㞴ᣦ♧䠄⥭ᛴ䠅䞉⅏ᐖⓎ⏕ሗ䛾Ⓨ௧䛻䛚䛡䜛ᤵᴗ䚸ᐃᮇヨ

㦂䛾ఇㅮᥐ⨨䛃㻌

㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼛㼒㼒㼕㼏㼑㻚㼗㼛㼎㼑㻙㼡㻚㼍㼏㻚㼖㼜㻛㼟㼠㼐㼚㼠㻙㼗㼥㼙㼟㼥㼟㻛㼟㼠㼡㼐㼑㼚㼠㻛㼓㼞㼑㼑㼚㻛㼍㼏㼏㼑㼟㼟㻛㼕㼚㼐㼑㼤㻚㼔㼠㼙㼘㻌 㻌

㻌

㻡䠊⯡ⓗ䛺ὀព㡯㻌
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㻌

䠑䠊䠎㻌 㻌 ᡂ⦼䛻䛴䛔䛶㻌

䠑䠊䠎䠊䠍㻌 㻌 ᡂ⦼ホ౯䛻䛴䛔䛶㻌

⚄ᡞᏛ䛾ᡂ⦼ホ౯ᇶ‽䛿䚸᪂ධ⏕䜺䜲䝎䞁䝇䛷㓄䛥䜜䛯Ꮫ⏕౽ぴ䛻ᥖ㍕䛥䜜䛯䛂⚄ᡞᏛඹ㏻⣽๎䛃䛷ᐃ䜑䛶䛔䜎

䛩䚹ᤵᴗ⛉┠䛤䛸䛾Ꮫಟ┠ᶆ䚸ᡂ⦼ホ౯᪉ἲ䛿䝅䝷䝞䝇䛷☜ㄆ䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸ึᅇᤵᴗෆ䛷ᢸᙜᩍဨ䛛䜙ㄝ᫂䛜䛒䜚䜎䛩

䛾䛷䚸᫂䛺Ⅼ䛜䛒䜛ሙྜ䛿ᤵᴗᢸᙜᩍဨ䜈┤᥋☜ㄆ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌

䠑䠊䠎䠊䠎㻌 㻌 ᡂ⦼Ⓨ⾲䛻䛴䛔䛶㻌

ྛ䜽䜷䞊䝍䞊䛻䛚䛔䛶ᡂ⦼Ⓨ⾲᪥䛜Ỵ䜎䛳䛶䛔䜎䛩䚹ᡂ⦼Ⓨ⾲᪥䛻䛖䜚䜌䞊䝛䝑䝖䛾ᒚಟᡂ⦼↷䛻䜘䜚䚸ᒚಟ䛧䛯ᤵᴗ

⛉┠䛾ᡂ⦼䜢☜ㄆ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜎䛩䚹ᡂ⦼Ⓨ⾲᪥๓䛻ᢸᙜᩍဨ䛛䜙Ꮫ⏕䜈䛾ᡂ⦼㏻▱䜢⾜䛔䜎䛫䜣䚸䜎䛯䚸Ꮫ⏕䛛䜙䛾

ᡂ⦼↷䛻䛿ᅇ⟅䛧䜎䛫䜣䛾䛷䛤ὀព䛟䛰䛥䛔䚹䛺䛚䚸ᡂ⦼ホ౯䛻ᑐ䛩䜛⏦䛧❧䛶䜢⾜䛖䛣䛸䛜䛷䛝䜛ไᗘ䛜䛒䜚䜎䛩䛾䛷䚸

Ⓨ⾲䛥䜜䛯ᡂ⦼䛻⩏䛜䛒䜛ሙྜ䛻䛿䛣䛾ไᗘ䜢⏝䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌

䈜ྛ䜽䜷䞊䝍䞊䛾ᡂ⦼Ⓨ⾲᪥䛿䚸䛖䜚䜌䞊䝫䞊䝍䝹䛂ᤵᴗ䠋ᒚಟⓏ㘓䛃㻌 䜹䝔䝂䝸ෆ䛷☜ㄆ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜎䛩䚹Ꮫ㒊䛻䜘

䛳䛶䚸㐍⣭䞉༞ᴗᑐ㇟Ꮫ⏕䛾Ⓨ⾲᪥䜢ኚ᭦䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛜䛒䜚䜎䛩䛾䛷䠈㻌ᡤᒓᏛ㒊䛾ᥖ♧ᯈ➼䛷☜ㄆ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌

䠑䠊䠎䠊䠏㻌 㻌 Ꮫඹ㏻ᤵᴗ⛉┠䛾ᡂ⦼ホ౯䛻ᑐ䛩䜛⏦䛧❧䛶䛻䛴䛔䛶㻌

ᒚಟ䛧䛯Ꮫඹ㏻ᤵᴗ⛉┠䛻㛵䛩䜛ᡂ⦼ホ౯䛻䛴䛔䛶䚸ᙜヱᤵᴗ⛉┠䛾ᡂ⦼ホ౯ᇶ‽䛻↷䜙䛧䛶⩏䛜䛒䜛ሙྜ䛿䚸

ᡂ⦼ホ౯䛻䛴䛔䛶ᢸᙜᩍဨ䛻ㄝ᫂䜢ồ䜑䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜎䛩䚹ᡂ⦼ホ౯䛻ᑐ䛩䜛⏦䛧❧䛶䛿䚸ᡂ⦼ホ౯䛾↷䜔ホ౯䛾ኚ

᭦䜢㢪䛔ฟ䜛ไᗘ䛷䛿䛒䜚䜎䛫䜣䚹䝅䝷䝞䝇䜔ᤵᴗෆ䛷♧䛥䜜䛯Ꮫಟ┠ᶆ䞉ᡂ⦼ホ౯ᇶ‽䛻↷䜙䛧䚸ᡂ⦼ホ౯䛻⩏䜢⏦
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８　 神戸大学における授業料，入学料，検定料
及び寄宿料の額に関する規程

（平成 16 年４月１日制定）
最終改正　平成 26 年9月 30日

　（趣　　旨）
第 １  条　この規程は，国立大学法人神戸大学会計規則（平成 16 年４月 1日制定）第 52
条の規定に基づき，神戸大学（以下「本学」という。）における授業料，入学料，検定料
及び寄宿料の額に関し必要な事項を定めるものとする。
　（授業料，入学料及び検定料の額）
第 ２  条　本学において徴収する授業料（幼稚園にあっては，保育料。以下同じ。），入学
料（幼稚園にあっては，入園料。以下同じ。）及び検定料の額は，次の表のとおりとする。

区　　　　　　分 授　　業　　料 入 学 料 検 定 料
 部学 年額　535,800円 282,000円 17,000円

く除を攻専律法務実科究研学法（ 科究研の院学大 。）年額　535,800円 282,000円 30,000円
法学研究科実務法律専攻 年額　804,000円 282,000円 30,000円
乗船実習科 ６か月につき　267,900円 169,200円 18,000円
幼稚園 年額　 73,200円 31,300円 1,600円
中等教育学校の後期課程 年額　115,200円 56,400円 9,800円
特別支援学校の高等部 年額　   4,800円 2,000円 2,500円
科目等履修生・聴講生 １単位につき　14,800円 28,200円 9,800円
研究生 月額　 29,700円 84,600円 9,800円
特別聴講学生 １単位につき　14,800円
特別研究学生 月額　 29,700円

２ 　神戸大学教学規則（以下「教学規則」という。）第 22 条第４項（教学規則第 72 条に
おいて準用する場合を含む。）の規定により，本学の修業年限又は標準修業年限を超え
て一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修して卒業又は課程を修了することを認め
られた者から徴収する授業料の年額は，当該在学を認められた期間（以下「長期在学期
間」という。）に限り，前項の規定にかかわらず，同項に規定する授業料の年額に本学
の修業年限又は標準修業年限に相当する年数を乗じて得た額を長期在学期間の年数で除
した額（その額に 10 円未満の端数があるときは，これを切り上げるものとする。）とす
る。
　３ 　学部において，出願書類等による選抜（以下この項及び次項において「第一段階目の
選抜」という。）を行い，その合格者に限り学力検査その他による選抜（以下この項及
び次項において「第二段階目の選抜」という。）を行う場合の検定料の額については，
第１項の規定にかかわらず，第一段階目の選抜に係る額は 4,000 円とし，第二段階目の
選抜に係る額は 13,000円とする。

　学部において，出願書類等による選抜（以下「第一段階目の選抜」という。）を行い，そ
の合格者に限り学力検査その他による選抜（以下「第二段階目の選抜」という。）を行う場
合の検定料の額については，第１項の規定にかかわらず，第一段階目の選抜に係る額は 4,000 
円とし，第二段階目の選抜に係る額は 13,000 円とする。
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び次項において「第二段階目の選抜」という。）を行う場合の検定料の額については，
第１項の規定にかかわらず，第一段階目の選抜に係る額は 4,000 円とし，第二段階目の
選抜に係る額は 13,000円とする。

　学部において，出願書類等による選抜（以下「第一段階目の選抜」という。）を行い，そ
の合格者に限り学力検査その他による選抜（以下「第二段階目の選抜」という。）を行う場
合の検定料の額については，第１項の規定にかかわらず，第一段階目の選抜に係る額は 4,000 
円とし，第二段階目の選抜に係る額は 13,000 円とする。
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最終改正　平成 30 年９月 20 日

８　 神戸大学における授業料，入学料，検定料
及び寄宿料の額に関する規程

（平成 16 年４月１日制定）
最終改正　平成 26 年9月 30日

　（趣　　旨）
第 １  条　この規程は，国立大学法人神戸大学会計規則（平成 16 年４月 1日制定）第 52
条の規定に基づき，神戸大学（以下「本学」という。）における授業料，入学料，検定料
及び寄宿料の額に関し必要な事項を定めるものとする。
　（授業料，入学料及び検定料の額）
第 ２  条　本学において徴収する授業料（幼稚園にあっては，保育料。以下同じ。），入学
料（幼稚園にあっては，入園料。以下同じ。）及び検定料の額は，次の表のとおりとする。

区　　　　　　分 授　　業　　料 入 学 料 検 定 料
 部学 年額　535,800円 282,000円 17,000円

く除を攻専律法務実科究研学法（ 科究研の院学大 。）年額　535,800円 282,000円 30,000円
法学研究科実務法律専攻 年額　804,000円 282,000円 30,000円
乗船実習科 ６か月につき　267,900円 169,200円 18,000円
幼稚園 年額　 73,200円 31,300円 1,600円
中等教育学校の後期課程 年額　115,200円 56,400円 9,800円
特別支援学校の高等部 年額　   4,800円 2,000円 2,500円
科目等履修生・聴講生 １単位につき　14,800円 28,200円 9,800円
研究生 月額　 29,700円 84,600円 9,800円
特別聴講学生 １単位につき　14,800円
特別研究学生 月額　 29,700円

２ 　神戸大学教学規則（以下「教学規則」という。）第 22 条第４項（教学規則第 72 条に
おいて準用する場合を含む。）の規定により，本学の修業年限又は標準修業年限を超え
て一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修して卒業又は課程を修了することを認め
られた者から徴収する授業料の年額は，当該在学を認められた期間（以下「長期在学期
間」という。）に限り，前項の規定にかかわらず，同項に規定する授業料の年額に本学
の修業年限又は標準修業年限に相当する年数を乗じて得た額を長期在学期間の年数で除
した額（その額に 10 円未満の端数があるときは，これを切り上げるものとする。）とす
る。
　３ 　学部において，出願書類等による選抜（以下この項及び次項において「第一段階目の
選抜」という。）を行い，その合格者に限り学力検査その他による選抜（以下この項及
び次項において「第二段階目の選抜」という。）を行う場合の検定料の額については，
第１項の規定にかかわらず，第一段階目の選抜に係る額は 4,000 円とし，第二段階目の
選抜に係る額は 13,000円とする。

　学部において，出願書類等による選抜（以下「第一段階目の選抜」という。）を行い，そ
の合格者に限り学力検査その他による選抜（以下「第二段階目の選抜」という。）を行う場
合の検定料の額については，第１項の規定にかかわらず，第一段階目の選抜に係る額は 4,000 
円とし，第二段階目の選抜に係る額は 13,000 円とする。
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８　 神戸大学における授業料，入学料，検定料
及び寄宿料の額に関する規程

（平成 16 年４月１日制定）
最終改正　平成 26 年9月 30日

　（趣　　旨）
第 １  条　この規程は，国立大学法人神戸大学会計規則（平成 16 年４月 1日制定）第 52
条の規定に基づき，神戸大学（以下「本学」という。）における授業料，入学料，検定料
及び寄宿料の額に関し必要な事項を定めるものとする。
　（授業料，入学料及び検定料の額）
第 ２  条　本学において徴収する授業料（幼稚園にあっては，保育料。以下同じ。），入学
料（幼稚園にあっては，入園料。以下同じ。）及び検定料の額は，次の表のとおりとする。

区　　　　　　分 授　　業　　料 入 学 料 検 定 料
 部学 年額　535,800円 282,000円 17,000円

く除を攻専律法務実科究研学法（ 科究研の院学大 。）年額　535,800円 282,000円 30,000円
法学研究科実務法律専攻 年額　804,000円 282,000円 30,000円
乗船実習科 ６か月につき　267,900円 169,200円 18,000円
幼稚園 年額　 73,200円 31,300円 1,600円
中等教育学校の後期課程 年額　115,200円 56,400円 9,800円
特別支援学校の高等部 年額　   4,800円 2,000円 2,500円
科目等履修生・聴講生 １単位につき　14,800円 28,200円 9,800円
研究生 月額　 29,700円 84,600円 9,800円
特別聴講学生 １単位につき　14,800円
特別研究学生 月額　 29,700円

２ 　神戸大学教学規則（以下「教学規則」という。）第 22 条第４項（教学規則第 72 条に
おいて準用する場合を含む。）の規定により，本学の修業年限又は標準修業年限を超え
て一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修して卒業又は課程を修了することを認め
られた者から徴収する授業料の年額は，当該在学を認められた期間（以下「長期在学期
間」という。）に限り，前項の規定にかかわらず，同項に規定する授業料の年額に本学
の修業年限又は標準修業年限に相当する年数を乗じて得た額を長期在学期間の年数で除
した額（その額に 10 円未満の端数があるときは，これを切り上げるものとする。）とす
る。

　３ 　学部において，出願書類等による選抜（以下この項及び次項において「第一段階目の
選抜」という。）を行い，その合格者に限り学力検査その他による選抜（以下この項及
び次項において「第二段階目の選抜」という。）を行う場合の検定料の額については，
第１項の規定にかかわらず，第一段階目の選抜に係る額は 4,000 円とし，第二段階目の
選抜に係る額は 13,000円とする。

　学部において，出願書類等による選抜（以下「第一段階目の選抜」という。）を行い，そ
の合格者に限り学力検査その他による選抜（以下「第二段階目の選抜」という。）を行う場
合の検定料の額については，第１項の規定にかかわらず，第一段階目の選抜に係る額は 4,000 
円とし，第二段階目の選抜に係る額は 13,000 円とする。
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最終改正　平成 30 年９月 20 日

８　 神戸大学における授業料，入学料，検定料
及び寄宿料の額に関する規程

（平成 16 年４月１日制定）
最終改正　平成 26 年9月 30日

　（趣　　旨）
第 １  条　この規程は，国立大学法人神戸大学会計規則（平成 16 年４月 1日制定）第 52
条の規定に基づき，神戸大学（以下「本学」という。）における授業料，入学料，検定料
及び寄宿料の額に関し必要な事項を定めるものとする。
　（授業料，入学料及び検定料の額）
第 ２  条　本学において徴収する授業料（幼稚園にあっては，保育料。以下同じ。），入学
料（幼稚園にあっては，入園料。以下同じ。）及び検定料の額は，次の表のとおりとする。

区　　　　　　分 授　　業　　料 入 学 料 検 定 料
 部学 年額　535,800円 282,000円 17,000円

く除を攻専律法務実科究研学法（ 科究研の院学大 。）年額　535,800円 282,000円 30,000円
法学研究科実務法律専攻 年額　804,000円 282,000円 30,000円
乗船実習科 ６か月につき　267,900円 169,200円 18,000円
幼稚園 年額　 73,200円 31,300円 1,600円
中等教育学校の後期課程 年額　115,200円 56,400円 9,800円
特別支援学校の高等部 年額　   4,800円 2,000円 2,500円
科目等履修生・聴講生 １単位につき　14,800円 28,200円 9,800円
研究生 月額　 29,700円 84,600円 9,800円
特別聴講学生 １単位につき　14,800円
特別研究学生 月額　 29,700円

２ 　神戸大学教学規則（以下「教学規則」という。）第 22 条第４項（教学規則第 72 条に
おいて準用する場合を含む。）の規定により，本学の修業年限又は標準修業年限を超え
て一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修して卒業又は課程を修了することを認め
られた者から徴収する授業料の年額は，当該在学を認められた期間（以下「長期在学期
間」という。）に限り，前項の規定にかかわらず，同項に規定する授業料の年額に本学
の修業年限又は標準修業年限に相当する年数を乗じて得た額を長期在学期間の年数で除
した額（その額に 10 円未満の端数があるときは，これを切り上げるものとする。）とす
る。
　３ 　学部において，出願書類等による選抜（以下この項及び次項において「第一段階目の
選抜」という。）を行い，その合格者に限り学力検査その他による選抜（以下この項及
び次項において「第二段階目の選抜」という。）を行う場合の検定料の額については，
第１項の規定にかかわらず，第一段階目の選抜に係る額は 4,000 円とし，第二段階目の
選抜に係る額は 13,000円とする。

　学部において，出願書類等による選抜（以下「第一段階目の選抜」という。）を行い，そ
の合格者に限り学力検査その他による選抜（以下「第二段階目の選抜」という。）を行う場
合の検定料の額については，第１項の規定にかかわらず，第一段階目の選抜に係る額は 4,000 
円とし，第二段階目の選抜に係る額は 13,000 円とする。
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８　 神戸大学における授業料，入学料，検定料
及び寄宿料の額に関する規程

（平成 16 年４月１日制定）
最終改正　平成 26 年9月 30日

　（趣　　旨）
第 １  条　この規程は，国立大学法人神戸大学会計規則（平成 16 年４月 1日制定）第 52
条の規定に基づき，神戸大学（以下「本学」という。）における授業料，入学料，検定料
及び寄宿料の額に関し必要な事項を定めるものとする。
　（授業料，入学料及び検定料の額）
第 ２  条　本学において徴収する授業料（幼稚園にあっては，保育料。以下同じ。），入学
料（幼稚園にあっては，入園料。以下同じ。）及び検定料の額は，次の表のとおりとする。

区　　　　　　分 授　　業　　料 入 学 料 検 定 料
 部学 年額　535,800円 282,000円 17,000円

く除を攻専律法務実科究研学法（ 科究研の院学大 。）年額　535,800円 282,000円 30,000円
法学研究科実務法律専攻 年額　804,000円 282,000円 30,000円
乗船実習科 ６か月につき　267,900円 169,200円 18,000円
幼稚園 年額　 73,200円 31,300円 1,600円
中等教育学校の後期課程 年額　115,200円 56,400円 9,800円
特別支援学校の高等部 年額　   4,800円 2,000円 2,500円
科目等履修生・聴講生 １単位につき　14,800円 28,200円 9,800円
研究生 月額　 29,700円 84,600円 9,800円
特別聴講学生 １単位につき　14,800円
特別研究学生 月額　 29,700円

２ 　神戸大学教学規則（以下「教学規則」という。）第 22 条第４項（教学規則第 72 条に
おいて準用する場合を含む。）の規定により，本学の修業年限又は標準修業年限を超え
て一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修して卒業又は課程を修了することを認め
られた者から徴収する授業料の年額は，当該在学を認められた期間（以下「長期在学期
間」という。）に限り，前項の規定にかかわらず，同項に規定する授業料の年額に本学
の修業年限又は標準修業年限に相当する年数を乗じて得た額を長期在学期間の年数で除
した額（その額に 10 円未満の端数があるときは，これを切り上げるものとする。）とす
る。

　３ 　学部において，出願書類等による選抜（以下この項及び次項において「第一段階目の
選抜」という。）を行い，その合格者に限り学力検査その他による選抜（以下この項及
び次項において「第二段階目の選抜」という。）を行う場合の検定料の額については，
第１項の規定にかかわらず，第一段階目の選抜に係る額は 4,000 円とし，第二段階目の
選抜に係る額は 13,000円とする。

　学部において，出願書類等による選抜（以下「第一段階目の選抜」という。）を行い，そ
の合格者に限り学力検査その他による選抜（以下「第二段階目の選抜」という。）を行う場
合の検定料の額については，第１項の規定にかかわらず，第一段階目の選抜に係る額は 4,000 
円とし，第二段階目の選抜に係る額は 13,000 円とする。
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最終改正　平成 30 年９月 20 日

㸫 ��� 㸫



４ 　法学研究科実務法律専攻において，第一段階目の選抜を行い，その合格者に限り第二
段階目の選抜を行う場合の検定料の額については，第１項の規定にかかわらず，第一段
階目の選抜に係る額は 7,000 円とし，第二段階目の選抜に係る額は 23,000 円とする。
５ 　小学校，中学校及び中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部
において，入学を許可するための試験，健康診断，書面その他による選考等を行った場
合に徴収する検定料の額は，次の表のとおりとする。

区　　　　　分 検　　定　　料

小学校 3,300円

中学校及び中等教育学校の前期課程 5,000円

特別支援学校の小学部 1,000円

特別支援学校の中学部 1,500円

６ 　第１項に規定する幼稚園，中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部並びに
前項に規定する小学校及び中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中
学部の入学を許可するための選考等において，抽選等（以下この項において「試験等」
という。）を行う場合の検定料の額については，第１項及び前項の規定にかかわらず，
抽選による選考等に係る額は，次の表の第２欄に掲げるとおりとし，試験等に係る額は，
同表の第３欄に掲げる額とする。

区　　　　　　分 抽選による選考等に係る額 試験等に係る額
幼稚園 700円 900円
小学校 1,100円 2,200円
中等教育学校の前期課程 1,300円 3,700円
中等教育学校の後期課程 2,400円 7,400円
特別支援学校の小学部 500円 500円
特別支援学校の中学部 600円 900円
特別支援学校の高等部 700円 1,800円

７ 　学部の転学，編入学又は再入学に係る検定料の額は，第１項の規定にかかわらず，
30,000 円とする。
　学部の転学，編入学又は再入学に係る検定料の額は，第１項の規定にかかわらず，
30,000 円とする。なお，編入学における書類選考による第一段階目の選抜を行い，そ
の合格者に限り第二段階目の選抜を行う場合の検定料の額については，第１項の規定に
かかわらず，第一段階目の選抜に係る額は 7,000 円とし，第二段階目の選抜に係る額は
23,000 円とする。

８
 
　編入学，転入学又は再入学をした者に係る授業料の額は，当該者の属する年次の在学
者に係る額と同額とする。
９
 
　大学院設置基準（昭和49年文部省令第 28号）第 16条第１項ただし書の規定により，大
学院研究科の修士課程を修了し，引き続き当該大学大学院研究科の博士課程に進学した者
の授業料の額については，当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
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４ 　法学研究科実務法律専攻において，第一段階目の選抜を行い，その合格者に限り第二
段階目の選抜を行う場合の検定料の額については，第１項の規定にかかわらず，第一段
階目の選抜に係る額は 7,000 円とし，第二段階目の選抜に係る額は 23,000 円とする。
５ 　小学校，中学校及び中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部
において，入学を許可するための試験，健康診断，書面その他による選考等を行った場
合に徴収する検定料の額は，次の表のとおりとする。

区　　　　　分 検　　定　　料

小学校 3,300円

中学校及び中等教育学校の前期課程 5,000円

特別支援学校の小学部 1,000円

特別支援学校の中学部 1,500円

６ 　第１項に規定する幼稚園，中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部並びに
前項に規定する小学校及び中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中
学部の入学を許可するための選考等において，抽選等（以下この項において「試験等」
という。）を行う場合の検定料の額については，第１項及び前項の規定にかかわらず，
抽選による選考等に係る額は，次の表の第２欄に掲げるとおりとし，試験等に係る額は，
同表の第３欄に掲げる額とする。

区　　　　　　分 抽選による選考等に係る額 試験等に係る額
幼稚園 700円 900円
小学校 1,100円 2,200円
中等教育学校の前期課程 1,300円 3,700円
中等教育学校の後期課程 2,400円 7,400円
特別支援学校の小学部 500円 500円
特別支援学校の中学部 600円 900円
特別支援学校の高等部 700円 1,800円

７ 　学部の転学，編入学又は再入学に係る検定料の額は，第１項の規定にかかわらず，
30,000 円とする。
　学部の転学，編入学又は再入学に係る検定料の額は，第１項の規定にかかわらず，
30,000 円とする。なお，編入学における書類選考による第一段階目の選抜を行い，そ
の合格者に限り第二段階目の選抜を行う場合の検定料の額については，第１項の規定に
かかわらず，第一段階目の選抜に係る額は 7,000 円とし，第二段階目の選抜に係る額は
23,000 円とする。

８
 
　編入学，転入学又は再入学をした者に係る授業料の額は，当該者の属する年次の在学
者に係る額と同額とする。
９
 
　大学院設置基準（昭和49年文部省令第 28号）第 16条第１項ただし書の規定により，大
学院研究科の修士課程を修了し，引き続き当該大学大学院研究科の博士課程に進学した者
の授業料の額については，当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。

㸫 ��� 㸫

　（寄宿料の額）
第 ３ 条　本学において徴収する寄宿料の額は，次の表のとおりとする。

区　　　　分 学生寮等の名称 寄　　宿　　料

居室が単身用の
場合

住吉国際学生宿舎 月額　  4,700 円
白鴎寮 月額　  5,900 円
住吉寮，女子寮，国維寮，インターナショナル・レジ
デンス（単身室 床面積 15 ㎡未満） 月額　18,000 円

インターナショナル・レジデンス（単身室 床面積 15 ㎡
以上） 月額　21,000 円

居室が世帯用の
場合

国際交流会館（夫婦室） 月額　  9,500 円
国際交流会館（家族室） 月額　11,900 円
インターナショナル・レジデンス（夫婦室） 月額　45,000 円
インターナショナル・レジデンス（家族室） 月額　49,000 円

２  　この条に定めるもののほか，寄宿料の額に関し必要な事項は，別に定める。

　　　附　　　　則
　　この規程は，平成 26 年 10 月１日から施行する。

則

　附　則
この規程は，平成 30 年４月１日から施行する。
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　　この規程は，平成 30 年 10 月１日から施行する。
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ㄒึ⣭㸿㸱ࢶࢻ ��� ۑ
ㄒึ⣭㸿㸲ࢶࢻ ��� ۑ
ㄒึ⣭㹀㸱ࢶࢻ ��� ۑ
ㄒึ⣭㹀㸲ࢶࢻ ��� ۑ
ㄒึ⣭㹑㸿㸱ࢶࢻ ��� 㸦ۑ㸧ͤ
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ㄒึ⣭㸿㸯ࢫࣥࣛࣇ ��� ۑ
ㄒึ⣭㸿㸰ࢫࣥࣛࣇ ��� ۑ
ㄒึ⣭㹀㸯ࢫࣥࣛࣇ ��� ۑ
ㄒึ⣭㹀㸰ࢫࣥࣛࣇ ��� ۑ
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ㄒึ⣭㹑㸿㸱ࢫࣥࣛࣇ ��� 㸦ۑ㸧ͤ

ㄒึ⣭㹑㸿㸲ࢫࣥࣛࣇ ��� 㸦ۑ㸧ͤ

ㄒึ⣭㹑㹀㸱ࢫࣥࣛࣇ ��� 㸦ۑ㸧ͤ
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ㄒ୰⣭㹁㸯ࢫࣥࣛࣇ ��� ۑ
ㄒ୰⣭㹁㸰ࢫࣥࣛࣇ ��� ۑ
୰ᅜㄒึ⣭㸿㸯 ��� ۑ
୰ᅜㄒึ⣭㸿㸰 ��� ۑ
୰ᅜㄒึ⣭㹀㸯 ��� ۑ
୰ᅜㄒึ⣭㹀㸰 ��� ۑ
୰ᅜㄒึ⣭㸿㸱 ��� ۑ
୰ᅜㄒึ⣭㸿㸲 ��� ۑ
୰ᅜㄒึ⣭㹀㸱 ��� ۑ
୰ᅜㄒึ⣭㹀㸲 ��� ۑ
୰ᅜㄒึ⣭㹑㸿㸱 ��� 㸦ۑ㸧ͤ

୰ᅜㄒึ⣭㹑㸿㸲 ��� 㸦ۑ㸧ͤ

୰ᅜㄒึ⣭㹑㹀㸱 ��� 㸦ۑ㸧ͤ

୰ᅜㄒึ⣭㹑㹀㸲 ��� 㸦ۑ㸧ͤ
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ㄒึ⣭㸿㸰ࢩࣟ ��� ۑ
ㄒึ⣭㹀㸯ࢩࣟ ��� ۑ
ㄒึ⣭㹀㸰ࢩࣟ ��� ۑ
ㄒึ⣭㸿㸱ࢩࣟ ��� ۑ
ㄒึ⣭㸿㸲ࢩࣟ ��� ۑ
ㄒึ⣭㹀㸱ࢩࣟ ��� ۑ
ㄒึ⣭㹀㸲ࢩࣟ ��� ۑ
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ㄒ୰⣭㹁㸰ࢩࣟ ��� ۑ
➨୕እᅜㄒ㸦ࢶࢻㄒ㸧㹒㸯 ��� ۑ
➨୕እᅜㄒ㸦ࢶࢻㄒ㸧㹒㸰 ��� ۑ
➨୕እᅜㄒ㸦ࢶࢻㄒ㸧㹒㸱 ��� ۑ
➨୕እᅜㄒ㸦ࢶࢻㄒ㸧㹒㸲 ��� ۑ
➨୕እᅜㄒ㸦ࢫࣥࣛࣇㄒ㸧㹒㸯 ��� ۑ
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ㄒึ⣭㹑㸿㸱ࢫࣥࣛࣇ ��� 㸦ۑ㸧ͤ

ㄒึ⣭㹑㸿㸲ࢫࣥࣛࣇ ��� 㸦ۑ㸧ͤ
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ㄒ୰⣭㹁㸯ࢫࣥࣛࣇ ��� ۑ
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୰ᅜㄒึ⣭㸿㸯 ��� ۑ
୰ᅜㄒึ⣭㸿㸰 ��� ۑ
୰ᅜㄒึ⣭㹀㸯 ��� ۑ
୰ᅜㄒึ⣭㹀㸰 ��� ۑ
୰ᅜㄒึ⣭㸿㸱 ��� ۑ
୰ᅜㄒึ⣭㸿㸲 ��� ۑ
୰ᅜㄒึ⣭㹀㸱 ��� ۑ
୰ᅜㄒึ⣭㹀㸲 ��� ۑ
୰ᅜㄒึ⣭㹑㸿㸱 ��� 㸦ۑ㸧ͤ

୰ᅜㄒึ⣭㹑㸿㸲 ��� 㸦ۑ㸧ͤ
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୰ᅜㄒ୰⣭㹁㸯 ��� ۑ
୰ᅜㄒ୰⣭㹁㸰 ��� ۑ
ㄒึ⣭㸿㸯ࢩࣟ ��� ۑ
ㄒึ⣭㸿㸰ࢩࣟ ��� ۑ
ㄒึ⣭㹀㸯ࢩࣟ ��� ۑ
ㄒึ⣭㹀㸰ࢩࣟ ��� ۑ
ㄒึ⣭㸿㸱ࢩࣟ ��� ۑ
ㄒึ⣭㸿㸲ࢩࣟ ��� ۑ
ㄒึ⣭㹀㸱ࢩࣟ ��� ۑ
ㄒึ⣭㹀㸲ࢩࣟ ��� ۑ
ㄒ୰⣭㹁㸯ࢩࣟ ��� ۑ
ㄒ୰⣭㹁㸰ࢩࣟ ��� ۑ
➨୕እᅜㄒ㸦ࢶࢻㄒ㸧㹒㸯 ��� ۑ
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➨୕እᅜㄒ㸦ࢫࣥࣛࣇㄒ㸧㹒㸯 ��� ۑ
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ᗣ࣭ࢶ࣮࣏ࢫ⛉Ꮫㅮ⩏㸿 � ۑ
ᗣ࣭ࢶ࣮࣏ࢫ⛉Ꮫㅮ⩏㹀 � ۑ
ᗣ࣭ࢶ࣮࣏ࢫ⛉Ꮫㅮ⩏㹁 � ۑ
ᗣ࣭ࢶ࣮࣏ࢫ⛉Ꮫᐇ⩦ᇶ♏ � ۔
ᗣ࣭ࢶ࣮࣏ࢫ⛉Ꮫᐇ⩦㸯 ��� ۑ
ᗣ࣭ࢶ࣮࣏ࢫ⛉Ꮫᐇ⩦㸰 ��� ۑ
ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㒊㧗ᗘᩍ㣴⛉┠ྲྀࡢ
ࠋࡿࡵᐃูࡣ࡚࠸ࡘ࠸ᢅ
᪥ᮏᅜ᠇ἲ㸯 � ۑ
᪥ᮏᅜ᠇ἲ㸰 � ۑ
ᩍ⫋ㄽ㸦୰࣭㧗㸧㸯 � ۑ
ᩍ⫋ㄽ㸦୰࣭㧗㸧㸰 � ۑ
ᩍ⫱ཎ⌮㸯 � ۑ
ᩍ⫱ཎ⌮㸰 � ۑ
ᩍ⫱ྐ㸯 � ۑ
ᩍ⫱ྐ㸰 � ۑ
ᩍ⫱⾜ᨻᏛ㸦୰࣭㧗㸧㸯 � ۑ
ᩍ⫱⾜ᨻᏛ㸦୰࣭㧗㸧㸰 � ۑ
ᩍ⫱⤒ႠᏛ㸦୰࣭㧗㸧㸯 � ۑ
ᩍ⫱⤒ႠᏛ㸦୰࣭㧗㸧㸰 � ۑ
୰➼≉ูᨭᩍ⫱ㄽ㸯 � ۑ
୰➼≉ูᨭᩍ⫱ㄽ㸰 � ۑ
୰➼࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ㄽ㸯 � ۑ
୰➼࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ㄽ㸰 � ۑ
ⱥㄒ⛉ᩍ⫱ㄽ㸿㸯 � ۑ
ⱥㄒ⛉ᩍ⫱ㄽ㸿㸰 � ۑ
ⱥㄒ⛉ᩍ⫱ㄽ㹀㸯 � ۑ
ⱥㄒ⛉ᩍ⫱ㄽ㹀㸰 � ۑ
ⱥㄒ⛉ᩍ⫱ㄽ㹁㸯 � ۑ
ⱥㄒ⛉ᩍ⫱ㄽ㹁㸰 � ۑ
ⱥㄒ⛉ᩍ⫱ㄽ㹂㸯 � ۑ
ⱥㄒ⛉ᩍ⫱ㄽ㹂㸰 � ۑ
ⱥㄒ⛉ᩍ⫱ㄽ㹃㸯 � ۑ
ⱥㄒ⛉ᩍ⫱ㄽ㹃㸰 � ۑ
ಖయ⫱⛉ᩍ⫱ㄽ㸿㸯 � ۑ
ಖయ⫱⛉ᩍ⫱ㄽ㸿㸰 � ۑ
ಖయ⫱⛉ᩍ⫱ㄽ㹀㸯 � ۑ
ಖయ⫱⛉ᩍ⫱ㄽ㹀㸰 � ۑ
ಖయ⫱⛉ᩍ⫱ㄽ㹁㸯 � ۑ
ಖయ⫱⛉ᩍ⫱ㄽ㹁㸰 � ۑ
ಖయ⫱⛉ᩍ⫱ㄽ㹂㸯 � ۑ
ಖయ⫱⛉ᩍ⫱ㄽ㹂㸰 � ۑ
㡢ᴦ⛉ᩍ⫱ㄽ㸿㸯 � ۑ
㡢ᴦ⛉ᩍ⫱ㄽ㸿㸰 � ۑ
㡢ᴦ⛉ᩍ⫱ㄽ㹀㸯 � ۑ
㡢ᴦ⛉ᩍ⫱ㄽ㹀㸰 � ۑ
㡢ᴦ⛉ᩍ⫱ㄽ㹁㸯 � ۑ
㡢ᴦ⛉ᩍ⫱ㄽ㹁㸰 � ۑ
㡢ᴦ⛉ᩍ⫱ㄽ㹂㸯 � ۑ
㡢ᴦ⛉ᩍ⫱ㄽ㹂㸰 � ۑ
⨾⾡⛉ᩍ⫱ㄽ㸿㸯 � ۑ
⨾⾡⛉ᩍ⫱ㄽ㸿㸰 � ۑ
⨾⾡⛉ᩍ⫱ㄽ㹀㸯 � ۑ
⨾⾡⛉ᩍ⫱ㄽ㹀㸰 � ۑ
⨾⾡⛉ᩍ⫱ㄽ㹁㸯 � ۑ
⨾⾡⛉ᩍ⫱ㄽ㹁㸰 � ۑ
⨾⾡⛉ᩍ⫱ㄽ㹂㸯 � ۑ
⨾⾡⛉ᩍ⫱ㄽ㹂㸰 � ۑ
⌮⛉ᩍ⫱ㄽ㸿 � ۑ
⌮⛉ᩍ⫱ㄽ㹀 � ۑ
⌮⛉ᩍ⫱ㄽ㹁 � ۑ
⌮⛉ᩍ⫱ㄽ㹂 � ۑ
ᩘᏛ⛉ᩍ⫱ㄽ㸿㸯 � ۑ
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ᩘᏛ⛉ᩍ⫱ㄽ㸿㸰 � ۑ
ᩘᏛ⛉ᩍ⫱ㄽ㹀㸯 � ۑ
ᩘᏛ⛉ᩍ⫱ㄽ㹀㸰 � ۑ
ᩘᏛ⛉ᩍ⫱ㄽ㹁㸯 � ۑ
ᩘᏛ⛉ᩍ⫱ㄽ㹁㸰 � ۑ
ᩘᏛ⛉ᩍ⫱ㄽ㹂㸯 � ۑ
ᩘᏛ⛉ᩍ⫱ㄽ㹂㸰 � ۑ
ᐙᗞ⛉ᩍ⫱ㄽ㸿 � ۑ
ᐙᗞ⛉ᩍ⫱ㄽ㹀 � ۑ
ᐙᗞ⛉ᩍ⫱ㄽ㹁㸯 � ۑ
ᐙᗞ⛉ᩍ⫱ㄽ㹁㸰 � ۑ
ᐙᗞ⛉ᩍ⫱ㄽ㹂㸯 � ۑ
ᐙᗞ⛉ᩍ⫱ㄽ㹂㸰 � ۑ
♫⛉ᩍ⫱ㄽ㸿㸯 � ۑ
♫⛉ᩍ⫱ㄽ㸿㸰 � ۑ
♫⛉ᩍ⫱ㄽ㹀㸯 � ۑ
♫⛉ᩍ⫱ㄽ㹀㸰 � ۑ
බẸ⛉ᩍ⫱ㄽ㸯 � ۑ
බẸ⛉ᩍ⫱ㄽ㸰 � ۑ
♫⛉࣭බẸ⛉ᩍ⫱ㄽ㸯 � ۑ
♫⛉࣭බẸ⛉ᩍ⫱ㄽ㸰 � ۑ
ᆅṔ⛉ᩍ⫱ㄽ㸯 � ۑ
ᆅṔ⛉ᩍ⫱ㄽ㸰 � ۑ
♫⛉࣭ᆅṔ⛉ᩍ⫱ㄽ㸯 � ۑ
♫⛉࣭ᆅṔ⛉ᩍ⫱ㄽ㸰 � ۑ
୰➼㐨ᚨᩍ⫱ㄽ㸯 � ۑ
୰➼㐨ᚨᩍ⫱ㄽ㸰 � ۑ
⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢᣦᑟἲ㸦୰࣭㧗㸧㸯 � ۑ
⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢᣦᑟἲ㸦୰࣭㧗㸧㸰 � ۑ
୰➼≉ูάືᣦᑟㄽ㸯 � ۑ
୰➼≉ูάືᣦᑟㄽ㸰 � ۑ
୰➼Ꮫ⩦ᣦᑟㄽ㸯 � ۑ
୰➼Ꮫ⩦ᣦᑟㄽ㸰 � ۑ
୰➼⏕ᚐᣦᑟㄽ㸯 � ۑ
୰➼⏕ᚐᣦᑟㄽ㸰 � ۑ
୰➼ᩍ⫱๓࣭ᚋᣦᑟ � ۑ
୰Ꮫᰯᩍ⫱ᐇᆅ◊✲㸿 � ۑ
୰Ꮫᰯᩍ⫱ᐇᆅ◊✲㹀 � ۑ
㧗➼Ꮫᰯᩍ⫱ᐇᆅ◊✲ � ۑ
ᩍ⫋ᐇ㊶₇⩦㸦୰࣭㧗㸧㸯 � ۑ
ᩍ⫋ᐇ㊶₇⩦㸦୰࣭㧗㸧㸰 � ۑ
ᕤⱁᐇ㊶₇⩦㸯 � ۑ
ᕤⱁᐇ㊶₇⩦㸰 � ۑ
㸯ࣗࢪ࣮࢙ࣇࣝࢯ � ۑ
㸰ࣗࢪ࣮࢙ࣇࣝࢯ � ۑ
ඛ➃⾲⌧₇⩦㸯 � ۑ
ඛ➃⾲⌧₇⩦㸰 � ۑ
⮬↛ᆅ⌮Ꮫ㸦D㸧 � ۑ
⮬↛ᆅ⌮Ꮫ㸦E㸧 � ۑ
ᆅㄅ㸦D㸧 � ۑ
ᆅㄅ㸦E㸧 � ۑ
༤≀㤋ᴫㄽ㸯 � ۑ
༤≀㤋ᴫㄽ㸰 � ۑ
༤≀㤋⤒Ⴀㄽ㸯 � ۑ
༤≀㤋⤒Ⴀㄽ㸰 � ۑ
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ᩘᏛ⛉ᩍ⫱ㄽ㸿㸰 � ۑ
ᩘᏛ⛉ᩍ⫱ㄽ㹀㸯 � ۑ
ᩘᏛ⛉ᩍ⫱ㄽ㹀㸰 � ۑ
ᩘᏛ⛉ᩍ⫱ㄽ㹁㸯 � ۑ
ᩘᏛ⛉ᩍ⫱ㄽ㹁㸰 � ۑ
ᩘᏛ⛉ᩍ⫱ㄽ㹂㸯 � ۑ
ᩘᏛ⛉ᩍ⫱ㄽ㹂㸰 � ۑ
ᐙᗞ⛉ᩍ⫱ㄽ㸿 � ۑ
ᐙᗞ⛉ᩍ⫱ㄽ㹀 � ۑ
ᐙᗞ⛉ᩍ⫱ㄽ㹁㸯 � ۑ
ᐙᗞ⛉ᩍ⫱ㄽ㹁㸰 � ۑ
ᐙᗞ⛉ᩍ⫱ㄽ㹂㸯 � ۑ
ᐙᗞ⛉ᩍ⫱ㄽ㹂㸰 � ۑ
♫⛉ᩍ⫱ㄽ㸿㸯 � ۑ
♫⛉ᩍ⫱ㄽ㸿㸰 � ۑ
♫⛉ᩍ⫱ㄽ㹀㸯 � ۑ
♫⛉ᩍ⫱ㄽ㹀㸰 � ۑ
බẸ⛉ᩍ⫱ㄽ㸯 � ۑ
බẸ⛉ᩍ⫱ㄽ㸰 � ۑ
♫⛉࣭බẸ⛉ᩍ⫱ㄽ㸯 � ۑ
♫⛉࣭බẸ⛉ᩍ⫱ㄽ㸰 � ۑ
ᆅṔ⛉ᩍ⫱ㄽ㸯 � ۑ
ᆅṔ⛉ᩍ⫱ㄽ㸰 � ۑ
♫⛉࣭ᆅṔ⛉ᩍ⫱ㄽ㸯 � ۑ
♫⛉࣭ᆅṔ⛉ᩍ⫱ㄽ㸰 � ۑ
୰➼㐨ᚨᩍ⫱ㄽ㸯 � ۑ
୰➼㐨ᚨᩍ⫱ㄽ㸰 � ۑ
⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢᣦᑟἲ㸦୰࣭㧗㸧㸯 � ۑ
⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢᣦᑟἲ㸦୰࣭㧗㸧㸰 � ۑ
୰➼≉ูάືᣦᑟㄽ㸯 � ۑ
୰➼≉ูάືᣦᑟㄽ㸰 � ۑ
୰➼Ꮫ⩦ᣦᑟㄽ㸯 � ۑ
୰➼Ꮫ⩦ᣦᑟㄽ㸰 � ۑ
୰➼⏕ᚐᣦᑟㄽ㸯 � ۑ
୰➼⏕ᚐᣦᑟㄽ㸰 � ۑ
୰➼ᩍ⫱๓࣭ᚋᣦᑟ � ۑ
୰Ꮫᰯᩍ⫱ᐇᆅ◊✲㸿 � ۑ
୰Ꮫᰯᩍ⫱ᐇᆅ◊✲㹀 � ۑ
㧗➼Ꮫᰯᩍ⫱ᐇᆅ◊✲ � ۑ
ᩍ⫋ᐇ㊶₇⩦㸦୰࣭㧗㸧㸯 � ۑ
ᩍ⫋ᐇ㊶₇⩦㸦୰࣭㧗㸧㸰 � ۑ
ᕤⱁᐇ㊶₇⩦㸯 � ۑ
ᕤⱁᐇ㊶₇⩦㸰 � ۑ
㸯ࣗࢪ࣮࢙ࣇࣝࢯ � ۑ
㸰ࣗࢪ࣮࢙ࣇࣝࢯ � ۑ
ඛ➃⾲⌧₇⩦㸯 � ۑ
ඛ➃⾲⌧₇⩦㸰 � ۑ
⮬↛ᆅ⌮Ꮫ㸦D㸧 � ۑ
⮬↛ᆅ⌮Ꮫ㸦E㸧 � ۑ
ᆅㄅ㸦D㸧 � ۑ
ᆅㄅ㸦E㸧 � ۑ
༤≀㤋ᴫㄽ㸯 � ۑ
༤≀㤋ᴫㄽ㸰 � ۑ
༤≀㤋⤒Ⴀㄽ㸯 � ۑ
༤≀㤋⤒Ⴀㄽ㸰 � ۑ
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༤≀㤋㈨ᩱㄽ㸯 � ۑ
༤≀㤋㈨ᩱㄽ㸰 � ۑ
༤≀㤋ᒎ♧ㄽ㸯 � ۑ
༤≀㤋ᒎ♧ㄽ㸰 � ۑ
༤≀㤋ᩍ⫱ㄽ㸯 � ۑ
༤≀㤋ᩍ⫱ㄽ㸰 � ۑ
༤≀㤋ሗ࣭࣓ࢹㄽ㸯 � ۑ
༤≀㤋ሗ࣭࣓ࢹㄽ㸰 � ۑ
༤≀㤋ᐇ⩦ � ۑ
⥲ྜ⛉┠Ϩ ۑ ࠋࡿࡵ㒔ᗘᐃࡢࡑ

⥲ྜ⛉┠ϩ ۑ ࠋࡿࡵ㒔ᗘᐃࡢࡑ
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ึᖺḟ࣮ࢼ࣑ࢭ � ۔
␗ᩥࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥㄽ � ۑ
༠ാᆺ࣮ࣜࣉࢵࢩ࣮ࢲㄽ � ۑ
ᅜ㝿㛤Ⓨຓㄽ㸦㹈㹇㹁㸿㸧㸯 � ۔
ᅜ㝿㛤Ⓨຓㄽ㸦㹈㹇㹁㸿㸧㸰 � ۔
ᡂㄽࢸࢽ࣑ࣗࢥ � ۔
ᇶ♏ㄽࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝࣇ � ۑ
␗ᩥ㛫ᩍ⫱ㄽ㸯 � ۑ
␗ᩥ㛫ᩍ⫱ㄽ㸰 � ۑ
ㄽࢺ࣓ࣥ࣡ࣃ࢚ࣥࣝࣕࢩ࣮ࢯ � ۑ
ሗࣜ₇࣮ࢩࣛࢸ⩦㸯 � ۔
ሗࣜ₇࣮ࢩࣛࢸ⩦㸰 � ۔
ඹ⏕♫ㄽࣝࣂ࣮ࣟࢢ � ۔
᪉ἲㄽࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝࣇ � ۑ
㏵ୖᅜ㎰ᮧᆅᇦ㛤Ⓨㄽ � ۑ
$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦ⱥ㸧㸿 � ۔
$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦ⱥ㸧㹀 � ۔
$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦ⱥ㸧㸿 � ۑ
$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦ⱥ㸧㹀 � ۑ
㹒㹍㹃㹄㹊₇⩦㸿 � ۑ
㹒㹍㹃㹄㹊₇⩦㹀 � ۑ
㹒㹍㹃㹇㹁₇⩦㸿 � ۑ
㹒㹍㹃㹇㹁₇⩦㹀 � ۑ
(QJOLVK�3UHVHQWDWLRQ�6NLOOV�$ � ۑ
(QJOLVK�3UHVHQWDWLRQ�6NLOOV�% � ۑ
(QJOLVK�IRU�3URIHVVLRQDO�3XUSRVHV�$ � ۑ
(QJOLVK�IRU�3URIHVVLRQDO�3XUSRVHV�% � ۑ
$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦⊂㸧㸿 � ۑ
$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦⊂㸧㹀 � ۑ
$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦㸧㸿 � ۑ
$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦㸧㹀 � ۑ
$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦୰㸧㸿 � ۑ
$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦୰㸧㹀 � ۑ
$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦㟢㸧㸿 � ۑ
$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦㟢㸧㹀 � ۑ
$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦⊂㸧㸿 � ۑ
$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦⊂㸧㹀 � ۑ
$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦㸧㸿 � ۑ
$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦㸧㹀 � ۑ
$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦୰㸧㸿 � ۑ
$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦୰㸧㹀 � ۑ
$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦㟢㸧㸿 � ۑ
$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦㟢㸧㹀 � ۑ
ㄒධ㛛㸯ࣜࢥ � ۑ
ㄒධ㛛㸰ࣜࢥ � ۑ
ㄒධ㛛㸱ࣜࢥ � ۑ
ㄒධ㛛㸲ࣜࢥ � ۑ
ㄒධ㛛㸯ࣥ࣌ࢫ � ۑ
ㄒධ㛛㸰ࣥ࣌ࢫ � ۑ
ㄒධ㛛㸱ࣥ࣌ࢫ � ۑ
ㄒධ㛛㸲ࣥ࣌ࢫ � ۑ
ㄒධ㛛㸯ࣜࢱ � ۑ
ㄒධ㛛㸰ࣜࢱ � ۑ
ㄒධ㛛㸱ࣜࢱ � ۑ
ㄒධ㛛㸲ࣜࢱ � ۑ
ㄒධ㛛㸯ࣥࢸࣛ � ۑ
ㄒධ㛛㸰ࣥࢸࣛ � ۑ
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⛉Ꮫᩥࣝࣂ࣮ࣟࢢࠉࣟ

ᤵᴗ⛉┠ ༢
ᚲಟ㺃㑅
ᢥูࡢ

ഛ⪃

ึᖺḟ࣮ࢼ࣑ࢭ � ۔
␗ᩥࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥㄽ � ۑ
༠ാᆺ࣮ࣜࣉࢵࢩ࣮ࢲㄽ � ۑ
ᅜ㝿㛤Ⓨຓㄽ㸦㹈㹇㹁㸿㸧㸯 � ۔
ᅜ㝿㛤Ⓨຓㄽ㸦㹈㹇㹁㸿㸧㸰 � ۔
ᡂㄽࢸࢽ࣑ࣗࢥ � ۔
ᇶ♏ㄽࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝࣇ � ۑ
␗ᩥ㛫ᩍ⫱ㄽ㸯 � ۑ
␗ᩥ㛫ᩍ⫱ㄽ㸰 � ۑ
ㄽࢺ࣓ࣥ࣡ࣃ࢚ࣥࣝࣕࢩ࣮ࢯ � ۑ
ሗࣜ₇࣮ࢩࣛࢸ⩦㸯 � ۔
ሗࣜ₇࣮ࢩࣛࢸ⩦㸰 � ۔
ඹ⏕♫ㄽࣝࣂ࣮ࣟࢢ � ۔
᪉ἲㄽࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝࣇ � ۑ
㏵ୖᅜ㎰ᮧᆅᇦ㛤Ⓨㄽ � ۑ
$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦ⱥ㸧㸿 � ۔
$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦ⱥ㸧㹀 � ۔
$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦ⱥ㸧㸿 � ۑ
$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦ⱥ㸧㹀 � ۑ
㹒㹍㹃㹄㹊₇⩦㸿 � ۑ
㹒㹍㹃㹄㹊₇⩦㹀 � ۑ
㹒㹍㹃㹇㹁₇⩦㸿 � ۑ
㹒㹍㹃㹇㹁₇⩦㹀 � ۑ
(QJOLVK�3UHVHQWDWLRQ�6NLOOV�$ � ۑ
(QJOLVK�3UHVHQWDWLRQ�6NLOOV�% � ۑ
(QJOLVK�IRU�3URIHVVLRQDO�3XUSRVHV�$ � ۑ
(QJOLVK�IRU�3URIHVVLRQDO�3XUSRVHV�% � ۑ
$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦⊂㸧㸿 � ۑ
$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦⊂㸧㹀 � ۑ
$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦㸧㸿 � ۑ
$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦㸧㹀 � ۑ
$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦୰㸧㸿 � ۑ
$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦୰㸧㹀 � ۑ
$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦㟢㸧㸿 � ۑ
$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦㟢㸧㹀 � ۑ
$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦⊂㸧㸿 � ۑ
$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦⊂㸧㹀 � ۑ
$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦㸧㸿 � ۑ
$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦㸧㹀 � ۑ
$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦୰㸧㸿 � ۑ
$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦୰㸧㹀 � ۑ
$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦㟢㸧㸿 � ۑ
$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦㟢㸧㹀 � ۑ
ㄒධ㛛㸯ࣜࢥ � ۑ
ㄒධ㛛㸰ࣜࢥ � ۑ
ㄒධ㛛㸱ࣜࢥ � ۑ
ㄒධ㛛㸲ࣜࢥ � ۑ
ㄒධ㛛㸯ࣥ࣌ࢫ � ۑ
ㄒධ㛛㸰ࣥ࣌ࢫ � ۑ
ㄒධ㛛㸱ࣥ࣌ࢫ � ۑ
ㄒධ㛛㸲ࣥ࣌ࢫ � ۑ
ㄒධ㛛㸯ࣜࢱ � ۑ
ㄒධ㛛㸰ࣜࢱ � ۑ
ㄒධ㛛㸱ࣜࢱ � ۑ
ㄒධ㛛㸲ࣜࢱ � ۑ
ㄒධ㛛㸯ࣥࢸࣛ � ۑ
ㄒධ㛛㸰ࣥࢸࣛ � ۑ
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ㄒධ㛛㸱ࣥࢸࣛ � ۑ
ㄒධ㛛㸲ࣥࢸࣛ � ۑ
ᅜ㝿₇ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ⩦㸿 � ۑ
ᅜ㝿₇ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ⩦㹀 � ۑ
&XOWXUHV�DQG�6RFLHWLHV�LQ�-DSDQ�$ � ۑ
&XOWXUHV�DQG�6RFLHWLHV�LQ�-DSDQ�% � ۑ
᪥ᮏㄒࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ㸯 � ۑ
᪥ᮏㄒࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ㸰 � ۑ
ሗⓎಙ₇⩦㸯 � ۑ
ሗⓎಙ₇⩦㸰 � ۑ
ᇶ♏₇⩦㸯ࢢ࣑ࣥࣛࢢࣟࣉ � ۑ
ᇶ♏₇⩦㸰ࢢ࣑ࣥࣛࢢࣟࣉ � ۑ
㹃㹑㹂₇⩦Ϩ㸯㸦ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㸧 � ۑ
㹃㹑㹂₇⩦Ϩ㸰㸦ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㸧 � ۑ
㹃㹑㹂₇⩦ϩ㸯㸦ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㸧 � ۑ
㹃㹑㹂₇⩦ϩ㸰㸦ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㸧 � ۑ
እᅜㄒᐇ⩦㸿 � ۑ
እᅜㄒᐇ⩦㹀 � ۑ
ᐇ⩦㸿ࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥ � ۑ
ᐇ⩦㹀ࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥ � ۑ
ᐇ⩦㸿ࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝࣇ � ۑ
ᐇ⩦㹀ࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝࣇ � ۑ
᪥ᮏㄒᩥἲᇶ♏ � ۑ
ᐇ㊶᪥ᮏㄒᇶ♏ � ۑ
᪥ᮏㄒ࣭᪥ᮏᩥᇶ♏₇⩦ � ۑ
ᴫㄽ࣮ࣗࢩࣝࣂ࣮ࣟࢢ � ۔
⩦₇࣮ࣗࢩࣝࣂ࣮ࣟࢢ � ۔
㹅㹑㹎₇⩦㸦ࣥࣙࢩ࣮ࢸ࢚ࣥࣜ࢜㸧 � ۔
␃Ꮫᆺ㹅㹑ࢫ࣮ࢥ � ۑ
ᐇ㊶ᆺ㹅㹑ࢫ࣮ࢥ � ۑ
◊ಟᆺ㹅㹑ࢫ࣮ࢥ � ۑ
㹅㹑㹎₇⩦㸦ࣜࣥࣙࢩࢡࣞࣇ㸧 � ۔
ሗ⛉Ꮫᴫㄽ㸿 � ۑ
ሗ⛉Ꮫᴫㄽ㹀 � ۑ
㸿࣮ࣜࢺࢫࣄ࣭ࣝࣂ࣮ࣟࢢ � ۑ
㹀࣮ࣜࢺࢫࣄ࣭ࣝࣂ࣮ࣟࢢ � ۑ
௦ୡ⏺㸿⌧ࣝࣂ࣮ࣟࢢ � ۑ
௦ୡ⏺㹀⌧ࣝࣂ࣮ࣟࢢ � ۑ
ඛ➃⛉Ꮫ♫ᩥㄽ㸦㹈㸿㹖㸿㸧㸯 � ۑ
ඛ➃⛉Ꮫ♫ᩥㄽ㸦㹈㸿㹖㸿㸧㸰 � ۑ
2[EULGJH�(QJOLVK�6XPPHU�&DPS�� � ۑ
2[EULGJH�(QJOLVK�6XPPHU�&DPS�� � ۑ
2[EULGJH�(QJOLVK�6XPPHU�&DPS�� � ۑ
᪥Ḣẚ㍑࣮ࢼ࣑ࢭϨ㸿 � ۑ
᪥Ḣẚ㍑࣮ࢼ࣑ࢭϨ㹀 � ۑ
᪥Ḣẚ㍑࣮ࢼ࣑ࢭϩ㸿 � ۑ
᪥Ḣẚ㍑࣮ࢼ࣑ࢭϩ㹀 � ۑ
᪥Ḣẚ㍑࣮ࢼ࣑ࢭϪ㸿 � ۑ
᪥Ḣẚ㍑࣮ࢼ࣑ࢭϪ㹀 � ۑ
$VSHFWV�RI�(8�&XOWXUH�DQG�6RFLHW\��/HFWXUH��$ � ۑ
$VSHFWV�RI�(8�&XOWXUH�DQG�6RFLHW\��/HFWXUH��% � ۑ
$VSHFWV�RI�(8�&XOWXUH�DQG�6RFLHW\��6HPLQDU��$ � ۑ
$VSHFWV�RI�(8�&XOWXUH�DQG�6RFLHW\��6HPLQDU��% � ۑ
㹃㹓ࢺ࣮ࣃࢫ࢚࢟ேᮦ㣴ᡂ࣒ࣛࢢࣟࣉ≉ูㅮ⩏ � ۑ
/HFWXUHV�RQ�6RFLDO�'\QDPLFV � ۑ
/HFWXUHV�RQ�&XOWXUDO�)RUPDWLRQV � ۑ
/HFWXUHV�RQ�*OREDO�&RPPXQLFDWLRQ � ۑ
6WXG\�RQ�*OREDO�&XOWXUHV �㹼�� ۑ
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᪥ᮏ♫ᩥㄽ㸿 � ۑ
᪥ᮏ♫ᩥㄽ㹀 � ۑ
୰ᅜ♫ᩥㄽ㸿 � ۑ
୰ᅜ♫ᩥㄽ㹀 � ۑ
⎔すὒᩥㄽ㸿 � ۑ
⎔すὒᩥㄽ㹀 � ۑ
ᩥᨻ⟇ㄽ㸿 � ۑ
ᩥᨻ⟇ㄽ㹀 � ۑ
ᩥே㢮Ꮫ㸯 � ۑ
ᩥே㢮Ꮫ㸰 � ۑ
ᅜ㝿㛵ಀㄽ㸿 � ۑ
ᅜ㝿㛵ಀㄽ㹀 � ۑ
㏆⌧௦♫ᛮㄽ㸿 � ۑ
㏆⌧௦♫ᛮㄽ㹀 � ۑ
⌧௦♫⌮ㄽ㸿 � ۑ
⌧௦♫⌮ㄽ㹀 � ۑ
➨ゝㄒ⩦ᚓㄽ㸯 � ۑ
➨ゝㄒ⩦ᚓㄽ㸰 � ۑ
㠀ゝㄒࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥㄽ㸯 � ۑ
㠀ゝㄒࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥㄽ㸰 � ۑ
⌧௦㹇㹒ධ㛛㸿 � ۑ
⌧௦㹇㹒ධ㛛㹀 � ۑ
᪥ᮏᛮᩥㄽ㸿 � ۑ
᪥ᮏᛮᩥㄽ㹀 � ۑ
᪥ᮏᩥὶㄽ㸿 � ۑ
᪥ᮏᩥὶㄽ㹀 � ۑ
᪥ᮏ࣓ᩥࢹㄽ㸿 � ۑ
᪥ᮏ࣓ᩥࢹㄽ㹀 � ۑ
᪥ᮏṔྐᩥㄽ㸿 � ۑ
᪥ᮏṔྐᩥㄽ㹀 � ۑ
ᩥㄽ㸿♫ࢪᮾ࣭ࢩࣟ � ۑ
ᩥㄽ㹀♫ࢪᮾ࣭ࢩࣟ � ۑ
ᩥㄽ㸿♫ࢽࢭ࢜ � ۑ
ᩥㄽ㹀♫ࢽࢭ࢜ � ۑ
ࢪṔྐ♫ㄽ㸿 � ۑ
ࢪṔྐ♫ㄽ㹀 � ۑ
ᮾ༡ࢪ♫ᩥㄽ㸿 � ۑ
ᮾ༡ࢪ♫ᩥㄽ㹀 � ۑ
ᮾ༡ࢪᨻᩥㄽ㸿 � ۑ
ᮾ༡ࢪᨻᩥㄽ㹀 � ۑ
ᮾࢪᨻ♫ㄽ㸿 � ۑ
ᮾࢪᨻ♫ㄽ㹀 � ۑ
ㄽ㸿♫࣓࢝ࣜ � ۑ
ㄽ㹀♫࣓࢝ࣜ � ۑ
ㄽ㸿ᩥ࣓࢝ࣜ � ۑ
ㄽ㹀ᩥ࣓࢝ࣜ � ۑ
ⱥ⡿ᩥࢺࢫࢡࢸㄽ㸿 � ۑ
ⱥ⡿ᩥࢺࢫࢡࢸㄽ㹀 � ۑ
㏆⌧௦⾲㇟ᩥㄽ㸿 � ۑ
㏆⌧௦⾲㇟ᩥㄽ㹀 � ۑ
᐀ᩍᩥㄽ㸯 � ۑ
᐀ᩍᩥㄽ㸰 � ۑ
ᮾḢ࣭ࣟࢩ♫ᩥㄽ㸿 � ۑ
ᮾḢ࣭ࣟࢩ♫ᩥㄽ㹀 � ۑ
ᩥㄽ㸿♫ࣃࢵ࣮ࣟࣚ � ۑ
ᩥㄽ㹀♫ࣃࢵ࣮ࣟࣚ � ۑ
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᪥ᮏ♫ᩥㄽ㸿 � ۑ
᪥ᮏ♫ᩥㄽ㹀 � ۑ
୰ᅜ♫ᩥㄽ㸿 � ۑ
୰ᅜ♫ᩥㄽ㹀 � ۑ
⎔すὒᩥㄽ㸿 � ۑ
⎔すὒᩥㄽ㹀 � ۑ
ᩥᨻ⟇ㄽ㸿 � ۑ
ᩥᨻ⟇ㄽ㹀 � ۑ
ᩥே㢮Ꮫ㸯 � ۑ
ᩥே㢮Ꮫ㸰 � ۑ
ᅜ㝿㛵ಀㄽ㸿 � ۑ
ᅜ㝿㛵ಀㄽ㹀 � ۑ
㏆⌧௦♫ᛮㄽ㸿 � ۑ
㏆⌧௦♫ᛮㄽ㹀 � ۑ
⌧௦♫⌮ㄽ㸿 � ۑ
⌧௦♫⌮ㄽ㹀 � ۑ
➨ゝㄒ⩦ᚓㄽ㸯 � ۑ
➨ゝㄒ⩦ᚓㄽ㸰 � ۑ
㠀ゝㄒࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥㄽ㸯 � ۑ
㠀ゝㄒࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥㄽ㸰 � ۑ
⌧௦㹇㹒ධ㛛㸿 � ۑ
⌧௦㹇㹒ධ㛛㹀 � ۑ
᪥ᮏᛮᩥㄽ㸿 � ۑ
᪥ᮏᛮᩥㄽ㹀 � ۑ
᪥ᮏᩥὶㄽ㸿 � ۑ
᪥ᮏᩥὶㄽ㹀 � ۑ
᪥ᮏ࣓ᩥࢹㄽ㸿 � ۑ
᪥ᮏ࣓ᩥࢹㄽ㹀 � ۑ
᪥ᮏṔྐᩥㄽ㸿 � ۑ
᪥ᮏṔྐᩥㄽ㹀 � ۑ
ᩥㄽ㸿♫ࢪᮾ࣭ࢩࣟ � ۑ
ᩥㄽ㹀♫ࢪᮾ࣭ࢩࣟ � ۑ
ᩥㄽ㸿♫ࢽࢭ࢜ � ۑ
ᩥㄽ㹀♫ࢽࢭ࢜ � ۑ
ࢪṔྐ♫ㄽ㸿 � ۑ
ࢪṔྐ♫ㄽ㹀 � ۑ
ᮾ༡ࢪ♫ᩥㄽ㸿 � ۑ
ᮾ༡ࢪ♫ᩥㄽ㹀 � ۑ
ᮾ༡ࢪᨻᩥㄽ㸿 � ۑ
ᮾ༡ࢪᨻᩥㄽ㹀 � ۑ
ᮾࢪᨻ♫ㄽ㸿 � ۑ
ᮾࢪᨻ♫ㄽ㹀 � ۑ
ㄽ㸿♫࣓࢝ࣜ � ۑ
ㄽ㹀♫࣓࢝ࣜ � ۑ
ㄽ㸿ᩥ࣓࢝ࣜ � ۑ
ㄽ㹀ᩥ࣓࢝ࣜ � ۑ
ⱥ⡿ᩥࢺࢫࢡࢸㄽ㸿 � ۑ
ⱥ⡿ᩥࢺࢫࢡࢸㄽ㹀 � ۑ
㏆⌧௦⾲㇟ᩥㄽ㸿 � ۑ
㏆⌧௦⾲㇟ᩥㄽ㹀 � ۑ
᐀ᩍᩥㄽ㸯 � ۑ
᐀ᩍᩥㄽ㸰 � ۑ
ᮾḢ࣭ࣟࢩ♫ᩥㄽ㸿 � ۑ
ᮾḢ࣭ࣟࢩ♫ᩥㄽ㹀 � ۑ
ᩥㄽ㸿♫ࣃࢵ࣮ࣟࣚ � ۑ
ᩥㄽ㹀♫ࣃࢵ࣮ࣟࣚ � ۑ
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⛉Ꮫᢏ⾡ᩥ᫂ㄽ㸯 � ۑ
⛉Ꮫᢏ⾡ᩥ᫂ㄽ㸰 � ۑ
ẚ㍑ᩥㄽ㸯 � ۑ
ẚ㍑ᩥㄽ㸰 � ۑ
ᩥ⩻ヂㄽ㸯 � ۑ
ᩥ⩻ヂㄽ㸰 � ۑ
ᙧᡂㄽ㸿ᩥࣃࢵ࣮ࣟࣚ � ۑ
ᙧᡂㄽ㹀ᩥࣃࢵ࣮ࣟࣚ � ۑ
ㄽ㸯ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࢺ࣮ � ۑ
ㄽ㸰ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࢺ࣮ � ۑ
㏆⌧௦ࢺ࣮ㄽ㸿 � ۑ
㏆⌧௦ࢺ࣮ㄽ㹀 � ۑ
㏆⌧௦ᩥゝㄝㄽ㸿 � ۑ
㏆⌧௦ᩥゝㄝㄽ㹀 � ۑ
㏆⌧௦࣮ࣔࢻㄽ㸿 � ۑ
㏆⌧௦࣮ࣔࢻㄽ㹀 � ۑ
どぬᩥㄽ㸿 � ۑ
どぬᩥㄽ㹀 � ۑ
⾲㇟ᩥᙧᡂㄽ㸿 � ۑ
⾲㇟ᩥᙧᡂㄽ㹀 � ۑ
⌧௦♫ே㢮Ꮫ㸯 � ۑ
⌧௦♫ே㢮Ꮫ㸰 � ۑ
⌧௦Ẹ᪘ㄅᏛ㸯 � ۑ
⌧௦Ẹ᪘ㄅᏛ㸰 � ۑ
ẚ㍑Ẹ᪘Ꮫ㸯 � ۑ
ẚ㍑Ẹ᪘Ꮫ㸰 � ۑ
ᩥΰㄽ㸯 � ۑ
ᩥΰㄽ㸰 � ۑ
ከᩥᨻ♫ㄽ㸿 � ۑ
ከᩥᨻ♫ㄽ㹀 � ۑ
ẚ㍑ᨻ⟇ㄽ㸿 � ۑ
ẚ㍑ᨻ⟇ㄽ㹀 � ۑ
ẚ㍑ᨻ♫ㄽ㸿 � ۑ
ẚ㍑ᨻ♫ㄽ㹀 � ۑ
ᖹᵓ⠏ㄽ㸿 � ۑ
ᖹᵓ⠏ㄽ㹀 � ۑ
㏆⌧௦⤒῭ᛮㄽ㸯 � ۑ
㏆⌧௦⤒῭ᛮㄽ㸰 � ۑ
㏆⌧௦ᨻᛮㄽ㸿 � ۑ
㏆⌧௦ᨻᛮㄽ㹀 � ۑ
㉺ቃ♫Ꮫ㸿 � ۑ
㉺ቃ♫Ꮫ㹀 � ۑ
ṇ⩏ㄽ㸿ࣝࣂ࣮ࣟࢢ � ۑ
ṇ⩏ㄽ㹀ࣝࣂ࣮ࣟࢢ � ۑ
ᩥㄽ㸿♫࣮ࢲ࢙ࣥࢪ � ۑ
ᩥㄽ㹀♫࣮ࢲ࢙ࣥࢪ � ۑ
ᩥㄽ㸿♫ࢹ࣓ � ۑ
ᩥㄽ㹀♫ࢹ࣓ � ۑ
㸯࣮ࣜࢺࢫࣄ࣭ࣗࢩࢵࣜࢢ࣭ࣥࣝࣂ࣮ࣟࢢ � ۑ
㸰࣮ࣜࢺࢫࣄ࣭ࣗࢩࢵࣜࢢ࣭ࣥࣝࣂ࣮ࣟࢢ � ۑ
ゝㄒᶵ⬟ㄽ㸯 � ۑ
ゝㄒᶵ⬟ㄽ㸰 � ۑ
ㄽ㸯⌧⾲ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ � ۑ
ㄽ㸰⌧⾲ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ � ۑ
⩻ヂࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥㄽ㸯 � ۑ
⩻ヂࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥㄽ㸰 � ۑ
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㡢ኌࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥㄽ㸯 � ۑ
㡢ኌࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥㄽ㸰 � ۑ
ᵓ㐀ㄽ㸯ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ � ۑ
ᵓ㐀ㄽ㸰ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ � ۑ
ẚ㍑ㄽ㸿ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ � ۑ
ẚ㍑ㄽ㹀ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ � ۑ
ㄆ▱ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥㄽ㸯㸦▱ぬ࣭ㄆ▱ᚰ⌮Ꮫ㸯㸧 � ۑ
ㄆ▱ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥㄽ㸰㸦▱ぬ࣭ㄆ▱ᚰ⌮Ꮫ㸰㸧 � ۑ
㹇㹒ࣥࢨࢹࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ㸿 � ۑ
㹇㹒ࣥࢨࢹࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ㹀 � ۑ
♫࣒ࢸࢫࢩ⛉Ꮫ㸿 � ۑ
♫࣒ࢸࢫࢩ⛉Ꮫ㹀 � ۑ
㸯ࢺ࣓ࣥࢪ࣮ࢿ࣐ࢱ࣮ࢹ � ۑ
㸰ࢺ࣓ࣥࢪ࣮ࢿ࣐ࢱ࣮ࢹ � ۑ
⤫ィሗฎ⌮㸯 � ۑ
⤫ィሗฎ⌮㸰 � ۑ
᪥ᮏㄒ࣭᪥ᮏ₇⩦ � ۑ
ᚰ⌮Ꮫࡢᇶ♏Ṍࡳ㸯㸦ᚰ⌮Ꮫᴫㄽ㸯㸧 � ۑ
ᚰ⌮Ꮫࡢᇶ♏Ṍࡳ㸰㸦ᚰ⌮Ꮫᴫㄽ㸰㸧 � ۑ
㸿㇟⾲ࢸࢽ࣑ࣗࢥ � ۑ
㹀㇟⾲ࢸࢽ࣑ࣗࢥ � ۑ
㒔ᕷ㸯ࢸࢽ࣑ࣗࢥ � ۑ
㒔ᕷ㸰ࢸࢽ࣑ࣗࢥ � ۑ
㸯ࢹ࣓ࢸࢽ࣑ࣗࢥ � ۑ
㸰ࢹ࣓ࢸࢽ࣑ࣗࢥ � ۑ
♫ㄪᰝἲ㸯 � ۑ
♫ㄪᰝἲ㸰 � ۑ
Ⓨ㐩ᚰ⌮Ꮫ㸦୰࣭㧗㸧㸯 � ۑ
Ⓨ㐩ᚰ⌮Ꮫ㸦୰࣭㧗㸧㸰 � ۑ
ㄆ▱Ⓨ㐩ᚰ⌮Ꮫ㸯 � ۑ
ㄆ▱Ⓨ㐩ᚰ⌮Ꮫ㸰 � ۑ
ㄽ㸯ࢺ࣮࣭ࣝ࢝ࣜࢺࢩ � ۑ
ㄽ㸰ࢺ࣮࣭ࣝ࢝ࣜࢺࢩ � ۑ
⎔ቃ⤒῭Ꮫ � ۑ
⏕ά✵㛫ィ⏬ㄽ � ۑ
⎔ቃᛮྐ � ۑ
ᅜ㝿ᩥ⌮ゎᩍ⫱ㄽ㸯 � ۑ
ᅜ㝿ᩥ⌮ゎᩍ⫱ㄽ㸰 � ۑ
ᙧᡂᇶ♏₇⩦㸿ᩥࣝࣂ࣮ࣟࢢ � ۑ
ᙧᡂᇶ♏₇⩦㹀ᩥࣝࣂ࣮ࣟࢢ � ۑ
ᙧᡂᇶ♏₇⩦㹁ᩥࣝࣂ࣮ࣟࢢ � ۑ
ᙧᡂᇶ♏₇⩦㹂ᩥࣝࣂ࣮ࣟࢢ � ۑ
ືែᇶ♏₇⩦㸿♫ࣝࣂ࣮ࣟࢢ � ۑ
ືែᇶ♏₇⩦㹀♫ࣝࣂ࣮ࣟࢢ � ۑ
ືែᇶ♏₇⩦㹁♫ࣝࣂ࣮ࣟࢢ � ۑ
ືែᇶ♏₇⩦㹂♫ࣝࣂ࣮ࣟࢢ � ۑ
ᇶ♏₇⩦㸿ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࣝࣂ࣮ࣟࢢ � ۑ
ᇶ♏₇⩦㹀ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࣝࣂ࣮ࣟࢢ � ۑ
ᇶ♏₇⩦㹁ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࣝࣂ࣮ࣟࢢ � ۑ
ᇶ♏₇⩦㹂ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࣝࣂ࣮ࣟࢢ � ۑ
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㡢ኌࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥㄽ㸯 � ۑ
㡢ኌࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥㄽ㸰 � ۑ
ᵓ㐀ㄽ㸯ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ � ۑ
ᵓ㐀ㄽ㸰ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ � ۑ
ẚ㍑ㄽ㸿ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ � ۑ
ẚ㍑ㄽ㹀ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ � ۑ
ㄆ▱ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥㄽ㸯㸦▱ぬ࣭ㄆ▱ᚰ⌮Ꮫ㸯㸧 � ۑ
ㄆ▱ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥㄽ㸰㸦▱ぬ࣭ㄆ▱ᚰ⌮Ꮫ㸰㸧 � ۑ
㹇㹒ࣥࢨࢹࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ㸿 � ۑ
㹇㹒ࣥࢨࢹࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ㹀 � ۑ
♫࣒ࢸࢫࢩ⛉Ꮫ㸿 � ۑ
♫࣒ࢸࢫࢩ⛉Ꮫ㹀 � ۑ
㸯ࢺ࣓ࣥࢪ࣮ࢿ࣐ࢱ࣮ࢹ � ۑ
㸰ࢺ࣓ࣥࢪ࣮ࢿ࣐ࢱ࣮ࢹ � ۑ
⤫ィሗฎ⌮㸯 � ۑ
⤫ィሗฎ⌮㸰 � ۑ
᪥ᮏㄒ࣭᪥ᮏ₇⩦ � ۑ
ᚰ⌮Ꮫࡢᇶ♏Ṍࡳ㸯㸦ᚰ⌮Ꮫᴫㄽ㸯㸧 � ۑ
ᚰ⌮Ꮫࡢᇶ♏Ṍࡳ㸰㸦ᚰ⌮Ꮫᴫㄽ㸰㸧 � ۑ
㸿㇟⾲ࢸࢽ࣑ࣗࢥ � ۑ
㹀㇟⾲ࢸࢽ࣑ࣗࢥ � ۑ
㒔ᕷ㸯ࢸࢽ࣑ࣗࢥ � ۑ
㒔ᕷ㸰ࢸࢽ࣑ࣗࢥ � ۑ
㸯ࢹ࣓ࢸࢽ࣑ࣗࢥ � ۑ
㸰ࢹ࣓ࢸࢽ࣑ࣗࢥ � ۑ
♫ㄪᰝἲ㸯 � ۑ
♫ㄪᰝἲ㸰 � ۑ
Ⓨ㐩ᚰ⌮Ꮫ㸦୰࣭㧗㸧㸯 � ۑ
Ⓨ㐩ᚰ⌮Ꮫ㸦୰࣭㧗㸧㸰 � ۑ
ㄆ▱Ⓨ㐩ᚰ⌮Ꮫ㸯 � ۑ
ㄆ▱Ⓨ㐩ᚰ⌮Ꮫ㸰 � ۑ
ㄽ㸯ࢺ࣮࣭ࣝ࢝ࣜࢺࢩ � ۑ
ㄽ㸰ࢺ࣮࣭ࣝ࢝ࣜࢺࢩ � ۑ
⎔ቃ⤒῭Ꮫ � ۑ
⏕ά✵㛫ィ⏬ㄽ � ۑ
⎔ቃᛮྐ � ۑ
ᅜ㝿ᩥ⌮ゎᩍ⫱ㄽ㸯 � ۑ
ᅜ㝿ᩥ⌮ゎᩍ⫱ㄽ㸰 � ۑ
ᙧᡂᇶ♏₇⩦㸿ᩥࣝࣂ࣮ࣟࢢ � ۑ
ᙧᡂᇶ♏₇⩦㹀ᩥࣝࣂ࣮ࣟࢢ � ۑ
ᙧᡂᇶ♏₇⩦㹁ᩥࣝࣂ࣮ࣟࢢ � ۑ
ᙧᡂᇶ♏₇⩦㹂ᩥࣝࣂ࣮ࣟࢢ � ۑ
ືែᇶ♏₇⩦㸿♫ࣝࣂ࣮ࣟࢢ � ۑ
ືែᇶ♏₇⩦㹀♫ࣝࣂ࣮ࣟࢢ � ۑ
ືែᇶ♏₇⩦㹁♫ࣝࣂ࣮ࣟࢢ � ۑ
ືែᇶ♏₇⩦㹂♫ࣝࣂ࣮ࣟࢢ � ۑ
ᇶ♏₇⩦㸿ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࣝࣂ࣮ࣟࢢ � ۑ
ᇶ♏₇⩦㹀ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࣝࣂ࣮ࣟࢢ � ۑ
ᇶ♏₇⩦㹁ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࣝࣂ࣮ࣟࢢ � ۑ
ᇶ♏₇⩦㹂ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࣝࣂ࣮ࣟࢢ � ۑ
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ᙧᡂⓎᒎ₇⩦㸿ᩥࣝࣂ࣮ࣟࢢ � ۑ
ᙧᡂⓎᒎ₇⩦㹀ᩥࣝࣂ࣮ࣟࢢ � ۑ
ᙧᡂⓎᒎ₇⩦㹁ᩥࣝࣂ࣮ࣟࢢ � ۑ
ᙧᡂⓎᒎ₇⩦㹂ᩥࣝࣂ࣮ࣟࢢ � ۑ
ືែⓎᒎ₇⩦㸿♫ࣝࣂ࣮ࣟࢢ � ۑ
ືែⓎᒎ₇⩦㹀♫ࣝࣂ࣮ࣟࢢ � ۑ
ືែⓎᒎ₇⩦㹁♫ࣝࣂ࣮ࣟࢢ � ۑ
ືែⓎᒎ₇⩦㹂♫ࣝࣂ࣮ࣟࢢ � ۑ
Ⓨᒎ₇⩦㸿ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࣝࣂ࣮ࣟࢢ � ۑ
Ⓨᒎ₇⩦㹀ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࣝࣂ࣮ࣟࢢ � ۑ
Ⓨᒎ₇⩦㹁ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࣝࣂ࣮ࣟࢢ � ۑ
Ⓨᒎ₇⩦㹂ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࣝࣂ࣮ࣟࢢ � ۑ
≉ู₇⩦㸿ᩥࣝࣂ࣮ࣟࢢ � ۔
≉ู₇⩦㹀ᩥࣝࣂ࣮ࣟࢢ � ۔
≉ู₇⩦㹁ᩥࣝࣂ࣮ࣟࢢ � ۔
≉ู₇⩦㹂ᩥࣝࣂ࣮ࣟࢢ � ۔
༞ᴗ◊✲ �� ۔
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ึᖺḟ࣮ࢼ࣑ࢭ � ۔
␗ᩥࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥㄽ � ۑ
༠ാᆺ࣮ࣜࣉࢵࢩ࣮ࢲㄽ � ۑ
ᅜ㝿㛤Ⓨຓㄽ㸦㹈㹇㹁㸿㸧㸯 � ۔
ᅜ㝿㛤Ⓨຓㄽ㸦㹈㹇㹁㸿㸧㸰 � ۔
ᡂㄽࢸࢽ࣑ࣗࢥ � ۔
ᇶ♏ㄽࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝࣇ � ۑ
␗ᩥ㛫ᩍ⫱ㄽ㸯 � ۑ
␗ᩥ㛫ᩍ⫱ㄽ㸰 � ۑ
ㄽࢺ࣓ࣥ࣡ࣃ࢚ࣥࣝࣕࢩ࣮ࢯ � ۑ
ሗࣜ₇࣮ࢩࣛࢸ⩦㸯 � ۑ
ሗࣜ₇࣮ࢩࣛࢸ⩦㸰 � ۑ
ඹ⏕♫ㄽࣝࣂ࣮ࣟࢢ � ۔
᪉ἲㄽࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝࣇ � ۑ
㏵ୖᅜ㎰ᮧᆅᇦ㛤Ⓨㄽ � ۑ
$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦ⱥ㸧㸿 � ۔
$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦ⱥ㸧㹀 � ۑ
$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦ⱥ㸧㸿 � ۑ
$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦ⱥ㸧㹀 � ۑ
㹒㹍㹃㹄㹊₇⩦㸿 � ۑ
㹒㹍㹃㹄㹊₇⩦㹀 � ۑ
㹒㹍㹃㹇㹁₇⩦㸿 � ۑ
㹒㹍㹃㹇㹁₇⩦㹀 � ۑ
(QJOLVK�3UHVHQWDWLRQ�6NLOOV�$ � ۑ
(QJOLVK�3UHVHQWDWLRQ�6NLOOV�% � ۑ
(QJOLVK�IRU�3URIHVVLRQDO�3XUSRVHV�$ � ۑ
(QJOLVK�IRU�3URIHVVLRQDO�3XUSRVHV�% � ۑ
$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦⊂㸧㸿 � ۑ
$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦⊂㸧㹀 � ۑ
$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦㸧㸿 � ۑ
$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦㸧㹀 � ۑ
$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦୰㸧㸿 � ۑ
$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦୰㸧㹀 � ۑ
$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦㟢㸧㸿 � ۑ
$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦㟢㸧㹀 � ۑ
$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦⊂㸧㸿 � ۑ
$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦⊂㸧㹀 � ۑ
$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦㸧㸿 � ۑ
$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦㸧㹀 � ۑ
$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦୰㸧㸿 � ۑ
$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦୰㸧㹀 � ۑ
$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦㟢㸧㸿 � ۑ
$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦㟢㸧㹀 � ۑ
ㄒධ㛛㸯ࣜࢥ � ۑ
ㄒධ㛛㸰ࣜࢥ � ۑ
ㄒධ㛛㸱ࣜࢥ � ۑ
ㄒධ㛛㸲ࣜࢥ � ۑ
ㄒධ㛛㸯ࣥ࣌ࢫ � ۑ
ㄒධ㛛㸰ࣥ࣌ࢫ � ۑ
ㄒධ㛛㸱ࣥ࣌ࢫ � ۑ
ㄒධ㛛㸲ࣥ࣌ࢫ � ۑ
ㄒධ㛛㸯ࣜࢱ � ۑ
ㄒධ㛛㸰ࣜࢱ � ۑ
ㄒධ㛛㸱ࣜࢱ � ۑ
ㄒධ㛛㸲ࣜࢱ � ۑ
ㄒධ㛛㸯ࣥࢸࣛ � ۑ
ㄒධ㛛㸰ࣥࢸࣛ � ۑ
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⛉Ꮫࢸࢽ࣑ࣗࢥⓎ㐩ࠉࣁ

ᤵᴗ⛉┠ ༢
ᚲಟ㺃㑅
ᢥูࡢ

ഛ⪃

ึᖺḟ࣮ࢼ࣑ࢭ � ۔
␗ᩥࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥㄽ � ۑ
༠ാᆺ࣮ࣜࣉࢵࢩ࣮ࢲㄽ � ۑ
ᅜ㝿㛤Ⓨຓㄽ㸦㹈㹇㹁㸿㸧㸯 � ۔
ᅜ㝿㛤Ⓨຓㄽ㸦㹈㹇㹁㸿㸧㸰 � ۔
ᡂㄽࢸࢽ࣑ࣗࢥ � ۔
ᇶ♏ㄽࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝࣇ � ۑ
␗ᩥ㛫ᩍ⫱ㄽ㸯 � ۑ
␗ᩥ㛫ᩍ⫱ㄽ㸰 � ۑ
ㄽࢺ࣓ࣥ࣡ࣃ࢚ࣥࣝࣕࢩ࣮ࢯ � ۑ
ሗࣜ₇࣮ࢩࣛࢸ⩦㸯 � ۑ
ሗࣜ₇࣮ࢩࣛࢸ⩦㸰 � ۑ
ඹ⏕♫ㄽࣝࣂ࣮ࣟࢢ � ۔
᪉ἲㄽࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝࣇ � ۑ
㏵ୖᅜ㎰ᮧᆅᇦ㛤Ⓨㄽ � ۑ
$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦ⱥ㸧㸿 � ۔
$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦ⱥ㸧㹀 � ۑ
$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦ⱥ㸧㸿 � ۑ
$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦ⱥ㸧㹀 � ۑ
㹒㹍㹃㹄㹊₇⩦㸿 � ۑ
㹒㹍㹃㹄㹊₇⩦㹀 � ۑ
㹒㹍㹃㹇㹁₇⩦㸿 � ۑ
㹒㹍㹃㹇㹁₇⩦㹀 � ۑ
(QJOLVK�3UHVHQWDWLRQ�6NLOOV�$ � ۑ
(QJOLVK�3UHVHQWDWLRQ�6NLOOV�% � ۑ
(QJOLVK�IRU�3URIHVVLRQDO�3XUSRVHV�$ � ۑ
(QJOLVK�IRU�3URIHVVLRQDO�3XUSRVHV�% � ۑ
$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦⊂㸧㸿 � ۑ
$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦⊂㸧㹀 � ۑ
$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦㸧㸿 � ۑ
$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦㸧㹀 � ۑ
$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦୰㸧㸿 � ۑ
$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦୰㸧㹀 � ۑ
$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦㟢㸧㸿 � ۑ
$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦㟢㸧㹀 � ۑ
$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦⊂㸧㸿 � ۑ
$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦⊂㸧㹀 � ۑ
$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦㸧㸿 � ۑ
$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦㸧㹀 � ۑ
$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦୰㸧㸿 � ۑ
$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦୰㸧㹀 � ۑ
$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦㟢㸧㸿 � ۑ
$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦㟢㸧㹀 � ۑ
ㄒධ㛛㸯ࣜࢥ � ۑ
ㄒධ㛛㸰ࣜࢥ � ۑ
ㄒධ㛛㸱ࣜࢥ � ۑ
ㄒධ㛛㸲ࣜࢥ � ۑ
ㄒධ㛛㸯ࣥ࣌ࢫ � ۑ
ㄒධ㛛㸰ࣥ࣌ࢫ � ۑ
ㄒධ㛛㸱ࣥ࣌ࢫ � ۑ
ㄒධ㛛㸲ࣥ࣌ࢫ � ۑ
ㄒධ㛛㸯ࣜࢱ � ۑ
ㄒධ㛛㸰ࣜࢱ � ۑ
ㄒධ㛛㸱ࣜࢱ � ۑ
ㄒධ㛛㸲ࣜࢱ � ۑ
ㄒධ㛛㸯ࣥࢸࣛ � ۑ
ㄒධ㛛㸰ࣥࢸࣛ � ۑ
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ㄒධ㛛㸱ࣥࢸࣛ � ۑ
ㄒධ㛛㸲ࣥࢸࣛ � ۑ
ᅜ㝿₇ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ⩦㸿 � ۑ
ᅜ㝿₇ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ⩦㹀 � ۑ
&XOWXUHV�DQG�6RFLHWLHV�LQ�-DSDQ�$ � ۑ
&XOWXUHV�DQG�6RFLHWLHV�LQ�-DSDQ�% � ۑ
᪥ᮏㄒࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ㸯 � ۑ
᪥ᮏㄒࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ㸰 � ۑ
ሗⓎಙ₇⩦㸯 � ۑ
ሗⓎಙ₇⩦㸰 � ۑ
ᇶ♏₇⩦㸯ࢢ࣑ࣥࣛࢢࣟࣉ � ۑ
ᇶ♏₇⩦㸰ࢢ࣑ࣥࣛࢢࣟࣉ � ۑ
㹃㹑㹂₇⩦Ϩ㸯㸦ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㸧 � ۑ
㹃㹑㹂₇⩦Ϩ㸰㸦ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㸧 � ۑ
㹃㹑㹂₇⩦ϩ㸯㸦ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㸧 � ۑ
㹃㹑㹂₇⩦ϩ㸰㸦ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㸧 � ۑ
እᅜㄒᐇ⩦㸿 � ۑ
እᅜㄒᐇ⩦㹀 � ۑ
ᐇ⩦㸿ࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥ � ۑ
ᐇ⩦㹀ࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥ � ۑ
ᐇ⩦㸿ࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝࣇ � ۑ
ᐇ⩦㹀ࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝࣇ � ۑ
᪥ᮏㄒᩥἲᇶ♏ � ۑ
ᐇ㊶᪥ᮏㄒᇶ♏ � ۑ
᪥ᮏㄒ࣭᪥ᮏᩥᇶ♏₇⩦ � ۑ
ᴫㄽ࣮ࣗࢩࣝࣂ࣮ࣟࢢ � ۔
⩦₇࣮ࣗࢩࣝࣂ࣮ࣟࢢ � ۔
㹅㹑㹎₇⩦㸦ࣥࣙࢩ࣮ࢸ࢚ࣥࣜ࢜㸧 � ۔
␃Ꮫᆺ㹅㹑ࢫ࣮ࢥ � ۑ
ᐇ㊶ᆺ㹅㹑ࢫ࣮ࢥ � ۑ
◊ಟᆺ㹅㹑ࢫ࣮ࢥ � ۑ
㹅㹑㹎₇⩦㸦ࣜࣥࣙࢩࢡࣞࣇ㸧 � ۔
Ⓨ㐩ࢸࢽ࣑ࣗࢥᴫㄽ㸯 � ۔
Ⓨ㐩ࢸࢽ࣑ࣗࢥᴫㄽ㸰 � ۔
Ⓨ㐩₇ࢸࢽ࣑ࣗࢥ⩦㸯 � ۔
Ⓨ㐩₇ࢸࢽ࣑ࣗࢥ⩦㸰 � ۔
Ⓨ㐩₇ࢸࢽ࣑ࣗࢥ⩦㸱 � ۔
Ⓨ㐩₇ࢸࢽ࣑ࣗࢥ⩦㸲 � ۔
ᆅᇦ♫Ꮫ � ۔
ㄽࢸࢽ࣑ࣗࢥ � ۔
♫ᩍ⫱ィ⏬ㄽ㸯 � ۑ
♫ᩍ⫱ィ⏬ㄽ㸰 � ۑ
㞀ᐖඹ⏕ᩍ⫱ㄽ㸯 � ۑ
㞀ᐖඹ⏕ᩍ⫱ㄽ㸰 � ۑ
ㄽ㸯࣮ࢲ࢙ࣥࢪ࣭ࢸࢽ࣑ࣗࢥ � ۑ
ㄽ㸰࣮ࢲ࢙ࣥࢪ࣭ࢸࢽ࣑ࣗࢥ � ۑ
ᚰ⌮Ꮫࡢᇶ♏Ṍࡳ㸯㸦ᚰ⌮Ꮫᴫㄽ㸯㸧 � ۑ
ᚰ⌮Ꮫࡢᇶ♏Ṍࡳ㸰㸦ᚰ⌮Ꮫᴫㄽ㸰㸧 � ۑ
ᗣᚰ⌮Ꮫ㸯㸦ᗣ࣭་⒪ᚰ⌮Ꮫ㸯㸧 � ۑ
ᗣᚰ⌮Ꮫ㸰㸦ᗣ࣭་⒪ᚰ⌮Ꮫ㸰㸧 � ۑ
ᚰ⌮Ꮫㄪᰝἲ㸯㸦ᚰ⌮Ꮫ◊✲ἲ㸯㸧 � ۑ
ᚰ⌮Ꮫㄪᰝἲ㸰㸦ᚰ⌮Ꮫ◊✲ἲ㸰㸧 � ۑ
ᚰ⌮ࢳ࣮ࢧࣜࣝࣂ࣮ࣟࢢ㸯 � ۑ
ᚰ⌮ࢳ࣮ࢧࣜࣝࣂ࣮ࣟࢢ㸰 � ۑ

ࢱࢫ࣭ࣝࣂ࣮ࣟࢢ
ࣛࢢࣟࣉ࣭ࢬ࣮ࢹ
┠⛉㸦㹅㹑㹎㸧࣒ ┠⛉㸯ࡽࡇࡇ
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ᚰ⌮Ꮫ◊✲ᐇ㊶㸿㸯 � ۑ
ᚰ⌮Ꮫ◊✲ᐇ㊶㸿㸰 � ۑ
ᚰ⌮Ꮫ◊✲ᐇ㊶㹀㸯㸦ᚰ⌮Ꮫ◊✲ἲ㸯㸧 � ۑ
ᚰ⌮Ꮫ◊✲ᐇ㊶㹀㸰㸦ᚰ⌮Ꮫ◊✲ἲ㸰㸧 � ۑ
㸯㸧ࡧᶵ⬟ཬᵓ㐀ࡢᶵ⬟㸯㸦ேయᵓ㐀ࡢࡔࡽ � ۑ
㸰㸧ࡧᶵ⬟ཬᵓ㐀ࡢᶵ⬟㸰㸦ேయᵓ㐀ࡢࡔࡽ � ۑ
㐠ືࡢᕦࡢࡉࡳ⛉Ꮫ㸯 � ۑ
㐠ືࡢᕦࡢࡉࡳ⛉Ꮫ㸰 � ۑ
ຍ㱋ࡢㄆ▱ᚰ⌮Ꮫ㸯㸦▱ぬ࣭ㄆ▱ᚰ⌮Ꮫ㸯㸧 � ۑ
ຍ㱋ࡢㄆ▱ᚰ⌮Ꮫ㸰㸦▱ぬ࣭ㄆ▱ᚰ⌮Ꮫ㸰㸧 � ۑ
㐠ືࡢࢁࡇࡇ⛉Ꮫ㸯 � ۑ
㐠ືࡢࢁࡇࡇ⛉Ꮫ㸰 � ۑ
ຍ㱋ࡢ㌟య㐠ື⛉Ꮫ㸯 � ۑ
ຍ㱋ࡢ㌟య㐠ື⛉Ꮫ㸰 � ۑ
⎔ቃಖᏛ㸯 � ۑ
⎔ቃಖᏛ㸰 � ۑ
ㄽ㸯ࣥࣙࢩ࣮ࣔࣟࣉࢶ࣮࣏ࢫ � ۑ
ㄽ㸰ࣥࣙࢩ࣮ࣔࣟࣉࢶ࣮࣏ࢫ � ۑ
㌟య㐠ືᩥࡢྐ㸯 � ۑ
㌟య㐠ືᩥࡢྐ㸰 � ۑ
㡢ᴦᩥྐ㸯 � ۑ
㡢ᴦᩥྐ㸰 � ۑ
㸯࣮ࢪࣟࢥࢪ࣮࣑ࣗࣀࢫ࢚ � ۑ
㸰࣮ࢪࣟࢥࢪ࣮࣑ࣗࣀࢫ࢚ � ۑ
ࣥࢨࢹࢻࣥ࢘ࢧ � ۑ
㸯࣮ࣆࣛࢭࢡࢵࢪ࣮࣑ࣗ � ۑ
㸰࣮ࣆࣛࢭࢡࢵࢪ࣮࣑ࣗ � ۑ
㡢ᴦసရ◊✲㸯 � ۑ
㡢ᴦసရ◊✲㸰 � ۑ
᪥ᮏᩥὶㄽ㸿 � ۑ
㡢ᴦ㸯ࢸࢽ࣑ࣗࢥ � ۑ
㡢ᴦ㸰ࢸࢽ࣑ࣗࢥ � ۑ
ேࢺ࣮ㄽ㸯 � ۑ
ேࢺ࣮ㄽ㸰 � ۑ
ᩥᨻ⟇ㄽ㸿 � ۑ
ᩥᨻ⟇ㄽ㹀 � ۑ
ㄽ㸯ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࢺ࣮ � ۑ
ㄽ㸰ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࢺ࣮ � ۑ
㐀ࡢⓎࢫࢭࣟࣉ㸿 � ۑ
㐀ࡢⓎࢫࢭࣟࣉ㹀 � ۑ
▱ぬ⾜Ⅽ㸯㸦▱ぬ࣭ㄆ▱ᚰ⌮Ꮫ㸯㸧 � ۑ
▱ぬ⾜Ⅽ㸰㸦▱ぬ࣭ㄆ▱ᚰ⌮Ꮫ㸰㸧 � ۑ
㌟య⾲⌧ㄽ㸯 � ۑ
㌟య⾲⌧ㄽ㸰 � ۑ
㸿㇟⾲ࢸࢽ࣑ࣗࢥ � ۑ
㹀㇟⾲ࢸࢽ࣑ࣗࢥ � ۑ
✵㛫㐀ᙧㄽ㸯 � ۑ
✵㛫㐀ᙧㄽ㸰 � ۑ
ㄽ㸯ࢺ࣮⏬⤮ � ۑ
ㄽ㸰ࢺ࣮⏬⤮ � ۑ
㒔ᕷ㸯ࢸࢽ࣑ࣗࢥ � ۑ
㒔ᕷ㸰ࢸࢽ࣑ࣗࢥ � ۑ
㸯ࢹ࣓ࢸࢽ࣑ࣗࢥ � ۑ
㸰ࢹ࣓ࢸࢽ࣑ࣗࢥ � ۑ
♫ㄪᰝἲ㸯 � ۑ
♫ㄪᰝἲ㸰 � ۑ
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ᚰ⌮Ꮫ◊✲ᐇ㊶㸿㸯 � ۑ
ᚰ⌮Ꮫ◊✲ᐇ㊶㸿㸰 � ۑ
ᚰ⌮Ꮫ◊✲ᐇ㊶㹀㸯㸦ᚰ⌮Ꮫ◊✲ἲ㸯㸧 � ۑ
ᚰ⌮Ꮫ◊✲ᐇ㊶㹀㸰㸦ᚰ⌮Ꮫ◊✲ἲ㸰㸧 � ۑ
㸯㸧ࡧᶵ⬟ཬᵓ㐀ࡢᶵ⬟㸯㸦ேయᵓ㐀ࡢࡔࡽ � ۑ
㸰㸧ࡧᶵ⬟ཬᵓ㐀ࡢᶵ⬟㸰㸦ேయᵓ㐀ࡢࡔࡽ � ۑ
㐠ືࡢᕦࡢࡉࡳ⛉Ꮫ㸯 � ۑ
㐠ືࡢᕦࡢࡉࡳ⛉Ꮫ㸰 � ۑ
ຍ㱋ࡢㄆ▱ᚰ⌮Ꮫ㸯㸦▱ぬ࣭ㄆ▱ᚰ⌮Ꮫ㸯㸧 � ۑ
ຍ㱋ࡢㄆ▱ᚰ⌮Ꮫ㸰㸦▱ぬ࣭ㄆ▱ᚰ⌮Ꮫ㸰㸧 � ۑ
㐠ືࡢࢁࡇࡇ⛉Ꮫ㸯 � ۑ
㐠ືࡢࢁࡇࡇ⛉Ꮫ㸰 � ۑ
ຍ㱋ࡢ㌟య㐠ື⛉Ꮫ㸯 � ۑ
ຍ㱋ࡢ㌟య㐠ື⛉Ꮫ㸰 � ۑ
⎔ቃಖᏛ㸯 � ۑ
⎔ቃಖᏛ㸰 � ۑ
ㄽ㸯ࣥࣙࢩ࣮ࣔࣟࣉࢶ࣮࣏ࢫ � ۑ
ㄽ㸰ࣥࣙࢩ࣮ࣔࣟࣉࢶ࣮࣏ࢫ � ۑ
㌟య㐠ືᩥࡢྐ㸯 � ۑ
㌟య㐠ືᩥࡢྐ㸰 � ۑ
㡢ᴦᩥྐ㸯 � ۑ
㡢ᴦᩥྐ㸰 � ۑ
㸯࣮ࢪࣟࢥࢪ࣮࣑ࣗࣀࢫ࢚ � ۑ
㸰࣮ࢪࣟࢥࢪ࣮࣑ࣗࣀࢫ࢚ � ۑ
ࣥࢨࢹࢻࣥ࢘ࢧ � ۑ
㸯࣮ࣆࣛࢭࢡࢵࢪ࣮࣑ࣗ � ۑ
㸰࣮ࣆࣛࢭࢡࢵࢪ࣮࣑ࣗ � ۑ
㡢ᴦసရ◊✲㸯 � ۑ
㡢ᴦసရ◊✲㸰 � ۑ
᪥ᮏᩥὶㄽ㸿 � ۑ
㡢ᴦ㸯ࢸࢽ࣑ࣗࢥ � ۑ
㡢ᴦ㸰ࢸࢽ࣑ࣗࢥ � ۑ
ேࢺ࣮ㄽ㸯 � ۑ
ேࢺ࣮ㄽ㸰 � ۑ
ᩥᨻ⟇ㄽ㸿 � ۑ
ᩥᨻ⟇ㄽ㹀 � ۑ
ㄽ㸯ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࢺ࣮ � ۑ
ㄽ㸰ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࢺ࣮ � ۑ
㐀ࡢⓎࢫࢭࣟࣉ㸿 � ۑ
㐀ࡢⓎࢫࢭࣟࣉ㹀 � ۑ
▱ぬ⾜Ⅽ㸯㸦▱ぬ࣭ㄆ▱ᚰ⌮Ꮫ㸯㸧 � ۑ
▱ぬ⾜Ⅽ㸰㸦▱ぬ࣭ㄆ▱ᚰ⌮Ꮫ㸰㸧 � ۑ
㌟య⾲⌧ㄽ㸯 � ۑ
㌟య⾲⌧ㄽ㸰 � ۑ
㸿㇟⾲ࢸࢽ࣑ࣗࢥ � ۑ
㹀㇟⾲ࢸࢽ࣑ࣗࢥ � ۑ
✵㛫㐀ᙧㄽ㸯 � ۑ
✵㛫㐀ᙧㄽ㸰 � ۑ
ㄽ㸯ࢺ࣮⏬⤮ � ۑ
ㄽ㸰ࢺ࣮⏬⤮ � ۑ
㒔ᕷ㸯ࢸࢽ࣑ࣗࢥ � ۑ
㒔ᕷ㸰ࢸࢽ࣑ࣗࢥ � ۑ
㸯ࢹ࣓ࢸࢽ࣑ࣗࢥ � ۑ
㸰ࢹ࣓ࢸࢽ࣑ࣗࢥ � ۑ
♫ㄪᰝἲ㸯 � ۑ
♫ㄪᰝἲ㸰 � ۑ
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♫ᩍ⫱ㄢ㢟◊✲㸦ࢸࣥࣛ࣎Ꮫ⩦ㄽ㸧㸯 � ۑ
♫ᩍ⫱ㄢ㢟◊✲㸦ࢸࣥࣛ࣎Ꮫ⩦ㄽ㸧㸰 � ۑ
♫ᩍ⫱ㄢ㢟◊✲㸦㞀ᐖඹ⏕ᩍ⫱ㄽ㸧㸯 � ۑ
♫ᩍ⫱ㄢ㢟◊✲㸦㞀ᐖඹ⏕ᩍ⫱ㄽ㸧㸰 � ۑ
♫ᩍ⫱ㄢ㢟◊✲㸦ࣜࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࢡࢫㄽ㸧㸯 � ۑ
♫ᩍ⫱ㄢ㢟◊✲㸦ࣜࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࢡࢫㄽ㸧㸰 � ۑ
♫ᩍ⫱ㄢ㢟◊✲㸦࣮ࢲ࢙ࣥࢪၥ㢟Ꮫ⩦ㄽ㸧㸯 � ۑ
♫ᩍ⫱ㄢ㢟◊✲㸦࣮ࢲ࢙ࣥࢪၥ㢟Ꮫ⩦ㄽ㸧㸰 � ۑ
♫ᩍ⫱ㄢ㢟◊✲㸦⮬↛ඹ⏕ᆅᇦᨭㄽ㸧㸯 � ۑ
♫ᩍ⫱ㄢ㢟◊✲㸦⮬↛ඹ⏕ᆅᇦᨭㄽ㸧㸰 � ۑ
Ⓨ㐩ᚰ⌮Ꮫ㸦୰࣭㧗㸧㸯 � ۑ
Ⓨ㐩ᚰ⌮Ꮫ㸦୰࣭㧗㸧㸰 � ۑ
ᚰࡢⓎ㐩ᩍ⫱㸯㸦Ꮫ⩦࣭ゝㄒᚰ⌮Ꮫ㸯㸧 � ۑ
ᚰࡢⓎ㐩ᩍ⫱㸰㸦ᩍ⫱࣭Ꮫᰯᚰ⌮Ꮫ㸯㸧 � ۑ
ᚰࡢⓎ㐩ᩍ⫱㸱㸦ᩍ⫱࣭Ꮫᰯᚰ⌮Ꮫ㸰㸧 � ۑ
ඣ❺ࡢⓎ㐩Ꮫ⩦㸯 � ۑ
ඣ❺ࡢⓎ㐩Ꮫ⩦㸰 � ۑ
㟷ᖺᚰ⌮Ꮫ㸯 � ۑ
㟷ᖺᚰ⌮Ꮫ㸰 � ۑ
ึ➼Ꮫᰯᩍ⫱┦ㄯ㸯 � ۑ
ึ➼Ꮫᰯᩍ⫱┦ㄯ㸰 � ۑ
ㄆ▱Ⓨ㐩ᚰ⌮Ꮫ㸯 � ۑ
ㄆ▱Ⓨ㐩ᚰ⌮Ꮫ㸰 � ۑ
⏕⌮ᚰ⌮Ꮫ㸯㸦⚄⤒࣭⏕⌮ᚰ⌮Ꮫ㸯㸧 � ۑ
⏕⌮ᚰ⌮Ꮫ㸰㸦⚄⤒࣭⏕⌮ᚰ⌮Ꮫ㸰㸧 � ۑ
⮫ᗋᚰ⌮Ꮫ㸯㸦⮫ᗋᚰ⌮Ꮫᴫㄽ㸯㸧 � ۑ
⮫ᗋᚰ⌮Ꮫ㸰㸦⮫ᗋᚰ⌮Ꮫᴫㄽ㸰㸧 � ۑ
ᚰ⌮㠃᥋ㄽ㸯㸦ᚰ⌮Ꮫⓗᨭἲ㸯㸧 � ۑ
ᚰ⌮㠃᥋ㄽ㸰㸦ᚰ⌮Ꮫⓗᨭἲ㸰㸧 � ۑ
῝ᒙᚰ⌮Ꮫ㸯 � ۑ
῝ᒙᚰ⌮Ꮫ㸰 � ۑ
ᐙ᪘ࡢⓎ㐩⌮㸯㸦♫࣭㞟ᅋ࣭ᐙ᪘ᚰ⌮Ꮫ㸯㸧 � ۑ
ᐙ᪘ࡢⓎ㐩⌮㸰㸦♫࣭㞟ᅋ࣭ᐙ᪘ᚰ⌮Ꮫ㸰㸧 � ۑ
ᚰ⌮Ꮫ㸯㸦Ⓨ㐩ᚰ⌮Ꮫ㸯㸧ࡢࢫ࣮ࢥࣇࣛ � ۑ
ᚰ⌮Ꮫ㸰㸦Ⓨ㐩ᚰ⌮Ꮫ㸰㸧ࡢࢫ࣮ࢥࣇࣛ � ۑ
ே᱁ᚰ⌮Ꮫ㸯㸦ឤ࣭ே᱁ᚰ⌮Ꮫ㸧 � ۑ
ே᱁ᚰ⌮Ꮫ㸰 � ۑ
୰➼Ꮫᰯᩍ⫱┦ㄯ㸯 � ۑ
୰➼Ꮫᰯᩍ⫱┦ㄯ㸰 � ۑ
ᚰ⌮Ꮫᐇ㦂ἲ � ۑ
ᚰ⌮Ꮫほᐹἲ � ۑ
Ⓨ㐩ࢺ࣓ࣥࢫࢭ㸯㸦ᚰ⌮ⓗࢺ࣓ࣥࢫࢭ㸯㸧 � ۑ
Ⓨ㐩ࢺ࣓ࣥࢫࢭ㸰㸦ᚰ⌮ⓗࢺ࣓ࣥࢫࢭ㸰㸧 � ۑ
⮫ᗋᢞᙳἲ㸯㸦ᚰ⌮ⓗࢺ࣓ࣥࢫࢭ㸯㸧 � ۑ
⮫ᗋᢞᙳἲ㸰㸦ᚰ⌮ⓗࢺ࣓ࣥࢫࢭ㸰㸧 � ۑ
ᚰ⌮ࢺࢫࢸἲ㸯 � ۑ
ᚰ⌮ࢺࢫࢸἲ㸰 � ۑ
ᚰ⌮Ꮫ⤫ィἲ㸿㸯 � ۑ
ᚰ⌮Ꮫ⤫ィἲ㸿㸰 � ۑ
ᚰ⌮Ꮫ⤫ィἲ㹀㸯 � ۑ
ᚰ⌮Ꮫ⤫ィἲ㹀㸰 � ۑ
ே᱁ᚰ⌮Ꮫ₇⩦㸯 � ۑ
ே᱁ᚰ⌮Ꮫ₇⩦㸰 � ۑ
⮫ᗋᚰ⌮Ꮫ₇⩦㸯㸦ᚰ⌮₇⩦㸯㸧 � ۑ
⮫ᗋᚰ⌮Ꮫ₇⩦㸰㸦ᚰ⌮₇⩦㸰㸧 � ۑ
බㄆᚰ⌮ᖌࡢ⫋㈐ � ۑ
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⚟♴ᚰ⌮Ꮫ � ۑ
ྖἲ࣭≢⨥ᚰ⌮Ꮫ � ۑ
⏘ᴗ࣭⤌⧊ᚰ⌮Ꮫ � ۑ
㛵ಀ⾜ᨻㄽ � ۑ
ᚰ⌮Ꮫⓗຓᨭ㸯㸦ᚰ⌮ᐇ⩦㸯㸧 � ۑ
ᚰ⌮Ꮫⓗຓᨭ㸰㸦ᚰ⌮ᐇ⩦㸰㸧 � ۑ
㌟యᶵ⬟ࡢ㐺ᛂ㸯 � ۑ
㌟యᶵ⬟ࡢ㐺ᛂ㸰 � ۑ
ᗣ㐠ື⛉Ꮫ㸯 � ۑ
ᗣ㐠ື⛉Ꮫ㸰 � ۑ
ຍ㱋ࡢᗣ⾜ື⛉Ꮫ㸯 � ۑ
ຍ㱋ࡢᗣ⾜ື⛉Ꮫ㸰 � ۑ
㐠ື᪉ἲᏛ㸯 � ۑ
㐠ື᪉ἲᏛ㸰 � ۑ
බ⾗⾨⏕Ꮫ㸯 � ۑ
බ⾗⾨⏕Ꮫ㸰 � ۑ
ㄽࣥࣙࢩ࣮ࣔࣟࣉࢸࣇ࣮ࢭ � ۑ
㌟య㐠ືࢫࢡ࣑ࢼࢲࡢ㸯 � ۑ
㌟య㐠ືࢫࢡ࣑ࢼࢲࡢ㸰 � ۑ
ຍ㱋ࡢ♫ᚰ⌮Ꮫ㸯㸦♫࣭㞟ᅋ࣭ᐙ᪘ᚰ⌮Ꮫ㸯㸧 � ۑ
ຍ㱋ࡢ♫ᚰ⌮Ꮫ㸰㸦♫࣭㞟ᅋ࣭ᐙ᪘ᚰ⌮Ꮫ㸰㸧 � ۑ
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ᆅᇦ⯆ᨻ⟇ㄽ � ۑ
⩦ᐇࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝࣇ � ۑ
᪥ᮏ♫ᩥㄽ㸿 � ۑ
᪥ᮏ♫ᩥㄽ㹀 � ۑ
㏆⌧௦♫ᛮㄽ㸿 � ۑ
㏆⌧௦♫ᛮㄽ㹀 � ۑ
⌧௦♫⌮ㄽ㸿 � ۑ
⌧௦♫⌮ㄽ㹀 � ۑ
ᩥே㢮Ꮫ㸯 � ۑ
ᩥே㢮Ꮫ㸰 � ۑ
ᅜ㝿㛵ಀㄽ㸿 � ۑ
ᅜ㝿㛵ಀㄽ㹀 � ۑ
᪥ᮏṔྐᩥㄽ㸿 � ۑ
᪥ᮏṔྐᩥㄽ㹀 � ۑ
㏆⌧௦ᨻᛮㄽ㸿 � ۑ
㏆⌧௦ᨻᛮㄽ㹀 � ۑ
㏆⌧௦⤒῭ᛮㄽ㸯 � ۑ
㏆⌧௦⤒῭ᛮㄽ㸰 � ۑ
ᩥㄽ㸿♫࣮ࢲ࢙ࣥࢪ � ۑ
ᩥㄽ㹀♫࣮ࢲ࢙ࣥࢪ � ۑ
ṇ⩏ㄽ㸿ࣝࣂ࣮ࣟࢢ � ۑ
ṇ⩏ㄽ㹀ࣝࣂ࣮ࣟࢢ � ۑ
⌧௦Ẹ᪘ㄅᏛ㸯 � ۑ
⌧௦Ẹ᪘ㄅᏛ㸰 � ۑ
ẚ㍑Ẹ᪘Ꮫ㸯 � ۑ
ẚ㍑Ẹ᪘Ꮫ㸰 � ۑ
ᖹᵓ⠏ㄽ㸿 � ۑ
ᖹᵓ⠏ㄽ㹀 � ۑ
ᗣᚰ⌮Ꮫ㸯㸦ᗣ࣭་⒪ᚰ⌮Ꮫ㸯㸧 � ۑ
ᗣᚰ⌮Ꮫ㸰㸦ᗣ࣭་⒪ᚰ⌮Ꮫ㸰㸧 � ۑ
ᚰ⌮ࢳ࣮ࢧࣜࣝࣂ࣮ࣟࢢ㸯 � ۑ
ᚰ⌮ࢳ࣮ࢧࣜࣝࣂ࣮ࣟࢢ㸰 � ۑ
῝ᒙᚰ⌮Ꮫ㸯 � ۑ
῝ᒙᚰ⌮Ꮫ㸰 � ۑ
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⎔ቃᙧᡂ⛉Ꮫᐇ㦂㸿 � ۑ
⎔ቃᙧᡂ⛉Ꮫᐇ㦂㹀 � ۑ
⎔ቃᙧᡂ⛉Ꮫᐇ㦂㹁 � ۑ
⎔ቃᙧᡂ⛉Ꮫᐇ㦂㹂 � ۑ
⎔ቃᙧᡂ⛉Ꮫᐇ⩦㸿 � ۑ
⎔ቃᙧᡂ⛉Ꮫᐇ⩦㹀 � ۑ
⎔ቃᨻ⟇ㄽ � ۑ
⎔ቃ࣒ࢸࢫࢩタィㄽ � ۑ
ྜពᙧᡂࢫࢭࣟࣉㄽ � ۑ
ᆅᇦᬒほ⏕ែㄽ � ۑ
ఫ⎔ቃㄽ � ۑ
⎔ቃᙧᡂ⛉Ꮫㄪᰝἲ㸯 � ۑ
⎔ቃᙧᡂ⛉Ꮫㄪᰝἲ㸰 � ۑ
♫⎔ቃኚືྐ � ۑ
⎔ቃἲ � ۑ
ᖹㄽࣝࣂ࣮ࣟࢢ � ۑ
ປാ⎔ቃྐ � ۑ
ቃྐ⎔῭⤒ࣝࣂ࣮ࣟࢢ � ۑ
⚟♴⎔ቃ࣒ࢸࢫࢩㄽ � ۑ
ᆅᇦ✵㛫࣒ࢸࢫࢩㄽ � ۑ
♫ᩥ⎔ቃㄽ � ۑ
ᆅᇦ♫ඹ⏕ㄽ � ۑ
ᆅᇦ⯆ᨻ⟇ㄽ � ۑ
⩦ᐇࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝࣇ � ۑ
᪥ᮏ♫ᩥㄽ㸿 � ۑ
᪥ᮏ♫ᩥㄽ㹀 � ۑ
㏆⌧௦♫ᛮㄽ㸿 � ۑ
㏆⌧௦♫ᛮㄽ㹀 � ۑ
⌧௦♫⌮ㄽ㸿 � ۑ
⌧௦♫⌮ㄽ㹀 � ۑ
ᩥே㢮Ꮫ㸯 � ۑ
ᩥே㢮Ꮫ㸰 � ۑ
ᅜ㝿㛵ಀㄽ㸿 � ۑ
ᅜ㝿㛵ಀㄽ㹀 � ۑ
᪥ᮏṔྐᩥㄽ㸿 � ۑ
᪥ᮏṔྐᩥㄽ㹀 � ۑ
㏆⌧௦ᨻᛮㄽ㸿 � ۑ
㏆⌧௦ᨻᛮㄽ㹀 � ۑ
㏆⌧௦⤒῭ᛮㄽ㸯 � ۑ
㏆⌧௦⤒῭ᛮㄽ㸰 � ۑ
ᩥㄽ㸿♫࣮ࢲ࢙ࣥࢪ � ۑ
ᩥㄽ㹀♫࣮ࢲ࢙ࣥࢪ � ۑ
ṇ⩏ㄽ㸿ࣝࣂ࣮ࣟࢢ � ۑ
ṇ⩏ㄽ㹀ࣝࣂ࣮ࣟࢢ � ۑ
⌧௦Ẹ᪘ㄅᏛ㸯 � ۑ
⌧௦Ẹ᪘ㄅᏛ㸰 � ۑ
ẚ㍑Ẹ᪘Ꮫ㸯 � ۑ
ẚ㍑Ẹ᪘Ꮫ㸰 � ۑ
ᖹᵓ⠏ㄽ㸿 � ۑ
ᖹᵓ⠏ㄽ㹀 � ۑ
ᗣᚰ⌮Ꮫ㸯㸦ᗣ࣭་⒪ᚰ⌮Ꮫ㸯㸧 � ۑ
ᗣᚰ⌮Ꮫ㸰㸦ᗣ࣭་⒪ᚰ⌮Ꮫ㸰㸧 � ۑ
ᚰ⌮ࢳ࣮ࢧࣜࣝࣂ࣮ࣟࢢ㸯 � ۑ
ᚰ⌮ࢳ࣮ࢧࣜࣝࣂ࣮ࣟࢢ㸰 � ۑ
῝ᒙᚰ⌮Ꮫ㸯 � ۑ
῝ᒙᚰ⌮Ꮫ㸰 � ۑ

Ꮫ ⛉ ᒎ 㛤 ⛉ ┠

Ꮫ
⛉
ᑓ
㛛
⛉
┠

ᑓ
㛛
⛉
┠

㸫 ��� 㸫



㌟యᶵ⬟ࡢ㐺ᛂ㸯 � ۑ
㌟యᶵ⬟ࡢ㐺ᛂ㸰 � ۑ
ᐙ᪘ࡢⓎ㐩⌮㸯㸦♫࣭㞟ᅋ࣭ᐙ᪘ᚰ⌮Ꮫ㸯㸧 � ۑ
ᐙ᪘ࡢⓎ㐩⌮㸰㸦♫࣭㞟ᅋ࣭ᐙ᪘ᚰ⌮Ꮫ㸰㸧 � ۑ
㸯ࣥࣙࢩ࣮ࣔࣟࣉࢫࣝ࣊ � ۑ
㸰ࣥࣙࢩ࣮ࣔࣟࣉࢫࣝ࣊ � ۑ
ຍ㱋ࡢ♫ᚰ⌮Ꮫ㸯㸦♫࣭㞟ᅋ࣭ᐙ᪘ᚰ⌮Ꮫ㸯㸧 � ۑ
ຍ㱋ࡢ♫ᚰ⌮Ꮫ㸰㸦♫࣭㞟ᅋ࣭ᐙ᪘ᚰ⌮Ꮫ㸰㸧 � ۑ
ㄽᩥࣥࣙࢩࢵࣇ � ۑ
㒔ᕷᘓ⠏ࡢ��ୡ⣖㸯 � ۑ
㒔ᕷᘓ⠏ࡢ��ୡ⣖㸰 � ۑ
ᅜ㝿⎔ቃἲ � ۑ
♫ㄪᰝἲ㸯 � ۑ
♫ㄪᰝἲ㸰 � ۑ
⎔ቃᙧᡂ⛉Ꮫ₇⩦㸯 � ۑ
⎔ቃᙧᡂ⛉Ꮫ₇⩦㸰 � ۑ
⎔ቃᙧᡂ⛉Ꮫ₇⩦㸱 � ۑ
⎔ቃᙧᡂ⛉Ꮫ₇⩦㸲 � ۑ
༞ᴗ◊✲ �� ۔
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ഛ⪃

ึᖺḟ࣮ࢼ࣑ࢭ � ۔
␗ᩥࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥㄽ � ۑ
༠ാᆺ࣮ࣜࣉࢵࢩ࣮ࢲㄽ � ۑ
ᅜ㝿㛤Ⓨຓㄽ㸦㹈㹇㹁㸿㸧㸯 � ۔
ᅜ㝿㛤Ⓨຓㄽ㸦㹈㹇㹁㸿㸧㸰 � ۔
ᡂㄽࢸࢽ࣑ࣗࢥ � ۔
ᇶ♏ㄽࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝࣇ � ۑ
␗ᩥ㛫ᩍ⫱ㄽ㸯 � ۑ
␗ᩥ㛫ᩍ⫱ㄽ㸰 � ۑ
ㄽࢺ࣓ࣥ࣡ࣃ࢚ࣥࣝࣕࢩ࣮ࢯ � ۑ
ሗࣜ₇࣮ࢩࣛࢸ⩦㸯 � ۑ
ሗࣜ₇࣮ࢩࣛࢸ⩦㸰 � ۑ
ඹ⏕♫ㄽࣝࣂ࣮ࣟࢢ � ۔
᪉ἲㄽࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝࣇ � ۑ
㏵ୖᅜ㎰ᮧᆅᇦ㛤Ⓨㄽ � ۑ
$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦ⱥ㸧㸿 � ۔
$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦ⱥ㸧㹀 � ۑ
$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦ⱥ㸧㸿 � ۑ
$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦ⱥ㸧㹀 � ۑ
㹒㹍㹃㹄㹊₇⩦㸿 � ۑ
㹒㹍㹃㹄㹊₇⩦㹀 � ۑ
㹒㹍㹃㹇㹁₇⩦㸿 � ۑ
㹒㹍㹃㹇㹁₇⩦㹀 � ۑ
(QJOLVK�3UHVHQWDWLRQ�6NLOOV�$ � ۑ
(QJOLVK�3UHVHQWDWLRQ�6NLOOV�% � ۑ
(QJOLVK�IRU�3URIHVVLRQDO�3XUSRVHV�$ � ۑ
(QJOLVK�IRU�3URIHVVLRQDO�3XUSRVHV�% � ۑ
$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦⊂㸧㸿 � ۑ
$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦⊂㸧㹀 � ۑ
$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦㸧㸿 � ۑ
$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦㸧㹀 � ۑ
$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦୰㸧㸿 � ۑ
$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦୰㸧㹀 � ۑ
$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦㟢㸧㸿 � ۑ
$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦㟢㸧㹀 � ۑ
$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦⊂㸧㸿 � ۑ
$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦⊂㸧㹀 � ۑ
$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦㸧㸿 � ۑ
$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦㸧㹀 � ۑ
$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦୰㸧㸿 � ۑ
$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦୰㸧㹀 � ۑ
$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦㟢㸧㸿 � ۑ
$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦㟢㸧㹀 � ۑ
ㄒධ㛛㸯ࣜࢥ � ۑ
ㄒධ㛛㸰ࣜࢥ � ۑ
ㄒධ㛛㸱ࣜࢥ � ۑ
ㄒධ㛛㸲ࣜࢥ � ۑ
ㄒධ㛛㸯ࣥ࣌ࢫ � ۑ
ㄒධ㛛㸰ࣥ࣌ࢫ � ۑ
ㄒධ㛛㸱ࣥ࣌ࢫ � ۑ
ㄒධ㛛㸲ࣥ࣌ࢫ � ۑ
ㄒධ㛛㸯ࣜࢱ � ۑ
ㄒධ㛛㸰ࣜࢱ � ۑ
ㄒධ㛛㸱ࣜࢱ � ۑ
ㄒධ㛛㸲ࣜࢱ � ۑ
ㄒධ㛛㸯ࣥࢸࣛ � ۑ
ㄒධ㛛㸰ࣥࢸࣛ � ۑ
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⛉ᩍ⫱ᏛࡶᏊࠉ࣍

ᤵᴗ⛉┠ ༢
ᚲಟ㺃㑅
ᢥูࡢ

ഛ⪃

ึᖺḟ࣮ࢼ࣑ࢭ � ۔
␗ᩥࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥㄽ � ۑ
༠ാᆺ࣮ࣜࣉࢵࢩ࣮ࢲㄽ � ۑ
ᅜ㝿㛤Ⓨຓㄽ㸦㹈㹇㹁㸿㸧㸯 � ۔
ᅜ㝿㛤Ⓨຓㄽ㸦㹈㹇㹁㸿㸧㸰 � ۔
ᡂㄽࢸࢽ࣑ࣗࢥ � ۔
ᇶ♏ㄽࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝࣇ � ۑ
␗ᩥ㛫ᩍ⫱ㄽ㸯 � ۑ
␗ᩥ㛫ᩍ⫱ㄽ㸰 � ۑ
ㄽࢺ࣓ࣥ࣡ࣃ࢚ࣥࣝࣕࢩ࣮ࢯ � ۑ
ሗࣜ₇࣮ࢩࣛࢸ⩦㸯 � ۑ
ሗࣜ₇࣮ࢩࣛࢸ⩦㸰 � ۑ
ඹ⏕♫ㄽࣝࣂ࣮ࣟࢢ � ۔
᪉ἲㄽࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝࣇ � ۑ
㏵ୖᅜ㎰ᮧᆅᇦ㛤Ⓨㄽ � ۑ
$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦ⱥ㸧㸿 � ۔
$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦ⱥ㸧㹀 � ۑ
$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦ⱥ㸧㸿 � ۑ
$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦ⱥ㸧㹀 � ۑ
㹒㹍㹃㹄㹊₇⩦㸿 � ۑ
㹒㹍㹃㹄㹊₇⩦㹀 � ۑ
㹒㹍㹃㹇㹁₇⩦㸿 � ۑ
㹒㹍㹃㹇㹁₇⩦㹀 � ۑ
(QJOLVK�3UHVHQWDWLRQ�6NLOOV�$ � ۑ
(QJOLVK�3UHVHQWDWLRQ�6NLOOV�% � ۑ
(QJOLVK�IRU�3URIHVVLRQDO�3XUSRVHV�$ � ۑ
(QJOLVK�IRU�3URIHVVLRQDO�3XUSRVHV�% � ۑ
$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦⊂㸧㸿 � ۑ
$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦⊂㸧㹀 � ۑ
$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦㸧㸿 � ۑ
$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦㸧㹀 � ۑ
$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦୰㸧㸿 � ۑ
$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦୰㸧㹀 � ۑ
$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦㟢㸧㸿 � ۑ
$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦㟢㸧㹀 � ۑ
$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦⊂㸧㸿 � ۑ
$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦⊂㸧㹀 � ۑ
$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦㸧㸿 � ۑ
$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦㸧㹀 � ۑ
$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦୰㸧㸿 � ۑ
$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦୰㸧㹀 � ۑ
$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦㟢㸧㸿 � ۑ
$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦㟢㸧㹀 � ۑ
ㄒධ㛛㸯ࣜࢥ � ۑ
ㄒධ㛛㸰ࣜࢥ � ۑ
ㄒධ㛛㸱ࣜࢥ � ۑ
ㄒධ㛛㸲ࣜࢥ � ۑ
ㄒධ㛛㸯ࣥ࣌ࢫ � ۑ
ㄒධ㛛㸰ࣥ࣌ࢫ � ۑ
ㄒධ㛛㸱ࣥ࣌ࢫ � ۑ
ㄒධ㛛㸲ࣥ࣌ࢫ � ۑ
ㄒධ㛛㸯ࣜࢱ � ۑ
ㄒධ㛛㸰ࣜࢱ � ۑ
ㄒධ㛛㸱ࣜࢱ � ۑ
ㄒධ㛛㸲ࣜࢱ � ۑ
ㄒධ㛛㸯ࣥࢸࣛ � ۑ
ㄒධ㛛㸰ࣥࢸࣛ � ۑ
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ㄒධ㛛㸱ࣥࢸࣛ � ۑ
ㄒධ㛛㸲ࣥࢸࣛ � ۑ
ᅜ㝿₇ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ⩦㸿 � ۑ
ᅜ㝿₇ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ⩦㹀 � ۑ
&XOWXUHV�DQG�6RFLHWLHV�LQ�-DSDQ�$ � ۑ
&XOWXUHV�DQG�6RFLHWLHV�LQ�-DSDQ�% � ۑ
᪥ᮏㄒࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ㸯 � ۑ
᪥ᮏㄒࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ㸰 � ۑ
ሗⓎಙ₇⩦㸯 � ۑ
ሗⓎಙ₇⩦㸰 � ۑ
ᇶ♏₇⩦㸯ࢢ࣑ࣥࣛࢢࣟࣉ � ۑ
ᇶ♏₇⩦㸰ࢢ࣑ࣥࣛࢢࣟࣉ � ۑ
㹃㹑㹂₇⩦Ϩ㸯㸦ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㸧 � ۑ
㹃㹑㹂₇⩦Ϩ㸰㸦ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㸧 � ۑ
㹃㹑㹂₇⩦ϩ㸯㸦ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㸧 � ۑ
㹃㹑㹂₇⩦ϩ㸰㸦ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㸧 � ۑ
እᅜㄒᐇ⩦㸿 � ۑ
እᅜㄒᐇ⩦㹀 � ۑ
ᐇ⩦㸿ࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥ � ۑ
ᐇ⩦㹀ࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥ � ۑ
ᐇ⩦㸿ࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝࣇ � ۑ
ᐇ⩦㹀ࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝࣇ � ۑ
᪥ᮏㄒᩥἲᇶ♏ � ۑ
ᐇ㊶᪥ᮏㄒᇶ♏ � ۑ
᪥ᮏㄒ࣭᪥ᮏᩥᇶ♏₇⩦ � ۑ
ᴫㄽ࣮ࣗࢩࣝࣂ࣮ࣟࢢ � ۔
⩦₇࣮ࣗࢩࣝࣂ࣮ࣟࢢ � ۔
㹅㹑㹎₇⩦㸦ࣥࣙࢩ࣮ࢸ࢚ࣥࣜ࢜㸧 � ۔
␃Ꮫᆺ㹅㹑ࢫ࣮ࢥ � ۑ
ᐇ㊶ᆺ㹅㹑ࢫ࣮ࢥ � ۑ
◊ಟᆺ㹅㹑ࢫ࣮ࢥ � ۑ
㹅㹑㹎₇⩦㸦ࣜࣥࣙࢩࢡࣞࣇ㸧 � ۔
Ꮚࡶᩍ⫱Ꮫᴫㄽ㸯 � ۔
Ꮚࡶᩍ⫱Ꮫᴫㄽ㸰 � ۔
Ꮚࡶᩍ⫱Ꮫ₇⩦㸯 � ۔
Ꮚࡶᩍ⫱Ꮫ₇⩦㸰 � ۔
Ꮚࡶᩍ⫱Ꮫ₇⩦㸱 � ۔
Ꮚࡶᩍ⫱Ꮫ₇⩦㸲 � ۔
Ꮚࡶᩍ⫱Ꮫ₇⩦㸳 � ۔
Ꮚࡶᩍ⫱Ꮫ₇⩦㸴 � ۔
Ꮚࡶᩍ⫱Ꮫ₇⩦㸵 � ۔
Ꮚࡶᩍ⫱Ꮫ₇⩦㸶 � ۔
ᅜ㝿ᩥ⌮ゎᩍ⫱ㄽ㸯 � ۑ
ᅜ㝿ᩥ⌮ゎᩍ⫱ㄽ㸰 � ۑ
ᩍ⫱ཎ⌮㸦ୡ⏺᪥ᮏࡢᏛᰯᩍ⫱㸧㸯 � ۑ
ᩍ⫱ཎ⌮㸦ୡ⏺᪥ᮏࡢᏛᰯᩍ⫱㸧㸰 � ۑ
ಖ⫱ཎ⌮㸦ୡ⏺᪥ᮏࡢஙᗂඣᩍ⫱㸧㸯 � ۑ
ಖ⫱ཎ⌮㸦ୡ⏺᪥ᮏࡢஙᗂඣᩍ⫱㸧㸰 � ۑ
ᩍ⫋ㄽ㸦ᑠ㸧㸯 � ۑ
ᩍ⫋ㄽ㸦ᑠ㸧㸰 � ۑ
᪥ᮏᩍ⫱ྐ㸯 � ۑ
᪥ᮏᩍ⫱ྐ㸰 � ۑ
Ⓨ㐩ᚰ⌮Ꮫ㸦ᗂ࣭ᑠ㸧㸯 � ۑ
Ⓨ㐩ᚰ⌮Ꮫ㸦ᗂ࣭ᑠ㸧㸰 � ۑ
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ࢱࢫ࣭ࣝࣂ࣮ࣟࢢ
ࣛࢢࣟࣉ࣭ࢬ࣮ࢹ
┠⛉㸦㹅㹑㹎㸧࣒

ඣ❺ࡢⓎ㐩Ꮫ⩦㸯 � ۑ
ඣ❺ࡢⓎ㐩Ꮫ⩦㸰 � ۑ
ᩍ⫱⾜ᨻᏛ㸦ᗂ࣭ᑠ㸧㸯 � ۑ
ᩍ⫱⾜ᨻᏛ㸦ᗂ࣭ᑠ㸧㸰 � ۑ
ᩍ⫱⤒ႠᏛ㸦ᗂ࣭ᑠ㸧㸯 � ۑ
ᩍ⫱⤒ႠᏛ㸦ᗂ࣭ᑠ㸧㸰 � ۑ
ㄽ㸯࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝➼ึ � ۑ
ㄽ㸰࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝➼ึ � ۑ
ึ➼ᅜㄒ⛉ᩍ⫱ㄽ㸯 � ۑ
ึ➼ᅜㄒ⛉ᩍ⫱ㄽ㸰 � ۑ
ึ➼♫⛉ᩍ⫱ㄽ㸯 � ۑ
ึ➼♫⛉ᩍ⫱ㄽ㸰 � ۑ
ึ➼⟬ᩘ⛉ᩍ⫱ㄽ㸯 � ۑ
ึ➼⟬ᩘ⛉ᩍ⫱ㄽ㸰 � ۑ
ึ➼⌮⛉ᩍ⫱ㄽ㸯 � ۑ
ึ➼⌮⛉ᩍ⫱ㄽ㸰 � ۑ
ึ➼⏕ά⛉ᩍ⫱ㄽ㸯 � ۑ
ึ➼⏕ά⛉ᩍ⫱ㄽ㸰 � ۑ
ึ➼㡢ᴦ⛉ᩍ⫱ㄽ㸯 � ۑ
ึ➼㡢ᴦ⛉ᩍ⫱ㄽ㸰 � ۑ
ึ➼ᅗᕤ⛉ᩍ⫱ㄽ㸯 � ۑ
ึ➼ᅗᕤ⛉ᩍ⫱ㄽ㸰 � ۑ
ึ➼ᐙᗞ⛉ᩍ⫱ㄽ㸯 � ۑ
ึ➼ᐙᗞ⛉ᩍ⫱ㄽ㸰 � ۑ
ึ➼య⫱⛉ᩍ⫱ㄽ㸯 � ۑ
ึ➼య⫱⛉ᩍ⫱ㄽ㸰 � ۑ
ึ➼ⱥㄒᩍ⫱ㄽ㸯 � ۑ
ึ➼ⱥㄒᩍ⫱ㄽ㸰 � ۑ
ึ➼㐨ᚨᩍ⫱ㄽ㸯 � ۑ
ึ➼㐨ᚨᩍ⫱ㄽ㸰 � ۑ
⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢᣦᑟἲ㸦ᑠ㸧㸯 � ۑ
⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢᣦᑟἲ㸦ᑠ㸧㸰 � ۑ
ึ➼≉ูάືᣦᑟㄽ㸯 � ۑ
ึ➼≉ูάືᣦᑟㄽ㸰 � ۑ
ึ➼ᩍ⫱᪉ἲᏛ㸯 � ۑ
ึ➼ᩍ⫱᪉ἲᏛ㸰 � ۑ
ึ➼⏕ᚐᣦᑟㄽ㸦㐍㊰ᣦᑟࡴྵࢆ㸧㸯 � ۑ
ึ➼⏕ᚐᣦᑟㄽ㸦㐍㊰ᣦᑟࡴྵࢆ㸧㸰 � ۑ
ึ➼Ꮫᰯᩍ⫱┦ㄯ㸯 � ۑ
ึ➼Ꮫᰯᩍ⫱┦ㄯ㸰 � ۑ
ึ➼ᅜㄒㄽ㸯 � ۑ
ึ➼ᅜㄒㄽ㸰 � ۑ
ึ➼♫⛉ㄽ㸯 � ۑ
ึ➼♫⛉ㄽ㸰 � ۑ
ึ➼⟬ᩘㄽ㸯 � ۑ
ึ➼⟬ᩘㄽ㸰 � ۑ
ึ➼⌮⛉ㄽ㸯 � ۑ
ึ➼⌮⛉ㄽ㸰 � ۑ
ึ➼⏕ά⛉ㄽ㸯 � ۑ
ึ➼⏕ά⛉ㄽ㸰 � ۑ
ึ➼㡢ᴦㄽ㸯 � ۑ
ึ➼㡢ᴦㄽ㸰 � ۑ
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ඣ❺ࡢⓎ㐩Ꮫ⩦㸯 � ۑ
ඣ❺ࡢⓎ㐩Ꮫ⩦㸰 � ۑ
ᩍ⫱⾜ᨻᏛ㸦ᗂ࣭ᑠ㸧㸯 � ۑ
ᩍ⫱⾜ᨻᏛ㸦ᗂ࣭ᑠ㸧㸰 � ۑ
ᩍ⫱⤒ႠᏛ㸦ᗂ࣭ᑠ㸧㸯 � ۑ
ᩍ⫱⤒ႠᏛ㸦ᗂ࣭ᑠ㸧㸰 � ۑ
ㄽ㸯࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝➼ึ � ۑ
ㄽ㸰࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝➼ึ � ۑ
ึ➼ᅜㄒ⛉ᩍ⫱ㄽ㸯 � ۑ
ึ➼ᅜㄒ⛉ᩍ⫱ㄽ㸰 � ۑ
ึ➼♫⛉ᩍ⫱ㄽ㸯 � ۑ
ึ➼♫⛉ᩍ⫱ㄽ㸰 � ۑ
ึ➼⟬ᩘ⛉ᩍ⫱ㄽ㸯 � ۑ
ึ➼⟬ᩘ⛉ᩍ⫱ㄽ㸰 � ۑ
ึ➼⌮⛉ᩍ⫱ㄽ㸯 � ۑ
ึ➼⌮⛉ᩍ⫱ㄽ㸰 � ۑ
ึ➼⏕ά⛉ᩍ⫱ㄽ㸯 � ۑ
ึ➼⏕ά⛉ᩍ⫱ㄽ㸰 � ۑ
ึ➼㡢ᴦ⛉ᩍ⫱ㄽ㸯 � ۑ
ึ➼㡢ᴦ⛉ᩍ⫱ㄽ㸰 � ۑ
ึ➼ᅗᕤ⛉ᩍ⫱ㄽ㸯 � ۑ
ึ➼ᅗᕤ⛉ᩍ⫱ㄽ㸰 � ۑ
ึ➼ᐙᗞ⛉ᩍ⫱ㄽ㸯 � ۑ
ึ➼ᐙᗞ⛉ᩍ⫱ㄽ㸰 � ۑ
ึ➼య⫱⛉ᩍ⫱ㄽ㸯 � ۑ
ึ➼య⫱⛉ᩍ⫱ㄽ㸰 � ۑ
ึ➼ⱥㄒᩍ⫱ㄽ㸯 � ۑ
ึ➼ⱥㄒᩍ⫱ㄽ㸰 � ۑ
ึ➼㐨ᚨᩍ⫱ㄽ㸯 � ۑ
ึ➼㐨ᚨᩍ⫱ㄽ㸰 � ۑ
⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢᣦᑟἲ㸦ᑠ㸧㸯 � ۑ
⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢᣦᑟἲ㸦ᑠ㸧㸰 � ۑ
ึ➼≉ูάືᣦᑟㄽ㸯 � ۑ
ึ➼≉ูάືᣦᑟㄽ㸰 � ۑ
ึ➼ᩍ⫱᪉ἲᏛ㸯 � ۑ
ึ➼ᩍ⫱᪉ἲᏛ㸰 � ۑ
ึ➼⏕ᚐᣦᑟㄽ㸦㐍㊰ᣦᑟࡴྵࢆ㸧㸯 � ۑ
ึ➼⏕ᚐᣦᑟㄽ㸦㐍㊰ᣦᑟࡴྵࢆ㸧㸰 � ۑ
ึ➼Ꮫᰯᩍ⫱┦ㄯ㸯 � ۑ
ึ➼Ꮫᰯᩍ⫱┦ㄯ㸰 � ۑ
ึ➼ᅜㄒㄽ㸯 � ۑ
ึ➼ᅜㄒㄽ㸰 � ۑ
ึ➼♫⛉ㄽ㸯 � ۑ
ึ➼♫⛉ㄽ㸰 � ۑ
ึ➼⟬ᩘㄽ㸯 � ۑ
ึ➼⟬ᩘㄽ㸰 � ۑ
ึ➼⌮⛉ㄽ㸯 � ۑ
ึ➼⌮⛉ㄽ㸰 � ۑ
ึ➼⏕ά⛉ㄽ㸯 � ۑ
ึ➼⏕ά⛉ㄽ㸰 � ۑ
ึ➼㡢ᴦㄽ㸯 � ۑ
ึ➼㡢ᴦㄽ㸰 � ۑ
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ึ➼ᅗᕤㄽ㸯 � ۑ
ึ➼ᅗᕤㄽ㸰 � ۑ
ึ➼ᐙᗞ⛉ㄽ㸯 � ۑ
ึ➼ᐙᗞ⛉ㄽ㸰 � ۑ
ึ➼య⫱ㄽ㸯 � ۑ
ึ➼య⫱ㄽ㸰 � ۑ
ึ➼ⱥㄒㄽ㸯 � ۑ
ึ➼ⱥㄒㄽ㸰 � ۑ
ᩍ⫱ᩥ⊩₇⩦㸯ࣝࣂ࣮ࣟࢢ � ۑ
ᩍ⫱ᩥ⊩₇⩦㸰ࣝࣂ࣮ࣟࢢ � ۑ
ᩍ⫱₇⩦㸦ᩍ⫱ྐᏛ㸧㸯ࣝࣂ࣮ࣟࢢ � ۑ
ᩍ⫱₇⩦㸦ᩍ⫱ྐᏛ㸧㸰ࣝࣂ࣮ࣟࢢ � ۑ
ᩍ⫱₇⩦㸦ᩍ⫱ไᗘ㸧㸯ࣝࣂ࣮ࣟࢢ � ۑ
ᩍ⫱₇⩦㸦ᩍ⫱ไᗘ㸧㸰ࣝࣂ࣮ࣟࢢ � ۑ
ᩍ⫱₇⩦㸦ᩍ⫱⾜ᨻᏛ㸧㸯ࣝࣂ࣮ࣟࢢ � ۑ
ᩍ⫱₇⩦㸦ᩍ⫱⾜ᨻᏛ㸧㸰ࣝࣂ࣮ࣟࢢ � ۑ
ᩍ⫱₇⩦㸦ᩍ⫱᪉ἲᏛ㸧㸯ࣝࣂ࣮ࣟࢢ � ۑ
ᩍ⫱₇⩦㸦ᩍ⫱᪉ἲᏛ㸧㸰ࣝࣂ࣮ࣟࢢ � ۑ
ᩍ⫱₇⩦㸦⛉Ꮫᩍ⫱㸧㸯ࣝࣂ࣮ࣟࢢ � ۑ
ᩍ⫱₇⩦㸦⛉Ꮫᩍ⫱㸧㸰ࣝࣂ࣮ࣟࢢ � ۑ
ஙᗂඣᗣ � ۑ
すὒᩍ⫱ᛮྐ㸯 � ۑ
すὒᩍ⫱ᛮྐ㸰 � ۑ
ẚ㍑ᩍ⫱ᨻ⟇ㄽ㸯 � ۑ
ẚ㍑ᩍ⫱ᨻ⟇ㄽ㸰 � ۑ
ẚ㍑ᩍ⫱࣒ࢸࢫࢩㄽ㸯 � ۑ
ẚ㍑ᩍ⫱࣒ࢸࢫࢩㄽ㸰 � ۑ
≉ูᨭᩍ⫱⥲ㄽ㸯 � ۑ
≉ูᨭᩍ⫱⥲ㄽ㸰 � ۑ
≉ูᨭᩍ⫱Ꮫ � ۑ
㞀ᐖඹ⏕ᩍ⫱ㄽ㸯 � ۑ
㞀ᐖඹ⏕ᩍ⫱ㄽ㸰 � ۑ
Ⓨ㐩㞀ᐖᚰ⌮Ꮫ㸯㸦㞀ᐖ⪅࣭㞀ᐖඣᚰ⌮Ꮫ㸯㸧 � ۑ
Ⓨ㐩㞀ᐖᚰ⌮Ꮫ㸰㸦㞀ᐖ⪅࣭㞀ᐖඣᚰ⌮Ꮫ㸰㸧 � ۑ
Ⓨ㐩㞀ᐖඹ⏕♫㸯 � ۑ
㞀ᐖඣⓎ㐩Ꮫ㸯㸦㞀ᐖ⪅࣭㞀ᐖඣᚰ⌮Ꮫ㸯㸧 � ۑ
㞀ᐖඣⓎ㐩Ꮫ㸰㸦㞀ᐖ⪅࣭㞀ᐖඣᚰ⌮Ꮫ㸰㸧 � ۑ
▱ⓗ㞀ᐖࡢ⏕⌮࣭⌮ � ۑ
⫥య⮬⏤⪅ᚰ⌮࣭⏕⌮࣭⌮㸯 � ۑ
⫥య⮬⏤⪅ᚰ⌮࣭⏕⌮࣭⌮㸰 � ۑ
▱ⓗ㞀ᐖᨭᏛ㸯 � ۑ
▱ⓗ㞀ᐖᨭᏛ㸰 � ۑ
Ⓨ㐩㞀ᐖᩍ⫱ㄽ㸯 � ۑ
Ⓨ㐩㞀ᐖᩍ⫱ㄽ㸰 � ۑ
⫥య⮬⏤ᩍ⫱ㄽ㸯 � ۑ
⫥య⮬⏤ᩍ⫱ㄽ㸰 � ۑ
Ⓨ㐩㞀ᐖඹ⏕♫㸰 � ۑ
ᨭᩍ⫱⮫ᗋᏛ㸯 � ۑ
ᨭᩍ⫱⮫ᗋᏛ㸰 � ۑ
⮫ᗋⓎ㐩ᨭᏛ㸯 � ۑ
ඣ❺㟷ᖺ⢭⚄་Ꮫ㸯㸦⢭⚄ᝈࡢࡑ⒪㸯㸧 � ۑ
ඣ❺㟷ᖺ⢭⚄་Ꮫ㸰㸦⢭⚄ᝈࡢࡑ⒪㸰㸧 � ۑ
ゝㄒⓎ㐩ᩍ⫱㸯㸦Ꮫ⩦࣭ゝㄒᚰ⌮Ꮫ㸰㸧 � ۑ
㞀ᐖࣥࣙࢩ࣮ࢸࣜࣅࣁࣜ � ۑ
⮫ᗋⓎ㐩ᨭᏛ㸰 � ۑ
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ゝㄒⓎ㐩ᩍ⫱㸰㸦Ꮫ⩦࣭ゝㄒᚰ⌮Ꮫ㸱㸧 � ۑ
㞀ᐖඣᨭᏛᴫㄽ � ۑ
♫ㄆ㆑ᐇ㊶◊✲㸯 � ۑ
♫ㄆ㆑ᐇ㊶◊✲㸰 � ۑ
ஙᗂඣ⎔ቃ � ۑ
ᩘ⌮ㄆ㆑ᐇ㊶◊✲ � ۑ
⛉Ꮫᩍ⫱ᐇ㊶◊✲㸯 � ۑ
⛉Ꮫᩍ⫱ᐇ㊶◊✲㸰 � ۑ
ⱥㄒ⛉ᐇ㊶◊✲㸯 � ۑ
ⱥㄒ⛉ᐇ㊶◊✲㸰 � ۑ
ᩍ⫱࣭ಖ⫱ᐇ㊶₇⩦㸦ஙᗂඣᩍ⫱㸧 � ۑ
ஙᗂඣゝⴥ � ۑ
ஙᗂඣ⾲⌧㸦㡢ᴦ㸧 � ۑ
ஙᗂඣ⾲⌧㸦㐀ᙧ㸧 � ۑ
ஙᗂඣே㛫㛵ಀ � ۑ
Ꮚࡶᐙᗞ㸯 � ۑ
Ꮚࡶᐙᗞ㸰 � ۑ
ほᐹᐇ⩦Ϩ � ۔
ほᐹᐇ⩦ϩ � ۔
ึ➼ᩍ⫱๓࣭ᚋᣦᑟ � ۔
ึ➼ᩍ⫱ᐇᆅ◊✲ � ۔
≉ูᨭᩍ⫱ᐇᆅ◊✲ � ۑ
Ꮫᰯࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥϨ � ۑ
Ꮫᰯࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥϩ � ۑ
Ꮫᰯࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥϪ � ۑ
ᩍ⫋ᐇ㊶₇⩦㸦ᗂ࣭ᑠ㸧㸯 � ۔
ᩍ⫋ᐇ㊶₇⩦㸦ᗂ࣭ᑠ㸧㸰 � ۔
༞ᴗ◊✲ �� ۔
ᩍᖌධ㛛㸯 � ۑ
ᩍᖌධ㛛㸰 � ۑ
ஙᗂඣᚰ⌮Ꮫ㸯 � ۑ
ஙᗂඣᚰ⌮Ꮫ㸰 � ۑ
Ⓨ㐩ᚰ⌮Ꮫ㸦ᗂ࣭ᑠ㸧㸯 � ۑ
Ⓨ㐩ᚰ⌮Ꮫ㸦ᗂ࣭ᑠ㸧㸰 � ۑ
ᩍ⫱⾜ᨻᏛ㸦ᗂ࣭ᑠ㸧㸯 � ۑ
ᩍ⫱⾜ᨻᏛ㸦ᗂ࣭ᑠ㸧㸰 � ۑ
ᩍ⫱⤒ႠᏛ㸦ᗂ࣭ᑠ㸧㸯 � ۑ
ᩍ⫱⤒ႠᏛ㸦ᗂ࣭ᑠ㸧㸰 � ۑ
ஙᗂඣᩍ⫱ㄢ⛬ㄽ㸯 � ۑ
ஙᗂඣᩍ⫱ㄢ⛬ㄽ㸰 � ۑ
ㄽ㸯࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝➼ึ � ۑ
ㄽ㸰࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝➼ึ � ۑ
ಖ⫱ෆᐜ◊✲㸦ᗣϨ㸧㸯 � ۑ
ಖ⫱ෆᐜ◊✲㸦ᗣϨ㸧㸰 � ۑ
ಖ⫱ෆᐜ◊✲㸦ᗣϩ㸧㸯 � ۑ
ಖ⫱ෆᐜ◊✲㸦ᗣϩ㸧㸰 � ۑ
ಖ⫱ෆᐜ◊✲㸦ே㛫㛵ಀ㸧㸯 � ۑ
ಖ⫱ෆᐜ◊✲㸦ே㛫㛵ಀ㸧㸰 � ۑ
ಖ⫱ෆᐜ◊✲㸦⎔ቃ㸧㸯 � ۑ
ಖ⫱ෆᐜ◊✲㸦⎔ቃ㸧㸰 � ۑ
ಖ⫱ෆᐜ◊✲㸦㐀ᙧ⾲⌧㸧㸯 � ۑ
ಖ⫱ෆᐜ◊✲㸦㐀ᙧ⾲⌧㸧㸰 � ۑ
ಖ⫱ෆᐜ◊✲㸦㡢ᴦ⾲⌧㸧㸯 � ۑ
ಖ⫱ෆᐜ◊✲㸦㡢ᴦ⾲⌧㸧㸰 � ۑ
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ゝㄒⓎ㐩ᩍ⫱㸰㸦Ꮫ⩦࣭ゝㄒᚰ⌮Ꮫ㸱㸧 � ۑ
㞀ᐖඣᨭᏛᴫㄽ � ۑ
♫ㄆ㆑ᐇ㊶◊✲㸯 � ۑ
♫ㄆ㆑ᐇ㊶◊✲㸰 � ۑ
ஙᗂඣ⎔ቃ � ۑ
ᩘ⌮ㄆ㆑ᐇ㊶◊✲ � ۑ
⛉Ꮫᩍ⫱ᐇ㊶◊✲㸯 � ۑ
⛉Ꮫᩍ⫱ᐇ㊶◊✲㸰 � ۑ
ⱥㄒ⛉ᐇ㊶◊✲㸯 � ۑ
ⱥㄒ⛉ᐇ㊶◊✲㸰 � ۑ
ᩍ⫱࣭ಖ⫱ᐇ㊶₇⩦㸦ஙᗂඣᩍ⫱㸧 � ۑ
ஙᗂඣゝⴥ � ۑ
ஙᗂඣ⾲⌧㸦㡢ᴦ㸧 � ۑ
ஙᗂඣ⾲⌧㸦㐀ᙧ㸧 � ۑ
ஙᗂඣே㛫㛵ಀ � ۑ
Ꮚࡶᐙᗞ㸯 � ۑ
Ꮚࡶᐙᗞ㸰 � ۑ
ほᐹᐇ⩦Ϩ � ۔
ほᐹᐇ⩦ϩ � ۔
ึ➼ᩍ⫱๓࣭ᚋᣦᑟ � ۔
ึ➼ᩍ⫱ᐇᆅ◊✲ � ۔
≉ูᨭᩍ⫱ᐇᆅ◊✲ � ۑ
Ꮫᰯࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥϨ � ۑ
Ꮫᰯࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥϩ � ۑ
Ꮫᰯࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥϪ � ۑ
ᩍ⫋ᐇ㊶₇⩦㸦ᗂ࣭ᑠ㸧㸯 � ۔
ᩍ⫋ᐇ㊶₇⩦㸦ᗂ࣭ᑠ㸧㸰 � ۔
༞ᴗ◊✲ �� ۔
ᩍᖌධ㛛㸯 � ۑ
ᩍᖌධ㛛㸰 � ۑ
ஙᗂඣᚰ⌮Ꮫ㸯 � ۑ
ஙᗂඣᚰ⌮Ꮫ㸰 � ۑ
Ⓨ㐩ᚰ⌮Ꮫ㸦ᗂ࣭ᑠ㸧㸯 � ۑ
Ⓨ㐩ᚰ⌮Ꮫ㸦ᗂ࣭ᑠ㸧㸰 � ۑ
ᩍ⫱⾜ᨻᏛ㸦ᗂ࣭ᑠ㸧㸯 � ۑ
ᩍ⫱⾜ᨻᏛ㸦ᗂ࣭ᑠ㸧㸰 � ۑ
ᩍ⫱⤒ႠᏛ㸦ᗂ࣭ᑠ㸧㸯 � ۑ
ᩍ⫱⤒ႠᏛ㸦ᗂ࣭ᑠ㸧㸰 � ۑ
ஙᗂඣᩍ⫱ㄢ⛬ㄽ㸯 � ۑ
ஙᗂඣᩍ⫱ㄢ⛬ㄽ㸰 � ۑ
ㄽ㸯࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝➼ึ � ۑ
ㄽ㸰࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝➼ึ � ۑ
ಖ⫱ෆᐜ◊✲㸦ᗣϨ㸧㸯 � ۑ
ಖ⫱ෆᐜ◊✲㸦ᗣϨ㸧㸰 � ۑ
ಖ⫱ෆᐜ◊✲㸦ᗣϩ㸧㸯 � ۑ
ಖ⫱ෆᐜ◊✲㸦ᗣϩ㸧㸰 � ۑ
ಖ⫱ෆᐜ◊✲㸦ே㛫㛵ಀ㸧㸯 � ۑ
ಖ⫱ෆᐜ◊✲㸦ே㛫㛵ಀ㸧㸰 � ۑ
ಖ⫱ෆᐜ◊✲㸦⎔ቃ㸧㸯 � ۑ
ಖ⫱ෆᐜ◊✲㸦⎔ቃ㸧㸰 � ۑ
ಖ⫱ෆᐜ◊✲㸦㐀ᙧ⾲⌧㸧㸯 � ۑ
ಖ⫱ෆᐜ◊✲㸦㐀ᙧ⾲⌧㸧㸰 � ۑ
ಖ⫱ෆᐜ◊✲㸦㡢ᴦ⾲⌧㸧㸯 � ۑ
ಖ⫱ෆᐜ◊✲㸦㡢ᴦ⾲⌧㸧㸰 � ۑ
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ಖ⫱ෆᐜ◊✲㸦ඣ❺ᩥゝⴥ㸧㸯 � ۑ
ಖ⫱ෆᐜ◊✲㸦ඣ❺ᩥゝⴥ㸧㸰 � ۑ
ஙᗂඣᩍ⫱ෆᐜ࣭᪉ἲㄽ㸯 � ۑ
ஙᗂඣᩍ⫱ෆᐜ࣭᪉ἲㄽ㸰 � ۑ
ึ➼ᩍ⫱᪉ἲᏛ㸯 � ۑ
ึ➼ᩍ⫱᪉ἲᏛ㸰 � ۑ
ஙᗂඣ⌮ゎᩍ⫱┦ㄯ㸯 � ۑ
ஙᗂඣ⌮ゎᩍ⫱┦ㄯ㸰 � ۑ
ึ➼Ꮫᰯᩍ⫱┦ㄯ㸯 � ۑ
ึ➼Ꮫᰯᩍ⫱┦ㄯ㸰 � ۑ
Ꮚࡢࡶಖᗣ㸯 � ۑ
Ꮚࡢࡶಖᗣ㸰 � ۑ
Ꮚࡢࡶ㣗ᰤ㣴㸯 � ۑ
Ꮚࡢࡶ㣗ᰤ㣴㸰 � ۑ
ึ➼ᅜㄒㄽ㸯 � ۑ
ึ➼ᅜㄒㄽ㸰 � ۑ
ึ➼⟬ᩘㄽ㸯 � ۑ
ึ➼⟬ᩘㄽ㸰 � ۑ
ึ➼⏕ά⛉ㄽ㸯 � ۑ
ึ➼⏕ά⛉ㄽ㸰 � ۑ
ึ➼㡢ᴦㄽ㸯 � ۑ
ึ➼㡢ᴦㄽ㸰 � ۑ
ึ➼ᅗᕤㄽ㸯 � ۑ
ึ➼ᅗᕤㄽ㸰 � ۑ
ึ➼య⫱ㄽ㸯 � ۑ
ึ➼య⫱ㄽ㸰 � ۑ
ᩍ⫱ᩥ⊩₇⩦㸯ࣝࣂ࣮ࣟࢢ � ۑ
ᩍ⫱ᩥ⊩₇⩦㸰ࣝࣂ࣮ࣟࢢ � ۑ
ᩍ⫱₇⩦㸦ᩍ⫱ྐᏛ㸧㸯ࣝࣂ࣮ࣟࢢ � ۑ
ᩍ⫱₇⩦㸦ᩍ⫱ྐᏛ㸧㸰ࣝࣂ࣮ࣟࢢ � ۑ
ᩍ⫱₇⩦㸦ᩍ⫱ไᗘ㸧㸯ࣝࣂ࣮ࣟࢢ � ۑ
ᩍ⫱₇⩦㸦ᩍ⫱ไᗘ㸧㸰ࣝࣂ࣮ࣟࢢ � ۑ
ᩍ⫱₇⩦㸦ᩍ⫱⾜ᨻᏛ㸧㸯ࣝࣂ࣮ࣟࢢ � ۑ
ᩍ⫱₇⩦㸦ᩍ⫱⾜ᨻᏛ㸧㸰ࣝࣂ࣮ࣟࢢ � ۑ
ᩍ⫱₇⩦㸦ᩍ⫱᪉ἲᏛ㸧㸯ࣝࣂ࣮ࣟࢢ � ۑ
ᩍ⫱₇⩦㸦ᩍ⫱᪉ἲᏛ㸧㸰ࣝࣂ࣮ࣟࢢ � ۑ
ᩍ⫱₇⩦㸦⛉Ꮫᩍ⫱㸧㸯ࣝࣂ࣮ࣟࢢ � ۑ
ᩍ⫱₇⩦㸦⛉Ꮫᩍ⫱㸧㸰ࣝࣂ࣮ࣟࢢ � ۑ
ஙᗂඣᗣ � ۑ
すὒᩍ⫱ᛮྐ㸯 � ۑ
すὒᩍ⫱ᛮྐ㸰 � ۑ
ẚ㍑ᩍ⫱ᨻ⟇ㄽ㸯 � ۑ
ẚ㍑ᩍ⫱ᨻ⟇ㄽ㸰 � ۑ
ẚ㍑ᩍ⫱࣒ࢸࢫࢩㄽ㸯 � ۑ
ẚ㍑ᩍ⫱࣒ࢸࢫࢩㄽ㸰 � ۑ
≉ูᨭᩍ⫱⥲ㄽ㸯 � ۑ
≉ูᨭᩍ⫱⥲ㄽ㸰 � ۑ
Ⓨ㐩㞀ᐖᚰ⌮Ꮫ㸯㸦㞀ᐖ⪅࣭㞀ᐖඣᚰ⌮Ꮫ㸯㸧 � ۑ
Ⓨ㐩㞀ᐖᚰ⌮Ꮫ㸰㸦㞀ᐖ⪅࣭㞀ᐖඣᚰ⌮Ꮫ㸰㸧 � ۑ
Ⓨ㐩㞀ᐖඹ⏕♫㸯 � ۑ
Ⓨ㐩㞀ᐖඹ⏕♫㸰 � ۑ
㞀ᐖඣⓎ㐩Ꮫ㸯㸦㞀ᐖ⪅࣭㞀ᐖඣᚰ⌮Ꮫ㸯㸧 � ۑ
㞀ᐖඣⓎ㐩Ꮫ㸰㸦㞀ᐖ⪅࣭㞀ᐖඣᚰ⌮Ꮫ㸰㸧 � ۑ
≉ูᨭᩍ⫱ධ㛛㸦ᗂ࣭ᑠ㸧 � ۑ
㞀ᐖඣಖ⫱₇⩦ � ۑ
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♫⚟♴ㄽ㸯 � ۑ
♫⚟♴ㄽ㸰 � ۑ
♫ⓗ㣴ㆤ㸯 � ۑ
♫ⓗ㣴ㆤ㸰 � ۑ
♫ⓗ㣴ㆤෆᐜ₇⩦ � ۑ
♫ㄆ㆑ᐇ㊶◊✲㸯 � ۑ
♫ㄆ㆑ᐇ㊶◊✲㸰 � ۑ
ஙᗂඣ⎔ቃ � ۑ
ᩘ⌮ㄆ㆑ᐇ㊶◊✲ � ۑ
⛉Ꮫᩍ⫱ᐇ㊶◊✲㸯 � ۑ
⛉Ꮫᩍ⫱ᐇ㊶◊✲㸰 � ۑ
ⱥㄒ⛉ᐇ㊶◊✲㸯 � ۑ
ⱥㄒ⛉ᐇ㊶◊✲㸰 � ۑ
ᩍ⫱࣭ಖ⫱ᐇ㊶₇⩦㸦ஙᗂඣᩍ⫱㸧 � ۑ
ஙᗂඣゝⴥ � ۑ
ஙᗂඣ⾲⌧㸦㡢ᴦ㸧 � ۑ
ஙᗂඣ⾲⌧㸦㐀ᙧ㸧 � ۑ
ஙᗂඣே㛫㛵ಀ � ۑ
ஙඣᚰ⌮Ꮫ₇⩦ � ۑ
ᗂඣᚰ⌮Ꮫ₇⩦㸯 � ۑ
ᗂඣᚰ⌮Ꮫ₇⩦㸰 � ۑ
Ꮚࡶᐙᗞ㸯 � ۑ
Ꮚࡶᐙᗞ㸰 � ۑ
Ꮚࡶᐙᗞᨭㄽ㸯 � ۑ
Ꮚࡶᐙᗞᨭㄽ㸰 � ۑ
ほᐹᐇ⩦Ϩ � ۔
ほᐹᐇ⩦ϩ � ۔
ึ➼ᩍ⫱๓࣭ᚋᣦᑟ � ۔
ึ➼ᩍ⫱ᐇᆅ◊✲ � ۔
Ꮫᰯࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥϨ � ۑ
Ꮫᰯࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥϩ � ۑ
Ꮫᰯࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥϪ � ۑ
ᩍ⫋ᐇ㊶₇⩦㸦ᗂ࣭ᑠ㸧㸯 � ۔
ᩍ⫋ᐇ㊶₇⩦㸦ᗂ࣭ᑠ㸧㸰 � ۔
༞ᴗ◊✲ �� ۔
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♫⚟♴ㄽ㸯 � ۑ
♫⚟♴ㄽ㸰 � ۑ
♫ⓗ㣴ㆤ㸯 � ۑ
♫ⓗ㣴ㆤ㸰 � ۑ
♫ⓗ㣴ㆤෆᐜ₇⩦ � ۑ
♫ㄆ㆑ᐇ㊶◊✲㸯 � ۑ
♫ㄆ㆑ᐇ㊶◊✲㸰 � ۑ
ஙᗂඣ⎔ቃ � ۑ
ᩘ⌮ㄆ㆑ᐇ㊶◊✲ � ۑ
⛉Ꮫᩍ⫱ᐇ㊶◊✲㸯 � ۑ
⛉Ꮫᩍ⫱ᐇ㊶◊✲㸰 � ۑ
ⱥㄒ⛉ᐇ㊶◊✲㸯 � ۑ
ⱥㄒ⛉ᐇ㊶◊✲㸰 � ۑ
ᩍ⫱࣭ಖ⫱ᐇ㊶₇⩦㸦ஙᗂඣᩍ⫱㸧 � ۑ
ஙᗂඣゝⴥ � ۑ
ஙᗂඣ⾲⌧㸦㡢ᴦ㸧 � ۑ
ஙᗂඣ⾲⌧㸦㐀ᙧ㸧 � ۑ
ஙᗂඣே㛫㛵ಀ � ۑ
ஙඣᚰ⌮Ꮫ₇⩦ � ۑ
ᗂඣᚰ⌮Ꮫ₇⩦㸯 � ۑ
ᗂඣᚰ⌮Ꮫ₇⩦㸰 � ۑ
Ꮚࡶᐙᗞ㸯 � ۑ
Ꮚࡶᐙᗞ㸰 � ۑ
Ꮚࡶᐙᗞᨭㄽ㸯 � ۑ
Ꮚࡶᐙᗞᨭㄽ㸰 � ۑ
ほᐹᐇ⩦Ϩ � ۔
ほᐹᐇ⩦ϩ � ۔
ึ➼ᩍ⫱๓࣭ᚋᣦᑟ � ۔
ึ➼ᩍ⫱ᐇᆅ◊✲ � ۔
Ꮫᰯࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥϨ � ۑ
Ꮫᰯࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥϩ � ۑ
Ꮫᰯࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥϪ � ۑ
ᩍ⫋ᐇ㊶₇⩦㸦ᗂ࣭ᑠ㸧㸯 � ۔
ᩍ⫋ᐇ㊶₇⩦㸦ᗂ࣭ᑠ㸧㸰 � ۔
༞ᴗ◊✲ �� ۔
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ู⾲➨㸰ࠉᒚಟせ௳㸦➨��᮲㛵ಀ㸧

⛉Ꮫᩥࣝࣂ࣮ࣟࢢࠉ

ᤵ㻌㻌ᴗ㻌㻌⛉㻌㻌┠㻌㻌➼ ഛ㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌⪃

ู⾲➨䠍䛾䜲䛻ᥖ䛢䜛ᤵᴗ⛉┠䛾䛖䛱䠈ேᩥ⣔
䛾ဴᏛ䠈ᚰ⌮Ꮫ䠈⌮Ꮫ䛾༊ศ䛻ᒓ䛩䜛ᤵᴗ
⛉┠䠈♫⛉Ꮫ⣔䛾ᨻᏛ䠈♫Ꮫ䛾༊ศ䛻
ᒓ䛩䜛ᤵᴗ⛉┠୪䜃䛻⮬↛⛉Ꮫ⣔䛾ሗ⛉
Ꮫ䛾༊ศ䛻ᒓ䛩䜛ᤵᴗ⛉┠䜢㝖䛟ྛᤵᴗ⛉┠
䛛䜙ᒚಟ䛩䜛䚹

ู⾲➨㻝䛾䜲䛻ᥖ䛢䜛ᤵᴗ⛉┠

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻭㻝 㻜㻚㻡
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➨㸱᮲� � ᪩ᮇ༞ᴗࡢ⏦ㄳࡿࡁ࡛ࡀࡇ࠺⾜ࢆᏛ⏕ࡣ㸪ḟࡶࢀࡎ࠸ࡢྕྛࡢヱᙜ⪅ࡿࡍ

�ࠋࡿࡍ

���� ᮏᏛ㒊㸰ᖺ㛫ᅾᏛࠋࡇࡿ࠸࡚ࡋ�

���� つ๎ู⾲➨㸰ᐃࢁࡇࡿࡵᚑ࠸㸪��� ༢௨ୖࢆಟᚓࠋࡇࡿ࠸࡚ࡋ�
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㸦᪩ᮇ༞ᴗࡢᡭ⥆㸧�

➨㸲᮲� � ᪩ᮇ༞ᴗࡣ㸪ḟࡢᡭ⥆ᚑࠋࡿࡍࡢࡶ࠺⾜࡚ࡗ�
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ᙜࡢᤵᴗ⛉┠ࡢᒚಟࢆチྍࠋࡿࡍ�

���� Ꮫ㒊㛗ࡣ㸪ᩍᤵࡢ㆟ࢆ⤒࡚㸪⏦ㄳ⪅ࡢ༞ᴗุᐃࢆ㸱ᖺḟ⤊ࠋ࠺⾜�
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䚷ู⾲䚷ᤵᴗ⛉┠ྡ䠈༢ᩘ䠈㛤ㅮᮇཬ䜃㛤ㅮᏛ㒊➼
ᤵᴗ⛉┠༊ศ➼ ᤵ㻌ᴗ㻌⛉㻌┠㻌ྡ ༢ᩘ ᚲせಟᚓ༢ᩘ 㓄ᙜᖺḟ 㛤ㅮᏛ㒊➼

⥺ᙧ௦ᩘධ㛛䠍 㻝 㻝ᖺḟ ᅜ㝿ᩍ㣴ᩍ⫱㝔

⥺ᙧ௦ᩘධ㛛䠎 㻝 㻝ᖺḟ ᅜ㝿ᩍ㣴ᩍ⫱㝔

⥺ᙧ௦ᩘ䠍 㻝 㻝ᖺḟ ᅜ㝿ᩍ㣴ᩍ⫱㝔

⥺ᙧ௦ᩘ䠎 㻝 㻝ᖺḟ ᅜ㝿ᩍ㣴ᩍ⫱㝔

⥺ᙧ௦ᩘ䠏 㻝 㻝ᖺḟ ᅜ㝿ᩍ㣴ᩍ⫱㝔

⥺ᙧ௦ᩘ䠐 㻝 㻝ᖺḟ ᅜ㝿ᩍ㣴ᩍ⫱㝔

ᚤศ✚ศධ㛛䠍 㻝 㻝ᖺḟ ᅜ㝿ᩍ㣴ᩍ⫱㝔

ᚤศ✚ศධ㛛䠎 㻝 㻝ᖺḟ ᅜ㝿ᩍ㣴ᩍ⫱㝔

ᚤศ✚ศ䠍 㻝 㻝ᖺḟ ᅜ㝿ᩍ㣴ᩍ⫱㝔

ᚤศ✚ศ䠎 㻝 㻝ᖺḟ ᅜ㝿ᩍ㣴ᩍ⫱㝔

ᚤศ✚ศ䠏 㻝 㻝ᖺḟ ᅜ㝿ᩍ㣴ᩍ⫱㝔

ᚤศ✚ศ䠐 㻝 㻝ᖺḟ ᅜ㝿ᩍ㣴ᩍ⫱㝔

ᩘ⌮⛉Ꮫᇶ♏ 㻞 㻞ᖺḟ ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㒊⎔ቃඹ⏕Ꮫ⛉

ᩘ⌮⛉Ꮫධ㛛䠄௦ᩘ⣔䠅 㻞 㻞ᖺḟ ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㒊⎔ቃඹ⏕Ꮫ⛉

ᩘᏛ㻭 㻝 㻝䡚㻞ᖺḟ ᅜ㝿ᩍ㣴ᩍ⫱㝔

ᩘᏛ㻮 㻝 㻝䡚㻞ᖺḟ ᅜ㝿ᩍ㣴ᩍ⫱㝔

ᩘᏛ㻯 㻝 㻝䡚㻞ᖺḟ ᅜ㝿ᩍ㣴ᩍ⫱㝔

ᩘᏛ䠠 㻝 㻝䡚㻞ᖺḟ ᅜ㝿ᩍ㣴ᩍ⫱㝔

⤒῭ᩘᏛ 㻞 㻞ᖺḟ ⤒῭Ꮫ㒊

ᩘ⌮⤫ィ䠍 㻝 㻝ཪ䛿㻞ᖺḟ ᅜ㝿ᩍ㣴ᩍ⫱㝔

ᩘ⌮⤫ィ䠎 㻝 㻝ཪ䛿㻞ᖺḟ ᅜ㝿ᩍ㣴ᩍ⫱㝔

ᚰ⌮⤫ィ䊠䠄䠽䠅 㻝 㻞䡚㻟ᖺḟ ᩥᏛ㒊ேᩥᏛ⛉ᚰ⌮Ꮫᑓಟ

ᚰ⌮⤫ィ䊠䠄䠾䠅 㻝 㻞䡚㻟ᖺḟ ᩥᏛ㒊ேᩥᏛ⛉ᚰ⌮Ꮫᑓಟ

ᚰ⌮⤫ィ䊡䠄䠽䠅 㻝 㻠ᖺḟ ᩥᏛ㒊ேᩥᏛ⛉ᚰ⌮Ꮫᑓಟ

ᚰ⌮⤫ィ䊡䠄䠾䠅 㻝 㻠ᖺḟ ᩥᏛ㒊ேᩥᏛ⛉ᚰ⌮Ꮫᑓಟ

♫⤫ィᏛ㻔㼍㻕 㻝 㻟䡚㻠ᖺḟ ᩥᏛ㒊ேᩥᏛ⛉♫Ꮫᑓಟ

♫⤫ィᏛ㻔䠾㻕 㻝 㻟䡚㻠ᖺḟ ᩥᏛ㒊ேᩥᏛ⛉♫Ꮫᑓಟ

㔞ⓗㄪᰝἲ䠄㼍䠅 㻝 㻞䡚㻟ᖺḟ ᩥᏛ㒊ேᩥᏛ⛉♫Ꮫᑓಟ

㔞ⓗㄪᰝἲ䠄䠾䠅 㻝 㻞䡚㻟ᖺḟ ᩥᏛ㒊ேᩥᏛ⛉♫Ꮫᑓಟ

⤫ィሗฎ⌮䠍 㻝 㻞䡚㻠ᖺḟ ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㒊䜾䝻䞊䝞䝹ᩥᏛ⛉

⤫ィሗฎ⌮䠎 㻝 㻞䡚㻠ᖺḟ ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㒊䜾䝻䞊䝞䝹ᩥᏛ⛉

⤫ィⓗၥ㢟ゎỴἲ 㻞 㻞ᖺḟ ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㒊⎔ቃඹ⏕Ꮫ⛉

ᩘ⌮⛉Ꮫධ㛛䠄⤫ィ⣔䠅 㻞 㻞ᖺḟ ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㒊⎔ቃඹ⏕Ꮫ⛉

ᨻ䝕䞊䝍ศᯒ 㻞 㻞䡚㻟ᖺḟ ἲᏛ㒊

⤫ィᏛ 㻞 㻝ᖺḟ ⤒῭Ꮫ㒊

ィ㔞⤒῭Ꮫ 㻞 㻞䡚㻠ᖺḟ ⤒῭Ꮫ㒊

⤒῭⤫ィᏛ 㻞 㻞䡚㻠ᖺḟ ⤒῭Ꮫ㒊

⤒Ⴀ⤫ィ 㻞 㻞䡚㻠ᖺḟ ⤒ႠᏛ㒊

≀⌮ᐇ㦂Ꮫ 㻞 㻞ᖺḟ ⌮Ꮫ㒊

Ꮫ⇕ຊᏛ䊢䠉䠍 㻝 㻟ᖺḟ ⌮Ꮫ㒊

Ꮫ⇕ຊᏛ䊢䠉䠎 㻝 㻟ᖺḟ ⌮Ꮫ㒊

⏕≀Ꮫᐇ㦂䊠㻭 㻞 㻞ᖺḟ ⌮Ꮫ㒊

⏕≀Ꮫᐇ㦂䊠㻮 㻞 㻞ᖺḟ ⌮Ꮫ㒊

ᝨᫍᏛᐇ㦂ᐇ⩦䛾ᇶ♏䊡 㻞 㻞䡚㻠ᖺḟ ⌮Ꮫ㒊

⏕≀⤫ィᏛ 㻞 㻞ᖺḟ ་Ꮫ㒊་Ꮫ⛉

ィ ᕤᏛ 㻞 㻟䡚㻠ᖺḟ ᕤᏛ㒊ᶵᲔᕤᏛ⛉

≀⌮Ꮫᐇ㦂㻭 㻝 㻟䡚㻠ᖺḟ ᕤᏛ㒊ᛂ⏝Ꮫ⛉

≀⌮Ꮫᐇ㦂㻮 㻝 㻟䡚㻠ᖺḟ ᕤᏛ㒊ᛂ⏝Ꮫ⛉

⛣ື⌧㇟䞉䝥䝻䝉䝇ᕤᏛᐇ㦂 㻝㻚㻡 㻟䡚㻠ᖺḟ ᕤᏛ㒊ᛂ⏝Ꮫ⛉

䝕䞊䝍ゎᯒ䠍 㻝 㻞䡚㻠ᖺḟ ᕤᏛ㒊ሗ▱⬟ᕤᏛ⛉

䝕䞊䝍ゎᯒ䠎 㻝 㻞䡚㻠ᖺḟ ᕤᏛ㒊ሗ▱⬟ᕤᏛ⛉

☜⋡䛸⤫ィ 㻞 㻞䡚㻠ᖺḟ ᕤᏛ㒊ሗ▱⬟ᕤᏛ⛉

㣗ᩱሗᏛ 㻞 㻞ᖺḟ ㎰Ꮫ㒊

ᐇ㦂⤫ィᏛ 㻞 㻞ᖺḟ ㎰Ꮫ㒊

ᛂ⏝ື≀Ꮫ₇⩦ 㻝 㻞ᖺḟ ㎰Ꮫ㒊

ከኚ㔞ゎᯒㄽ䠍 㻝 㻞ᖺḟ ᾏ⛉Ꮫ㒊

ከኚ㔞ゎᯒㄽ䠎 㻝 㻞ᖺḟ ᾏ⛉Ꮫ㒊

ᛂ⏝⤫ィᏛ䠍 㻝 㻞ᖺḟ ᾏ⛉Ꮫ㒊

ᛂ⏝⤫ィᏛ䠎 㻝 㻞ᖺḟ ᾏ⛉Ꮫ㒊

ሗ⛉Ꮫ䠍 㻝 㻝ᖺḟ ᅜ㝿ᩍ㣴ᩍ⫱㝔

ሗ⛉Ꮫ䠎 㻝 㻝ᖺḟ ᅜ㝿ᩍ㣴ᩍ⫱㝔

ሗᏛ㻭 㻝 㻝䡚㻞ᖺḟ ᅜ㝿ᩍ㣴ᩍ⫱㝔

ሗ⛉┠

⤫ィ⛉┠

ᩘ⌮⛉┠ 㻠༢௨ୖ

㻞༢௨ୖ

㻞༢௨ୖ
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ሗᏛ㻮 㻝 㻝䡚㻞ᖺḟ ᅜ㝿ᩍ㣴ᩍ⫱㝔

ሗ⛉Ꮫᴫㄽ䠝 㻝 㻝ᖺḟ ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㒊䜾䝻䞊䝞䝹ᩥᏛ⛉

ሗ⛉Ꮫᴫㄽ䠞䚷 㻝 㻝ᖺḟ ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㒊䜾䝻䞊䝞䝹ᩥᏛ⛉

ሗ䝸䝔䝷䝅䞊₇⩦䠍 㻝 㻝ᖺḟ ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㒊

ሗ䝸䝔䝷䝅䞊₇⩦䠎 㻝 㻝ᖺḟ ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㒊

ሗⓎಙ₇⩦䠍 㻝 㻞ᖺḟ ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㒊

ሗⓎಙ₇⩦䠎 㻝 㻞ᖺḟ ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㒊

䝥䝻䜾䝷䝭䞁䜾ᇶ♏₇⩦䠍 㻝 㻞ᖺḟ ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㒊

䝥䝻䜾䝷䝭䞁䜾ᇶ♏₇⩦䠎 㻝 㻞ᖺḟ ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㒊

♫䝅䝇䝔䝮⛉Ꮫ䠝 㻝 㻞ᖺḟ ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㒊䜾䝻䞊䝞䝹ᩥᏛ⛉

♫䝅䝇䝔䝮⛉Ꮫ䠞 㻝 㻞ᖺḟ ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㒊䜾䝻䞊䝞䝹ᩥᏛ⛉

⌧௦䠥䠰ධ㛛䠝 㻝 㻝ᖺḟ ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㒊䜾䝻䞊䝞䝹ᩥᏛ⛉

⌧௦䠥䠰ධ㛛䠞 㻝 㻝ᖺḟ ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㒊䜾䝻䞊䝞䝹ᩥᏛ⛉

䝕䞊䝍䝬䝛䝆䝯䞁䝖䠍 㻝 㻞ᖺḟ ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㒊䜾䝻䞊䝞䝹ᩥᏛ⛉

䝕䞊䝍䝬䝛䝆䝯䞁䝖䠎 㻝 㻞ᖺḟ ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㒊䜾䝻䞊䝞䝹ᩥᏛ⛉

䠥䠰䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䝕䝄䜲䞁䠝 㻝 㻞ᖺḟ ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㒊䜾䝻䞊䝞䝹ᩥᏛ⛉

䠥䠰䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䝕䝄䜲䞁䠞 㻝 㻞ᖺḟ ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㒊䜾䝻䞊䝞䝹ᩥᏛ⛉

ィ⟬ᶵ⛉Ꮫධ㛛 㻞 㻞ᖺḟ ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㒊⎔ቃඹ⏕Ꮫ⛉

ᩘ⌮䝰䝕䝹䝥䝻䜾䝷䝭䞁䜾 㻞 㻞ᖺḟ ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㒊⎔ቃඹ⏕Ꮫ⛉

⎔ቃᩘ್ゎᯒ 㻞 㻞ᖺḟ ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㒊⎔ቃඹ⏕Ꮫ⛉

䝭䜽䝻䝕䞊䝍ศᯒ䊠 㻞 㻞ᖺḟ ⤒῭Ꮫ㒊

䝭䜽䝻䝕䞊䝍ศᯒ䊡 㻞 㻞ᖺḟ ⤒῭Ꮫ㒊

≀⌮Ꮫሗฎ⌮₇⩦ 㻞 㻞ᖺḟ ⌮Ꮫ㒊

ィ⟬ᶵᏛᐇ㦂 㻝 㻟ᖺḟ ⌮Ꮫ㒊

ᝨᫍᏛᐇ⩦䠞 㻞 㻟ᖺḟ ⌮Ꮫ㒊

ሗ⛉Ꮫ 㻞 㻞ᖺḟ ་Ꮫ㒊་Ꮫ⛉

ᩘ್ィ⟬ᐇ⩦ 㻝 㻟ᖺḟ ᕤᏛ㒊ᕷẸᕤᏛ⛉

䝕䞊䝍ᵓ㐀䛸䜰䝹䝂䝸䝈䝮䊠 㻞 㻞ᖺḟ ᕤᏛ㒊㟁Ẽ㟁ᏊᕤᏛ⛉

䝥䝻䜾䝷䝭䞁䜾₇⩦䊡 㻝 㻞ᖺḟ ᕤᏛ㒊㟁Ẽ㟁ᏊᕤᏛ⛉

䝥䝻䜾䝷䝭䞁䜾₇⩦䊠 㻝 㻟ᖺḟ ᕤᏛ㒊ᶵᲔᕤᏛ⛉

䝥䝻䜾䝷䝭䞁䜾₇⩦䊡 㻝 㻟ᖺḟ ᕤᏛ㒊ᶵᲔᕤᏛ⛉

䝥䝻䜾䝷䝭䞁䜾₇⩦䊢 㻝 㻟ᖺḟ ᕤᏛ㒊ᶵᲔᕤᏛ⛉

䝥䝻䝉䝇ᕤᏛ 㻝 㻟䡚㻠ᖺḟ ᕤᏛ㒊ᛂ⏝Ꮫ⛉

䝥䝻䝉䝇䝅䝇䝔䝮ᕤᏛ 㻝 㻟䡚㻠ᖺḟ ᕤᏛ㒊ᛂ⏝Ꮫ⛉

䝥䝻䝉䝇ᕤᏛ₇⩦ 㻜㻚㻡 㻟䡚㻠ᖺḟ ᕤᏛ㒊ᛂ⏝Ꮫ⛉

ᏛᕤᏛᩘᏛ 㻝 㻞䡚㻠ᖺḟ ᕤᏛ㒊ᛂ⏝Ꮫ⛉

ὶయ༢᧯స 㻝 㻟䡚㻠ᖺḟ ᕤᏛ㒊ᛂ⏝Ꮫ⛉

䝥䝻䜾䝷䝭䞁䜾₇⩦䠍 㻜㻚㻡 㻝ᖺḟ ᕤᏛ㒊ሗ▱⬟ᕤᏛ⛉

ィ⟬ᶵᴫㄽ 㻞 㻝ᖺḟ ᕤᏛ㒊ሗ▱⬟ᕤᏛ⛉

䝥䝻䜾䝷䝭䞁䜾₇⩦䠎 㻜㻚㻡 㻝ᖺḟ ᕤᏛ㒊ሗ▱⬟ᕤᏛ⛉

ሗ䞉㏻ಙ䝛䝑䝖䝽䞊䜽 㻞 㻝ᖺḟ ᕤᏛ㒊ሗ▱⬟ᕤᏛ⛉

䝥䝻䜾䝷䝭䞁䜾₇⩦䠏 㻜㻚㻡 㻝ᖺḟ ᕤᏛ㒊ሗ▱⬟ᕤᏛ⛉

䝥䝻䜾䝷䝭䞁䜾₇⩦䠐 㻜㻚㻡 㻝ᖺḟ ᕤᏛ㒊ሗ▱⬟ᕤᏛ⛉

ᩘ್ゎᯒ 㻞 㻟ᖺḟ ㎰Ꮫ㒊

ᇶ♏䝥䝻䜾䝷䝭䞁䜾䠍 㻝 㻞ᖺḟ ᾏ⛉Ꮫ㒊

ᇶ♏䝥䝻䜾䝷䝭䞁䜾䠎 㻝 㻞ᖺḟ ᾏ⛉Ꮫ㒊

▱⬟ሗฎ⌮ㄽ䠍 㻝 㻟ᖺḟ ᾏ⛉Ꮫ㒊

▱⬟ሗฎ⌮ㄽ䠎 㻝 㻟ᖺḟ ᾏ⛉Ꮫ㒊

ሗฎ⌮₇⩦䠉䠍 㻝 㻞ᖺḟ ᾏ⛉Ꮫ㒊

ሗฎ⌮₇⩦䠉䠎 㻝 㻞ᖺḟ ᾏ⛉Ꮫ㒊

䝕䞊䝍䝃䜲䜶䞁䝇ධ㛛䠝 㻝 㻝䡚㻞ᖺḟ ᅜ㝿ᩍ㣴ᩍ⫱㝔

䝕䞊䝍䝃䜲䜶䞁䝇ධ㛛䠞 㻝 㻝䡚㻞ᖺḟ ᅜ㝿ᩍ㣴ᩍ⫱㝔

䝕䞊䝍䝃䜲䜶䞁䝇ᴫㄽ䠝 㻝 㻝䡚㻞ᖺḟ ᅜ㝿ᩍ㣴ᩍ⫱㝔

䝕䞊䝍䝃䜲䜶䞁䝇ᴫㄽ䠞 㻝 㻝䡚㻞ᖺḟ ᅜ㝿ᩍ㣴ᩍ⫱㝔
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荜Ꮫ➼࡛༢ಟᚓࡋ㸪⚄ᡞᏛࠕࡀㄆᐃࠖࡓࡋ⛉┠�

荝ᒚಟྲྀࡾᾘࡓࡋࢆࡋ⛉┠㸦௨ୗࠕɜ㸬ᒚಟྲྀᾘไᗘ࡚ࠖ࠸ࡘཧ↷㸧�

荞㈨᱁චチࡢࡵࡓࡢ⛉┠㸦ᩍ⫋⛉┠㸪Ꮫⱁဨ㛵㐃⛉┠㸧���

㸦୍㒊ࡢᏛ㒊࣭◊✲⛉࡛ࡣィ⟬ᘧධࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ┠⛉ࡿᡤᒓᏛ㒊㸪◊

✲⛉ẖࠋࡍࡲࡋࡏࡽ▱࠾㸧�

荟ᡤᒓᏛ㒊࣭◊✲⛉࡛ᣦᐃࡓࡋ⛉┠㸦ᡤᒓᏛ㒊࣭◊✲⛉ẖࠋࡍࡲࡋࡏࡽ▱࠾㸧�

�
㸰㸬ᒚಟࡓࡋࢆሙྜ㸪㐣ཤࠕࡢྍࠖࡢᡂ⦼ࡣ㸪ཎ๎3$*࡚ࡋィ⟬ᘧධࡏࡲࡾ

�ࠋࢇ

ྍࠕ࣭ 㸦ࠖྜ᱁㸧ᡂ⦼ホ౯ࢆ┠⛉ࡓࢀࡉ㸪ࡧᒚಟⓏ㘓ࡓࡋሙྜ㸪ᒚಟࡋ

ࠖ⚽ྍ㹼ࠕࡢࡓ 㸦*3㸻㸮㹼���㸧ࡢᡂ⦼3$*ࡀィ⟬ᘧධࡾ㸪ᙜヱ⛉┠ࡘ

ྍࠕࡓ࠸㐣ཤ࡚࠸ 㸦ࠖ*3㸻㸮㸧ࡢᡂ⦼ࡀ㸪ᒚಟࡓࡋᏛᮇ௨㝆ࡢ�

*3$ィ⟬ᘧࡽ㝖እࡋࡔࡓࠋࡍࡲࢀࡉ㸪㐣ཤィ⟬3$*ࡓࢀࡉ㸦Ꮫᮇ㸧ࡣ್ࡢኚ

᭦ࠋࢇࡏࡲࢀࡉ�

�
ɜ㸬ᒚಟྲྀᾘไᗘ࡚࠸ࡘ�

ᏛᮇึࡵᒚಟⓏ㘓࡚࠸ࡘ┠⛉ࡓࡗ⾜ࢆ㸪㏵୰࡛ᒚಟࢆ୰Ṇ࠸ࡓࡋሙྜ㸪࣮࢛ࢡ

�ࠋࡍࡲࡁ࡛ࡀࡇࡍᾘࡾྲྀࢆ㸪ᒚಟᒚಟྲྀᾘᮇ㛫୰ࡿࢀࡽࡅタẖ࣮ࢱ

� �

*3$� �
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ࠝᒚಟྲྀᾘᮇ㛫ࠞ�

�ࠋࡍࡲࡋࡏࡽ▱࠾࡛➼♧㏵ᥖูࡣᒚಟྲྀᾘᮇ㛫ࡢ࣮ࢱ࣮࢛ࢡྛ

⏕ᩍົᏛ࡛ࡲ๓᪥ࡢ᪥⤊᭱ࡢ㸪ᤵᴗࡣ࡚࠸ࡘᒚಟྲྀᾘࡢ⩏㸪㞟୰ㅮ࠾࡞

ಀࡋ⏦ฟ࡚ࠋ࠸ࡉࡔࡃ�

ࠝྲྀᾘࡢᑐ㇟ࡿ࡞⛉┠ࠞ�

� � ௨ୗࡾ࠾ࡢ㸪ᤵᴗࡀጞࡢ࣮ࢱ࣮࢛ࢡࡿࡲᒚಟྲྀᾘᮇ㛫ྲྀᾘࠋࡍ࡛⬟ྍࡀ�

� ྲྀᾘࡢᑐ㇟ࡿ࡞㛤ㅮ⛉┠�

➨㸯࣮ࢱ࣮࢛ࢡᒚಟྲྀᾘᮇ㛫� ➨㸯࣮ࢱ࣮࢛ࢡ㛤ㅮ⛉┠㸪๓ᮇ㛤ㅮ⛉┠㸪㏻ᖺ㛤ㅮ⛉┠�

➨㸰࣮ࢱ࣮࢛ࢡᒚಟྲྀᾘᮇ㛫� ➨㸰࣮ࢱ࣮࢛ࢡ㛤ㅮ⛉┠�

➨㸱࣮ࢱ࣮࢛ࢡᒚಟྲྀᾘᮇ㛫� ➨㸱࣮ࢱ࣮࢛ࢡ㛤ㅮ⛉┠㸪ᚋᮇ㛤ㅮ⛉┠�

➨㸲࣮ࢱ࣮࢛ࢡᒚಟྲྀᾘᮇ㛫� ➨㸲࣮ࢱ࣮࢛ࢡ㛤ㅮ⛉┠�

˝ᒚಟⓏ㘓ࡸᒚಟྲྀᾘࡣ㸪ཎ๎࡚ࡋᏛ⏕⮬ࠖࢺࢵࢿ࣮ࡰࡾ࠺ࠕࡀࡽ㸦:HE㸧࡛⾜࠸

�ࠋࡍࡲ

ࡾධ㸪*3$ィ⟬ᘧࡁᏛᴗᡂ⦼⾲࡛ࠖ☜ㄆ࡛ࠕࡸࠖ⾲ᒚಟ⛉┠୍ぴࠕ㸪ࡣ┠⛉ࡓࡋᾘࡾྲྀ࣭

�ࠋࢇࡏࡲ

࣭ᒚಟྲྀᾘᮇ㛫୰ࡾྲྀᾘࡣ┠⛉ࡓࡗ࡞ࡉ㸪ᡂ⦼ホ౯ࡢᑐ㇟ࡾྲྀࠋࡍࡲࡾ࡞ᾘࡎࡉ

㸪*3$ィ⟬ᘧࡾ࡞ྍࠖ㸦ྜ᱁㸧ࠕࡣሙྜ㸪ᡂ⦼ホ౯ࡓࡋ୰Ṇࢆ㏵୰࡛ᒚಟ

ධ࡛ࡢࡍࡲࡾ㸪ὀពࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ�

㝈㸦&$3ไ㸧ࠖୖࡢᒚಟⓏ㘓༢ࠕࡶ┠⛉ࡓࡋᾘࡾྲྀ࣭ ��ࠋࡍࡲࡾධ༢ᩘࡢ�

ᒚಟⓏ㘓๓࡛ࡲ㸪ྛᤵᴗ⛉┠࡛ࢫࣂࣛࢩࡢᤵᴗෆᐜࢆᚲࡎ☜ㄆࡋ㸪ᖺ㛫ࡢᒚಟィ⏬

�ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡗ⾜ࢆᒚಟྲྀᾘ㸪ᒚಟⓏ㘓࡛ୖࡓ࡚❧ࡾࡗࡋࢆ

㸦ࠕᒚಟⓏ㘓༢ୖࡢ㝈㸦&$3ไ㸧ࠖ �༢ᩘࡿࡁᒚಟⓏ㘓࡛Ꮫᮇẖࡣ㸪ᖺ㛫ཪࡣ

�㸧ࠋࡍࡲࡋࡏࡽ▱࠾㸪ᡤᒓᏛ㒊࣭◊✲⛉ẖࡣ࡚࠸ࡘ༢ᩘࡢ㝈ୖࠋࡍ࡛ࡇࡢ㝈ୖࡢ

ࡇࡿࡍㅮ㸦ᒚಟ㸧ཷࡧ㛤ㅮᮇ㛫୰ࡢࡑ㸪ᒚಟྲྀᾘᮇ㛫⤊ᚋ㸪ࡣ┠⛉ࡓࡋᾘࡾྲྀ࣭

�ࠋࢇࡏࡲࡁ࡛ࡣ

ɈಟᏛୖࡽ⏤⌮ࡢ㸪ࠕᒚಟྲྀᾘࠕࠖ┠⛉࠸࡞ࡁ࡛ࡀᒚಟྲྀᾘᮇ㛫୰ྲྀᾘ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ

�ࠋࡍࡲࡋࡏࡽ▱࠾㸪ᡤᒓᏛ㒊࣭◊✲⛉ẖࡣ࡚࠸ࡘヲ⣽ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀࠖ┠⛉

�
ɝ㸬*3$ࡢ㏻▱࡚࠸ࡘ�

࣭ᡂ⦼ホ౯࣮ࢱ࣮࢛ࢡࡣẖ㸪ࡣ3$ࠖ*ࠕᏛᮇẖ㏻▱3*┠⛉ࠕ࡚ࡏేࠋࡍࡲࢀࡉ㸦༢ᩘ

ǘ*3㸧ࠖ 3$㸦Ꮫᮇ㸧ࠖ*ࠕ �ࠋࡍࡲࢀࡉ▱㏻ࡶ

࣭㏻▱ࡾࡼ3$*ࡓࢀࡉ㸪ᏛᮇẖཬࡧᅾᏛ୰ࡢᡂ⦼ホ౯ࡢᖹᆒ್ࢆ☜ㄆࡋ㸪Ꮫ⩦ᡂᯝࡢ

ᣦᶆࠋࡍࡲࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ�

˝ᡂ⦼ホ౯ࡣ3$*㸪Ꮫ⏕⮬ࠖࢺࢵࢿ࣮ࡰࡾ࠺ࠕࡽ㸦:HE㸧࡛☜ㄆ࡛ࠋࡍࡲࡁ�

ࡤ࠼㸪ୗグࡢᡂ⦼↷⏬㠃㸦㸧࡛ࡣ㸪*3$ࠋࡍ࡛ࠖ����ࠕࡣ����ᖺᗘ๓ᮇࡢ

ᡂ⦼ホࡢ㸪ᚋᮇ࡛ࡢࡓࡋ࡛ࠖ����ࠕࡣ$3*ࡢ㸪����ᖺᗘᚋᮇࡀࡓࡋ࡛ࠖ����ࠕࡣ3$*

౯㸦ᖹᆒ㸧ࡀ㸪๓ᮇࡢᡂ⦼ホ౯㸦ᖹᆒ㸧ࠋࡍࡲࡾࢃࡀࡇࡓࡋ᪼ୖࡾࡼ�

� �
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ᡂ⦼↷⏬㠃㸦㸧㸸ࠖࢺࢵࢿ࣮ࡰࡾ࠺ࠕ㸦:HE㸧༢ಟᚓ≧ἣ↷�

ˍ�*3$�
*3$� ⛉┠*3ྜィ� ィ⟬༢ᩘ� ィ⟬᪥�

����� ���� ��� ����ᖺ�᭶��᪥�

ˍ�*3$㸦Ꮫᮇ㸧�

ᖺᗘ�
๓ᮇ� ᚋᮇ�

*3$㸦Ꮫᮇ㸧�⛉┠*3ྜィ� ィ⟬༢ᩘ� ィ⟬᪥� *3$㸦Ꮫᮇ㸧�⛉┠*3ྜィ� ィ⟬༢ᩘ� ィ⟬᪥�

����ᖺᗘ� ����� ��� ��� ����ᖺ㸷᭶��᪥� ����� ��� ��� ����ᖺ㸱᭶��᪥�

Ɉ*3$ࡣᑡᩘⅬ➨㸱ࢆᅄᤞධࠋࡍࡲࢀࡉ♧⾲࡚ࡋ�

�

1R� ༊ศ� ༊ศ� ୰༊ศ� ⛉┠ྡ� ༢ᩘ�ಟᚓᖺᗘ�ಟᚓᏛᮇ�ホㄒ�⛉┠㹅㹎�ྜ ྰ�

�� Ꮫඹ㏻ᤵᴗ⛉┠�ᇶ♏ᩍ㣴⛉┠�� ˕˕˕˕˕� �� ����� ๓ᮇ� ⚽� ���� ྜ�

�

�����༞ᴗ◊✲࡚࠸ࡘ�

༞ᴗ◊✲ࡣ㸪Ꮫ㒊つ๎➨��᮲ᇶ࡙࡚࠸༞ᴗㄽᩥࢆసᡂ࣭ᥦฟࡋ㸪༞ᴗㄽᩥ➼ヨ㦂

ྜ᱁ࠋࢇࡏࡲࡾ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ�

༞ᴗ◊✲࠺⾜ࢆ㝿ࡣ㸲ᖺḟ௨㝆ྛࡢᏛᮇࡢᐃࡓࢀࡽࡵᮇ᪥࡛ࡲ༞ᴗ◊✲ᒆࢆᥦฟ

‽ᇶࡓࢀࡉ♧࡚࠘࠸ࡘ‽༞ᴗ◊✲ࠖ㈨᱁ุᐃᇶࠕࠗࡢ㝿㸪ୗグࡢࡑࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ

�ࠋࢇࡏࡲࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍᥦฟࢆ㸪༞ᴗ◊✲ᒆࡣሙྜ࠸࡞ࡓ‶

సᡂࡓࡋ༞ᴗㄽᩥ᭱ࡣ⤊Ꮫᮇ࡚࠸࠾ᐃࡓࢀࡽࡵᮇ᪥㸦㸱᭶༞ᴗࡢሙྜࡣ㸯᭶��᪥㸪

㸷᭶༞ᴗࡢሙྜࡣ㸵᭶��᪥㸧࡛ࡲᥦฟࠋࢇࡏࡲࡾ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ�

�

�࡚࠸ࡘ‽༞ᴗ◊✲ࠖ㈨᱁ุᐃᇶࠕ

㸲ᖺḟ௨㝆࡚࠸࠾༞ᴗ◊✲ࢆ㛤ጞࡣࡵࡓࡿࡍ㸪㸱ᖺḟ⤊Ⅼ㸦ᅾᏛᮇ㛫㸱ᖺ௨

ୖ㸧࡚࠸࠾㸪௨ୗࡢ༢ࢆಟᚓࡿࡍᚲせࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ�

ุᐃᇶ‽࠸࡞ࡓ‶ሙྜࠕࡣ༞ᴗ◊✲ᒆࠖࢆᥦฟࠋࢇࡏࡲࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ�
�

�⛉Ꮫᩥࣝࣂ࣮ࣟࢢ ༢ᩘ� Ⓨ㐩ࢸࢽ࣑ࣗࢥᏛ⛉� ༢ᩘ�

Ꮫඹ㏻ᤵᴗ⛉┠�

࣭እᅜㄒ⛉┠�

࣭ሗ⛉┠�

࣭ᗣ࣭ࢶ࣮࣏ࢫ⛉Ꮫ�

࣭ᇶ♏ᩍ㣴⛉┠㸪⥲ྜᩍ㣴⛉┠�

�
ᑓ㛛⛉┠�

㸦ᑓ㛛⛉┠��༢ࡣ

ึᖺḟ࣮ࢼ࣑ࢭ㸪�

ᴫㄽ㸪࣮ࣗࢩࣝࣂ࣮ࣟࢢ

�㸪⩦₇࣮ࣗࢩࣝࣂ࣮ࣟࢢ

ᅜ㝿㛤Ⓨຓㄽ㸦-,&$㸧㸯ཬࡧ㸰㸪

�ඹ⏕♫ㄽ㸪ࣝࣂ࣮ࣟࢢ

$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦ⱥ㸧$ཬࡧ%㸪

ሗࣜ₇࣮ࢩࣛࢸ⩦㸯ཬࡧ㸰�

�㸧ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠸࡛ࢇྵࢆ

�
㸷༢�

㸯༢�

㸯༢�

��༢�

�
��༢�

Ꮫඹ㏻ᤵᴗ⛉┠�

࣭እᅜㄒ⛉┠�

࣭ሗ⛉┠�

࣭ᗣ࣭ࢶ࣮࣏ࢫ⛉Ꮫ�

࣭ᇶ♏ᩍ㣴⛉┠㸪⥲ྜᩍ㣴⛉┠�

�
ᑓ㛛⛉┠�

㸦ᑓ㛛⛉┠��༢ࡣ

ึᖺḟ࣮ࢼ࣑ࢭ㸪�

ᴫㄽ㸪࣮ࣗࢩࣝࣂ࣮ࣟࢢ

�㸪⩦₇࣮ࣗࢩࣝࣂ࣮ࣟࢢ

ᅜ㝿㛤Ⓨຓㄽ㸦-,&$㸧㸯ཬࡧ㸰㸪

�ඹ⏕♫ㄽ㸪ࣝࣂ࣮ࣟࢢ

$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦ⱥ㸧$

�㸧ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠸࡛ࢇྵࢆ

�
㸷༢�

㸯༢�

㸯༢�

��༢�

�
��༢�

� ��༢௨ୖ�� ��༢௨ୖ�
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⎔ቃඹ⏕Ꮫ⛉� ༢ᩘ� Ꮚࡶᩍ⫱Ꮫ⛉� ༢ᩘ�

Ꮫඹ㏻ᤵᴗ⛉┠�

࣭እᅜㄒ⛉┠�

࣭ሗ⛉┠�

࣭ᗣ࣭ࢶ࣮࣏ࢫ⛉Ꮫ�

࣭ᇶ♏ᩍ㣴⛉┠㸪⥲ྜᩍ㣴⛉┠�

�
ᑓ㛛⛉┠�

㸦ᑓ㛛⛉┠��༢ࡣ

ึᖺḟ࣮ࢼ࣑ࢭ㸪�

ᴫㄽ㸪࣮ࣗࢩࣝࣂ࣮ࣟࢢ

�⩦₇࣮ࣗࢩࣝࣂ࣮ࣟࢢ

ᅜ㝿㛤Ⓨຓㄽ�-,&$�㸯ཬࡧ㸰㸪

�ඹ⏕♫ㄽ㸪$FDGHPLFࣝࣂ࣮ࣟࢢ

&RPPXQLFDWLRQ㸦ⱥ㸧$࠸࡛ࢇྵࢆ

�㸧ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞

�
㸷༢�

㸯༢�

㸯༢�

��༢�

�
��༢�

Ꮫඹ㏻ᤵᴗ⛉┠�

࣭እᅜㄒ⛉┠�

࣭ሗ⛉┠�

࣭ᗣ࣭ࢶ࣮࣏ࢫ⛉Ꮫ�

࣭ᇶ♏ᩍ㣴⛉┠㸪⥲ྜᩍ㣴⛉┠�

�
ᑓ㛛⛉┠�

㸦ᑓ㛛⛉┠��༢ࡣ

ึᖺḟ࣮ࢼ࣑ࢭ㸪�

ᴫㄽ㸪࣮ࣗࢩࣝࣂ࣮ࣟࢢ

�㸪⩦₇࣮ࣗࢩࣝࣂ࣮ࣟࢢ

ᅜ㝿㛤Ⓨຓㄽ�-,&$�㸯ཬࡧ㸰㸪

�ඹ⏕♫ㄽ㸪$FDGHPLFࣝࣂ࣮ࣟࢢ

&RPPXQLFDWLRQ㸦ⱥ㸧$࠸࡛ࢇྵࢆ

�㸧ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞

�
㸷༢�

㸯༢�

㸯༢�

��༢�

�
��༢�

� ��༢௨ୖ�� ��༢௨ୖ�

�
�

㹙༞ᴗㄽᩥసᡂせ㡿㹛�

Ĳį�ㄽᩥࡣ㸪๓ᣦᑟᩍဨࡢⅬ᳨ࡅཷࢆ㸪༞ᴗㄽᩥᥦฟ⚊ࡶ㸪㸯㒊ࢆᣦᐃࡓࢀࡉ

ᮇ㝈࡛ࡲᩍົᏛ⏕ಀᥦฟࠋࡇࡿࡍ㸦༞ᴗㄽᩥᥦฟ⚊ࡣ㸪ᮏᏛ㒊:HEࢲࡽࢪ࣮࣌
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䠄䠅䠞

₇⩦ 㻝 䕿 㻝

㻠

㻞

䕿
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㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚
䠄୰䠅䠝

₇⩦ 㻝 䕿 㻝

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚
䠄୰䠅䠞

₇⩦ 㻝 䕿 㻝

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚
䠄㟢䠅䠝

₇⩦ 㻝 䕿 㻝

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚
䠄㟢䠅䠞

₇⩦ 㻝 䕿 㻝

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㼃㼞㼕㼠㼕㼚㼓䠄⊂䠅䠝 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㼃㼞㼕㼠㼕㼚㼓䠄⊂䠅䠞 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㼃㼞㼕㼠㼕㼚㼓䠄䠅䠝 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㼃㼞㼕㼠㼕㼚㼓䠄䠅䠞 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㼃㼞㼕㼠㼕㼚㼓䠄୰䠅䠝 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㼃㼞㼕㼠㼕㼚㼓䠄୰䠅䠞 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㼃㼞㼕㼠㼕㼚㼓䠄㟢䠅䠝 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㼃㼞㼕㼠㼕㼚㼓䠄㟢䠅䠞 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
䝁䝸䜰ㄒධ㛛䠍 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
䝁䝸䜰ㄒධ㛛䠎 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
䝁䝸䜰ㄒධ㛛䠏 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
䝁䝸䜰ㄒධ㛛䠐 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
䝇䝨䜲䞁ㄒධ㛛䠍 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
䝇䝨䜲䞁ㄒධ㛛䠎 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
䝇䝨䜲䞁ㄒධ㛛䠏 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
䝇䝨䜲䞁ㄒධ㛛䠐 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
䜲䝍䝸䜰ㄒධ㛛䠍 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
䜲䝍䝸䜰ㄒධ㛛䠎 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
䜲䝍䝸䜰ㄒධ㛛䠏 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
䜲䝍䝸䜰ㄒධ㛛䠐 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
䝷䝔䞁ㄒධ㛛䠍 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
䝷䝔䞁ㄒධ㛛䠎 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
䝷䝔䞁ㄒධ㛛䠏 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
䝷䝔䞁ㄒධ㛛䠐 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
ᅜ㝿䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁₇⩦
䠝

₇⩦ 㻝 䕿

ᅜ㝿䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁₇⩦
䠞

₇⩦ 㻝 䕿

㻯㼡㼘㼠㼡㼞㼑㼟㻌㼍㼚㼐㻌㻿㼛㼏㼕㼑㼠㼕㼑㼟㻌㼕㼚
㻶㼍㼜㼍㼚㻌㻭

ㅮ⩏ 㻝 䕿

㻯㼡㼘㼠㼡㼞㼑㼟㻌㼍㼚㼐㻌㻿㼛㼏㼕㼑㼠㼕㼑㼟㻌㼕㼚
㻶㼍㼜㼍㼚㻌㻮

ㅮ⩏ 㻝 䕿

᪥ᮏㄒ䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
᪥ᮏㄒ䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ሗⓎಙ₇⩦䠍 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
ሗⓎಙ₇⩦䠎 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
䝥䝻䜾䝷䝭䞁䜾ᇶ♏₇⩦䠍 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
䝥䝻䜾䝷䝭䞁䜾ᇶ♏₇⩦䠎 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

䠡䠯䠠₇⩦䊠䠍䠄ᅜ㝿ே㛫⛉
Ꮫ䠅

₇⩦ 㻝 䕿 㻝

䠡䠯䠠₇⩦䊠䠎䠄ᅜ㝿ே㛫⛉
Ꮫ䠅

₇⩦ 㻝 䕿 㻝

䠡䠯䠠₇⩦䊡䠍䠄ᅜ㝿ே㛫⛉
Ꮫ䠅

₇⩦ 㻝 䕿 㻝

䠡䠯䠠₇⩦䊡䠎䠄ᅜ㝿ே㛫⛉
Ꮫ䠅

₇⩦ 㻝 䕿 㻝

እᅜㄒᐇ⩦䠝 ᐇ⩦ 㻝 㻝 ㄆᐃ⛉┠

እᅜㄒᐇ⩦䠞 ᐇ⩦ 㻞 㻝 ㄆᐃ⛉┠

䜲䞁䝍䞊䞁䝅䝑䝥ᐇ⩦䠝 ᐇ⩦ 㻝 㻝 ㄆᐃ⛉┠

䜲䞁䝍䞊䞁䝅䝑䝥ᐇ⩦䠞 ᐇ⩦ 㻞 㻝 ㄆᐃ⛉┠

䝣䜱䞊䝹䝗䝽䞊䜽ᐇ⩦䠝 ᐇ⩦ 㻝 㻝 ㄆᐃ⛉┠

䝣䜱䞊䝹䝗䝽䞊䜽ᐇ⩦䠞 ᐇ⩦ 㻞 㻝 ㄆᐃ⛉┠

᪥ᮏㄒᩥἲᇶ♏ ㅮ⩏ 㻝 㻝

㻝

㸫 ��� 㸫㸫 ��� 㸫



㻝㻽㻞㻽㻟㻽㻠㻽㻝㻽㻞㻽㻟㻽㻠㻽㻝㻽㻞㻽㻟㻽㻠㻽㻝㻽㻞㻽㻟㻽㻠㻽

ᤵ
ᴗ
ᙧ
ែ

㻞ᖺ 㻟ᖺ

㓄ᙜᏛᮇ

ᚋ ᚋ

༢

ᩘ ๓

ᒚಟ䝥䝻䜾䝷䝮
䜾
䝻
呎

䝞
䝹

ᩥ

ᙧ
ᡂ

䜾
䝻
呎

䝞
䝹

♫

ື
ែ

䜾
䝻
呎

䝞
䝹

䝁
䝭

吼
䝙

䜿
呎

䝅

吾
䞁

㻝ᖺ
㑅
ᢥ

๓ ๓ ᚋ
⛉┠ྡ⛠

๓ ᚋ

㻠ᖺ
ഛ⪃

㑅
ᢥ
ᚲ
ಟ

ᚲಟ䞉㑅ᢥ䛾ู

ᚲ
ಟ

ᐇ㊶᪥ᮏㄒᇶ♏ ㅮ⩏ 㻝 㻝
᪥ᮏㄒ䞉᪥ᮏᩥᇶ♏₇⩦ ₇⩦ 㻝 㻝
䠷䜾䝻䞊䝞䝹䞉䝇䝍䝕䜱䞊䝈䞉䝥䝻䜾䝷䝮䠄㻳㻿㻼䠅⛉┠䠹䈜䠓༢ᚲせ

䜾䝻䞊䝞䝹䜲䝅䝳䞊ᴫㄽ ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
䜾䝻䞊䝞䝹䜲䝅䝳䞊₇⩦ ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

䠣䠯䠬₇⩦䠄䜸䝸䜶䞁䝔䞊
䝅䝵䞁䠅

₇⩦ 㻝 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 㻝

␃Ꮫᆺ䠣䠯䝁䞊䝇 ₇⩦ 㻟 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿
ᐇ㊶ᆺ䠣䠯䝁䞊䝇 ₇⩦ 㻟 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿
◊ಟᆺ䠣䠯䝁䞊䝇 ₇⩦ 㻟 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿
䠣䠯䠬₇⩦䠄䝸䝣䝺䜽䝅䝵䞁䠅 ₇⩦ 㻝 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 㻝
䠷Ꮫ⛉ඹ㏻⛉┠䠹䈜䚷䠐༢௨ୖᚲせ

ሗ⛉Ꮫᴫㄽ䠝 ㅮ⩏ 㻝 䕿
ሗ⛉Ꮫᴫㄽ䠞 ㅮ⩏ 㻝 䕿
䜾䝻䞊䝞䝹䞉䝠䝇䝖䝸䞊䠝 ㅮ⩏ 㻝 䕿
䜾䝻䞊䝞䝹䞉䝠䝇䝖䝸䞊䠞 ㅮ⩏ 㻝 䕿
䜾䝻䞊䝞䝹䛸⌧௦ୡ⏺䠝 ㅮ⩏ 㻝 䕿
䜾䝻䞊䝞䝹䛸⌧௦ୡ⏺䠞 ㅮ⩏ 㻝 䕿

ඛ➃⛉Ꮫ♫ᩥㄽ䠄䠦䠝䠴
䠝䠅䠍

ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝

ඛ➃⛉Ꮫ♫ᩥㄽ䠄䠦䠝䠴
䠝䠅䠎

ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝

㻻㼤㼎㼞㼕㼐㼓㼑㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻿㼡㼙㼙㼑㼞
㻯㼍㼙㼜㻌㻝

ᐇ⩦ 㻝 䕿 㻝

㻻㼤㼎㼞㼕㼐㼓㼑㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻿㼡㼙㼙㼑㼞
㻯㼍㼙㼜㻌㻞

ᐇ⩦ 㻝 䕿 㻝

㻻㼤㼎㼞㼕㼐㼓㼑㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻿㼡㼙㼙㼑㼞
㻯㼍㼙㼜㻌㻟

ᐇ⩦ 㻝 䕿 㻝

᪥Ḣẚ㍑䝉䝭䝘䞊䊠䠝 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
᪥Ḣẚ㍑䝉䝭䝘䞊䊠䠞 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
᪥Ḣẚ㍑䝉䝭䝘䞊䊡䠝 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
᪥Ḣẚ㍑䝉䝭䝘䞊䊡䠞 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
᪥Ḣẚ㍑䝉䝭䝘䞊䊢䠝 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
᪥Ḣẚ㍑䝉䝭䝘䞊䊢䠞 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
㻭㼟㼜㼑㼏㼠㼟㻌㼛㼒㻌㻱㼁㻌㻯㼡㼘㼠㼡㼞㼑㻌㼍㼚㼐
㻿㼛㼏㼕㼑㼠㼥㻌㻔㻸㼑㼏㼠㼡㼞㼑㻕㻌㻭

ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝

㻭㼟㼜㼑㼏㼠㼟㻌㼛㼒㻌㻱㼁㻌㻯㼡㼘㼠㼡㼞㼑㻌㼍㼚㼐
㻿㼛㼏㼕㼑㼠㼥㻌㻔㻸㼑㼏㼠㼡㼞㼑㻕㻌㻮

ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝

㻭㼟㼜㼑㼏㼠㼟㻌㼛㼒㻌㻱㼁㻌㻯㼡㼘㼠㼡㼞㼑㻌㼍㼚㼐
㻿㼛㼏㼕㼑㼠㼥㻌㻔㻿㼑㼙㼕㼚㼍㼞㻕㻌㻭

₇⩦ 㻝 䕿 㻝

㻭㼟㼜㼑㼏㼠㼟㻌㼛㼒㻌㻱㼁㻌㻯㼡㼘㼠㼡㼞㼑㻌㼍㼚㼐
㻿㼛㼏㼕㼑㼠㼥㻌㻔㻿㼑㼙㼕㼚㼍㼞㻕㻌㻮

₇⩦ 㻝 䕿 㻝

䠡䠱䜶䜻䝇䝟䞊䝖ேᮦ㣴ᡂ
䝥䝻䜾䝷䝮≉ูㅮ⩏

ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝

㻸㼑㼏㼠㼡㼞㼑㼟㻌㼛㼚㻌㻿㼛㼏㼕㼍㼘
㻰㼥㼚㼍㼙㼕㼏㼟

ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝

㻸㼑㼏㼠㼡㼞㼑㼟㻌㼛㼚㻌㻯㼡㼘㼠㼡㼞㼍㼘
㻲㼛㼞㼙㼍㼠㼕㼛㼚㼟

ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝

㻸㼑㼏㼠㼡㼞㼑㼟㻌㼛㼚㻌㻳㼘㼛㼎㼍㼘
㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚

ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝

㻿㼠㼡㼐㼥㻌㼛㼚㻌㻳㼘㼛㼎㼍㼘㻌㻯㼡㼘㼠㼡㼞㼑㼟
㻝䡚
㻞㻤

㻝䡚
㻞㻤

ㄆᐃ
⛉┠

᪥ᮏ♫ᩥㄽ䠝 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
᪥ᮏ♫ᩥㄽ䠞 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
୰ᅜ♫ᩥㄽ䠝 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
୰ᅜ♫ᩥㄽ䠞 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
⎔すὒᩥㄽ䠝 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
⎔すὒᩥㄽ䠞 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
ᩥᨻ⟇ㄽ䠝 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
ᩥᨻ⟇ㄽ䠞 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
ᩥே㢮Ꮫ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
ᩥே㢮Ꮫ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿

㻠

㻟

䠷Ꮫ⛉䝁䜰⛉┠䠹䈜䚷䠒༢௨ୖᚲせ
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ᅜ㝿㛵ಀㄽ䠝 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
ᅜ㝿㛵ಀㄽ䠞 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
㏆⌧௦♫ᛮㄽ䠝 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
㏆⌧௦♫ᛮㄽ䠞 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
⌧௦♫⌮ㄽ䠝 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
⌧௦♫⌮ㄽ䠞 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
➨ゝㄒ⩦ᚓㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
➨ゝㄒ⩦ᚓㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
㠀ゝㄒ䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁ㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
㠀ゝㄒ䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁ㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
⌧௦䠥䠰ධ㛛䠝 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
⌧௦䠥䠰ධ㛛䠞 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿

᪥ᮏᛮᩥㄽ䠝 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
᪥ᮏᛮᩥㄽ䠞 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
᪥ᮏᩥὶㄽ䠝 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
᪥ᮏᩥὶㄽ䠞 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
᪥ᮏ䝯䝕䜱䜰ᩥㄽ䠝 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
᪥ᮏ䝯䝕䜱䜰ᩥㄽ䠞 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
᪥ᮏṔྐᩥㄽ䠝 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
᪥ᮏṔྐᩥㄽ䠞 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
䝻䝅䜰䞉ᮾ䜰䝆䜰♫ᩥ
ㄽ䠝

ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿

䝻䝅䜰䞉ᮾ䜰䝆䜰♫ᩥ
ㄽ䠞

ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿

䜸䝉䜰䝙䜰♫ᩥㄽ䠝 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
䜸䝉䜰䝙䜰♫ᩥㄽ䠞 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
䜰䝆䜰Ṕྐ♫ㄽ䠝 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
䜰䝆䜰Ṕྐ♫ㄽ䠞 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
ᮾ༡䜰䝆䜰♫ᩥㄽ䠝 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
ᮾ༡䜰䝆䜰♫ᩥㄽ䠞 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
ᮾ༡䜰䝆䜰ᨻᩥㄽ䠝 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
ᮾ༡䜰䝆䜰ᨻᩥㄽ䠞 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
ᮾ䜰䝆䜰ᨻ♫ㄽ䠝 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
ᮾ䜰䝆䜰ᨻ♫ㄽ䠞 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
䜰䝯䝸䜹♫ㄽ䠝 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
䜰䝯䝸䜹♫ㄽ䠞 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
䜰䝯䝸䜹ᩥㄽ䠝 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
䜰䝯䝸䜹ᩥㄽ䠞 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
ⱥ⡿䝔䜽䝇䝖ᩥㄽ䠝 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
ⱥ⡿䝔䜽䝇䝖ᩥㄽ䠞 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
㏆⌧௦⾲㇟ᩥㄽ䠝 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
㏆⌧௦⾲㇟ᩥㄽ䠞 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
᐀ᩍᩥㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
᐀ᩍᩥㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
ᮾḢ䞉䝻䝅䜰♫ᩥㄽ䠝 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
ᮾḢ䞉䝻䝅䜰♫ᩥㄽ䠞 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
䝶䞊䝻䝑䝟♫ᩥㄽ䠝 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
䝶䞊䝻䝑䝟♫ᩥㄽ䠞 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
⛉Ꮫᢏ⾡ᩥ᫂ㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
⛉Ꮫᢏ⾡ᩥ᫂ㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
ẚ㍑ᩥㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
ẚ㍑ᩥㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
ᩥ⩻ヂㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
ᩥ⩻ヂㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
䝶䞊䝻䝑䝟ᩥᙧᡂㄽ䠝 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
䝶䞊䝻䝑䝟ᩥᙧᡂㄽ䠞 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
䜰䞊䝖䝬䝛䝆䝯䞁䝖ㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
䜰䞊䝖䝬䝛䝆䝯䞁䝖ㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
㏆⌧௦䜰䞊䝖ㄽ䠝 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
㏆⌧௦䜰䞊䝖ㄽ䠞 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
㏆⌧௦ᩥゝㄝㄽ䠝 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
㏆⌧௦ᩥゝㄝㄽ䠞 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
㏆⌧௦䝰䞊䝗ㄽ䠝 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
㏆⌧௦䝰䞊䝗ㄽ䠞 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
どぬᩥㄽ䠝 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
どぬᩥㄽ䠞 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿

䠷Ꮫ⛉ᒎ㛤⛉┠䠹䈜䚷䚷䠎䠎༢௨ୖᚲせ
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⾲㇟ᩥᙧᡂㄽ䠝 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
⾲㇟ᩥᙧᡂㄽ䠞 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
⌧௦♫ே㢮Ꮫ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
⌧௦♫ே㢮Ꮫ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
⌧௦Ẹ᪘ㄅᏛ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
⌧௦Ẹ᪘ㄅᏛ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
ẚ㍑Ẹ᪘Ꮫ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
ẚ㍑Ẹ᪘Ꮫ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
ᩥΰㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
ᩥΰㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
ከᩥᨻ♫ㄽ䠝 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
ከᩥᨻ♫ㄽ䠞 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
ẚ㍑ᨻ⟇ㄽ䠝 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
ẚ㍑ᨻ⟇ㄽ䠞 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
ẚ㍑ᨻ♫ㄽ䠝 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
ẚ㍑ᨻ♫ㄽ䠞 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
ᖹᵓ⠏ㄽ䠝 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
ᖹᵓ⠏ㄽ䠞 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
㏆⌧௦⤒῭ᛮㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
㏆⌧௦⤒῭ᛮㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
㏆⌧௦ᨻᛮㄽ䠝 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
㏆⌧௦ᨻᛮㄽ䠞 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
㉺ቃ♫Ꮫ䠝 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
㉺ቃ♫Ꮫ䠞 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
䜾䝻䞊䝞䝹ṇ⩏ㄽ䠝 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
䜾䝻䞊䝞䝹ṇ⩏ㄽ䠞 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
䝆䜵䞁䝎䞊♫ᩥㄽ䠝 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
䝆䜵䞁䝎䞊♫ᩥㄽ䠞 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
䝯䝕䜱䜰♫ᩥㄽ䠝 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
䝯䝕䜱䜰♫ᩥㄽ䠞 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
䜾䝻䞊䝞䝹䞉䜲䞁䜾䝸䝑䝅䝳䞉
䝠䝇䝖䝸䞊䠍

ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿

䜾䝻䞊䝞䝹䞉䜲䞁䜾䝸䝑䝅䝳䞉
䝠䝇䝖䝸䞊䠎

ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿

ゝㄒᶵ⬟ㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
ゝㄒᶵ⬟ㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁⾲⌧ㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁⾲⌧ㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
⩻ヂ䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁ㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
⩻ヂ䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁ㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
㡢ኌ䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁ㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
㡢ኌ䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁ㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁ᵓ㐀ㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁ᵓ㐀ㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁ẚ㍑ㄽ䠝 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁ẚ㍑ㄽ䠞 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿

ㄆ▱䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁ㄽ䠍
䠄▱ぬ䞉ㄆ▱ᚰ⌮Ꮫ䠍䠅

ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿

ㄆ▱䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁ㄽ䠎
䠄▱ぬ䞉ㄆ▱ᚰ⌮Ꮫ䠎䠅

ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿

䠥䠰䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䝕䝄䜲
䞁䠝

ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿

䠥䠰䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䝕䝄䜲
䞁䠞

ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿

♫䝅䝇䝔䝮⛉Ꮫ䠝 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
♫䝅䝇䝔䝮⛉Ꮫ䠞 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
䝕䞊䝍䝬䝛䞊䝆䝯䞁䝖䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
䝕䞊䝍䝬䝛䞊䝆䝯䞁䝖䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
⤫ィሗฎ⌮䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
⤫ィሗฎ⌮䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
᪥ᮏㄒ䞉᪥ᮏ₇⩦ ₇⩦ 㻝 䕿 㻝 䕿
ᚰ⌮Ꮫ䛾ᇶ♏䛸Ṍ䜏䠍䠄ᚰ
⌮Ꮫᴫㄽ䠍䠅

ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿

ᚰ⌮Ꮫ䛾ᇶ♏䛸Ṍ䜏䠎䠄ᚰ
⌮Ꮫᴫㄽ䠎䠅

ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿

䝁䝭䝳䝙䝔䜱䛸⾲㇟䠝 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
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䝁䝭䝳䝙䝔䜱䛸⾲㇟䠞 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
䝁䝭䝳䝙䝔䜱䛸㒔ᕷ䠍 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝 䕿
䝁䝭䝳䝙䝔䜱䛸㒔ᕷ䠎 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝 䕿
䝁䝭䝳䝙䝔䜱䛸䝯䝕䜱䜰䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
䝁䝭䝳䝙䝔䜱䛸䝯䝕䜱䜰䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
♫ㄪᰝἲ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
♫ㄪᰝἲ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
Ⓨ㐩ᚰ⌮Ꮫ䠄୰䞉㧗䠅䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
Ⓨ㐩ᚰ⌮Ꮫ䠄୰䞉㧗䠅䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
ㄆ▱Ⓨ㐩ᚰ⌮Ꮫ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
ㄆ▱Ⓨ㐩ᚰ⌮Ꮫ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
䝅䜰䝖䝸䜹䝹䞉䜰䞊䝖ㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
䝅䜰䝖䝸䜹䝹䞉䜰䞊䝖ㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
⎔ቃ⤒῭Ꮫ ㅮ⩏ 㻞 䕿 㻞 䕿
⏕ά✵㛫ィ⏬ㄽ ㅮ⩏ 㻞 䕿 㻞 䕿
⎔ቃᛮྐ ㅮ⩏ 㻞 䕧 䕧 㻞 䕿
ᅜ㝿ᩥ⌮ゎᩍ⫱ㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
ᅜ㝿ᩥ⌮ゎᩍ⫱ㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
䜾䝻䞊䝞䝹ᩥᙧᡂᇶ♏
₇⩦䠝

₇⩦ 㻝 䕿 䕿

䜾䝻䞊䝞䝹ᩥᙧᡂᇶ♏
₇⩦䠞

₇⩦ 㻝 䕿 䕿

䜾䝻䞊䝞䝹ᩥᙧᡂᇶ♏
₇⩦䠟

₇⩦ 㻝 䕿 䕿

䜾䝻䞊䝞䝹ᩥᙧᡂᇶ♏
₇⩦䠠

₇⩦ 㻝 䕿 䕿

䜾䝻䞊䝞䝹♫ືែᇶ♏
₇⩦䠝

₇⩦ 㻝 䕿 䕿

䜾䝻䞊䝞䝹♫ືែᇶ♏
₇⩦䠞

₇⩦ 㻝 䕿 䕿

䜾䝻䞊䝞䝹♫ືែᇶ♏
₇⩦䠟

₇⩦ 㻝 䕿 䕿

䜾䝻䞊䝞䝹♫ືែᇶ♏
₇⩦䠠

₇⩦ 㻝 䕿 䕿

䜾䝻䞊䝞䝹䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵
䞁ᇶ♏₇⩦䠝

₇⩦ 㻝 䕿 䕿

䜾䝻䞊䝞䝹䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵
䞁ᇶ♏₇⩦䠞

₇⩦ 㻝 䕿 䕿

䜾䝻䞊䝞䝹䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵
䞁ᇶ♏₇⩦䠟

₇⩦ 㻝 䕿 䕿

䜾䝻䞊䝞䝹䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵
䞁ᇶ♏₇⩦䠠

₇⩦ 㻝 䕿 䕿

䜾䝻䞊䝞䝹ᩥᙧᡂⓎᒎ
₇⩦䠝

₇⩦ 㻝 䕿 䕿

䜾䝻䞊䝞䝹ᩥᙧᡂⓎᒎ
₇⩦䠞

₇⩦ 㻝 䕿 䕿

䜾䝻䞊䝞䝹ᩥᙧᡂⓎᒎ
₇⩦䠟

₇⩦ 㻝 䕿 䕿

䜾䝻䞊䝞䝹ᩥᙧᡂⓎᒎ
₇⩦䠠

₇⩦ 㻝 䕿 䕿

䜾䝻䞊䝞䝹♫ືែⓎᒎ
₇⩦䠝

₇⩦ 㻝 䕿 䕿

䜾䝻䞊䝞䝹♫ືែⓎᒎ
₇⩦䠞

₇⩦ 㻝 䕿 䕿

䜾䝻䞊䝞䝹♫ືែⓎᒎ
₇⩦䠟

₇⩦ 㻝 䕿 䕿

䜾䝻䞊䝞䝹♫ືែⓎᒎ
₇⩦䠠

₇⩦ 㻝 䕿 䕿

䜾䝻䞊䝞䝹䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵
䞁Ⓨᒎ₇⩦䠝

₇⩦ 㻝 䕿 䕿

䜾䝻䞊䝞䝹䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵
䞁Ⓨᒎ₇⩦䠞

₇⩦ 㻝 䕿 䕿

䜾䝻䞊䝞䝹䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵
䞁Ⓨᒎ₇⩦䠟

₇⩦ 㻝 䕿 䕿

㻠

㻠
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₇⩦ 㻝 䕿 䕿

䜾䝻䞊䝞䝹ᩥ≉ู₇⩦䠝 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝 䕿 䕿 䕿
䜾䝻䞊䝞䝹ᩥ≉ู₇⩦䠞 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝 䕿 䕿 䕿
䜾䝻䞊䝞䝹ᩥ≉ู₇⩦䠟 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝 䕿 䕿 䕿
䜾䝻䞊䝞䝹ᩥ≉ู₇⩦䠠 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝 䕿 䕿 䕿
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䠷ᇶ♏ᩍ㣴⛉┠䠹

ู⾲➨䠍䛾䜲䛻ᥖ䛢䜛ᤵᴗ⛉┠䛾䛖
䛱䠈ேᩥ⣔䛾ྛ༊ศ䛻ᒓ䛩䜛ᤵᴗ⛉
┠䜢㝖䛟ྛᤵᴗ⛉┠

ㅮ⩏ ྛ䠍 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 㻤

䠷⥲ྜᩍ㣴⛉┠䠹

ู⾲➨䠍䛾䜲䛻ᥖ䛢䜛ᤵᴗ⛉┠䛾䛖䛱䠈
㻔㻝㻕ከᩥ⌮ゎ䛾ⱁ⾡䛸ᩥ䠈ⱁ⾡ྐ䠈䜹
䝍䝏䛾ᩥᏛ䛾༊ศ䛻ᒓ䛩䜛ᤵᴗ⛉┠
୪䜃䛻㻔㻞㻕⮬↛⏺䛾ᡂ䜚❧䛱䛾䜹䝍䝏䛾⮬
↛Ꮫ䛾༊ศ䛻ᒓ䛩䜛ᤵᴗ⛉┠䜢㝖䛟ྛᤵ
ᴗ⛉┠

ㅮ⩏ ྛ䠍 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 㻤

䠷እᅜㄒ⛉┠䠹
㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻭㻝 ₇⩦ 㻜㻚㻡 䕿 㻜㻚㻡

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻭㻞 ₇⩦ 㻜㻚㻡 䕿 㻜㻚㻡

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻮㻝 ₇⩦ 㻜㻚㻡 䕿
㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻮䠍䠄㑅
ᢤୖ⣭䜽䝷䝇㻕

₇⩦ 㻜㻚㻡 䕿

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻮䠎 ₇⩦ 㻜㻚㻡 䕿
㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻮䠎䠄㑅
ᢤୖ⣭䜽䝷䝇㻕

₇⩦ 㻜㻚㻡 䕿

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻸㼕㼠㼑㼞㼍㼏㼥㻌㻭㻝 ₇⩦ 㻜㻚㻡 䕿 㻜㻚㻡

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻸㼕㼠㼑㼞㼍㼏㼥㻌㻭㻞 ₇⩦ 㻜㻚㻡 䕿 㻜㻚㻡

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻸㼕㼠㼑㼞㼍㼏㼥㻌㻮㻝 ₇⩦ 㻜㻚㻡 䕿
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䜽䝷䝇㻕

₇⩦ 㻜㻚㻡 䕿
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䝗䜲䝒ㄒึ⣭㻿㻭䠏䠈䝣䝷䞁䝇ㄒึ⣭㻿㻭䠏䠈
୰ᅜㄒึ⣭㻿㻭䠏

₇⩦ 㻜㻚㻡 䕿

䝗䜲䝒ㄒึ⣭㻭䠐䠈䝣䝷䞁䝇ㄒึ⣭㻭䠐
୰ᅜㄒึ⣭㻭䠐䠈䝻䝅䜰ㄒึ⣭㻭䠐

₇⩦ 㻜㻚㻡 䕿

䝗䜲䝒ㄒึ⣭㻿㻭䠐䠈䝣䝷䞁䝇ㄒึ⣭㻿㻭䠐䠈
୰ᅜㄒึ⣭㻿㻭䠐

₇⩦ 㻜㻚㻡 䕿

䝗䜲䝒ㄒึ⣭㻮䠏䠈䝣䝷䞁䝇ㄒึ⣭㻮䠏
୰ᅜㄒึ⣭㻮䠏䠈䝻䝅䜰ㄒึ⣭㻮䠏

₇⩦ 㻜㻚㻡 䕿

䝗䜲䝒ㄒึ⣭㻿㻮䠏䠈䝣䝷䞁䝇ㄒึ⣭㻿㻮䠏䠈
୰ᅜㄒึ⣭㻿㻮䠏

₇⩦ 㻜㻚㻡 䕿

䝗䜲䝒ㄒึ⣭㻮䠐䠈䝣䝷䞁䝇ㄒึ⣭㻮䠐
୰ᅜㄒึ⣭㻮䠐䠈䝻䝅䜰ㄒึ⣭㻮䠐

₇⩦ 㻜㻚㻡 䕿

䝗䜲䝒ㄒึ⣭㻿㻮䠐䠈䝣䝷䞁䝇ㄒึ⣭㻿㻮䠐䠈
୰ᅜㄒึ⣭㻿㻮䠐

₇⩦ 㻜㻚㻡 䕿

䝗䜲䝒ㄒ୰⣭㻯䠍䠈䝣䝷䞁䝇ㄒ୰⣭㻯䠍䠈
୰ᅜㄒ୰⣭㻯㻝䠈䝻䝅䜰ㄒ୰⣭㻯㻝

₇⩦ 㻜㻚㻡 䕿 㻜㻚㻡

䝗䜲䝒ㄒ୰⣭㻯䠎䠈䝣䝷䞁䝇ㄒ୰⣭㻯䠎䠈
୰ᅜㄒ୰⣭㻯䠎䠈䝻䝅䜰ㄒ୰⣭㻯䠎

₇⩦ 㻜㻚㻡 䕿 㻜㻚㻡

➨୕እᅜㄒ㻔䝗䜲䝒ㄒ㻕㼀䠍䠈➨୕እᅜㄒ㻔䝣
䝷䞁䝇ㄒ㻕㼀䠍䠈➨୕እᅜㄒ㻔㡑ᅜㄒ㻕㼀䠍䠈➨
୕እᅜㄒ㻔䝇䝨䜲䞁ㄒ㻕䠰䠍䠈➨୕እᅜㄒ㻔䜲
䝍䝸䜰ㄒ㻕㼀䠍

₇⩦ 㻜㻚㻡 䕿 㻜㻚㻡

➨୕እᅜㄒ㻔䝗䜲䝒ㄒ㻕㼀䠎䠈➨୕እᅜㄒ㻔䝣
䝷䞁䝇ㄒ㻕㼀䠎䠈➨୕እᅜㄒ㻔㡑ᅜㄒ㻕㼀䠎䠈➨
୕እᅜㄒ㻔䝇䝨䜲䞁ㄒ㻕㼀䠎䠈➨୕እᅜㄒ㻔䜲
䝍䝸䜰ㄒ㻕㼀䠎

₇⩦ 㻜㻚㻡 䕿 㻜㻚㻡
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➨୕እᅜㄒ㻔䝗䜲䝒ㄒ㻕䠰䠏䠈➨୕እᅜㄒ㻔䝣
䝷䞁䝇ㄒ㻕㼀䠏䠈➨୕እᅜㄒ㻔㡑ᅜㄒ㻕㼀䠏䠈➨
୕እᅜㄒ㻔䝇䝨䜲䞁ㄒ㻕㼀䠏䠈➨୕እᅜㄒ㻔䜲
䝍䝸䜰ㄒ㻕㼀䠏

₇⩦ 㻜㻚㻡 䕿 㻜㻚㻡

➨୕እᅜㄒ㻔䝗䜲䝒ㄒ㻕㼀䠐䠈➨୕እᅜㄒ㻔䝣
䝷䞁䝇ㄒ㻕㼀䠐䠈➨୕እᅜㄒ㻔㡑ᅜㄒ㻕㼀䠐䠈➨
୕እᅜㄒ㻔䝇䝨䜲䞁ㄒ㻕㼀䠐䠈➨୕እᅜㄒ㻔䜲
䝍䝸䜰ㄒ㻕㼀䠐

₇⩦ 㻜㻚㻡 䕿 㻜㻚㻡

䠷ሗ⛉┠䠹
ሗᇶ♏ ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

䠷ᗣ䞉䝇䝫䞊䝒⛉Ꮫ䠹
ᗣ䞉䝇䝫䞊䝒⛉Ꮫㅮ⩏䠝 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝

ᗣ䞉䝇䝫䞊䝒⛉Ꮫㅮ⩏䠞 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝

ᗣ䞉䝇䝫䞊䝒⛉Ꮫㅮ⩏䠟 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝

ᗣ䞉䝇䝫䞊䝒⛉Ꮫᐇ⩦ᇶ♏ ᐇ⩦ 㻝 㻝

ᗣ䞉䝇䝫䞊䝒⛉Ꮫᐇ⩦䠍 ᐇ⩦ 㻜㻚㻡 䕿 㻜㻚㻡

ᗣ䞉䝇䝫䞊䝒⛉Ꮫᐇ⩦䠎 ᐇ⩦ 㻜㻚㻡 䕿 㻜㻚㻡

䠷㧗ᗘᩍ㣴⛉┠䠹

ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㒊㧗ᗘᩍ㣴⛉┠䛾ྲྀ
ᢅ䛔䛻䛴䛔䛶䛿ู䛻ᐃ䜑䜛䚹

ㅮ⩏
ཪ䛿
₇⩦

ྛ㻝
ཪ䛿
㻞

䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 㻠

䠷Ꮫ㒊ඹ㏻ᇶ♏⛉┠䠹䈜䠒༢ᚲせ

ึᖺḟ䝉䝭䝘䞊 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

␗ᩥ䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁ㄽ ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝

༠ാᆺ䝸䞊䝎䞊䝅䝑䝥ㄽ ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝

ᅜ㝿㛤Ⓨຓㄽ㻔㻶㻵㻯㻭㻕䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝

ᅜ㝿㛤Ⓨຓㄽ㻔㻶㻵㻯㻭㻕䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝

䝁䝭䝳䝙䝔䜱ᡂㄽ ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝

䝣䜱䞊䝹䝗䝽䞊䜽ᇶ♏ㄽ ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝

␗ᩥ㛫ᩍ⫱ㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝

␗ᩥ㛫ᩍ⫱ㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝

䝋䞊䝅䝱䝹䜶䞁䝟䝽䝯䞁䝖ㄽ ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝

ሗ䝸䝔䝷䝅䞊₇⩦䠍 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

ሗ䝸䝔䝷䝅䞊₇⩦䠎 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

䠷Ꮫ㒊ඹ㏻Ⓨᒎ⛉┠䠹䈜䠐༢ᚲせ

䜾䝻䞊䝞䝹ඹ⏕♫ㄽ ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝

䝣䜱䞊䝹䝗䝽䞊䜽᪉ἲㄽ ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝

㏵ୖᅜ㎰ᮧᆅᇦ㛤Ⓨㄽ ㅮ⩏ 㻞 䕧 䕧 㻞 㝸ᖺ
㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚䠄ⱥ䠅䠝 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚䠄ⱥ䠅䠞 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㼃㼞㼕㼠㼕㼚㼓䠄ⱥ䠅䠝 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㼃㼞㼕㼠㼕㼚㼓䠄ⱥ䠅䠞 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

䠰䠫䠡䠢䠨₇⩦䠝 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

䠰䠫䠡䠢䠨₇⩦䠞 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

䠰䠫䠡䠥䠟₇⩦䠝 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

䠰䠫䠡䠥䠟₇⩦䠞 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻼㼞㼑㼟㼑㼚㼠㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻿㼗㼕㼘㼘㼟㻌㻭 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻼㼞㼑㼟㼑㼚㼠㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻿㼗㼕㼘㼘㼟㻌㻮 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㼒㼛㼞㻌㻼㼞㼛㼒㼑㼟㼟㼕㼛㼚㼍㼘㻌㻼㼡㼞㼜㼛㼟㼑㼟㻌㻭 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㼒㼛㼞㻌㻼㼞㼛㼒㼑㼟㼟㼕㼛㼚㼍㼘㻌㻼㼡㼞㼜㼛㼟㼑㼟㻌㻮 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚䠄⊂䠅䠝 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚䠄⊂䠅䠞 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚䠄䠅䠝 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚䠄䠅䠞 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚䠄୰䠅䠝 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚䠄୰䠅䠞 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚䠄㟢䠅䠝 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚䠄㟢䠅䠞 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㼃㼞㼕㼠㼕㼚㼓䠄⊂䠅䠝 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

䕿
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㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㼃㼞㼕㼠㼕㼚㼓䠄⊂䠅䠞 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㼃㼞㼕㼠㼕㼚㼓䠄䠅䠝 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㼃㼞㼕㼠㼕㼚㼓䠄䠅䠞 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㼃㼞㼕㼠㼕㼚㼓䠄୰䠅䠝 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㼃㼞㼕㼠㼕㼚㼓䠄୰䠅䠞 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㼃㼞㼕㼠㼕㼚㼓䠄㟢䠅䠝 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㼃㼞㼕㼠㼕㼚㼓䠄㟢䠅䠞 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

䝁䝸䜰ㄒධ㛛䠍 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

䝁䝸䜰ㄒධ㛛䠎 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

䝁䝸䜰ㄒධ㛛䠏 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

䝁䝸䜰ㄒධ㛛䠐 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

䝇䝨䜲䞁ㄒධ㛛䠍 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

䝇䝨䜲䞁ㄒධ㛛䠎 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

䝇䝨䜲䞁ㄒධ㛛䠏 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

䝇䝨䜲䞁ㄒධ㛛䠐 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

䜲䝍䝸䜰ㄒධ㛛䠍 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

䜲䝍䝸䜰ㄒධ㛛䠎 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

䜲䝍䝸䜰ㄒධ㛛䠏 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

䜲䝍䝸䜰ㄒධ㛛䠐 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

䝷䝔䞁ㄒධ㛛䠍 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

䝷䝔䞁ㄒධ㛛䠎 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

䝷䝔䞁ㄒධ㛛䠏 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

䝷䝔䞁ㄒධ㛛䠐 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

ᅜ㝿䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁₇⩦䠝 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

ᅜ㝿䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁₇⩦䠞 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

㻯㼡㼘㼠㼡㼞㼑㼟㻌㼍㼚㼐㻌㻿㼛㼏㼕㼑㼠㼕㼑㼟㻌㼕㼚㻌㻶㼍㼜㼍㼚㻌㻭 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝

㻯㼡㼘㼠㼡㼞㼑㼟㻌㼍㼚㼐㻌㻿㼛㼏㼕㼑㼠㼕㼑㼟㻌㼕㼚㻌㻶㼍㼜㼍㼚㻌㻮 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝

᪥ᮏㄒ䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝

᪥ᮏㄒ䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝

ሗⓎಙ₇⩦䠍 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

ሗⓎಙ₇⩦䠎 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

䝥䝻䜾䝷䝭䞁䜾ᇶ♏₇⩦䠍 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

䝥䝻䜾䝷䝭䞁䜾ᇶ♏₇⩦䠎 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

㻱㻿㻰₇⩦䊠䠍䠄ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ䠅 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

㻱㻿㻰₇⩦䊠䠎䠄ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ䠅 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

㻱㻿㻰₇⩦䊡䠍䠄ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ䠅 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

㻱㻿㻰₇⩦䊡䠎䠄ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ䠅 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

እᅜㄒᐇ⩦䠝 ᐇ⩦ 㻝 㻝 ㄆᐃ⛉┠

እᅜㄒᐇ⩦䠞 ᐇ⩦ 㻞 㻞 ㄆᐃ⛉┠

䜲䞁䝍䞊䞁䝅䝑䝥ᐇ⩦䠝 ᐇ⩦ 㻝 㻝 ㄆᐃ⛉┠

䜲䞁䝍䞊䞁䝅䝑䝥ᐇ⩦䠞 ᐇ⩦ 㻞 㻞 ㄆᐃ⛉┠

䝣䜱䞊䝹䝗䝽䞊䜽ᐇ⩦䠝 ᐇ⩦ 㻝 㻝 ㄆᐃ⛉┠

䝣䜱䞊䝹䝗䝽䞊䜽ᐇ⩦䠞 ᐇ⩦ 㻞 㻞 ㄆᐃ⛉┠

᪥ᮏㄒᩥἲᇶ♏ ㅮ⩏ 㻝 㻝

ᐇ㊶᪥ᮏㄒᇶ♏ ㅮ⩏ 㻝 㻝

᪥ᮏㄒ䞉᪥ᮏᩥᇶ♏₇⩦ ₇⩦ 㻝 㻝

䠷䜾䝻䞊䝞䝹䞉䝇䝍䝕䜱䞊䝈䞉䝥䝻䜾䝷䝮䠄㻳㻿㻼䠅⛉┠䠹䈜䠓༢ᚲせ

䜾䝻䞊䝞䝹䜲䝅䝳䞊ᴫㄽ ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝

䜾䝻䞊䝞䝹䜲䝅䝳䞊₇⩦ ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

䠣䠯䠬₇⩦䠄䜸䝸䜶䞁䝔䞊䝅䝵䞁䠅 ₇⩦ 㻝 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 㻝

␃Ꮫᆺ䠣䠯䝁䞊䝇 ₇⩦ 㻟 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿
ᐇ㊶ᆺ䠣䠯䝁䞊䝇 ₇⩦ 㻟 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿
◊ಟᆺ䠣䠯䝁䞊䝇 ₇⩦ 㻟 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿
䠣䠯䠬₇⩦䠄䝸䝣䝺䜽䝅䝵䞁䠅 ₇⩦ 㻝 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 㻝

䠷Ꮫ⛉ඹ㏻⛉┠䠹䈜䠔༢ᚲせ

Ⓨ㐩䝁䝭䝳䝙䝔䜱ᴫㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽 䚽 䚽 䚽 䚽
Ⓨ㐩䝁䝭䝳䝙䝔䜱ᴫㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽 䚽 䚽 䚽 䚽
Ⓨ㐩䝁䝭䝳䝙䝔䜱₇⩦䠍 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝 䚽 䚽 䚽 䚽 䚽

㻟
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Ⓨ㐩䝁䝭䝳䝙䝔䜱₇⩦䠎 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝 䚽 䚽 䚽 䚽 䚽
Ⓨ㐩䝁䝭䝳䝙䝔䜱₇⩦䠏 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝 䚽 䚽 䚽 䚽 䚽
Ⓨ㐩䝁䝭䝳䝙䝔䜱₇⩦䠐 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝 䚽 䚽 䚽 䚽 䚽
ᆅᇦ♫Ꮫ ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽 䚽 䚽 䚽 䚽
䝁䝭䝳䝙䝔䜱ㄽ ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽 䚽 䚽 䚽 䚽
䠷Ꮫ⛉䝁䜰⛉┠䠹䈜䠔༢௨ୖᚲせ

♫ᩍ⫱ィ⏬ㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽 䕿
♫ᩍ⫱ィ⏬ㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽 䕿
㞀ᐖඹ⏕ᩍ⫱ㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽 䕿 䕿
㞀ᐖඹ⏕ᩍ⫱ㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽 䕿 䕿
䝁䝭䝳䝙䝔䜱䞉䝆䜵䞁䝎䞊ㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽
䝁䝭䝳䝙䝔䜱䞉䝆䜵䞁䝎䞊ㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽

ᚰ⌮Ꮫ䛾ᇶ♏䛸Ṍ䜏䠍䠄ᚰ⌮Ꮫᴫㄽ䠍䠅 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽 䚽 䚽

ᚰ⌮Ꮫ䛾ᇶ♏䛸Ṍ䜏䠎䠄ᚰ⌮Ꮫᴫㄽ䠎䠅 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽 䚽 䚽

ᗣᚰ⌮Ꮫ䠍䠄ᗣ䞉་⒪ᚰ⌮Ꮫ䠍䠅 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽 䕿
ᗣᚰ⌮Ꮫ䠎䠄ᗣ䞉་⒪ᚰ⌮Ꮫ䠎䠅 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽 䕿
ᚰ⌮Ꮫㄪᰝἲ䠍䠄ᚰ⌮Ꮫ◊✲ἲ䠍䠅 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝 䕿
ᚰ⌮Ꮫㄪᰝἲ䠎䠄ᚰ⌮Ꮫ◊✲ἲ䠎䠅 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝 䕿
ᚰ⌮䜾䝻䞊䝞䝹䝸䝃䞊䝏䠍 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝 䚽
ᚰ⌮䜾䝻䞊䝞䝹䝸䝃䞊䝏䠎 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝 䚽
ᚰ⌮Ꮫ◊✲ᐇ㊶䠝䠍 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝 䚽
ᚰ⌮Ꮫ◊✲ᐇ㊶䠝䠎 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝 䚽
ᚰ⌮Ꮫ◊✲ᐇ㊶䠞䠍䠄ᚰ⌮Ꮫ◊✲ἲ䠍䠅 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝 䚽
ᚰ⌮Ꮫ◊✲ᐇ㊶䠞䠎䠄ᚰ⌮Ꮫ◊✲ἲ䠎䠅 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝 䚽
䛛䜙䛰䛾ᵓ㐀䛸ᶵ⬟䠍
䠄ேయ䛾ᵓ㐀䛸ᶵ⬟ཬ䜃䠍䠅

ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿 䚽

䛛䜙䛰䛾ᵓ㐀䛸ᶵ⬟䠎
䠄ேయ䛾ᵓ㐀䛸ᶵ⬟ཬ䜃䠎䠅

ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿 䚽

㐠ື䛾ᕦ䜏䛥䛾⛉Ꮫ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽 䕿
㐠ື䛾ᕦ䜏䛥䛾⛉Ꮫ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽 䕿
ຍ㱋䛾ㄆ▱ᚰ⌮Ꮫ䠍䠄▱ぬ䞉ㄆ▱ᚰ⌮Ꮫ䠍䠅 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽 䚽
ຍ㱋䛾ㄆ▱ᚰ⌮Ꮫ䠎䠄▱ぬ䞉ㄆ▱ᚰ⌮Ꮫ䠎䠅 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽 䚽
㐠ື䛸䛣䛣䜝䛾⛉Ꮫ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽
㐠ື䛸䛣䛣䜝䛾⛉Ꮫ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽
ຍ㱋䛾㌟య㐠ື⛉Ꮫ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽
ຍ㱋䛾㌟య㐠ື⛉Ꮫ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽
⎔ቃಖᏛ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽
⎔ቃಖᏛ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽
䝇䝫䞊䝒䝥䝻䝰䞊䝅䝵䞁ㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽 䚽
䝇䝫䞊䝒䝥䝻䝰䞊䝅䝵䞁ㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽 䚽
㌟య㐠ື䛾ᩥྐ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽
㌟య㐠ື䛾ᩥྐ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽
㡢ᴦᩥྐ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽
㡢ᴦᩥྐ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽
䜶䝇䝜䝭䝳䞊䝆䝁䝻䝆䞊䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽
䜶䝇䝜䝭䝳䞊䝆䝁䝻䝆䞊䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽
䝃䜴䞁䝗䝕䝄䜲䞁 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝 䚽
䝭䝳䞊䝆䝑䜽䝉䝷䝢䞊䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽 䚽 䚽
䝭䝳䞊䝆䝑䜽䝉䝷䝢䞊䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽 䚽 䚽
㡢ᴦసရ◊✲䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽
㡢ᴦసရ◊✲䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽
᪥ᮏᩥὶㄽ䠝 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽
䝁䝭䝳䝙䝔䜱䛸㡢ᴦ䠍 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝 䕿 䚽 䕿 䚽
䝁䝭䝳䝙䝔䜱䛸㡢ᴦ䠎 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝 䕿 䕿
ே䛸䜰䞊䝖ㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿 䕿 䚽
ே䛸䜰䞊䝖ㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿 䕿 䚽
ᩥᨻ⟇ㄽ䠝 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿 䕿
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ᩥᨻ⟇ㄽ䠞 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿 䕿
䜰䞊䝖䝬䝛䝆䝯䞁䝖ㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿 䕿
䜰䞊䝖䝬䝛䝆䝯䞁䝖ㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿 䕿
㐀䛾Ⓨ䛸䝥䝻䝉䝇䠝 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝 䚽
㐀䛾Ⓨ䛸䝥䝻䝉䝇䠞 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝 䚽
▱ぬ䛸⾜Ⅽ䠍䠄▱ぬ䞉ㄆ▱ᚰ⌮Ꮫ䠍䠅 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽 䚽
▱ぬ䛸⾜Ⅽ䠎䠄▱ぬ䞉ㄆ▱ᚰ⌮Ꮫ䠎䠅 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽 䚽
㌟య⾲⌧ㄽ㻝 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽 䚽 䚽 䚽
㌟య⾲⌧ㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽 䚽 䚽 䚽
䝁䝭䝳䝙䝔䜱䛸⾲㇟䠝 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽
䝁䝭䝳䝙䝔䜱䛸⾲㇟䠞 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽
✵㛫㐀ᙧㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽
✵㛫㐀ᙧㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽
⤮⏬䜰䞊䝖ㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽
⤮⏬䜰䞊䝖ㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽
䝁䝭䝳䝙䝔䜱䛸㒔ᕷ䠍 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝 䚽
䝁䝭䝳䝙䝔䜱䛸㒔ᕷ䠎 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝 䚽
䝁䝭䝳䝙䝔䜱䛸䝯䝕䜱䜰䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽 䚽
䝁䝭䝳䝙䝔䜱䛸䝯䝕䜱䜰䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽 䚽
䠷Ꮫ⛉ᒎ㛤⛉┠䠹䈜䠎䠍༢௨ୖᚲせ

♫ㄪᰝἲ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽 䚽
♫ㄪᰝἲ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽 䚽
♫ᩍ⫱ㄢ㢟◊✲䠄䝪䝷䞁䝔䜱䜰Ꮫ⩦ㄽ䠅䠍 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝 䚽 䚽 䚽
♫ᩍ⫱ㄢ㢟◊✲䠄䝪䝷䞁䝔䜱䜰Ꮫ⩦ㄽ䠅䠎 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝 䚽 䚽 䚽
♫ᩍ⫱ㄢ㢟◊✲䠄㞀ᐖඹ⏕ᩍ⫱ㄽ䠅䠍 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝 䚽 䚽
♫ᩍ⫱ㄢ㢟◊✲䠄㞀ᐖඹ⏕ᩍ⫱ㄽ䠅䠎 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝 䚽 䚽
♫ᩍ⫱ㄢ㢟◊✲䠄䝸䝇䜽䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁ㄽ䠅䠍 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝 䚽
♫ᩍ⫱ㄢ㢟◊✲䠄䝸䝇䜽䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁ㄽ䠅䠎 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝 䚽
♫ᩍ⫱ㄢ㢟◊✲䠄䝆䜵䞁䝎䞊ၥ㢟Ꮫ⩦ㄽ䠅䠍 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝 䚽
♫ᩍ⫱ㄢ㢟◊✲䠄䝆䜵䞁䝎䞊ၥ㢟Ꮫ⩦ㄽ䠅䠎 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝 䚽
♫ᩍ⫱ㄢ㢟◊✲䠄⮬↛ඹ⏕ᆅᇦᨭㄽ䠅䠍 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝 䚽
♫ᩍ⫱ㄢ㢟◊✲䠄⮬↛ඹ⏕ᆅᇦᨭㄽ䠅䠎 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝 䚽
Ⓨ㐩ᚰ⌮Ꮫ䠄୰䞉㧗䠅䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽 䚽 䚽 䚽 䚽
Ⓨ㐩ᚰ⌮Ꮫ䠄୰䞉㧗䠅䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽 䚽 䚽 䚽 䚽
ᚰ䛾Ⓨ㐩䛸ᩍ⫱䠍䠄Ꮫ⩦䞉ゝㄒᚰ⌮Ꮫ䠍䠅 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽 䚽 䚽 䚽
ᚰ䛾Ⓨ㐩䛸ᩍ⫱䠎䠄ᩍ⫱䞉Ꮫᰯᚰ⌮Ꮫ䠍䠅 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽 䚽 䚽 䚽
ᚰ䛾Ⓨ㐩䛸ᩍ⫱䠏䠄ᩍ⫱䞉Ꮫᰯᚰ⌮Ꮫ䠎䠅 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽
ඣ❺䛾Ⓨ㐩䛸Ꮫ⩦䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽 䚽
ඣ❺䛾Ⓨ㐩䛸Ꮫ⩦䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽 䚽
㟷ᖺᚰ⌮Ꮫ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽 䚽 䚽 䚽
㟷ᖺᚰ⌮Ꮫ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽 䚽 䚽 䚽
ึ➼Ꮫᰯᩍ⫱┦ㄯ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽
ึ➼Ꮫᰯᩍ⫱┦ㄯ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽
ㄆ▱Ⓨ㐩ᚰ⌮Ꮫ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽 䚽 䚽
ㄆ▱Ⓨ㐩ᚰ⌮Ꮫ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽 䚽 䚽
⏕⌮ᚰ⌮Ꮫ䠍䠄⚄⤒䞉⏕⌮ᚰ⌮Ꮫ䠍䠅 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽 䚽
⏕⌮ᚰ⌮Ꮫ䠎䠄⚄⤒䞉⏕⌮ᚰ⌮Ꮫ䠎䠅 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽 䚽
⮫ᗋᚰ⌮Ꮫ䠍䠄⮫ᗋᚰ⌮Ꮫᴫㄽ䠍䠅 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽 䚽
⮫ᗋᚰ⌮Ꮫ䠎䠄⮫ᗋᚰ⌮Ꮫᴫㄽ䠎䠅 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽 䚽
ᚰ⌮㠃᥋ㄽ䠍䠄ᚰ⌮Ꮫⓗᨭἲ䠍䠅 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽
ᚰ⌮㠃᥋ㄽ䠎䠄ᚰ⌮Ꮫⓗᨭἲ䠎䠅 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽
῝ᒙᚰ⌮Ꮫ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽
῝ᒙᚰ⌮Ꮫ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽
ᐙ᪘䛾Ⓨ㐩䛸⌮䠍䠄♫䞉㞟ᅋ䞉ᐙ᪘ᚰ⌮Ꮫ䠍䠅 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽 䚽
ᐙ᪘䛾Ⓨ㐩䛸⌮䠎䠄♫䞉㞟ᅋ䞉ᐙ᪘ᚰ⌮Ꮫ䠎䠅 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽 䚽
䝷䜲䝣䝁䞊䝇䛾ᚰ⌮Ꮫ䠍䠄Ⓨ㐩ᚰ⌮Ꮫ䠍䠅 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽 䚽
䝷䜲䝣䝁䞊䝇䛾ᚰ⌮Ꮫ䠎䠄Ⓨ㐩ᚰ⌮Ꮫ䠎䠅 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽 䚽
ே᱁ᚰ⌮Ꮫ䠍䠄ឤ䞉ே᱁ᚰ⌮Ꮫ䠅 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽
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ே᱁ᚰ⌮Ꮫ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽
୰➼Ꮫᰯᩍ⫱┦ㄯ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽 䚽 䚽
୰➼Ꮫᰯᩍ⫱┦ㄯ㻞 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽 䚽 䚽
ᚰ⌮Ꮫᐇ㦂ἲ ₇⩦ 㻝 䕿 㻝 䚽
ᚰ⌮Ꮫほᐹἲ㻌 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝 䚽
Ⓨ㐩䜰䝉䝇䝯䞁䝖䠍䠄ᚰ⌮ⓗ䜰䝉䝇䝯䞁䝖䠍䠅 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝 䚽
Ⓨ㐩䜰䝉䝇䝯䞁䝖䠎䠄ᚰ⌮ⓗ䜰䝉䝇䝯䞁䝖䠎䠅 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝 䚽
⮫ᗋᢞᙳἲ䠍䠄ᚰ⌮ⓗ䜰䝉䝇䝯䞁䝖䠍䠅 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝 䚽
⮫ᗋᢞᙳἲ䠎䠄ᚰ⌮ⓗ䜰䝉䝇䝯䞁䝖䠎䠅 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝 䚽
ᚰ⌮䝔䝇䝖ἲ䠍 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝 䚽
ᚰ⌮䝔䝇䝖ἲ䠎 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝 䚽
ᚰ⌮Ꮫ⤫ィἲ䠝䠍 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝 䚽 䚽
ᚰ⌮Ꮫ⤫ィἲ䠝䠎 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝 䚽 䚽
ᚰ⌮Ꮫ⤫ィἲ䠞䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽 䚽
ᚰ⌮Ꮫ⤫ィἲ䠞䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽 䚽
ே᱁ᚰ⌮Ꮫ₇⩦䠍 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝 䚽
ே᱁ᚰ⌮Ꮫ₇⩦䠎 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝 䚽
⮫ᗋᚰ⌮Ꮫ₇⩦䠍䠄ᚰ⌮₇⩦䠍䠅 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝 䚽
⮫ᗋᚰ⌮Ꮫ₇⩦䠎䠄ᚰ⌮₇⩦䠎䠅 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝 䚽
බㄆᚰ⌮ᖌ䛾⫋㈐ ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽
⚟♴ᚰ⌮Ꮫ ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽
ྖἲ䞉≢⨥ᚰ⌮Ꮫ ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽
⏘ᴗ䞉⤌⧊ᚰ⌮Ꮫ ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽
㛵ಀ⾜ᨻㄽ ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽
ᚰ⌮Ꮫⓗຓᨭ䠍㻌䠄ᚰ⌮ᐇ⩦䠍䠅 ᐇ⩦ 㻝 䕿 䕿 㻝 䚽 䚽
ᚰ⌮Ꮫⓗຓᨭ䠎䠄ᚰ⌮ᐇ⩦䠎䠅 ᐇ⩦ 㻝 䕿 䕿 㻝 䚽 䚽
㌟యᶵ⬟䛾㐺ᛂ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽 䚽
㌟యᶵ⬟䛾㐺ᛂ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽 䚽
ᗣ㐠ື⛉Ꮫ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽
ᗣ㐠ື⛉Ꮫ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽
ຍ㱋䛾ᗣ⾜ື⛉Ꮫ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽
ຍ㱋䛾ᗣ⾜ື⛉Ꮫ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽
㐠ື᪉ἲᏛ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽
㐠ື᪉ἲᏛ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽
බ⾗⾨⏕Ꮫ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽
බ⾗⾨⏕Ꮫ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽
䝉䞊䝣䝔䜱䝥䝻䝰䞊䝅䝵䞁ㄽ ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽
㌟య㐠ື䛾䝎䜲䝘䝭䜽䝇䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽
㌟య㐠ື䛾䝎䜲䝘䝭䜽䝇䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽
ຍ㱋䛾♫ᚰ⌮Ꮫ䠍䠄♫䞉㞟ᅋ䞉ᐙ᪘ᚰ⌮Ꮫ䠍䠅 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽 䚽 䚽
ຍ㱋䛾♫ᚰ⌮Ꮫ䠎䠄♫䞉㞟ᅋ䞉ᐙ᪘ᚰ⌮Ꮫ䠎䠅 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽 䚽 䚽
㌟య䝬䝛䝆䝯䞁䝖◊✲䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽
㌟య䝬䝛䝆䝯䞁䝖◊✲䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽
⢭⚄⏕⌮Ꮫ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽
⢭⚄⏕⌮Ꮫ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽
䝦䝹䝇䝥䝻䝰䞊䝅䝵䞁䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽 䚽
䝦䝹䝇䝥䝻䝰䞊䝅䝵䞁䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽 䚽
ᗣᩍ⫱ㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽
ᗣᩍ⫱ㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽
䝇䝫䞊䝒䝬䝛䝆䝯䞁䝖 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽
䝇䝫䞊䝒䝁䝭䝳䝙䝔䜱ᙧᡂㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽
䝇䝫䞊䝒䝁䝭䝳䝙䝔䜱ᙧᡂㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽
㌟య㐠ື⛉Ꮫᐇ㦂䠍 ᐇ㦂 㻝 䕿 㻝 䚽
㌟య㐠ື⛉Ꮫᐇ㦂䠎 ᐇ㦂 㻝 䕿 㻝 䚽
䝞䜲䜸䝯䜹䝙䜽䝇ᐇ㦂䠍 ᐇ㦂 㻝 䕿 㻝 䚽
䝞䜲䜸䝯䜹䝙䜽䝇ᐇ㦂䠎 ᐇ㦂 㻝 䕿 㻝 䚽
䝖䝷䝑䜽㻒䝣䜱䞊䝹䝗ᐇ⩦䠍 ᐇ⩦ 㻜㻚㻡 䕿 㻜㻚㻡 䚽
䝖䝷䝑䜽㻒䝣䜱䞊䝹䝗ᐇ⩦䠎 ᐇ⩦ 㻜㻚㻡 䕿 㻜㻚㻡 䚽
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⮬↛య㦂άືᐇ⩦䠍 ᐇ⩦ 㻜㻚㻡 䕿 㻜㻚㻡 䚽
⮬↛య㦂άືᐇ⩦䠎 ᐇ⩦ 㻜㻚㻡 䕿 㻜㻚㻡 䚽
䝇䜲䝭䞁䜾㻒䜰䜽䜰䝔䜱䝑䜽䝇䝫䞊䝒ᐇ⩦䠍 ᐇ⩦ 㻜㻚㻡 䕿 㻜㻚㻡 䚽
䝇䜲䝭䞁䜾㻒䜰䜽䜰䝔䜱䝑䜽䝇䝫䞊䝒ᐇ⩦䠎 ᐇ⩦ 㻜㻚㻡 䕿 㻜㻚㻡 䚽
䝪䞊䝹䝀䞊䝮䝈ᐇ⩦䠍 ᐇ⩦ 㻜㻚㻡 䕧 䕧 㻜㻚㻡 㝸ᖺ 䚽
䝪䞊䝹䝀䞊䝮䝈ᐇ⩦䠎 ᐇ⩦ 㻜㻚㻡 䕧 䕧 㻜㻚㻡 㝸ᖺ 䚽
㻶㼁㻰㻻ᐇ⩦䠍 ᐇ⩦ 㻜㻚㻡 䕧 䕧 㻜㻚㻡 㝸ᖺ 䚽
㻶㼁㻰㻻ᐇ⩦䠎 ᐇ⩦ 㻜㻚㻡 䕧 䕧 㻜㻚㻡 㝸ᖺ 䚽
䝆䝮䝘䝇䝔䜱䜽䝇ᐇ⩦䠍 ᐇ⩦ 㻜㻚㻡 䕧 䕧 㻜㻚㻡 㝸ᖺ 䚽
䝆䝮䝘䝇䝔䜱䜽䝇ᐇ⩦䠎 ᐇ⩦ 㻜㻚㻡 䕧 䕧 㻜㻚㻡 㝸ᖺ 䚽
ே䛸㡢ᴦ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽 䚽
ே䛸㡢ᴦ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽 䚽
ኌ䛾⾲⌧䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽
ኌ䛾⾲⌧䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽
䝅䜰䝖䝸䜹䝹䞉䜰䞊䝖ㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽
䝅䜰䝖䝸䜹䝹䞉䜰䞊䝖ㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽
Ẹ᪘㡢ᴦ₇ዌ₇⩦䠍 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝 䚽
Ẹ᪘㡢ᴦ₇ዌ₇⩦䠎 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝 䚽
㡢ᴦ㞟ᅋάືㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽
㡢ᴦ㞟ᅋάືㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽
ჾᴦ䜰䞁䝃䞁䝤䝹䠍 ₇⩦ 㻝 䕧 䕧 㻝 㝸ᖺ 䚽
ჾᴦ䜰䞁䝃䞁䝤䝹䠎 ₇⩦ 㻝 䕧 䕧 㻝 㝸ᖺ 䚽
䝭䝳䞊䝆䝑䜽䝉䜸䝸䞊䠃䜰䝘䝸䝅䝇䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽
䝭䝳䞊䝆䝑䜽䝉䜸䝸䞊䠃䜰䝘䝸䝅䝇䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽
ኌᴦ⾲⌧₇⩦䠍 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝 䚽
ኌᴦ⾲⌧₇⩦䠎 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝 䚽
䝢䜰䝜₇ዌ₇⩦䠍 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝 䚽
䝢䜰䝜₇ዌ₇⩦䠎 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝 䚽
ኌᴦ䜰䞁䝃䞁䝤䝹䠍 ₇⩦ 㻝 䕧 䕧 㻝 㝸ᖺ 䚽
ኌᴦ䜰䞁䝃䞁䝤䝹䠎 ₇⩦ 㻝 䕧 䕧 㻝 㝸ᖺ 䚽
ኌᴦకዌ⾲⌧₇⩦ ₇⩦ 㻝 䕿 㻝 䕿
㑥ᴦḷၐἲ ₇⩦ 㻝 䕿 㻝 䚽
㑥ᴦჾ₇ዌἲ ₇⩦ 㻝 䕿 㻝 䚽
䝭䝳䞊䝆䝑䜽䝥䝻䝆䜵䜽䝖ᐇ㊶䠍 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝 䕿 䚽
䝭䝳䞊䝆䝑䜽䝥䝻䝆䜵䜽䝖ᐇ㊶䠎 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝 䕿 䚽
✵㛫䜰䞊䝖ᐇ㊶䠍 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝 䚽
✵㛫䜰䞊䝖ᐇ㊶䠎 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝 䚽
⤮⏬䜰䞊䝖ᐇ㊶䠍 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝 䚽
⤮⏬䜰䞊䝖ᐇ㊶䠎 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝 䚽
㏆⌧௦䜰䞊䝖ㄽ䠝 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿 䕿
㏆⌧௦䜰䞊䝖ㄽ䠞 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿 䕿
⾲㇟ᩥᙧᡂㄽ䠝 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿 䕿
⾲㇟ᩥᙧᡂㄽ䠞 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿 䕿
どぬᩥㄽ䠝 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
どぬᩥㄽ䠞 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
㏆⌧௦ᩥゝㄝㄽ䠝 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿 䕿
㏆⌧௦ᩥゝㄝㄽ䠞 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿 䕿
㒔ᕷ䛸ᘓ⠏䛾㻞㻜ୡ⣖䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿 䚽
㒔ᕷ䛸ᘓ⠏䛾㻞㻜ୡ⣖䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿 䚽
䜾䝷䝣䜱䝑䜽䝃䜲䜶䞁䝇䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
䜾䝷䝣䜱䝑䜽䝃䜲䜶䞁䝇䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
䝁䞁䝔䞁䝫䝷䝸䞊䝎䞁䝇䠍 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝 䚽 䚽 䕿
䝁䞁䝔䞁䝫䝷䝸䞊䝎䞁䝇䠎 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝 䚽 䚽 䕿
㏆⌧௦䝰䞊䝗ㄽ䠝 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
㏆⌧௦䝰䞊䝗ㄽ䠞 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
䝣䜯䝑䝅䝵䞁ᩥㄽ ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽 䚽
ⱁ⾡ᢈホ₇⩦ ₇⩦ 㻝 䕿 㻝 䚽
䜰䞊䝖䝥䝻䝆䜵䜽䝖ᐇ㊶䠍 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝 䚽
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䜰䞊䝖䝥䝻䝆䜵䜽䝖ᐇ㊶䠎 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝 䚽
䜰䝣䜷䞊䝎䞁䝇ㄽ₇⩦䠍 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝 䚽
䜰䝣䜷䞊䝎䞁䝇ㄽ₇⩦䠎 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝 䚽
ᗄఱ䝕䝄䜲䞁䛸どぬఏ㐩䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽
ᗄఱ䝕䝄䜲䞁䛸どぬఏ㐩䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽
ᫎീ䞉䝯䝕䜱䜰ㄽ₇⩦䠍 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝 䚽
ᫎീ䞉䝯䝕䜱䜰ㄽ₇⩦䠎 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝 䚽
ໟᣓᨭ䝅䝇䝔䝮ㄽ ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽 䕿 䕿 䕿 䕿
㻱㻿㻰ᐇ㊶ㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽 䕿 䕿 䕿 䕿
㻱㻿㻰ᐇ㊶ㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䚽 䕿 䕿 䕿 䕿
༞ᴗ◊✲ 㻝㻜 㻝㻜 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿䖂
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㻝㻽㻞㻽㻟㻽㻠㻽㻝㻽㻞㻽㻟㻽㻠㻽㻝㻽㻞㻽㻟㻽㻠㻽㻝㻽㻞㻽㻟㻽㻠㻽

䠷ᇶ♏ᩍ㣴⛉┠䠹

ู⾲➨䠍䛾䜲䛻ᥖ䛢䜛ᤵᴗ⛉┠䛾䛖䛱䠈♫
⛉Ꮫ⣔䛾ἲᏛ䠈♫Ꮫ䛾༊ศ䛻ᒓ䛩䜛
ᤵᴗ⛉┠୪䜃䛻⮬↛⛉Ꮫ⣔䛾ᩘᏛ䠈≀⌮
Ꮫ䠈Ꮫ䛾༊ศ䛻ᒓ䛩䜛ᤵᴗ⛉┠䜢㝖䛟
ྛᤵᴗ⛉┠

ㅮ⩏ ྛ䠍 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 㻢

䠷⥲ྜᩍ㣴⛉┠䠹

ู⾲➨䠍䛾䜲䛻ᥖ䛢䜛ᤵᴗ⛉┠䛾䛖䛱䠈㻔㻝㻕
ከᩥ⌮ゎ䛾⌧௦♫ㄽ䠈⏕ά⎔ቃ䛸ᢏ
⾡䛾༊ศ䛻ᒓ䛩䜛ᤵᴗ⛉┠୪䜃䛻㻔㻟㻕䜾
䝻䞊䝞䝹䜲䝅䝳䞊䛾ᨻ䛸♫䛾༊ศ䛻ᒓ
䛩䜛ᤵᴗ⛉┠䜢㝖䛟ྛᤵᴗ⛉┠

ㅮ⩏ ྛ䠍 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 㻢

䠷እᅜㄒ⛉┠䠹
㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻭㻝 ₇⩦ 㻜㻚㻡 䕿 㻜㻚㻡

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻭㻞 ₇⩦ 㻜㻚㻡 䕿 㻜㻚㻡

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻮㻝 ₇⩦ 㻜㻚㻡 䕿
㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻮䠍䠄㑅
ᢤୖ⣭䜽䝷䝇㻕

₇⩦ 㻜㻚㻡 䕿

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻮䠎 ₇⩦ 㻜㻚㻡 䕿
㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻮䠎䠄㑅
ᢤୖ⣭䜽䝷䝇㻕

₇⩦ 㻜㻚㻡 䕿

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻸㼕㼠㼑㼞㼍㼏㼥㻌㻭㻝 ₇⩦ 㻜㻚㻡 䕿 㻜㻚㻡

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻸㼕㼠㼑㼞㼍㼏㼥㻌㻭㻞 ₇⩦ 㻜㻚㻡 䕿 㻜㻚㻡

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻸㼕㼠㼑㼞㼍㼏㼥㻌㻮㻝 ₇⩦ 㻜㻚㻡 䕿
㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻸㼕㼠㼑㼞㼍㼏㼥㻌㻮㻝䠄㑅ᢤୖ⣭䜽
䝷䝇㻕

₇⩦ 㻜㻚㻡 䕿

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻸㼕㼠㼑㼞㼍㼏㼥㻌㻮㻞 ₇⩦ 㻜㻚㻡 䕿
㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻸㼕㼠㼑㼞㼍㼏㼥㻌㻮㻞䠄㑅ᢤୖ⣭䜽
䝷䝇㻕

₇⩦ 㻜㻚㻡 䕿

㻭㼡㼠㼛㼚㼛㼙㼛㼡㼟㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻝 ₇⩦ 㻜㻚㻡 䕿 㻜㻚㻡
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₇⩦ 㻜㻚㻡 䕿 㻜㻚㻡

➨୕እᅜㄒ㻔䝗䜲䝒ㄒ㻕㼀䠍䠈➨୕እᅜㄒ㻔䝣䝷
䞁䝇ㄒ㻕㼀䠍䠈➨୕እᅜㄒ㻔㡑ᅜㄒ㻕㼀䠍䠈➨୕
እᅜㄒ㻔䝇䝨䜲䞁ㄒ㻕䠰䠍䠈➨୕እᅜㄒ㻔䜲䝍䝸
䜰ㄒ㻕㼀䠍

₇⩦ 㻜㻚㻡 䕿 㻜㻚㻡

➨୕እᅜㄒ㻔䝗䜲䝒ㄒ㻕㼀䠎䠈➨୕እᅜㄒ㻔䝣䝷
䞁䝇ㄒ㻕㼀䠎䠈➨୕እᅜㄒ㻔㡑ᅜㄒ㻕㼀䠎䠈➨୕
እᅜㄒ㻔䝇䝨䜲䞁ㄒ㻕㼀䠎䠈➨୕እᅜㄒ㻔䜲䝍䝸
䜰ㄒ㻕㼀䠎

₇⩦ 㻜㻚㻡 䕿 㻜㻚㻡

➨୕እᅜㄒ㻔䝗䜲䝒ㄒ㻕䠰䠏䠈➨୕እᅜㄒ㻔䝣
䝷䞁䝇ㄒ㻕㼀䠏䠈➨୕እᅜㄒ㻔㡑ᅜㄒ㻕㼀䠏䠈➨
୕እᅜㄒ㻔䝇䝨䜲䞁ㄒ㻕㼀䠏䠈➨୕እᅜㄒ㻔䜲
䝍䝸䜰ㄒ㻕㼀䠏

₇⩦ 㻜㻚㻡 䕿 㻜㻚㻡

➨୕እᅜㄒ㻔䝗䜲䝒ㄒ㻕㼀䠐䠈➨୕እᅜㄒ㻔䝣䝷
䞁䝇ㄒ㻕㼀䠐䠈➨୕እᅜㄒ㻔㡑ᅜㄒ㻕㼀䠐䠈➨୕
እᅜㄒ㻔䝇䝨䜲䞁ㄒ㻕㼀䠐䠈➨୕እᅜㄒ㻔䜲䝍䝸
䜰ㄒ㻕㼀䠐

₇⩦ 㻜㻚㻡 䕿 㻜㻚㻡

䠷ሗ⛉┠䠹

༢

ᩘ ᚋ

㻟ᖺ㻞ᖺ

㻜㻚㻡

ᚋ

㻜㻚㻡

㻜㻚㻡

๓ ᚋ
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㻜㻚㻡
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ᚲ

༢

ᩘ ᚋ
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ᚋ๓ ᚋ

ሗᇶ♏ ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

䠷ᗣ䞉䝇䝫䞊䝒⛉Ꮫ䠹
ᗣ䞉䝇䝫䞊䝒⛉Ꮫㅮ⩏䠝 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝

ᗣ䞉䝇䝫䞊䝒⛉Ꮫㅮ⩏䠞 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝

ᗣ䞉䝇䝫䞊䝒⛉Ꮫㅮ⩏䠟 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝

ᗣ䞉䝇䝫䞊䝒⛉Ꮫᐇ⩦ᇶ♏ ᐇ⩦ 㻝 㻝

ᗣ䞉䝇䝫䞊䝒⛉Ꮫᐇ⩦䠍 ᐇ⩦ 㻜㻚㻡 䕿 㻜㻚㻡

ᗣ䞉䝇䝫䞊䝒⛉Ꮫᐇ⩦䠎 ᐇ⩦ 㻜㻚㻡 䕿 㻜㻚㻡

䠷㧗ᗘᩍ㣴⛉┠䠹

ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㒊㧗ᗘᩍ㣴⛉┠䛾ྲྀ
ᢅ䛔䛻䛴䛔䛶䛿ู䛻ᐃ䜑䜛䚹

ㅮ⩏
ཪ䛿
₇⩦

ྛ㻝
ཪ
䛿
㻞

䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 㻠

䠷Ꮫ㒊ඹ㏻ᇶ♏⛉┠䠹䈜䠒༢ᚲせ

ึᖺḟ䝉䝭䝘䞊 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

␗ᩥ䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁ㄽ ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝

༠ാᆺ䝸䞊䝎䞊䝅䝑䝥ㄽ ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝

ᅜ㝿㛤Ⓨຓㄽ㻔㻶㻵㻯㻭㻕䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝

ᅜ㝿㛤Ⓨຓㄽ㻔㻶㻵㻯㻭㻕䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝

䝁䝭䝳䝙䝔䜱ᡂㄽ ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝

䝣䜱䞊䝹䝗䝽䞊䜽ᇶ♏ㄽ ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝

␗ᩥ㛫ᩍ⫱ㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝

␗ᩥ㛫ᩍ⫱ㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝

䝋䞊䝅䝱䝹䜶䞁䝟䝽䝯䞁䝖ㄽ ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝

ሗ䝸䝔䝷䝅䞊₇⩦䠍 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

ሗ䝸䝔䝷䝅䞊₇⩦䠎 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

䠷Ꮫ㒊ඹ㏻Ⓨᒎ⛉┠䠹䈜䠐༢ᚲせ

䜾䝻䞊䝞䝹ඹ⏕♫ㄽ ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝

䝣䜱䞊䝹䝗䝽䞊䜽᪉ἲㄽ ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝

㏵ୖᅜ㎰ᮧᆅᇦ㛤Ⓨㄽ ㅮ⩏ 㻞 䕧 䕧 㻞 㝸ᖺ

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚䠄ⱥ䠅䠝 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚䠄ⱥ䠅䠞 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㼃㼞㼕㼠㼕㼚㼓䠄ⱥ䠅䠝 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㼃㼞㼕㼠㼕㼚㼓䠄ⱥ䠅䠞 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

䠰䠫䠡䠢䠨₇⩦䠝 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

䠰䠫䠡䠢䠨₇⩦䠞 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

䠰䠫䠡䠥䠟₇⩦䠝 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

䠰䠫䠡䠥䠟₇⩦䠞 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻼㼞㼑㼟㼑㼚㼠㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻿㼗㼕㼘㼘㼟㻌㻭 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻼㼞㼑㼟㼑㼚㼠㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻿㼗㼕㼘㼘㼟㻌㻮 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㼒㼛㼞㻌㻼㼞㼛㼒㼑㼟㼟㼕㼛㼚㼍㼘㻌㻼㼡㼞㼜㼛㼟㼑㼟㻌㻭 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㼒㼛㼞㻌㻼㼞㼛㼒㼑㼟㼟㼕㼛㼚㼍㼘㻌㻼㼡㼞㼜㼛㼟㼑㼟㻌㻮 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚䠄⊂䠅䠝 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚䠄⊂䠅䠞 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚䠄䠅䠝 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚䠄䠅䠞 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚䠄୰䠅䠝 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚䠄୰䠅䠞 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚䠄㟢䠅䠝 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚䠄㟢䠅䠞 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㼃㼞㼕㼠㼕㼚㼓䠄⊂䠅䠝 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㼃㼞㼕㼠㼕㼚㼓䠄⊂䠅䠞 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㼃㼞㼕㼠㼕㼚㼓䠄䠅䠝 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㼃㼞㼕㼠㼕㼚㼓䠄䠅䠞 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㼃㼞㼕㼠㼕㼚㼓䠄୰䠅䠝 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㼃㼞㼕㼠㼕㼚㼓䠄୰䠅䠞 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㼃㼞㼕㼠㼕㼚㼓䠄㟢䠅䠝 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㼃㼞㼕㼠㼕㼚㼓䠄㟢䠅䠞 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

䝁䝸䜰ㄒධ㛛䠍 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

䝁䝸䜰ㄒධ㛛䠎 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

䝁䝸䜰ㄒධ㛛䠏 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

䝁䝸䜰ㄒධ㛛䠐 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

䝇䝨䜲䞁ㄒධ㛛䠍 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

䝇䝨䜲䞁ㄒධ㛛䠎 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

䝇䝨䜲䞁ㄒධ㛛䠏 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

䝇䝨䜲䞁ㄒධ㛛䠐 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

䜲䝍䝸䜰ㄒධ㛛䠍 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

䕿

㻝㻽㻞㻽㻟㻽㻠㻽㻝㻽㻞㻽㻟㻽㻠㻽㻝㻽㻞㻽㻟㻽㻠㻽㻝㻽㻞㻽㻟㻽㻠㻽
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ᙧ
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ᚲ

༢
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㻟ᖺ㻞ᖺ

ᚋ๓ ᚋ

䜲䝍䝸䜰ㄒධ㛛䠎 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

䜲䝍䝸䜰ㄒධ㛛䠏 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

䜲䝍䝸䜰ㄒධ㛛䠐 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

䝷䝔䞁ㄒධ㛛䠍 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

䝷䝔䞁ㄒධ㛛䠎 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

䝷䝔䞁ㄒධ㛛䠏 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

䝷䝔䞁ㄒධ㛛䠐 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

ᅜ㝿䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁₇⩦䠝 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

ᅜ㝿䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁₇⩦䠞 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

㻯㼡㼘㼠㼡㼞㼑㼟㻌㼍㼚㼐㻌㻿㼛㼏㼕㼑㼠㼕㼑㼟㻌㼕㼚㻌㻶㼍㼜㼍㼚㻌㻭 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝

㻯㼡㼘㼠㼡㼞㼑㼟㻌㼍㼚㼐㻌㻿㼛㼏㼕㼑㼠㼕㼑㼟㻌㼕㼚㻌㻶㼍㼜㼍㼚㻌㻮 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝

᪥ᮏㄒ䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝

᪥ᮏㄒ䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝

ሗⓎಙ₇⩦䠍 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

ሗⓎಙ₇⩦䠎 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

䝥䝻䜾䝷䝭䞁䜾ᇶ♏₇⩦䠍 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

䝥䝻䜾䝷䝭䞁䜾ᇶ♏₇⩦䠎 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

㻱㻿㻰₇⩦䊠䠍䠄ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ䠅 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

㻱㻿㻰₇⩦䊠䠎䠄ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ䠅 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

㻱㻿㻰₇⩦䊡䠍䠄ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ䠅 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

㻱㻿㻰₇⩦䊡䠎䠄ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ䠅 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

እᅜㄒᐇ⩦䠝 ᐇ⩦ 㻝 㻝 ㄆᐃ⛉┠

እᅜㄒᐇ⩦䠞 ᐇ⩦ 㻞 㻞 ㄆᐃ⛉┠

䜲䞁䝍䞊䞁䝅䝑䝥ᐇ⩦䠝 ᐇ⩦ 㻝 㻝 ㄆᐃ⛉┠

䜲䞁䝍䞊䞁䝅䝑䝥ᐇ⩦䠞 ᐇ⩦ 㻞 㻞 ㄆᐃ⛉┠

䝣䜱䞊䝹䝗䝽䞊䜽ᐇ⩦䠝 ᐇ⩦ 㻝 㻝 ㄆᐃ⛉┠

䝣䜱䞊䝹䝗䝽䞊䜽ᐇ⩦䠞 ᐇ⩦ 㻞 㻞 ㄆᐃ⛉┠

᪥ᮏㄒᩥἲᇶ♏ ㅮ⩏ 㻝 㻝

ᐇ㊶᪥ᮏㄒᇶ♏ ㅮ⩏ 㻝 㻝

᪥ᮏㄒ䞉᪥ᮏᩥᇶ♏₇⩦ ₇⩦ 㻝 㻝

䠷䜾䝻䞊䝞䝹䞉䝇䝍䝕䜱䞊䝈䞉䝥䝻䜾䝷䝮䠄㻳㻿㻼䠅⛉┠䠹䈜䠓༢ᚲせ

䜾䝻䞊䝞䝹䜲䝅䝳䞊ᴫㄽ ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝

䜾䝻䞊䝞䝹䜲䝅䝳䞊₇⩦ ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

䠣䠯䠬₇⩦䠄䜸䝸䜶䞁䝔䞊䝅䝵䞁䠅 ₇⩦ 㻝 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 㻝

␃Ꮫᆺ䠣䠯䝁䞊䝇 ₇⩦ 㻟 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿
ᐇ㊶ᆺ䠣䠯䝁䞊䝇 ₇⩦ 㻟 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿
◊ಟᆺ䠣䠯䝁䞊䝇 ₇⩦ 㻟 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿
䠣䠯䠬₇⩦䠄䝸䝣䝺䜽䝅䝵䞁䠅 ₇⩦ 㻝 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 㻝

䠷ඹ㏻ᑓ㛛ᇶ♏⛉┠䠹䈜䠔༢ᚲせ

≀⌮Ꮫධ㛛 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿 䕿
ຊᏛᇶ♏䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿 䕿 䕿
ຊᏛᇶ♏䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿 䕿 䕿
㟁☢ẼᏛᇶ♏䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿 䕿
㟁☢ẼᏛᇶ♏䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿 䕿
㐃⥆యຊᏛᇶ♏ ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿 䕿
⇕ຊᏛᇶ♏ ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿 䕿 䕿
㔞ᏊຊᏛᇶ♏ ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿 䕿
┦ᑐㄽᇶ♏ ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿 䕿
≀⌮Ꮫᐇ㦂 ᐇ㦂 㻞 㻞 䕿
ᇶ♏↓ᶵᏛ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿 䕿
ᇶ♏↓ᶵᏛ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿 䕿
ᇶ♏᭷ᶵᏛ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿 䕿 䕿
ᇶ♏᭷ᶵᏛ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿 䕿 䕿
⏕≀Ꮫᴫㄽ䠝䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿 䕿 䕿
⏕≀Ꮫᴫㄽ䠝䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿 䕿 䕿
⏕≀Ꮫྛㄽ䠝䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿 䕿
⏕≀Ꮫྛㄽ䠝䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿 䕿
⏕≀Ꮫྛㄽ䠟䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿 䕿
⏕≀Ꮫྛㄽ䠟䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿 䕿
ᇶ♏ᆅᏛ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿 䕿
ᇶ♏ᆅᏛ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿 䕿
⥺ᙧ௦ᩘධ㛛䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
⥺ᙧ௦ᩘධ㛛䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
⥺ᙧ௦ᩘ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿 䕿
⥺ᙧ௦ᩘ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿 䕿

䕿

㻟
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䜲䝍䝸䜰ㄒධ㛛䠎 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

䜲䝍䝸䜰ㄒධ㛛䠏 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

䜲䝍䝸䜰ㄒධ㛛䠐 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

䝷䝔䞁ㄒධ㛛䠍 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

䝷䝔䞁ㄒධ㛛䠎 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

䝷䝔䞁ㄒධ㛛䠏 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

䝷䝔䞁ㄒධ㛛䠐 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

ᅜ㝿䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁₇⩦䠝 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

ᅜ㝿䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁₇⩦䠞 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

㻯㼡㼘㼠㼡㼞㼑㼟㻌㼍㼚㼐㻌㻿㼛㼏㼕㼑㼠㼕㼑㼟㻌㼕㼚㻌㻶㼍㼜㼍㼚㻌㻭 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝

㻯㼡㼘㼠㼡㼞㼑㼟㻌㼍㼚㼐㻌㻿㼛㼏㼕㼑㼠㼕㼑㼟㻌㼕㼚㻌㻶㼍㼜㼍㼚㻌㻮 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝

᪥ᮏㄒ䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝

᪥ᮏㄒ䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝

ሗⓎಙ₇⩦䠍 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

ሗⓎಙ₇⩦䠎 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

䝥䝻䜾䝷䝭䞁䜾ᇶ♏₇⩦䠍 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

䝥䝻䜾䝷䝭䞁䜾ᇶ♏₇⩦䠎 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

㻱㻿㻰₇⩦䊠䠍䠄ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ䠅 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

㻱㻿㻰₇⩦䊠䠎䠄ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ䠅 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

㻱㻿㻰₇⩦䊡䠍䠄ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ䠅 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

㻱㻿㻰₇⩦䊡䠎䠄ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ䠅 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

እᅜㄒᐇ⩦䠝 ᐇ⩦ 㻝 㻝 ㄆᐃ⛉┠

እᅜㄒᐇ⩦䠞 ᐇ⩦ 㻞 㻞 ㄆᐃ⛉┠

䜲䞁䝍䞊䞁䝅䝑䝥ᐇ⩦䠝 ᐇ⩦ 㻝 㻝 ㄆᐃ⛉┠

䜲䞁䝍䞊䞁䝅䝑䝥ᐇ⩦䠞 ᐇ⩦ 㻞 㻞 ㄆᐃ⛉┠

䝣䜱䞊䝹䝗䝽䞊䜽ᐇ⩦䠝 ᐇ⩦ 㻝 㻝 ㄆᐃ⛉┠

䝣䜱䞊䝹䝗䝽䞊䜽ᐇ⩦䠞 ᐇ⩦ 㻞 㻞 ㄆᐃ⛉┠

᪥ᮏㄒᩥἲᇶ♏ ㅮ⩏ 㻝 㻝

ᐇ㊶᪥ᮏㄒᇶ♏ ㅮ⩏ 㻝 㻝

᪥ᮏㄒ䞉᪥ᮏᩥᇶ♏₇⩦ ₇⩦ 㻝 㻝

䠷䜾䝻䞊䝞䝹䞉䝇䝍䝕䜱䞊䝈䞉䝥䝻䜾䝷䝮䠄㻳㻿㻼䠅⛉┠䠹䈜䠓༢ᚲせ

䜾䝻䞊䝞䝹䜲䝅䝳䞊ᴫㄽ ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝

䜾䝻䞊䝞䝹䜲䝅䝳䞊₇⩦ ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

䠣䠯䠬₇⩦䠄䜸䝸䜶䞁䝔䞊䝅䝵䞁䠅 ₇⩦ 㻝 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 㻝

␃Ꮫᆺ䠣䠯䝁䞊䝇 ₇⩦ 㻟 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿
ᐇ㊶ᆺ䠣䠯䝁䞊䝇 ₇⩦ 㻟 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿
◊ಟᆺ䠣䠯䝁䞊䝇 ₇⩦ 㻟 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿
䠣䠯䠬₇⩦䠄䝸䝣䝺䜽䝅䝵䞁䠅 ₇⩦ 㻝 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 㻝

䠷ඹ㏻ᑓ㛛ᇶ♏⛉┠䠹䈜䠔༢ᚲせ

≀⌮Ꮫධ㛛 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿 䕿
ຊᏛᇶ♏䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿 䕿 䕿
ຊᏛᇶ♏䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿 䕿 䕿
㟁☢ẼᏛᇶ♏䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿 䕿
㟁☢ẼᏛᇶ♏䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿 䕿
㐃⥆యຊᏛᇶ♏ ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿 䕿
⇕ຊᏛᇶ♏ ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿 䕿 䕿
㔞ᏊຊᏛᇶ♏ ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿 䕿
┦ᑐㄽᇶ♏ ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿 䕿
≀⌮Ꮫᐇ㦂 ᐇ㦂 㻞 㻞 䕿
ᇶ♏↓ᶵᏛ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿 䕿
ᇶ♏↓ᶵᏛ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿 䕿
ᇶ♏᭷ᶵᏛ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿 䕿 䕿
ᇶ♏᭷ᶵᏛ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿 䕿 䕿
⏕≀Ꮫᴫㄽ䠝䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿 䕿 䕿
⏕≀Ꮫᴫㄽ䠝䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿 䕿 䕿
⏕≀Ꮫྛㄽ䠝䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿 䕿
⏕≀Ꮫྛㄽ䠝䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿 䕿
⏕≀Ꮫྛㄽ䠟䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿 䕿
⏕≀Ꮫྛㄽ䠟䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿 䕿
ᇶ♏ᆅᏛ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿 䕿
ᇶ♏ᆅᏛ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿 䕿
⥺ᙧ௦ᩘධ㛛䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
⥺ᙧ௦ᩘධ㛛䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
⥺ᙧ௦ᩘ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿 䕿
⥺ᙧ௦ᩘ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿 䕿

䕿

㻟

㸫 ��� 㸫㸫 ��� 㸫



㻝㻽㻞㻽㻟㻽㻠㻽㻝㻽㻞㻽㻟㻽㻠㻽㻝㻽㻞㻽㻟㻽㻠㻽㻝㻽㻞㻽㻟㻽㻠㻽
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⥺ᙧ௦ᩘ䠏 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿 䕿
⥺ᙧ௦ᩘ䠐 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿 䕿
ᚤศ✚ศධ㛛䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
ᚤศ✚ศධ㛛䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
ᚤศ✚ศ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿 䕿
ᚤศ✚ศ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿 䕿
ᚤศ✚ศ䠏 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿 䕿
ᚤศ✚ศ䠐 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿 䕿
ᩘ⌮⤫ィ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿 䕿 䕿
ᩘ⌮⤫ィ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿 䕿 䕿
ἲᚊᏛ ㅮ⩏ 㻞 䕧 䕧 㻞 㝸ᖺ 䕿 䕿
⤒῭Ꮫ ㅮ⩏ 㻞 䕧 䕧 㻞 㝸ᖺ 䕿 䕿
ᨻᏛ ㅮ⩏ 㻞 䕧 䕧 㻞 㝸ᖺ 䕿 䕿
ேᩥᆅ⌮Ꮫ ㅮ⩏ 㻞 䕧 䕧 㻞 㝸ᖺ 䕿 䕿
እᅜྐ ㅮ⩏ 㻞 䕧 䕧 㻞 㝸ᖺ 䕿
♫Ꮫ ㅮ⩏ 㻞 䕧 䕧 㻞 㝸ᖺ 䕿 䕿
᪥ᮏྐ ㅮ⩏ 㻞 䕧 䕧 㻞 㝸ᖺ 䕿
⌮Ꮫ ㅮ⩏ 㻞 䕧 䕧 㻞 㝸ᖺ 䕿 䕿
䠷Ꮫ⛉ඹ㏻⛉┠䠹䈜䠏༢ᚲせ

⎔ቃඹ⏕Ꮫᴫㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿 䕿 䕿 䕿
⎔ቃඹ⏕Ꮫᴫㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿 䕿 䕿 䕿
⎔ቃඹ⏕Ꮫᴫㄽ䠏 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿 䕿 䕿 䕿
ᆅ⌫⎔ቃᏛ㻝 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿 䕿 䕿 䕿
ᆅ⌫⎔ቃᏛ㻞 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿 䕿 䕿 䕿
䠷Ꮫ⛉䝁䜰⛉┠䠹䈜䠍䠌༢ᚲせ

⎔ቃ≀⌮Ꮫ䠝 ㅮ⩏ 㻞 䕿 㻞 䕿 䕿
⎔ቃ≀⌮Ꮫ䠞 ㅮ⩏ 㻞 䕿 㻞 䕿 䕿
⎔ቃ≀㉁⛉Ꮫ䠝 ㅮ⩏ 㻞 䕿 㻞 䕿 䕿
⎔ቃ≀㉁⛉Ꮫ䠞 ㅮ⩏ 㻞 䕿 㻞 䕿 䕿
⎔ቃ⏕⛉Ꮫ䠝 ㅮ⩏ 㻞 䕿 㻞 䕿 䕿
⎔ቃ⏕⛉Ꮫ䠞 ㅮ⩏ 㻞 䕿 㻞 䕿 䕿
⎔ቃᆅ⌫⛉Ꮫ䠝 ㅮ⩏ 㻞 䕿 㻞 䕿 䕿
⎔ቃᆅ⌫⛉Ꮫ䠞 ㅮ⩏ 㻞 䕿 㻞 䕿 䕿
ᩘ⌮⛉Ꮫᇶ♏ ㅮ⩏ 㻞 䕿 㻞 䕿 䕿
⤫ィⓗၥ㢟ゎỴἲ ㅮ⩏ 㻞 䕿 㻞 䕿 䕿
ᩘ⌮⛉Ꮫධ㛛㻔⤫ィ⣔㻕 ㅮ⩏ 㻞 䕿 㻞 䕿 䕿
ᩘ⌮⛉Ꮫධ㛛㻔௦ᩘ⣔㻕 ㅮ⩏ 㻞 䕿 㻞 䕿
ᩘ⌮⛉Ꮫධ㛛㻔ᗄఱ⣔㻕 ㅮ⩏ 㻞 䕿 㻞 䕿
ᩘ⌮⛉Ꮫධ㛛㻔ゎᯒ⣔㻕 ㅮ⩏ 㻞 䕿 㻞 䕿 䕿
ィ⟬ᶵ⛉Ꮫධ㛛 ㅮ⩏ 㻞 䕿 㻞 䕿 䕿
ᩘ⌮䝰䝕䝹䝥䝻䜾䝷䝭䞁䜾 ㅮ⩏ 㻞 䕿 㻞 䕿 䕿
⎔ቃᇶ♏⛉Ꮫᐇ㦂䠝㻝䠄䛻ᆅᏛ䠅 ᐇ㦂 㻝 䕿 㻝 䕿
⎔ቃᇶ♏⛉Ꮫᐇ㦂䠝㻞䠄䛻ᆅᏛ䠅 ᐇ㦂 㻝 䕿 㻝 䕿
⎔ቃᇶ♏⛉Ꮫᐇ㦂䠞㻝䠄䛻⏕≀Ꮫ䠅 ᐇ㦂 㻝 䕿 㻝 䕿
⎔ቃᇶ♏⛉Ꮫᐇ㦂䠞㻞䠄䛻⏕≀Ꮫ䠅 ᐇ㦂 㻝 䕿 㻝 䕿
⎔ቃᇶ♏⛉Ꮫᐇ㦂䠟㻝䠄䛻Ꮫ䠅 ᐇ㦂 㻝 䕿 㻝 䕿
⎔ቃᇶ♏⛉Ꮫᐇ㦂䠟㻞䠄䛻Ꮫ䠅 ᐇ㦂 㻝 䕿 㻝 䕿
⎔ቃ⤒῭Ꮫ ㅮ⩏ 㻞 䕿 㻞 䕿 䕿
ᆅᇦ⎔ቃ㈨※ㄽ ㅮ⩏ 㻞 䕿 㻞 䕿 䕿
⏕ά✵㛫ィ⏬ㄽ ㅮ⩏ 㻞 䕿 㻞 䕿 䕿
⥳ᆅ⎔ቃㄽ ㅮ⩏ 㻞 䕿 㻞 䕿 䕿
䝷䜲䝣䝇䝍䜲䝹ㄽ䠝 ㅮ⩏ 㻞 䕿 㻞 䕿 䕿
䝷䜲䝣䝇䝍䜲䝹ㄽ䠞 ㅮ⩏ 㻞 䕿 㻞 䕿 䕿
㧗㱋⪅⎔ቃㄽ ㅮ⩏ 㻞 䕿 㻞 䕿 䕿
䛣䛹䜒⎔ቃㄽ ㅮ⩏ 㻞 䕿 㻞 䕿 䕿
⎔ቃ♫Ꮫ ㅮ⩏ 㻞 䕧 䕧 㻞 㝸ᖺ 䕿 䕿 䕿
⎔ቃᛮྐ ㅮ⩏ 㻞 䕧 䕧 㻞 㝸ᖺ 䕿
බᐖ䞉⎔ቃྐ ㅮ⩏ 㻞 䕧 䕧 㻞 㝸ᖺ 䕿 䕿 䕿
䜾䝻䞊䝞䝹㛤Ⓨᨻ⟇ㄽ ㅮ⩏ 㻞 䕧 䕧 㻞 㝸ᖺ 䕿
䜾䝻䞊䝞䝹㒔ᕷᆅᇦㄽ ㅮ⩏ 㻞 䕧 䕧 㻞 㝸ᖺ 䕿 䕿
ᕷẸ⛉Ꮫᩍ⫱ㄽ ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
䠷Ꮫ⛉ᒎ㛤⛉┠䠹䈜䠎䠌༢ᚲせ

Ᏹᐂ⎔ቃ≀⌮Ꮫ ㅮ⩏ 㻞 䕿 㻞 䕿
ᆅ⌫⎔ቃ≀⌮Ꮫ ㅮ⩏ 㻞 䕿 㻞 䕿
Ẽ⎔ቃᏛ ㅮ⩏ 㻞 䕿 㻞 䕿
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⎔ቃᇶ♏≀⌮Ꮫ䠝 ㅮ⩏ 㻞 䕿 㻞 䕿
⎔ቃᇶ♏≀⌮Ꮫ䠞 ㅮ⩏ 㻞 䕿 㻞 䕿
⎔ቃᆅ⌫Ꮫ ㅮ⩏ 㻞 䕿 㻞 䕿
ᆅ⌫⎔ቃኚືྐ ㅮ⩏ 㻞 䕿 㻞 䕿
⏕≀ከᵝᛶ⛉Ꮫ ㅮ⩏ 㻞 䕿 㻞 䕿
⏕ែᏛ ㅮ⩏ 㻞 䕿 㻞 䕿
⎔ቃ㈨※᳜≀⛉Ꮫ ㅮ⩏ 㻞 䕿 㻞 䕿
⎔ቃ⏕⌮Ꮫ ㅮ⩏ 㻞 䕿 㻞 䕿
ศᏊ⏕≀Ꮫ ㅮ⩏ 㻞 䕿 㻞 䕿
⎔ቃ㧗ศᏊᏛ ㅮ⩏ 㻞 䕿 㻞 䕿
⎔ቃ⏕Ꮫ ㅮ⩏ 㻞 䕿 㻞 䕿
⎔ቃ↓ᶵᏛ ㅮ⩏ 㻞 䕿 㻞 䕿
⎔ቃ䜲䞁䝣䜷䝬䝔䜱䜽䝇 ㅮ⩏ 㻞 䕧 䕧 㻞 㝸ᖺ 䕿 䕿
⎔ቃᩘ್ゎᯒ ㅮ⩏ 㻞 䕿 㻞 䕿 䕿
⎔ቃ≀⌮Ꮫ≉ู₇⩦䠍 ₇⩦ 㻜㻚㻡 䕿 㻜㻚㻡 䕿
⎔ቃ≀⌮Ꮫ≉ู₇⩦䠎 ₇⩦ 㻜㻚㻡 䕿 㻜㻚㻡 䕿
⎔ቃ≀⌮Ꮫ≉ู₇⩦䠏 ₇⩦ 㻜㻚㻡 䕿 㻜㻚㻡 䕿
⎔ቃ≀⌮Ꮫ≉ู₇⩦䠐 ₇⩦ 㻜㻚㻡 䕿 㻜㻚㻡 䕿
ィ⟬௦ᩘ䠝 ㅮ⩏ 㻞 䕧 䕧 㻞 㝸ᖺ 䕿
ィ⟬௦ᩘ䠞 ㅮ⩏ 㻞 䕧 䕧 㻞 㝸ᖺ 䕿
」㞧⣔䛾ᗄఱᏛ ㅮ⩏ 㻞 䕿 㻞 䕿
⎔ቃ䝰䝕䝹ゎᯒ䠝 ㅮ⩏ 㻞 䕧 䕧 㻞 㝸ᖺ 䕿
⎔ቃ䝰䝕䝹ゎᯒ䠞 ㅮ⩏ 㻞 䕧 䕧 㻞 㝸ᖺ 䕿
ከኚ㔞ゎᯒ ㅮ⩏ 㻞 䕿 㻞 䕿 䕿
ᐇ㦂ィ⏬ἲ ㅮ⩏ 㻞 䕿 㻞 䕿 䕿
ሗᩘ⌮䠝 ㅮ⩏ 㻞 䕧 䕧 㻞 㝸ᖺ 䕿
ሗᩘ⌮䠞 ㅮ⩏ 㻞 䕧 䕧 㻞 㝸ᖺ 䕿
ᩘ⌮⛉Ꮫ◊✲䠝 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
ᩘ⌮⛉Ꮫ◊✲䠞 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
㔝እ⏕≀Ꮫᐇ⩦ ᐇ⩦ 㻞 䕿 㻞 䕿
⎔ቃᛂ⏝⛉Ꮫᐇ㦂䠝㻝䠄ᆅ⌫⎔ቃ䠅 ᐇ㦂 㻝 䕿 㻝 䕿
⎔ቃᛂ⏝⛉Ꮫᐇ㦂䠝㻞䠄ᆅ⌫⎔ቃ䠅 ᐇ㦂 㻝 䕿 㻝 䕿
⎔ቃᛂ⏝⛉Ꮫᐇ㦂䠞㻝䠄⏕≀⎔ቃ䠅 ᐇ㦂 㻝 䕿 㻝 䕿
⎔ቃᛂ⏝⛉Ꮫᐇ㦂䠞㻞䠄⏕≀⎔ቃ䠅 ᐇ㦂 㻝 䕿 㻝 䕿
⎔ቃᛂ⏝⛉Ꮫᐇ㦂䠟㻝䠄≀㉁⎔ቃ䠅 ᐇ㦂 㻝 䕿 㻝 䕿
⎔ቃᛂ⏝⛉Ꮫᐇ㦂䠟㻞䠄≀㉁⎔ቃ䠅 ᐇ㦂 㻝 䕿 㻝 䕿
⎔ቃᛂ⏝⛉Ꮫᐇ㦂䠠㻝䠄⎔ቃ≀⌮䠅 ᐇ㦂 㻝 䕿 㻝 䕿
⎔ቃᛂ⏝⛉Ꮫᐇ㦂䠠㻞䠄⎔ቃ≀⌮䠅 ᐇ㦂 㻝 䕿 㻝 䕿
⎔ቃᇶ♏⛉Ꮫ₇⩦䠍 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝 䕿 䕿
⎔ቃᇶ♏⛉Ꮫ₇⩦䠎 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝 䕿 䕿
⎔ቃᇶ♏⛉Ꮫ₇⩦䠏 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝 䕿 䕿
⎔ቃᇶ♏⛉Ꮫ₇⩦䠐 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝 䕿 䕿
⾰⎔ቃㄽ ㅮ⩏ 㻞 䕿 㻞 䕿
㣗⎔ቃㄽ䠝 ㅮ⩏ 㻞 䕿 㻞 䕿
㣗⎔ቃㄽ䠞 ㅮ⩏ 㻞 䕿 㻞 䕿
䜰䝥䝷䜲䜰䞁䝇⎔ቃㄽ ㅮ⩏ 㻞 䕿 㻞 䕿 䕿
䝇䝬䞊䝖䞉䝷䜲䝣䝃䜲䜶䞁䝇 ㅮ⩏ 㻞 䕿 㻞 䕿 䕿
⎔ቃᙧᡂ⛉Ꮫᐇ㦂䠝 ᐇ㦂 㻞 䕿 㻞 䕿
⎔ቃᙧᡂ⛉Ꮫᐇ㦂䠞 ᐇ㦂 㻞 䕿 㻞 䕿
⎔ቃᙧᡂ⛉Ꮫᐇ㦂䠟 ᐇ㦂 㻝 䕿 㻝 䕿
⎔ቃᙧᡂ⛉Ꮫᐇ㦂䠠 ᐇ㦂 㻝 䕿 㻝 䕿
⎔ቃᙧᡂ⛉Ꮫᐇ⩦䠝 ᐇ⩦ 㻞 䕿 㻞 䕿
⎔ቃᙧᡂ⛉Ꮫᐇ⩦䠞 ᐇ⩦ 㻞 䕿 㻞 䕿
⎔ቃᨻ⟇ㄽ ㅮ⩏ 㻞 䕿 㻞 䕿 䕿
⎔ቃ䝅䝇䝔䝮タィㄽ ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
ྜពᙧᡂ䝥䝻䝉䝇ㄽ ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
ᆅᇦᬒほ⏕ែㄽ ㅮ⩏ 㻞 䕿 㻞 䕿 䕿
ఫ⎔ቃㄽ ㅮ⩏ 㻞 䕿 㻞 䕿
⎔ቃᙧᡂ⛉Ꮫㄪᰝἲ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
⎔ቃᙧᡂ⛉Ꮫㄪᰝἲ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
♫⎔ቃኚືྐ ㅮ⩏ 㻞 䕧 䕧 㻞 㝸ᖺ 䕿
⎔ቃἲ ㅮ⩏ 㻞 䕧 䕧 㻞 㝸ᖺ 䕿
䜾䝻䞊䝞䝹ᖹㄽ ㅮ⩏ 㻞 䕧 䕧 㻞 㝸ᖺ 䕿
ປാ⎔ቃྐ ㅮ⩏ 㻞 䕧 䕧 㻞 㝸ᖺ 䕿
䜾䝻䞊䝞䝹⤒῭⎔ቃྐ ㅮ⩏ 㻞 䕧 䕧 㻞 㝸ᖺ 䕿

㸫 ��� 㸫㸫 ��� 㸫
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⎔ቃᇶ♏≀⌮Ꮫ䠝 ㅮ⩏ 㻞 䕿 㻞 䕿
⎔ቃᇶ♏≀⌮Ꮫ䠞 ㅮ⩏ 㻞 䕿 㻞 䕿
⎔ቃᆅ⌫Ꮫ ㅮ⩏ 㻞 䕿 㻞 䕿
ᆅ⌫⎔ቃኚືྐ ㅮ⩏ 㻞 䕿 㻞 䕿
⏕≀ከᵝᛶ⛉Ꮫ ㅮ⩏ 㻞 䕿 㻞 䕿
⏕ែᏛ ㅮ⩏ 㻞 䕿 㻞 䕿
⎔ቃ㈨※᳜≀⛉Ꮫ ㅮ⩏ 㻞 䕿 㻞 䕿
⎔ቃ⏕⌮Ꮫ ㅮ⩏ 㻞 䕿 㻞 䕿
ศᏊ⏕≀Ꮫ ㅮ⩏ 㻞 䕿 㻞 䕿
⎔ቃ㧗ศᏊᏛ ㅮ⩏ 㻞 䕿 㻞 䕿
⎔ቃ⏕Ꮫ ㅮ⩏ 㻞 䕿 㻞 䕿
⎔ቃ↓ᶵᏛ ㅮ⩏ 㻞 䕿 㻞 䕿
⎔ቃ䜲䞁䝣䜷䝬䝔䜱䜽䝇 ㅮ⩏ 㻞 䕧 䕧 㻞 㝸ᖺ 䕿 䕿
⎔ቃᩘ್ゎᯒ ㅮ⩏ 㻞 䕿 㻞 䕿 䕿
⎔ቃ≀⌮Ꮫ≉ู₇⩦䠍 ₇⩦ 㻜㻚㻡 䕿 㻜㻚㻡 䕿
⎔ቃ≀⌮Ꮫ≉ู₇⩦䠎 ₇⩦ 㻜㻚㻡 䕿 㻜㻚㻡 䕿
⎔ቃ≀⌮Ꮫ≉ู₇⩦䠏 ₇⩦ 㻜㻚㻡 䕿 㻜㻚㻡 䕿
⎔ቃ≀⌮Ꮫ≉ู₇⩦䠐 ₇⩦ 㻜㻚㻡 䕿 㻜㻚㻡 䕿
ィ⟬௦ᩘ䠝 ㅮ⩏ 㻞 䕧 䕧 㻞 㝸ᖺ 䕿
ィ⟬௦ᩘ䠞 ㅮ⩏ 㻞 䕧 䕧 㻞 㝸ᖺ 䕿
」㞧⣔䛾ᗄఱᏛ ㅮ⩏ 㻞 䕿 㻞 䕿
⎔ቃ䝰䝕䝹ゎᯒ䠝 ㅮ⩏ 㻞 䕧 䕧 㻞 㝸ᖺ 䕿
⎔ቃ䝰䝕䝹ゎᯒ䠞 ㅮ⩏ 㻞 䕧 䕧 㻞 㝸ᖺ 䕿
ከኚ㔞ゎᯒ ㅮ⩏ 㻞 䕿 㻞 䕿 䕿
ᐇ㦂ィ⏬ἲ ㅮ⩏ 㻞 䕿 㻞 䕿 䕿
ሗᩘ⌮䠝 ㅮ⩏ 㻞 䕧 䕧 㻞 㝸ᖺ 䕿
ሗᩘ⌮䠞 ㅮ⩏ 㻞 䕧 䕧 㻞 㝸ᖺ 䕿
ᩘ⌮⛉Ꮫ◊✲䠝 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
ᩘ⌮⛉Ꮫ◊✲䠞 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
㔝እ⏕≀Ꮫᐇ⩦ ᐇ⩦ 㻞 䕿 㻞 䕿
⎔ቃᛂ⏝⛉Ꮫᐇ㦂䠝㻝䠄ᆅ⌫⎔ቃ䠅 ᐇ㦂 㻝 䕿 㻝 䕿
⎔ቃᛂ⏝⛉Ꮫᐇ㦂䠝㻞䠄ᆅ⌫⎔ቃ䠅 ᐇ㦂 㻝 䕿 㻝 䕿
⎔ቃᛂ⏝⛉Ꮫᐇ㦂䠞㻝䠄⏕≀⎔ቃ䠅 ᐇ㦂 㻝 䕿 㻝 䕿
⎔ቃᛂ⏝⛉Ꮫᐇ㦂䠞㻞䠄⏕≀⎔ቃ䠅 ᐇ㦂 㻝 䕿 㻝 䕿
⎔ቃᛂ⏝⛉Ꮫᐇ㦂䠟㻝䠄≀㉁⎔ቃ䠅 ᐇ㦂 㻝 䕿 㻝 䕿
⎔ቃᛂ⏝⛉Ꮫᐇ㦂䠟㻞䠄≀㉁⎔ቃ䠅 ᐇ㦂 㻝 䕿 㻝 䕿
⎔ቃᛂ⏝⛉Ꮫᐇ㦂䠠㻝䠄⎔ቃ≀⌮䠅 ᐇ㦂 㻝 䕿 㻝 䕿
⎔ቃᛂ⏝⛉Ꮫᐇ㦂䠠㻞䠄⎔ቃ≀⌮䠅 ᐇ㦂 㻝 䕿 㻝 䕿
⎔ቃᇶ♏⛉Ꮫ₇⩦䠍 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝 䕿 䕿
⎔ቃᇶ♏⛉Ꮫ₇⩦䠎 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝 䕿 䕿
⎔ቃᇶ♏⛉Ꮫ₇⩦䠏 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝 䕿 䕿
⎔ቃᇶ♏⛉Ꮫ₇⩦䠐 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝 䕿 䕿
⾰⎔ቃㄽ ㅮ⩏ 㻞 䕿 㻞 䕿
㣗⎔ቃㄽ䠝 ㅮ⩏ 㻞 䕿 㻞 䕿
㣗⎔ቃㄽ䠞 ㅮ⩏ 㻞 䕿 㻞 䕿
䜰䝥䝷䜲䜰䞁䝇⎔ቃㄽ ㅮ⩏ 㻞 䕿 㻞 䕿 䕿
䝇䝬䞊䝖䞉䝷䜲䝣䝃䜲䜶䞁䝇 ㅮ⩏ 㻞 䕿 㻞 䕿 䕿
⎔ቃᙧᡂ⛉Ꮫᐇ㦂䠝 ᐇ㦂 㻞 䕿 㻞 䕿
⎔ቃᙧᡂ⛉Ꮫᐇ㦂䠞 ᐇ㦂 㻞 䕿 㻞 䕿
⎔ቃᙧᡂ⛉Ꮫᐇ㦂䠟 ᐇ㦂 㻝 䕿 㻝 䕿
⎔ቃᙧᡂ⛉Ꮫᐇ㦂䠠 ᐇ㦂 㻝 䕿 㻝 䕿
⎔ቃᙧᡂ⛉Ꮫᐇ⩦䠝 ᐇ⩦ 㻞 䕿 㻞 䕿
⎔ቃᙧᡂ⛉Ꮫᐇ⩦䠞 ᐇ⩦ 㻞 䕿 㻞 䕿
⎔ቃᨻ⟇ㄽ ㅮ⩏ 㻞 䕿 㻞 䕿 䕿
⎔ቃ䝅䝇䝔䝮タィㄽ ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
ྜពᙧᡂ䝥䝻䝉䝇ㄽ ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
ᆅᇦᬒほ⏕ែㄽ ㅮ⩏ 㻞 䕿 㻞 䕿 䕿
ఫ⎔ቃㄽ ㅮ⩏ 㻞 䕿 㻞 䕿
⎔ቃᙧᡂ⛉Ꮫㄪᰝἲ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
⎔ቃᙧᡂ⛉Ꮫㄪᰝἲ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
♫⎔ቃኚືྐ ㅮ⩏ 㻞 䕧 䕧 㻞 㝸ᖺ 䕿
⎔ቃἲ ㅮ⩏ 㻞 䕧 䕧 㻞 㝸ᖺ 䕿
䜾䝻䞊䝞䝹ᖹㄽ ㅮ⩏ 㻞 䕧 䕧 㻞 㝸ᖺ 䕿
ປാ⎔ቃྐ ㅮ⩏ 㻞 䕧 䕧 㻞 㝸ᖺ 䕿
䜾䝻䞊䝞䝹⤒῭⎔ቃྐ ㅮ⩏ 㻞 䕧 䕧 㻞 㝸ᖺ 䕿
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⚟♴⎔ቃ䝅䝇䝔䝮ㄽ ㅮ⩏ 㻞 䕧 䕧 㻞 㝸ᖺ 䕿 䕿
ᆅᇦ✵㛫䝅䝇䝔䝮ㄽ ㅮ⩏ 㻞 䕧 䕧 㻞 㝸ᖺ 䕿 䕿
♫ᩥ⎔ቃㄽ ㅮ⩏ 㻞 䕧 䕧 㻞 㝸ᖺ 䕿
ᆅᇦ♫ඹ⏕ㄽ ㅮ⩏ 㻞 䕧 䕧 㻞 㝸ᖺ 䕿 䕿
ᆅᇦ⯆ᨻ⟇ㄽ ㅮ⩏ 㻞 䕧 䕧 㻞 㝸ᖺ 䕿
䝣䜱䞊䝹䝗䝽䞊䜽ᐇ⩦ ㅮ⩏ 㻞 䕧 䕧 㻞 㝸ᖺ 䕿
᪥ᮏ♫ᩥㄽ䠝 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
᪥ᮏ♫ᩥㄽ䠞 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
㏆⌧௦♫ᛮㄽ䠝 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
㏆⌧௦♫ᛮㄽ䠞 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
⌧௦♫⌮ㄽ䠝 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
⌧௦♫⌮ㄽ䠞 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
ᩥே㢮Ꮫ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
ᩥே㢮Ꮫ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
ᅜ㝿㛵ಀㄽ䠝 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
ᅜ㝿㛵ಀㄽ䠞 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
᪥ᮏṔྐᩥㄽ䠝 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
᪥ᮏṔྐᩥㄽ䠞 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
㏆⌧௦ᨻᛮㄽ䠝 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
㏆⌧௦ᨻᛮㄽ䠞 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
㏆⌧௦⤒῭ᛮㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
㏆⌧௦⤒῭ᛮㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
䝆䜵䞁䝎䞊♫ᩥㄽ䠝 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
䝆䜵䞁䝎䞊♫ᩥㄽ䠞 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
䜾䝻䞊䝞䝹ṇ⩏ㄽ䠝 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
䜾䝻䞊䝞䝹ṇ⩏ㄽ䠞 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
⌧௦Ẹ᪘ㄅᏛ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
⌧௦Ẹ᪘ㄅᏛ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
ẚ㍑Ẹ᪘Ꮫ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
ẚ㍑Ẹ᪘Ꮫ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
ᖹᵓ⠏ㄽ䠝 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
ᖹᵓ⠏ㄽ䠞 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
ᗣᚰ⌮Ꮫ䠍䠄ᗣ䞉་⒪ᚰ⌮Ꮫ䠍䠅 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
ᗣᚰ⌮Ꮫ䠎䠄ᗣ䞉་⒪ᚰ⌮Ꮫ䠎䠅 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
ᚰ⌮䜾䝻䞊䝞䝹䝸䝃䞊䝏䠍 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝 䕿
ᚰ⌮䜾䝻䞊䝞䝹䝸䝃䞊䝏䠎 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝 䕿
῝ᒙᚰ⌮Ꮫ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
῝ᒙᚰ⌮Ꮫ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
㌟యᶵ⬟䛾㐺ᛂ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
㌟యᶵ⬟䛾㐺ᛂ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
ᐙ᪘䛾Ⓨ㐩䛸⌮䠍䠄♫䞉㞟ᅋ䞉ᐙ᪘ᚰ⌮Ꮫ䠍䠅 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
ᐙ᪘䛾Ⓨ㐩䛸⌮䠎䠄♫䞉㞟ᅋ䞉ᐙ᪘ᚰ⌮Ꮫ䠎䠅 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
䝦䝹䝇䝥䝻䝰䞊䝅䝵䞁䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
䝦䝹䝇䝥䝻䝰䞊䝅䝵䞁䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
ຍ㱋䛾♫ᚰ⌮Ꮫ䠍䠄♫䞉㞟ᅋ䞉ᐙ᪘ᚰ⌮Ꮫ䠍䠅 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
ຍ㱋䛾♫ᚰ⌮Ꮫ䠎䠄♫䞉㞟ᅋ䞉ᐙ᪘ᚰ⌮Ꮫ䠎䠅 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
䝣䜯䝑䝅䝵䞁ᩥㄽ ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
㒔ᕷ䛸ᘓ⠏䛾㻞㻜ୡ⣖䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
㒔ᕷ䛸ᘓ⠏䛾㻞㻜ୡ⣖䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿
ᅜ㝿⎔ቃἲ ㅮ⩏ 㻝 䕧 䕧 㻝 㝸ᖺ 䕿
♫ㄪᰝἲ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿 䕿 䕿
♫ㄪᰝἲ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝 䕿 䕿 䕿
⎔ቃᙧᡂ⛉Ꮫ₇⩦䠍 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝 䕿 䕿
⎔ቃᙧᡂ⛉Ꮫ₇⩦䠎 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝 䕿 䕿
⎔ቃᙧᡂ⛉Ꮫ₇⩦䠏 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝 䕿 䕿
⎔ቃᙧᡂ⛉Ꮫ₇⩦䠐 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝 䕿 䕿
༞ᴗ◊✲ 㻝㻜 㻝㻜 䕿 䕿 䕿 䕿䖂
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㻝㻽㻞㻽㻟㻽㻠㻽㻝㻽㻞㻽㻟㻽㻠㻽㻝㻽㻞㻽㻟㻽㻠㻽㻝㻽㻞㻽㻟㻽㻠㻽

䠷ᇶ♏ᩍ㣴⛉┠䠹

ู⾲➨䠍䛾䜲䛻ᥖ䛢䜛ᤵᴗ⛉┠䛾䛖
䛱䠈ேᩥ⣔䛾ྛ༊ศ䛻ᒓ䛩䜛ᤵᴗ⛉
┠䜢㝖䛟ྛᤵᴗ⛉┠

ㅮ⩏ ྛ䠍 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 㻢

䠷⥲ྜᩍ㣴⛉┠䠹

ู⾲➨䠍䛾䜲䛻ᥖ䛢䜛ᤵᴗ⛉┠䛾䛖
䛱䠈㻔㻝㻕ከᩥ⌮ゎ䛾ᩍ⫱䛸ே㛫ᙧᡂ
䛾༊ศ䛾ᤵᴗ⛉┠䜢㝖䛟ྛᤵᴗ⛉┠

ㅮ⩏ ྛ䠍 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 㻢

䠷እᅜㄒ⛉┠䠹
㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻭㻝 ₇⩦ 㻜㻚㻡 䕿 㻜㻚㻡
㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻭㻞 ₇⩦ 㻜㻚㻡 䕿 㻜㻚㻡
㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻮㻝 ₇⩦ 㻜㻚㻡 䕿
㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻮䠍䠄㑅
ᢤୖ⣭䜽䝷䝇㻕 ₇⩦ 㻜㻚㻡 䕿

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻮䠎 ₇⩦ 㻜㻚㻡 䕿
㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻮䠎䠄㑅
ᢤୖ⣭䜽䝷䝇㻕 ₇⩦ 㻜㻚㻡 䕿

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻸㼕㼠㼑㼞㼍㼏㼥㻌㻭㻝 ₇⩦ 㻜㻚㻡 䕿 㻜㻚㻡
㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻸㼕㼠㼑㼞㼍㼏㼥㻌㻭㻞 ₇⩦ 㻜㻚㻡 䕿 㻜㻚㻡
㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻸㼕㼠㼑㼞㼍㼏㼥㻌㻮㻝 ₇⩦ 㻜㻚㻡 䕿
㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻸㼕㼠㼑㼞㼍㼏㼥㻌㻮㻝䠄㑅ᢤୖ⣭䜽
䝷䝇㻕 ₇⩦ 㻜㻚㻡 䕿

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻸㼕㼠㼑㼞㼍㼏㼥㻌㻮㻞 ₇⩦ 㻜㻚㻡 䕿
㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻸㼕㼠㼑㼞㼍㼏㼥㻌㻮㻞䠄㑅ᢤୖ⣭䜽
䝷䝇㻕 ₇⩦ 㻜㻚㻡 䕿

㻭㼡㼠㼛㼚㼛㼙㼛㼡㼟㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻝 ₇⩦ 㻜㻚㻡 䕿 㻜㻚㻡
㻭㼡㼠㼛㼚㼛㼙㼛㼡㼟㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻞 ₇⩦ 㻜㻚㻡 䕿 㻜㻚㻡
㻭㼐㼢㼍㼚㼏㼑㼐㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻻㼚㼘㼕㼚㼑㻌㻝 ₇⩦ 㻜㻚㻡 䕿 䕿 㻜㻚㻡
㻭㼐㼢㼍㼚㼏㼑㼐㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻻㼚㼘㼕㼚㼑㻌㻞 ₇⩦ 㻜㻚㻡 䕿 䕿 㻜㻚㻡
㻭㼐㼢㼍㼚㼏㼑㼐㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔䠄ᾏእ◊ಟ䠅 ₇⩦ 㻝 䕿 䕿 㻝
䝗䜲䝒ㄒึ⣭㻭䠍䠈䝣䝷䞁䝇ㄒึ⣭㻭䠍
୰ᅜㄒึ⣭㻭䠍䠈䝻䝅䜰ㄒึ⣭㻭䠍 ₇⩦ 㻜㻚㻡 䕿 㻜㻚㻡

䝗䜲䝒ㄒึ⣭㻭䠎䠈䝣䝷䞁䝇ㄒึ⣭㻭䠎
୰ᅜㄒึ⣭㻭䠎䠈䝻䝅䜰ㄒึ⣭㻭䠎 ₇⩦ 㻜㻚㻡 䕿 㻜㻚㻡

䝗䜲䝒ㄒึ⣭㻮䠍䠈䝣䝷䞁䝇ㄒึ⣭㻮䠍
୰ᅜㄒึ⣭㻮䠍䠈䝻䝅䜰ㄒึ⣭㻮䠍 ₇⩦ 㻜㻚㻡 䕿 㻜㻚㻡

䝗䜲䝒ㄒึ⣭㻮䠎䠈䝣䝷䞁䝇ㄒึ⣭㻮䠎
୰ᅜㄒึ⣭㻮䠎䠈䝻䝅䜰ㄒึ⣭㻮䠎 ₇⩦ 㻜㻚㻡 䕿 㻜㻚㻡

䝗䜲䝒ㄒึ⣭㻭䠏䠈䝣䝷䞁䝇ㄒึ⣭㻭䠏
୰ᅜㄒึ⣭㻭䠏䠈䝻䝅䜰ㄒึ⣭㻭䠏 ₇⩦ 㻜㻚㻡 䕿

䝗䜲䝒ㄒึ⣭㻿㻭䠏䠈䝣䝷䞁䝇ㄒึ⣭㻿㻭䠏䠈୰
ᅜㄒึ⣭㻿㻭䠏 ₇⩦ 㻜㻚㻡 䕿

䝗䜲䝒ㄒึ⣭㻭䠐䠈䝣䝷䞁䝇ㄒึ⣭㻭䠐
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ᅜㄒึ⣭㻿㻭䠐 ₇⩦ 㻜㻚㻡 䕿
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䝷䞁䝇ㄒ㻕㼀䠐䠈➨୕እᅜㄒ㻔㡑ᅜㄒ㻕㼀䠐䠈➨
୕እᅜㄒ㻔䝇䝨䜲䞁ㄒ㻕㼀䠐䠈➨୕እᅜㄒ㻔䜲
䝍䝸䜰ㄒ㻕㼀䠐

₇⩦ 㻜㻚㻡 䕿 㻜㻚㻡
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䠷ᗣ䞉䝇䝫䞊䝒⛉Ꮫ䠹
ᗣ䞉䝇䝫䞊䝒⛉Ꮫㅮ⩏䠝 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ᗣ䞉䝇䝫䞊䝒⛉Ꮫㅮ⩏䠞 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ᗣ䞉䝇䝫䞊䝒⛉Ꮫㅮ⩏䠟 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ᗣ䞉䝇䝫䞊䝒⛉Ꮫᐇ⩦ᇶ♏ ᐇ⩦ 㻝 㻝
ᗣ䞉䝇䝫䞊䝒⛉Ꮫᐇ⩦䠍 ᐇ⩦ 㻜㻚㻡 䕿 㻜㻚㻡
ᗣ䞉䝇䝫䞊䝒⛉Ꮫᐇ⩦䠎 ᐇ⩦ 㻜㻚㻡 䕿 㻜㻚㻡
䠷㧗ᗘᩍ㣴⛉┠䠹
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ᢅ䛔䛻䛴䛔䛶䛿ู䛻ᐃ䜑䜛䚹
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ཪ䛿
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ྛ㻝
ཪ䛿
㻞

䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 㻠

䠷Ꮫ㒊ඹ㏻ᇶ♏⛉┠䠹䈜䠒༢ᚲせ

ึᖺḟ䝉䝭䝘䞊 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
␗ᩥ䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁ㄽ ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
༠ാᆺ䝸䞊䝎䞊䝅䝑䝥ㄽ ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ᅜ㝿㛤Ⓨຓㄽ㻔㻶㻵㻯㻭㻕䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ᅜ㝿㛤Ⓨຓㄽ㻔㻶㻵㻯㻭㻕䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
䝁䝭䝳䝙䝔䜱ᡂㄽ ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
䝣䜱䞊䝹䝗䝽䞊䜽ᇶ♏ㄽ ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
␗ᩥ㛫ᩍ⫱ㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
␗ᩥ㛫ᩍ⫱ㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
䝋䞊䝅䝱䝹䜶䞁䝟䝽䝯䞁䝖ㄽ ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ሗ䝸䝔䝷䝅䞊₇⩦䠍 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
ሗ䝸䝔䝷䝅䞊₇⩦䠎 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
䠷Ꮫ㒊ඹ㏻Ⓨᒎ⛉┠䠹䈜䠐༢ᚲせ

䜾䝻䞊䝞䝹ඹ⏕♫ㄽ ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
䝣䜱䞊䝹䝗䝽䞊䜽᪉ἲㄽ ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
㏵ୖᅜ㎰ᮧᆅᇦ㛤Ⓨㄽ ㅮ⩏ 㻞 䕧 䕧 㻞 㝸ᖺ
㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚䠄ⱥ䠅䠝 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚䠄ⱥ䠅䠞 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㼃㼞㼕㼠㼕㼚㼓䠄ⱥ䠅䠝 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㼃㼞㼕㼠㼕㼚㼓䠄ⱥ䠅䠞 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
䠰䠫䠡䠢䠨₇⩦䠝 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
䠰䠫䠡䠢䠨₇⩦䠞 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
䠰䠫䠡䠥䠟₇⩦䠝 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
䠰䠫䠡䠥䠟₇⩦䠞 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻼㼞㼑㼟㼑㼚㼠㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻿㼗㼕㼘㼘㼟㻌㻭 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻼㼞㼑㼟㼑㼚㼠㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻿㼗㼕㼘㼘㼟㻌㻮 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㼒㼛㼞㻌㻼㼞㼛㼒㼑㼟㼟㼕㼛㼚㼍㼘㻌㻼㼡㼞㼜㼛㼟㼑㼟㻌㻭 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㼒㼛㼞㻌㻼㼞㼛㼒㼑㼟㼟㼕㼛㼚㼍㼘㻌㻼㼡㼞㼜㼛㼟㼑㼟㻌㻮 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚䠄⊂䠅䠝 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
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ᗣ䞉䝇䝫䞊䝒⛉Ꮫᐇ⩦䠍 ᐇ⩦ 㻜㻚㻡 䕿 㻜㻚㻡
ᗣ䞉䝇䝫䞊䝒⛉Ꮫᐇ⩦䠎 ᐇ⩦ 㻜㻚㻡 䕿 㻜㻚㻡
䠷㧗ᗘᩍ㣴⛉┠䠹

ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㒊㧗ᗘᩍ㣴⛉┠䛾ྲྀ
ᢅ䛔䛻䛴䛔䛶䛿ู䛻ᐃ䜑䜛䚹

ㅮ⩏
ཪ䛿
₇⩦

ྛ㻝
ཪ䛿
㻞

䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 㻠

䠷Ꮫ㒊ඹ㏻ᇶ♏⛉┠䠹䈜䠒༢ᚲせ

ึᖺḟ䝉䝭䝘䞊 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
␗ᩥ䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁ㄽ ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
༠ാᆺ䝸䞊䝎䞊䝅䝑䝥ㄽ ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ᅜ㝿㛤Ⓨຓㄽ㻔㻶㻵㻯㻭㻕䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ᅜ㝿㛤Ⓨຓㄽ㻔㻶㻵㻯㻭㻕䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
䝁䝭䝳䝙䝔䜱ᡂㄽ ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
䝣䜱䞊䝹䝗䝽䞊䜽ᇶ♏ㄽ ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
␗ᩥ㛫ᩍ⫱ㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
␗ᩥ㛫ᩍ⫱ㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
䝋䞊䝅䝱䝹䜶䞁䝟䝽䝯䞁䝖ㄽ ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ሗ䝸䝔䝷䝅䞊₇⩦䠍 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
ሗ䝸䝔䝷䝅䞊₇⩦䠎 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
䠷Ꮫ㒊ඹ㏻Ⓨᒎ⛉┠䠹䈜䠐༢ᚲせ

䜾䝻䞊䝞䝹ඹ⏕♫ㄽ ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
䝣䜱䞊䝹䝗䝽䞊䜽᪉ἲㄽ ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
㏵ୖᅜ㎰ᮧᆅᇦ㛤Ⓨㄽ ㅮ⩏ 㻞 䕧 䕧 㻞 㝸ᖺ
㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚䠄ⱥ䠅䠝 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚䠄ⱥ䠅䠞 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㼃㼞㼕㼠㼕㼚㼓䠄ⱥ䠅䠝 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㼃㼞㼕㼠㼕㼚㼓䠄ⱥ䠅䠞 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
䠰䠫䠡䠢䠨₇⩦䠝 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
䠰䠫䠡䠢䠨₇⩦䠞 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
䠰䠫䠡䠥䠟₇⩦䠝 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
䠰䠫䠡䠥䠟₇⩦䠞 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻼㼞㼑㼟㼑㼚㼠㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻿㼗㼕㼘㼘㼟㻌㻭 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻼㼞㼑㼟㼑㼚㼠㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻿㼗㼕㼘㼘㼟㻌㻮 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㼒㼛㼞㻌㻼㼞㼛㼒㼑㼟㼟㼕㼛㼚㼍㼘㻌㻼㼡㼞㼜㼛㼟㼑㼟㻌㻭 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㼒㼛㼞㻌㻼㼞㼛㼒㼑㼟㼟㼕㼛㼚㼍㼘㻌㻼㼡㼞㼜㼛㼟㼑㼟㻌㻮 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚䠄⊂䠅䠝 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝

䕿

㸫 ��� 㸫



㻝㻽㻞㻽㻟㻽㻠㻽㻝㻽㻞㻽㻟㻽㻠㻽㻝㻽㻞㻽㻟㻽㻠㻽㻝㻽㻞㻽㻟㻽㻠㻽
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㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚䠄⊂䠅䠞 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚䠄䠅䠝 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚䠄䠅䠞 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚䠄୰䠅䠝 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚䠄୰䠅䠞 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚䠄㟢䠅䠝 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚䠄㟢䠅䠞 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㼃㼞㼕㼠㼕㼚㼓䠄⊂䠅䠝 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㼃㼞㼕㼠㼕㼚㼓䠄⊂䠅䠞 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㼃㼞㼕㼠㼕㼚㼓䠄䠅䠝 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㼃㼞㼕㼠㼕㼚㼓䠄䠅䠞 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㼃㼞㼕㼠㼕㼚㼓䠄୰䠅䠝 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㼃㼞㼕㼠㼕㼚㼓䠄୰䠅䠞 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㼃㼞㼕㼠㼕㼚㼓䠄㟢䠅䠝 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㼃㼞㼕㼠㼕㼚㼓䠄㟢䠅䠞 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
䝁䝸䜰ㄒධ㛛䠍 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
䝁䝸䜰ㄒධ㛛䠎 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
䝁䝸䜰ㄒධ㛛䠏 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
䝁䝸䜰ㄒධ㛛䠐 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
䝇䝨䜲䞁ㄒධ㛛䠍 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
䝇䝨䜲䞁ㄒධ㛛䠎 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
䝇䝨䜲䞁ㄒධ㛛䠏 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
䝇䝨䜲䞁ㄒධ㛛䠐 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
䜲䝍䝸䜰ㄒධ㛛䠍 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
䜲䝍䝸䜰ㄒධ㛛䠎 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
䜲䝍䝸䜰ㄒධ㛛䠏 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
䜲䝍䝸䜰ㄒධ㛛䠐 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
䝷䝔䞁ㄒධ㛛䠍 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
䝷䝔䞁ㄒධ㛛䠎 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
䝷䝔䞁ㄒධ㛛䠏 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
䝷䝔䞁ㄒධ㛛䠐 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
ᅜ㝿䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁₇⩦䠝 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
ᅜ㝿䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁₇⩦䠞 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
㻯㼡㼘㼠㼡㼞㼑㼟㻌㼍㼚㼐㻌㻿㼛㼏㼕㼑㼠㼕㼑㼟㻌㼕㼚㻌㻶㼍㼜㼍㼚㻌㻭 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
㻯㼡㼘㼠㼡㼞㼑㼟㻌㼍㼚㼐㻌㻿㼛㼏㼕㼑㼠㼕㼑㼟㻌㼕㼚㻌㻶㼍㼜㼍㼚㻌㻮 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
᪥ᮏㄒ䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
᪥ᮏㄒ䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ሗⓎಙ₇⩦䠍 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
ሗⓎಙ₇⩦䠎 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
䝥䝻䜾䝷䝭䞁䜾ᇶ♏₇⩦䠍 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
䝥䝻䜾䝷䝭䞁䜾ᇶ♏₇⩦䠎 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
㻱㻿㻰₇⩦䊠䠍䠄ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ䠅 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
㻱㻿㻰₇⩦䊠䠎䠄ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ䠅 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
㻱㻿㻰₇⩦䊡䠍䠄ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ䠅 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
㻱㻿㻰₇⩦䊡䠎䠄ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ䠅 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
እᅜㄒᐇ⩦䠝 ᐇ⩦ 㻝 㻝 ㄆᐃ⛉┠

እᅜㄒᐇ⩦䠞 ᐇ⩦ 㻞 㻞 ㄆᐃ⛉┠

䜲䞁䝍䞊䞁䝅䝑䝥ᐇ⩦䠝 ᐇ⩦ 㻝 㻝 ㄆᐃ⛉┠

䜲䞁䝍䞊䞁䝅䝑䝥ᐇ⩦䠞 ᐇ⩦ 㻞 㻞 ㄆᐃ⛉┠

䝣䜱䞊䝹䝗䝽䞊䜽ᐇ⩦䠝 ᐇ⩦ 㻝 㻝 ㄆᐃ⛉┠

䝣䜱䞊䝹䝗䝽䞊䜽ᐇ⩦䠞 ᐇ⩦ 㻞 㻞 ㄆᐃ⛉┠

᪥ᮏㄒᩥἲᇶ♏ ㅮ⩏ 㻝 㻝
ᐇ㊶᪥ᮏㄒᇶ♏ ㅮ⩏ 㻝 㻝

㻝㻽㻞㻽㻟㻽㻠㻽㻝㻽㻞㻽㻟㻽㻠㻽㻝㻽㻞㻽㻟㻽㻠㻽㻝㻽㻞㻽㻟㻽㻠㻽
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᪥ᮏㄒ䞉᪥ᮏᩥᇶ♏₇⩦ ₇⩦ 㻝 㻝
䠷䜾䝻䞊䝞䝹䞉䝇䝍䝕䜱䞊䝈䞉䝥䝻䜾䝷䝮䠄㻳㻿㻼䠅⛉┠䠹䈜䠓༢ᚲせ

䜾䝻䞊䝞䝹䜲䝅䝳䞊ᴫㄽ ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
䜾䝻䞊䝞䝹䜲䝅䝳䞊₇⩦ ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
䠣䠯䠬₇⩦䠄䜸䝸䜶䞁䝔䞊䝅䝵䞁䠅 ₇⩦ 㻝 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 㻝
␃Ꮫᆺ䠣䠯䝁䞊䝇 ₇⩦ 㻟 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿
ᐇ㊶ᆺ䠣䠯䝁䞊䝇 ₇⩦ 㻟 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿
◊ಟᆺ䠣䠯䝁䞊䝇 ₇⩦ 㻟 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿
䠣䠯䠬₇⩦䠄䝸䝣䝺䜽䝅䝵䞁䠅 ₇⩦ 㻝 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 㻝
䠷Ꮫ⛉ඹ㏻⛉┠䠹䈜䠍䠎༢ᚲせ

Ꮚ䛹䜒ᩍ⫱Ꮫᴫㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
Ꮚ䛹䜒ᩍ⫱Ꮫᴫㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
Ꮚ䛹䜒ᩍ⫱Ꮫ₇⩦䠍 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
Ꮚ䛹䜒ᩍ⫱Ꮫ₇⩦䠎 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
Ꮚ䛹䜒ᩍ⫱Ꮫ₇⩦䠏 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
Ꮚ䛹䜒ᩍ⫱Ꮫ₇⩦䠐 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
Ꮚ䛹䜒ᩍ⫱Ꮫ₇⩦䠑 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
Ꮚ䛹䜒ᩍ⫱Ꮫ₇⩦䠒 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
Ꮚ䛹䜒ᩍ⫱Ꮫ₇⩦䠓 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
Ꮚ䛹䜒ᩍ⫱Ꮫ₇⩦䠔 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
ᅜ㝿ᩥ⌮ゎᩍ⫱ㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ᅜ㝿ᩥ⌮ゎᩍ⫱ㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ᩍ⫱ཎ⌮䠄ୡ⏺䛸᪥ᮏ䛾Ꮫᰯᩍ⫱䠅䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ᩍ⫱ཎ⌮䠄ୡ⏺䛸᪥ᮏ䛾Ꮫᰯᩍ⫱䠅䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ಖ⫱ཎ⌮䠄ୡ⏺䛸᪥ᮏ䛾ஙᗂඣᩍ⫱䠅䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ಖ⫱ཎ⌮䠄ୡ⏺䛸᪥ᮏ䛾ஙᗂඣᩍ⫱䠅䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
Ꮫᰯᩍ⫱Ꮫ䝁䞊䝇
䠷Ꮫ⛉䝁䜰⛉┠䠹䈜䠍䠌༢ᚲせ

ᩍ⫋ㄽ䠄ᑠ䠅䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ᩍ⫋ㄽ䠄ᑠ䠅䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
᪥ᮏᩍ⫱ྐ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
᪥ᮏᩍ⫱ྐ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
Ⓨ㐩ᚰ⌮Ꮫ䠄ᗂ䞉ᑠ䠅䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
Ⓨ㐩ᚰ⌮Ꮫ䠄ᗂ䞉ᑠ䠅䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ඣ❺䛾Ⓨ㐩䛸Ꮫ⩦䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ඣ❺䛾Ⓨ㐩䛸Ꮫ⩦䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ᩍ⫱⾜ᨻᏛ䠄ᗂ䞉ᑠ䠅䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ᩍ⫱⾜ᨻᏛ䠄ᗂ䞉ᑠ䠅䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ᩍ⫱⤒ႠᏛ䠄ᗂ䞉ᑠ䠅䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ᩍ⫱⤒ႠᏛ䠄ᗂ䞉ᑠ䠅䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ึ➼䜹䝸䜻䝳䝷䝮ㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ึ➼䜹䝸䜻䝳䝷䝮ㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ึ➼ᅜㄒ⛉ᩍ⫱ㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ึ➼ᅜㄒ⛉ᩍ⫱ㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ึ➼♫⛉ᩍ⫱ㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ึ➼♫⛉ᩍ⫱ㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ึ➼⟬ᩘ⛉ᩍ⫱ㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ึ➼⟬ᩘ⛉ᩍ⫱ㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ึ➼⌮⛉ᩍ⫱ㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ึ➼⌮⛉ᩍ⫱ㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ึ➼⏕ά⛉ᩍ⫱ㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ึ➼⏕ά⛉ᩍ⫱ㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ึ➼㡢ᴦ⛉ᩍ⫱ㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
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᪥ᮏㄒ䞉᪥ᮏᩥᇶ♏₇⩦ ₇⩦ 㻝 㻝
䠷䜾䝻䞊䝞䝹䞉䝇䝍䝕䜱䞊䝈䞉䝥䝻䜾䝷䝮䠄㻳㻿㻼䠅⛉┠䠹䈜䠓༢ᚲせ

䜾䝻䞊䝞䝹䜲䝅䝳䞊ᴫㄽ ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
䜾䝻䞊䝞䝹䜲䝅䝳䞊₇⩦ ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
䠣䠯䠬₇⩦䠄䜸䝸䜶䞁䝔䞊䝅䝵䞁䠅 ₇⩦ 㻝 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 㻝
␃Ꮫᆺ䠣䠯䝁䞊䝇 ₇⩦ 㻟 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿
ᐇ㊶ᆺ䠣䠯䝁䞊䝇 ₇⩦ 㻟 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿
◊ಟᆺ䠣䠯䝁䞊䝇 ₇⩦ 㻟 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿
䠣䠯䠬₇⩦䠄䝸䝣䝺䜽䝅䝵䞁䠅 ₇⩦ 㻝 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 㻝
䠷Ꮫ⛉ඹ㏻⛉┠䠹䈜䠍䠎༢ᚲせ

Ꮚ䛹䜒ᩍ⫱Ꮫᴫㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
Ꮚ䛹䜒ᩍ⫱Ꮫᴫㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
Ꮚ䛹䜒ᩍ⫱Ꮫ₇⩦䠍 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
Ꮚ䛹䜒ᩍ⫱Ꮫ₇⩦䠎 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
Ꮚ䛹䜒ᩍ⫱Ꮫ₇⩦䠏 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
Ꮚ䛹䜒ᩍ⫱Ꮫ₇⩦䠐 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
Ꮚ䛹䜒ᩍ⫱Ꮫ₇⩦䠑 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
Ꮚ䛹䜒ᩍ⫱Ꮫ₇⩦䠒 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
Ꮚ䛹䜒ᩍ⫱Ꮫ₇⩦䠓 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
Ꮚ䛹䜒ᩍ⫱Ꮫ₇⩦䠔 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
ᅜ㝿ᩥ⌮ゎᩍ⫱ㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ᅜ㝿ᩥ⌮ゎᩍ⫱ㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ᩍ⫱ཎ⌮䠄ୡ⏺䛸᪥ᮏ䛾Ꮫᰯᩍ⫱䠅䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ᩍ⫱ཎ⌮䠄ୡ⏺䛸᪥ᮏ䛾Ꮫᰯᩍ⫱䠅䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ಖ⫱ཎ⌮䠄ୡ⏺䛸᪥ᮏ䛾ஙᗂඣᩍ⫱䠅䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ಖ⫱ཎ⌮䠄ୡ⏺䛸᪥ᮏ䛾ஙᗂඣᩍ⫱䠅䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
Ꮫᰯᩍ⫱Ꮫ䝁䞊䝇
䠷Ꮫ⛉䝁䜰⛉┠䠹䈜䠍䠌༢ᚲせ

ᩍ⫋ㄽ䠄ᑠ䠅䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ᩍ⫋ㄽ䠄ᑠ䠅䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
᪥ᮏᩍ⫱ྐ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
᪥ᮏᩍ⫱ྐ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
Ⓨ㐩ᚰ⌮Ꮫ䠄ᗂ䞉ᑠ䠅䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
Ⓨ㐩ᚰ⌮Ꮫ䠄ᗂ䞉ᑠ䠅䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ඣ❺䛾Ⓨ㐩䛸Ꮫ⩦䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ඣ❺䛾Ⓨ㐩䛸Ꮫ⩦䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ᩍ⫱⾜ᨻᏛ䠄ᗂ䞉ᑠ䠅䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ᩍ⫱⾜ᨻᏛ䠄ᗂ䞉ᑠ䠅䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ᩍ⫱⤒ႠᏛ䠄ᗂ䞉ᑠ䠅䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ᩍ⫱⤒ႠᏛ䠄ᗂ䞉ᑠ䠅䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ึ➼䜹䝸䜻䝳䝷䝮ㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ึ➼䜹䝸䜻䝳䝷䝮ㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ึ➼ᅜㄒ⛉ᩍ⫱ㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ึ➼ᅜㄒ⛉ᩍ⫱ㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ึ➼♫⛉ᩍ⫱ㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ึ➼♫⛉ᩍ⫱ㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ึ➼⟬ᩘ⛉ᩍ⫱ㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ึ➼⟬ᩘ⛉ᩍ⫱ㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ึ➼⌮⛉ᩍ⫱ㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ึ➼⌮⛉ᩍ⫱ㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ึ➼⏕ά⛉ᩍ⫱ㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ึ➼⏕ά⛉ᩍ⫱ㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ึ➼㡢ᴦ⛉ᩍ⫱ㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
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ึ➼㡢ᴦ⛉ᩍ⫱ㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ึ➼ᅗᕤ⛉ᩍ⫱ㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ึ➼ᅗᕤ⛉ᩍ⫱ㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ึ➼ᐙᗞ⛉ᩍ⫱ㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ึ➼ᐙᗞ⛉ᩍ⫱ㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ึ➼య⫱⛉ᩍ⫱ㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ึ➼య⫱⛉ᩍ⫱ㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ึ➼ⱥㄒᩍ⫱ㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ึ➼ⱥㄒᩍ⫱ㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ึ➼㐨ᚨᩍ⫱ㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ึ➼㐨ᚨᩍ⫱ㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢᣦᑟἲ�ᑠ�㸯 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢᣦᑟἲ�ᑠ�㸰 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ึ➼≉ูάືᣦᑟㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ึ➼≉ูάືᣦᑟㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ึ➼ᩍ⫱᪉ἲᏛ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ึ➼ᩍ⫱᪉ἲᏛ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ึ➼⏕ᚐᣦᑟㄽ䠄㐍㊰ᣦᑟ䜢ྵ䜐䠅䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ึ➼⏕ᚐᣦᑟㄽ䠄㐍㊰ᣦᑟ䜢ྵ䜐䠅䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ึ➼Ꮫᰯᩍ⫱┦ㄯ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ึ➼Ꮫᰯᩍ⫱┦ㄯ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ึ➼ᅜㄒㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ึ➼ᅜㄒㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ึ➼♫⛉ㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ึ➼♫⛉ㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ึ➼⟬ᩘㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ึ➼⟬ᩘㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ึ➼⌮⛉ㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ึ➼⌮⛉ㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ึ➼⏕ά⛉ㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ึ➼⏕ά⛉ㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ึ➼㡢ᴦㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ึ➼㡢ᴦㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ึ➼ᅗᕤㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ึ➼ᅗᕤㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ึ➼ᐙᗞ⛉ㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ึ➼ᐙᗞ⛉ㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ึ➼య⫱ㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ึ➼య⫱ㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ึ➼ⱥㄒㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ึ➼ⱥㄒㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
䠷Ꮫ⛉ᒎ㛤⛉┠䠹䈜䠎䠑༢ᚲせ

䜾䝻䞊䝞䝹ᩍ⫱ᩥ⊩₇⩦䠍 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
䜾䝻䞊䝞䝹ᩍ⫱ᩥ⊩₇⩦䠎 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
䜾䝻䞊䝞䝹ᩍ⫱₇⩦䠄ᩍ⫱ྐᏛ䠅䠍 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
䜾䝻䞊䝞䝹ᩍ⫱₇⩦䠄ᩍ⫱ྐᏛ䠅䠎 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
䜾䝻䞊䝞䝹ᩍ⫱₇⩦䠄ᩍ⫱ไᗘ䠅䠍 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
䜾䝻䞊䝞䝹ᩍ⫱₇⩦䠄ᩍ⫱ไᗘ䠅䠎 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
䜾䝻䞊䝞䝹ᩍ⫱₇⩦䠄ᩍ⫱⾜ᨻᏛ䠅䠍 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
䜾䝻䞊䝞䝹ᩍ⫱₇⩦䠄ᩍ⫱⾜ᨻᏛ䠅䠎 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
䜾䝻䞊䝞䝹ᩍ⫱₇⩦䠄ᩍ⫱᪉ἲᏛ䠅䠍 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
䜾䝻䞊䝞䝹ᩍ⫱₇⩦䠄ᩍ⫱᪉ἲᏛ䠅䠎 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
䜾䝻䞊䝞䝹ᩍ⫱₇⩦䠄⛉Ꮫᩍ⫱䠅䠍 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
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䜾䝻䞊䝞䝹ᩍ⫱₇⩦䠄⛉Ꮫᩍ⫱䠅䠎 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
ஙᗂඣ䛸ᗣ ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
すὒᩍ⫱ᛮྐ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
すὒᩍ⫱ᛮྐ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ẚ㍑ᩍ⫱ᨻ⟇ㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ẚ㍑ᩍ⫱ᨻ⟇ㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ẚ㍑ᩍ⫱䝅䝇䝔䝮ㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ẚ㍑ᩍ⫱䝅䝇䝔䝮ㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
≉ูᨭᩍ⫱ධ㛛 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
≉ูᨭᩍ⫱⥲ㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
≉ูᨭᩍ⫱⥲ㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
≉ูᨭᩍ⫱Ꮫ ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
㞀ᐖඹ⏕ᩍ⫱ㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
㞀ᐖඹ⏕ᩍ⫱ㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
Ⓨ㐩㞀ᐖᚰ⌮Ꮫ䠍䠄㞀ᐖ⪅䞉㞀ᐖඣᚰ⌮Ꮫ䠍䠅 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
Ⓨ㐩㞀ᐖᚰ⌮Ꮫ䠎䠄㞀ᐖ⪅䞉㞀ᐖඣᚰ⌮Ꮫ䠎䠅 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
Ⓨ㐩㞀ᐖ䛸ඹ⏕♫䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
㞀ᐖඣⓎ㐩Ꮫ䠍䠄㞀ᐖ⪅䞉㞀ᐖඣᚰ⌮Ꮫ䠍䠅 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
㞀ᐖඣⓎ㐩Ꮫ䠎䠄㞀ᐖ⪅䞉㞀ᐖඣᚰ⌮Ꮫ䠎䠅 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
▱ⓗ㞀ᐖ䛾⏕⌮䞉⌮ ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
⫥య⮬⏤⪅ᚰ⌮䞉⏕⌮䞉⌮䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
⫥య⮬⏤⪅ᚰ⌮䞉⏕⌮䞉⌮䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
▱ⓗ㞀ᐖᨭᏛ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
▱ⓗ㞀ᐖᨭᏛ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
Ⓨ㐩㞀ᐖᩍ⫱ㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
Ⓨ㐩㞀ᐖᩍ⫱ㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
⫥య⮬⏤ᩍ⫱ㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
⫥య⮬⏤ᩍ⫱ㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
Ⓨ㐩㞀ᐖ䛸ඹ⏕♫䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ᨭᩍ⫱⮫ᗋᏛ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ᨭᩍ⫱⮫ᗋᏛ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
⮫ᗋⓎ㐩ᨭᏛ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ඣ❺㟷ᖺ⢭⚄་Ꮫ䠍䠄⢭⚄ᝈ䛸䛭䛾⒪䠍䠅 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ඣ❺㟷ᖺ⢭⚄་Ꮫ䠎䠄⢭⚄ᝈ䛸䛭䛾⒪䠎䠅 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ゝㄒⓎ㐩䛸ᩍ⫱䠍䠄Ꮫ⩦䞉ゝㄒᚰ⌮Ꮫ䠎䠅 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
㞀ᐖ䛸䝸䝝䝡䝸䝔䞊䝅䝵䞁 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
⮫ᗋⓎ㐩ᨭᏛ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ゝㄒⓎ㐩䛸ᩍ⫱䠎䠄Ꮫ⩦䞉ゝㄒᚰ⌮Ꮫ䠏䠅 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
㞀ᐖඣᨭᏛᴫㄽ ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
♫ㄆ㆑ᐇ㊶◊✲䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
♫ㄆ㆑ᐇ㊶◊✲䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ஙᗂඣ䛸⎔ቃ ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ᩘ⌮ㄆ㆑ᐇ㊶◊✲ ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
⛉Ꮫᩍ⫱ᐇ㊶◊✲䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
⛉Ꮫᩍ⫱ᐇ㊶◊✲䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ⱥㄒ⛉ᐇ㊶◊✲䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ⱥㄒ⛉ᐇ㊶◊✲䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ᩍ⫱䞉ಖ⫱ᐇ㊶₇⩦䠄ஙᗂඣᩍ⫱䠅 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
ஙᗂඣ䛸ゝⴥ ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
ஙᗂඣ䛸⾲⌧䠄㡢ᴦ䠅 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
ஙᗂඣ䛸⾲⌧䠄㐀ᙧ䠅 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
ஙᗂඣ䛸ே㛫㛵ಀ ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
Ꮚ䛹䜒䛸ᐙᗞ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
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䜾䝻䞊䝞䝹ᩍ⫱₇⩦䠄⛉Ꮫᩍ⫱䠅䠎 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
ஙᗂඣ䛸ᗣ ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
すὒᩍ⫱ᛮྐ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
すὒᩍ⫱ᛮྐ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ẚ㍑ᩍ⫱ᨻ⟇ㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ẚ㍑ᩍ⫱ᨻ⟇ㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ẚ㍑ᩍ⫱䝅䝇䝔䝮ㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ẚ㍑ᩍ⫱䝅䝇䝔䝮ㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
≉ูᨭᩍ⫱ධ㛛 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
≉ูᨭᩍ⫱⥲ㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
≉ูᨭᩍ⫱⥲ㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
≉ูᨭᩍ⫱Ꮫ ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
㞀ᐖඹ⏕ᩍ⫱ㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
㞀ᐖඹ⏕ᩍ⫱ㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
Ⓨ㐩㞀ᐖᚰ⌮Ꮫ䠍䠄㞀ᐖ⪅䞉㞀ᐖඣᚰ⌮Ꮫ䠍䠅 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
Ⓨ㐩㞀ᐖᚰ⌮Ꮫ䠎䠄㞀ᐖ⪅䞉㞀ᐖඣᚰ⌮Ꮫ䠎䠅 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
Ⓨ㐩㞀ᐖ䛸ඹ⏕♫䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
㞀ᐖඣⓎ㐩Ꮫ䠍䠄㞀ᐖ⪅䞉㞀ᐖඣᚰ⌮Ꮫ䠍䠅 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
㞀ᐖඣⓎ㐩Ꮫ䠎䠄㞀ᐖ⪅䞉㞀ᐖඣᚰ⌮Ꮫ䠎䠅 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
▱ⓗ㞀ᐖ䛾⏕⌮䞉⌮ ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
⫥య⮬⏤⪅ᚰ⌮䞉⏕⌮䞉⌮䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
⫥య⮬⏤⪅ᚰ⌮䞉⏕⌮䞉⌮䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
▱ⓗ㞀ᐖᨭᏛ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
▱ⓗ㞀ᐖᨭᏛ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
Ⓨ㐩㞀ᐖᩍ⫱ㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
Ⓨ㐩㞀ᐖᩍ⫱ㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
⫥య⮬⏤ᩍ⫱ㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
⫥య⮬⏤ᩍ⫱ㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
Ⓨ㐩㞀ᐖ䛸ඹ⏕♫䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ᨭᩍ⫱⮫ᗋᏛ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ᨭᩍ⫱⮫ᗋᏛ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
⮫ᗋⓎ㐩ᨭᏛ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ඣ❺㟷ᖺ⢭⚄་Ꮫ䠍䠄⢭⚄ᝈ䛸䛭䛾⒪䠍䠅 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ඣ❺㟷ᖺ⢭⚄་Ꮫ䠎䠄⢭⚄ᝈ䛸䛭䛾⒪䠎䠅 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ゝㄒⓎ㐩䛸ᩍ⫱䠍䠄Ꮫ⩦䞉ゝㄒᚰ⌮Ꮫ䠎䠅 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
㞀ᐖ䛸䝸䝝䝡䝸䝔䞊䝅䝵䞁 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
⮫ᗋⓎ㐩ᨭᏛ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ゝㄒⓎ㐩䛸ᩍ⫱䠎䠄Ꮫ⩦䞉ゝㄒᚰ⌮Ꮫ䠏䠅 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
㞀ᐖඣᨭᏛᴫㄽ ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
♫ㄆ㆑ᐇ㊶◊✲䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
♫ㄆ㆑ᐇ㊶◊✲䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ஙᗂඣ䛸⎔ቃ ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ᩘ⌮ㄆ㆑ᐇ㊶◊✲ ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
⛉Ꮫᩍ⫱ᐇ㊶◊✲䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
⛉Ꮫᩍ⫱ᐇ㊶◊✲䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ⱥㄒ⛉ᐇ㊶◊✲䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ⱥㄒ⛉ᐇ㊶◊✲䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ᩍ⫱䞉ಖ⫱ᐇ㊶₇⩦䠄ஙᗂඣᩍ⫱䠅 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
ஙᗂඣ䛸ゝⴥ ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
ஙᗂඣ䛸⾲⌧䠄㡢ᴦ䠅 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
ஙᗂඣ䛸⾲⌧䠄㐀ᙧ䠅 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
ஙᗂඣ䛸ே㛫㛵ಀ ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
Ꮚ䛹䜒䛸ᐙᗞ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
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Ꮚ䛹䜒䛸ᐙᗞ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ほᐹᐇ⩦䊠 ᐇ⩦ 㻝 䕿 㻝
ほᐹᐇ⩦䊡 ᐇ⩦ 㻝 䕿 㻝
ึ➼ᩍ⫱๓䞉ᚋᣦᑟ ᐇ⩦ 㻝 䕿 㻝
ึ➼ᩍ⫱ᐇᆅ◊✲ ᐇ⩦ 㻠 䕿 㻠
≉ูᨭᩍ⫱ᐇᆅ◊✲ ᐇ⩦ 㻟 䕿 㻟
Ꮫᰯ䜲䞁䝍䞊䞁䝅䝑䝥䊠 ᐇ⩦ 㻝 㻝
Ꮫᰯ䜲䞁䝍䞊䞁䝅䝑䝥䊡 ᐇ⩦ 㻝 㻝
Ꮫᰯ䜲䞁䝍䞊䞁䝅䝑䝥䊢 ᐇ⩦ 㻝 㻝
ᩍ⫋ᐇ㊶₇⩦䠄ᗂ䞉ᑠ䠅䠍 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
ᩍ⫋ᐇ㊶₇⩦䠄ᗂ䞉ᑠ䠅䠎 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
༞ᴗ◊✲ 㻝㻜 㻝㻜
ஙᗂඣᩍ⫱Ꮫ䝁䞊䝇
䠷Ꮫ⛉䝁䜰⛉┠䠹䈜䠍䠌༢ᚲせ

ᩍᖌධ㛛䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ᩍᖌධ㛛䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ஙᗂඣᚰ⌮Ꮫ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ஙᗂඣᚰ⌮Ꮫ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
Ⓨ㐩ᚰ⌮Ꮫ䠄ᗂ䞉ᑠ䠅䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
Ⓨ㐩ᚰ⌮Ꮫ䠄ᗂ䞉ᑠ䠅䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ᩍ⫱⾜ᨻᏛ䠄ᗂ䞉ᑠ䠅䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ᩍ⫱⾜ᨻᏛ䠄ᗂ䞉ᑠ䠅䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ᩍ⫱⤒ႠᏛ䠄ᗂ䞉ᑠ䠅䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ᩍ⫱⤒ႠᏛ䠄ᗂ䞉ᑠ䠅䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ஙᗂඣᩍ⫱ㄢ⛬ㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ஙᗂඣᩍ⫱ㄢ⛬ㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ึ➼䜹䝸䜻䝳䝷䝮ㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ึ➼䜹䝸䜻䝳䝷䝮ㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ಖ⫱ෆᐜ◊✲䠄ᗣ䊠䠅䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ಖ⫱ෆᐜ◊✲䠄ᗣ䊠䠅䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ಖ⫱ෆᐜ◊✲䠄ᗣ䊡䠅䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ಖ⫱ෆᐜ◊✲䠄ᗣ䊡䠅䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ಖ⫱ෆᐜ◊✲䠄ே㛫㛵ಀ䠅䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ಖ⫱ෆᐜ◊✲䠄ே㛫㛵ಀ䠅䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ಖ⫱ෆᐜ◊✲䠄⎔ቃ䠅䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ಖ⫱ෆᐜ◊✲䠄⎔ቃ䠅䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ಖ⫱ෆᐜ◊✲䠄㐀ᙧ⾲⌧䠅䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ಖ⫱ෆᐜ◊✲䠄㐀ᙧ⾲⌧䠅䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ಖ⫱ෆᐜ◊✲䠄㡢ᴦ⾲⌧䠅䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ಖ⫱ෆᐜ◊✲䠄㡢ᴦ⾲⌧䠅䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ಖ⫱ෆᐜ◊✲䠄ඣ❺ᩥ䛸ゝⴥ䠅䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ಖ⫱ෆᐜ◊✲䠄ඣ❺ᩥ䛸ゝⴥ䠅䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ஙᗂඣᩍ⫱ෆᐜ䞉᪉ἲㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ஙᗂඣᩍ⫱ෆᐜ䞉᪉ἲㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ึ➼ᩍ⫱᪉ἲᏛ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ึ➼ᩍ⫱᪉ἲᏛ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ஙᗂඣ⌮ゎ䛸ᩍ⫱┦ㄯ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ஙᗂඣ⌮ゎ䛸ᩍ⫱┦ㄯ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ึ➼Ꮫᰯᩍ⫱┦ㄯ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ึ➼Ꮫᰯᩍ⫱┦ㄯ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
Ꮚ䛹䜒䛾ಖ䛸ᗣ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
Ꮚ䛹䜒䛾ಖ䛸ᗣ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
Ꮚ䛹䜒䛾㣗䛸ᰤ㣴䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
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Ꮚ䛹䜒䛾㣗䛸ᰤ㣴䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ึ➼ᅜㄒㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ึ➼ᅜㄒㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ึ➼⟬ᩘㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ึ➼⟬ᩘㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ึ➼⏕ά⛉ㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ึ➼⏕ά⛉ㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ึ➼㡢ᴦㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ึ➼㡢ᴦㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ึ➼ᅗᕤㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ึ➼ᅗᕤㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ึ➼య⫱ㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ึ➼య⫱ㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
䠷Ꮫ⛉ᒎ㛤⛉┠䠹䈜䠎䠑༢ᚲせ

䜾䝻䞊䝞䝹ᩍ⫱ᩥ⊩₇⩦䠍 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
䜾䝻䞊䝞䝹ᩍ⫱ᩥ⊩₇⩦䠎 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
䜾䝻䞊䝞䝹ᩍ⫱₇⩦䠄ᩍ⫱ྐᏛ䠅䠍 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
䜾䝻䞊䝞䝹ᩍ⫱₇⩦䠄ᩍ⫱ྐᏛ䠅䠎 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
䜾䝻䞊䝞䝹ᩍ⫱₇⩦䠄ᩍ⫱ไᗘ䠅䠍 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
䜾䝻䞊䝞䝹ᩍ⫱₇⩦䠄ᩍ⫱ไᗘ䠅䠎 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
䜾䝻䞊䝞䝹ᩍ⫱₇⩦䠄ᩍ⫱⾜ᨻᏛ䠅䠍 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
䜾䝻䞊䝞䝹ᩍ⫱₇⩦䠄ᩍ⫱⾜ᨻᏛ䠅䠎 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
䜾䝻䞊䝞䝹ᩍ⫱₇⩦䠄ᩍ⫱᪉ἲᏛ䠅䠍 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
䜾䝻䞊䝞䝹ᩍ⫱₇⩦䠄ᩍ⫱᪉ἲᏛ䠅䠎 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
䜾䝻䞊䝞䝹ᩍ⫱₇⩦䠄⛉Ꮫᩍ⫱䠅䠍 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
䜾䝻䞊䝞䝹ᩍ⫱₇⩦䠄⛉Ꮫᩍ⫱䠅䠎 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
ஙᗂඣ䛸ᗣ ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
すὒᩍ⫱ᛮྐ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
すὒᩍ⫱ᛮྐ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ẚ㍑ᩍ⫱ᨻ⟇ㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ẚ㍑ᩍ⫱ᨻ⟇ㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ẚ㍑ᩍ⫱䝅䝇䝔䝮ㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ẚ㍑ᩍ⫱䝅䝇䝔䝮ㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
≉ูᨭᩍ⫱⥲ㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
≉ูᨭᩍ⫱⥲ㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
Ⓨ㐩㞀ᐖᚰ⌮Ꮫ䠍䠄㞀ᐖ⪅䞉㞀ᐖඣᚰ⌮Ꮫ䠍䠅 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
Ⓨ㐩㞀ᐖᚰ⌮Ꮫ䠎䠄㞀ᐖ⪅䞉㞀ᐖඣᚰ⌮Ꮫ䠎䠅 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
Ⓨ㐩㞀ᐖ䛸ඹ⏕♫䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
Ⓨ㐩㞀ᐖ䛸ඹ⏕♫䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
㞀ᐖඣⓎ㐩Ꮫ䠍䠄㞀ᐖ⪅䞉㞀ᐖඣᚰ⌮Ꮫ䠍䠅 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
㞀ᐖඣⓎ㐩Ꮫ䠎䠄㞀ᐖ⪅䞉㞀ᐖඣᚰ⌮Ꮫ䠎䠅 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
≉ูᨭᩍ⫱ධ㛛䠄ᗂ䞉ᑠ䠅 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
㞀ᐖඣಖ⫱₇⩦ ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
♫⚟♴ㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
♫⚟♴ㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
♫ⓗ㣴ㆤ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
♫ⓗ㣴ㆤ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
♫ⓗ㣴ㆤෆᐜ₇⩦ ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
♫ㄆ㆑ᐇ㊶◊✲䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
♫ㄆ㆑ᐇ㊶◊✲䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ஙᗂඣ䛸⎔ቃ ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ᩘ⌮ㄆ㆑ᐇ㊶◊✲ ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
⛉Ꮫᩍ⫱ᐇ㊶◊✲䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
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Ꮚ䛹䜒䛾㣗䛸ᰤ㣴䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ึ➼ᅜㄒㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ึ➼ᅜㄒㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ึ➼⟬ᩘㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ึ➼⟬ᩘㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ึ➼⏕ά⛉ㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ึ➼⏕ά⛉ㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ึ➼㡢ᴦㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ึ➼㡢ᴦㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ึ➼ᅗᕤㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ึ➼ᅗᕤㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ึ➼య⫱ㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ึ➼య⫱ㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
䠷Ꮫ⛉ᒎ㛤⛉┠䠹䈜䠎䠑༢ᚲせ

䜾䝻䞊䝞䝹ᩍ⫱ᩥ⊩₇⩦䠍 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
䜾䝻䞊䝞䝹ᩍ⫱ᩥ⊩₇⩦䠎 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
䜾䝻䞊䝞䝹ᩍ⫱₇⩦䠄ᩍ⫱ྐᏛ䠅䠍 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
䜾䝻䞊䝞䝹ᩍ⫱₇⩦䠄ᩍ⫱ྐᏛ䠅䠎 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
䜾䝻䞊䝞䝹ᩍ⫱₇⩦䠄ᩍ⫱ไᗘ䠅䠍 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
䜾䝻䞊䝞䝹ᩍ⫱₇⩦䠄ᩍ⫱ไᗘ䠅䠎 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
䜾䝻䞊䝞䝹ᩍ⫱₇⩦䠄ᩍ⫱⾜ᨻᏛ䠅䠍 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
䜾䝻䞊䝞䝹ᩍ⫱₇⩦䠄ᩍ⫱⾜ᨻᏛ䠅䠎 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
䜾䝻䞊䝞䝹ᩍ⫱₇⩦䠄ᩍ⫱᪉ἲᏛ䠅䠍 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
䜾䝻䞊䝞䝹ᩍ⫱₇⩦䠄ᩍ⫱᪉ἲᏛ䠅䠎 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
䜾䝻䞊䝞䝹ᩍ⫱₇⩦䠄⛉Ꮫᩍ⫱䠅䠍 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
䜾䝻䞊䝞䝹ᩍ⫱₇⩦䠄⛉Ꮫᩍ⫱䠅䠎 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
ஙᗂඣ䛸ᗣ ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
すὒᩍ⫱ᛮྐ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
すὒᩍ⫱ᛮྐ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ẚ㍑ᩍ⫱ᨻ⟇ㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ẚ㍑ᩍ⫱ᨻ⟇ㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ẚ㍑ᩍ⫱䝅䝇䝔䝮ㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ẚ㍑ᩍ⫱䝅䝇䝔䝮ㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
≉ูᨭᩍ⫱⥲ㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
≉ูᨭᩍ⫱⥲ㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
Ⓨ㐩㞀ᐖᚰ⌮Ꮫ䠍䠄㞀ᐖ⪅䞉㞀ᐖඣᚰ⌮Ꮫ䠍䠅 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
Ⓨ㐩㞀ᐖᚰ⌮Ꮫ䠎䠄㞀ᐖ⪅䞉㞀ᐖඣᚰ⌮Ꮫ䠎䠅 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
Ⓨ㐩㞀ᐖ䛸ඹ⏕♫䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
Ⓨ㐩㞀ᐖ䛸ඹ⏕♫䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
㞀ᐖඣⓎ㐩Ꮫ䠍䠄㞀ᐖ⪅䞉㞀ᐖඣᚰ⌮Ꮫ䠍䠅 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
㞀ᐖඣⓎ㐩Ꮫ䠎䠄㞀ᐖ⪅䞉㞀ᐖඣᚰ⌮Ꮫ䠎䠅 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
≉ูᨭᩍ⫱ධ㛛䠄ᗂ䞉ᑠ䠅 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
㞀ᐖඣಖ⫱₇⩦ ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
♫⚟♴ㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
♫⚟♴ㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
♫ⓗ㣴ㆤ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
♫ⓗ㣴ㆤ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
♫ⓗ㣴ㆤෆᐜ₇⩦ ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
♫ㄆ㆑ᐇ㊶◊✲䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
♫ㄆ㆑ᐇ㊶◊✲䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ஙᗂඣ䛸⎔ቃ ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ᩘ⌮ㄆ㆑ᐇ㊶◊✲ ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
⛉Ꮫᩍ⫱ᐇ㊶◊✲䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
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⛉Ꮫᩍ⫱ᐇ㊶◊✲䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ⱥㄒ⛉ᐇ㊶◊✲䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ⱥㄒ⛉ᐇ㊶◊✲䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ᩍ⫱䞉ಖ⫱ᐇ㊶₇⩦䠄ஙᗂඣᩍ⫱䠅 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
ஙᗂඣ䛸ゝⴥ ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
ஙᗂඣ䛸⾲⌧䠄㡢ᴦ䠅 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
ஙᗂඣ䛸⾲⌧䠄㐀ᙧ䠅 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
ஙᗂඣ䛸ே㛫㛵ಀ ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
ஙඣᚰ⌮Ꮫ₇⩦ ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
ᗂඣᚰ⌮Ꮫ₇⩦䠍 ₇⩦ 㻝 䚽 㻝
ᗂඣᚰ⌮Ꮫ₇⩦䠎 ₇⩦ 㻝 䚽 㻝
Ꮚ䛹䜒䛸ᐙᗞ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
Ꮚ䛹䜒䛸ᐙᗞ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
Ꮚ䛹䜒ᐙᗞᨭㄽ䠍 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
Ꮚ䛹䜒ᐙᗞᨭㄽ䠎 ㅮ⩏ 㻝 䕿 㻝
ほᐹᐇ⩦䊠 ᐇ⩦ 㻝 䕿 㻝
ほᐹᐇ⩦䊡 ᐇ⩦ 㻝 䕿 㻝
ึ➼ᩍ⫱๓䞉ᚋᣦᑟ ᐇ⩦ 㻝 䕿 㻝
ึ➼ᩍ⫱ᐇᆅ◊✲ ᐇ⩦ 㻠 䕿 㻠
Ꮫᰯ䜲䞁䝍䞊䞁䝅䝑䝥䊠 ᐇ⩦ 㻝 㻝
Ꮫᰯ䜲䞁䝍䞊䞁䝅䝑䝥䊡 ᐇ⩦ 㻝 㻝
Ꮫᰯ䜲䞁䝍䞊䞁䝅䝑䝥䊢 ᐇ⩦ 㻝 㻝
ᩍ⫋ᐇ㊶₇⩦䠄ᗂ䞉ᑠ䠅䠍 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
ᩍ⫋ᐇ㊶₇⩦䠄ᗂ䞉ᑠ䠅䠎 ₇⩦ 㻝 䕿 㻝
༞ᴗ◊✲ 㻝㻜 㻝㻜
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ᮏᏛ㒊䛾ᤵᴗ⛉┠ ༢ᩘ 㓄ᙜᖺḟ ഛ⪃
䐟 䛂බㄆᚰ⌮ᖌ䛾⫋㈐䛃

බㄆᚰ⌮ᖌ䛾⫋㈐ 㻝 㻟ᖺḟ䞉㻝㻽 ᚲಟ
䐠 䛂ᚰ⌮Ꮫᴫㄽ䛃

㻝㻚㻌ᚰ⌮Ꮫ䛾ᡂ䜚❧䛱 ᚰ⌮Ꮫ䛾ᇶ♏䛸Ṍ䜏䠍䠄ᚰ⌮Ꮫᴫㄽ䠍䠅 㻝 㻝ᖺḟ䞉㻟㻽 ᚲಟ
㻞㻚㻌ே䛾ᚰ䛾ᇶᮏⓗ䛺⤌䜏ཬ䜃ാ䛝 ᚰ⌮Ꮫ䛾ᇶ♏䛸Ṍ䜏䠎䠄ᚰ⌮Ꮫᴫㄽ䠎䠅 㻝 㻝ᖺḟ䞉㻠㻽 ᚲಟ

䐡 䛂⮫ᗋᚰ⌮Ꮫᴫㄽ䛃
㻝㻚㻌⮫ᗋᚰ⌮Ꮫ䛾ᡂ䜚❧䛱 ⮫ᗋᚰ⌮Ꮫ䠍䠄⮫ᗋᚰ⌮Ꮫᴫㄽ䠍䠅 㻝 㻞ᖺḟ䞉㻟㻽 ᚲಟ
㻞㻚㻌⮫ᗋᚰ⌮Ꮫ䛾௦⾲ⓗ䛺⌮ㄽ ⮫ᗋᚰ⌮Ꮫ䠎䠄⮫ᗋᚰ⌮Ꮫᴫㄽ䠎䠅 㻝 㻞ᖺḟ䞉㻠㻽 ᚲಟ

䐢 䛂ᚰ⌮Ꮫ◊✲ἲ䛃
㻝㻚㻌ᚰ⌮Ꮫ䛻䛚䛡䜛ᐇドⓗ◊✲ἲ ᚰ⌮Ꮫㄪᰝἲ䠍䠄ᚰ⌮Ꮫ◊✲ἲ䠍䠅 㻝 㻞ᖺḟ䞉㻟㻽 㻞༢㑅ᢥᚲಟ
䠄㔞ⓗ◊✲ཬ䜃㉁ⓗ◊✲䠅 ᚰ⌮Ꮫㄪᰝἲ䠎䠄ᚰ⌮Ꮫ◊✲ἲ䠎䠅 㻝 㻞ᖺḟ䞉㻠㻽
㻞㻚㻌䝕䞊䝍䜢⏝䛔䛯ᐇドⓗ䛺ᛮ⪃᪉ἲ ᚰ⌮Ꮫ◊✲ᐇ㊶㻮㻝䠄ᚰ⌮Ꮫ◊✲ἲ䠍䠅 㻝 㻟ᖺḟ䞉㻟㻽
㻟㻚㻌◊✲䛻䛚䛡䜛⌮ ᚰ⌮Ꮫ◊✲ᐇ㊶㻮㻞䠄ᚰ⌮Ꮫ◊✲ἲ䠎䠅 㻝 㻟ᖺḟ䞉㻠㻽

䐣 䛂ᚰ⌮Ꮫ⤫ィἲ䛃
㻝㻚㻌ᚰ⌮Ꮫ䛷⏝䛔䜙䜜䜛⤫ィᡭἲ ᚰ⌮Ꮫ⤫ィἲ㻭㻝 㻝 ᚲಟ
㻞㻚㻌⤫ィ䛻㛵䛩䜛ᇶ♏ⓗ䛺▱㆑ ᚰ⌮Ꮫ⤫ィἲ㻭㻞 㻝 ᚲಟ

䐤 䛂ᚰ⌮Ꮫᐇ㦂䛃
㻝㻚㻌ᐇ㦂䛾ィ⏬❧ ᚰ⌮Ꮫᐇ㦂ἲ ᚲಟ
㻞㻚㻌⤫ィ䛻㛵䛩䜛ᇶ♏ⓗ䛺▱㆑

䐥 䛂▱ぬ䞉ㄆ▱ᚰ⌮Ꮫ䛃
㻝㻚㻌ே䛾ឤぬ䞉▱ぬ➼䛾ᶵᗎཬ䜃䛭䛾㞀ᐖ ຍ㱋䛾ㄆ▱ᚰ⌮Ꮫ䠍䠄▱ぬ䞉ㄆ▱ᚰ⌮Ꮫ䠍䠅 㻝 㻝ᖺḟ䞉㻟㻽 㻞༢㑅ᢥᚲಟ
㻞㻚㻌ே䛾ㄆ▱䞉ᛮ⪃➼䛾ᶵᗎཬ䜃䛭䛾㞀ᐖ ຍ㱋䛾ㄆ▱ᚰ⌮Ꮫ䠎䠄▱ぬ䞉ㄆ▱ᚰ⌮Ꮫ䠎䠅 㻝 㻝ᖺḟ䞉㻠㻽

ㄆ▱䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁ㄽ䠍䠄▱ぬ䞉ㄆ▱ᚰ⌮Ꮫ䠍䠅 㻝 㻞ᖺḟ䞉㻝㻽
ㄆ▱䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁ㄽ䠎䠄▱ぬ䞉ㄆ▱ᚰ⌮Ꮫ䠎䠅 㻝 㻞ᖺḟ䞉㻞㻽
▱ぬ䛸⾜Ⅽ䠍䠄▱ぬ䞉ㄆ▱ᚰ⌮Ꮫ䠍䠅 㻝 㻞ᖺḟ䞉㻝㻽
▱ぬ䛸⾜Ⅽ䠎䠄▱ぬ䞉ㄆ▱ᚰ⌮Ꮫ䠎䠅 㻝 㻞ᖺḟ䞉㻞㻽

䐦 䛂Ꮫ⩦䞉ゝㄒᚰ⌮Ꮫ䛃
㻝㻚㻌ே䛾⾜ື䛜ኚ䛩䜛㐣⛬ ᚰ䛾Ⓨ㐩䛸ᩍ⫱䠍䠄Ꮫ⩦䞉ゝㄒᚰ⌮Ꮫ䠍䠅 㻝 㻝ᖺḟ䞉㻟㻽 ᚲಟ
㻞㻚㻌ゝㄒ䛾⩦ᚓ䛻䛚䛡䜛ᶵᗎ ゝㄒⓎ㐩䛸ᩍ⫱䠍䠄Ꮫ⩦䞉ゝㄒᚰ⌮Ꮫ䠎䠅 㻝 㻞ᖺḟ䞉㻟㻽 ᚲಟ

ゝㄒⓎ㐩䛸ᩍ⫱䠎䠄Ꮫ⩦䞉ゝㄒᚰ⌮Ꮫ䠏䠅 㻝 㻞ᖺḟ䞉㻠㻽 ᚲಟ
䐧 䛂ឤ䞉ே᱁ᚰ⌮Ꮫ䛃

㻝㻚㻌ឤ䛻㛵䛩䜛⌮ㄽཬ䜃ឤႏ㉳䛾ᶵᗎ ே᱁ᚰ⌮Ꮫ䠍䠄ឤ䞉ே᱁ᚰ⌮Ꮫ䠅 㻝 㻟ᖺḟ䞉㻝㻽 ᚲಟ
㻞㻚㻌ឤ䛜⾜ື䛻ཬ䜌䛩ᙳ㡪

㻟㻚㻌ே᱁䛾ᴫᛕཬ䜃ᙧᡂ㐣⛬

㻠㻚㻌ே᱁䛾㢮ᆺ䚸≉ᛶ➼

䐨 䛂⚄⤒䞉⏕⌮ᚰ⌮Ꮫ䛃
㻝㻚㻌⬻⚄⤒⣔䛾ᵓ㐀ཬ䜃ᶵ⬟ ⏕⌮ᚰ⌮Ꮫ䠍䠄⚄⤒䞉⏕⌮ᚰ⌮Ꮫ䠍䠅 㻝 㻞ᖺḟ䞉㻝㻽 ᚲಟ
㻞㻚㻌グ᠈䚸ឤ➼䛾⏕⌮Ꮫⓗᛂ䛾ᶵᗎ ⏕⌮ᚰ⌮Ꮫ䠎䠄⚄⤒䞉⏕⌮ᚰ⌮Ꮫ䠎䠅 㻝 㻞ᖺḟ䞉㻞㻽 ᚲಟ
㻟㻚㻌㧗ḟ⬻ᶵ⬟㞀ᐖ䛾ᴫせ

䐩 䛂♫䞉㞟ᅋ䞉ᐙ᪘ᚰ⌮Ꮫ䛃 ຍ㱋䛾♫ᚰ⌮Ꮫ䠍䠄♫䞉㞟ᅋ䞉ᐙ᪘ᚰ⌮Ꮫ䠍䠅 㻝 㻞ᖺḟ䞉㻟㻽 㻞༢㑅ᢥᚲಟ
㻝㻚㻌ᑐே㛵ಀ୪䜃䛻㞟ᅋ䛻䛚䛡䜛ே䛾ព㆑ཬ䜃⾜ື䛻䛴
䛔䛶䛾ᚰ䛾㐣⛬

ຍ㱋䛾♫ᚰ⌮Ꮫ䠎䠄♫䞉㞟ᅋ䞉ᐙ᪘ᚰ⌮Ꮫ䠎䠅 㻝 㻞ᖺḟ䞉㻠㻽

㻞㻚㻌ே䛾ែᗘཬ䜃⾜ື ᐙ᪘䛾Ⓨ㐩䛸⌮䠍䠄♫䞉㞟ᅋ䞉ᐙ᪘ᚰ⌮Ꮫ䠍䠅 㻝 㻞ᖺḟ䞉㻝㻽
㻟㻚㻌ᐙ᪘䚸㞟ᅋཬ䜃ᩥ䛜ಶே䛻ཬ䜌䛩ᙳ㡪 ᐙ᪘䛾Ⓨ㐩䛸⌮䠎䠄♫䞉㞟ᅋ䞉ᐙ᪘ᚰ⌮Ꮫ䠎䠅 㻝 㻞ᖺḟ䞉㻞㻽

䐪 䛂Ⓨ㐩ᚰ⌮Ꮫ䛃
㻝㻚㻌ㄆ▱ᶵ⬟䛾Ⓨ㐩ཬ䜃ឤ䞉♫ᛶ䛾Ⓨ㐩 䝷䜲䝣䝁䞊䝇䛾ᚰ⌮Ꮫ䠍䠄Ⓨ㐩ᚰ⌮Ꮫ䠍䠅 㻝 㻟ᖺḟ䞉㻝㻽 㻞༢㑅ᢥᚲಟ
㻞㻚㻌⮬ᕫ䛸⪅䛾㛵ಀ䛾ᅾ䜚᪉䛸ᚰ⌮ⓗⓎ㐩 䝷䜲䝣䝁䞊䝇䛾ᚰ⌮Ꮫ䠎䠄Ⓨ㐩ᚰ⌮Ꮫ䠎䠅 㻝 㻟ᖺḟ䞉㻞㻽
㻟㻚㻌ㄌ⏕䛛䜙Ṛ䛻⮳䜛䜎䛷䛾⏕ᾭ䛻䛚䛡䜛ᚰ㌟䛾Ⓨ㐩 Ⓨ㐩ᚰ⌮Ꮫ䠄୰䞉㧗䠅䠍 㻝
㻠㻚㻌Ⓨ㐩㞀ᐖ➼㠀ᐃᆺⓎ㐩䛻䛴䛔䛶䛾ᇶ♏ⓗ䛺▱㆑ཬ䜃
⪃䛘᪉

Ⓨ㐩ᚰ⌮Ꮫ䠄୰䞉㧗䠅䠎 㻝

㻡㻚㻌㧗㱋⪅䛾ᚰ⌮

䐫 䛂㞀ᐖ⪅䠄ඣ䠅ᚰ⌮Ꮫ䛃
㻝㻚㻌㌟య㞀ᐖ䚸▱ⓗ㞀ᐖཬ䜃⢭⚄㞀ᐖ䛾ᴫせ Ⓨ㐩㞀ᐖᚰ⌮Ꮫ䠍㻔㞀ᐖ⪅䞉㞀ᐖඣᚰ⌮Ꮫ䠍䠅 㻝 㻞ᖺḟ䞉㻝㻽 㻞༢㑅ᢥᚲಟ
㻞㻚㻌㞀ᐖ⪅䠄ඣ䠅䛾ᚰ⌮♫ⓗㄢ㢟ཬ䜃ᚲせ䛺ᨭ Ⓨ㐩㞀ᐖᚰ⌮Ꮫ䠎㻔㞀ᐖ⪅䞉㞀ᐖඣᚰ⌮Ꮫ䠎䠅 㻝 㻞ᖺḟ䞉㻞㻽

㞀ᐖඣⓎ㐩Ꮫ䠍㻔㞀ᐖ⪅䞉㞀ᐖඣᚰ⌮Ꮫ䠍䠅 㻝 㻞ᖺḟ䞉㻟㻽
㞀ᐖඣⓎ㐩Ꮫ䠎㻔㞀ᐖ⪅䞉㞀ᐖඣᚰ⌮Ꮫ䠎䠅 㻝 㻞ᖺḟ䞉㻠㻽

䐬 䛂ᚰ⌮ⓗ䜰䝉䝇䝯䞁䝖䛃
㻝㻚㻌ᚰ⌮ⓗ䜰䝉䝇䝯䞁䝖䛾┠ⓗཬ䜃⌮ Ⓨ㐩䜰䝉䝇䝯䞁䝖䠍䠄ᚰ⌮ⓗ䜰䝉䝇䝯䞁䝖䠍䠅 㻝 㻞ᖺḟ䞉㻝㻽 㻞༢㑅ᢥᚲಟ
㻞㻚㻌ᚰ⌮ⓗ䜰䝉䝇䝯䞁䝖䛾ほⅬཬ䜃ᒎ㛤 Ⓨ㐩䜰䝉䝇䝯䞁䝖䠎䠄ᚰ⌮ⓗ䜰䝉䝇䝯䞁䝖䠎䠅 㻝 㻞ᖺḟ䞉㻞㻽
㻟㻚㻌ᚰ⌮ⓗ䜰䝉䝇䝯䞁䝖䛾᪉ἲ䠄ほᐹ䚸㠃᥋ཬ䜃ᚰ⌮᳨ᰝ䠅 ⮫ᗋᢞᙳἲ䠍䠄ᚰ⌮ⓗ䜰䝉䝇䝯䞁䝖䠍䠅 㻝 㻟ᖺḟ䞉㻝㻽
㻠㻚㻌㐺ษ䛺グ㘓ཬ䜃ሗ࿌ ⮫ᗋᢞᙳἲ䠎䠄ᚰ⌮ⓗ䜰䝉䝇䝯䞁䝖䠎䠅 㻝 㻟ᖺḟ䞉㻞㻽

䐭 䛂ᚰ⌮Ꮫⓗᨭἲ䛃
㻝㻚㻌௦⾲ⓗ䛺ᚰ⌮⒪ἲ୪䜃䛻䜹䜴䞁䝉䝸䞁䜾䛾Ṕྐ䚸ᴫ
ᛕ䚸ព⩏䚸㐺ᛂཬ䜃㝈⏺

ᚰ⌮㠃᥋ㄽ䠍䠄ᚰ⌮Ꮫⓗᨭἲ䠍䠅 㻝 㻞ᖺḟ䞉㻝㻽 ᚲಟ

㻞㻚㻌ゼၥ䛻䜘䜛ᨭ䜔ᆅᇦᨭ䛾ព⩏ ᚰ⌮㠃᥋ㄽ䠎䠄ᚰ⌮Ꮫⓗᨭἲ䠎䠅 㻝 㻞ᖺḟ䞉㻞㻽 ᚲಟ
㻟㻚㻌Ⰻዲ䛺ே㛫㛵ಀ䜢⠏䛟䛯䜑䛾䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛾᪉ἲ

㻠㻚㻌䝥䝷䜲䝞䝅䞊䜈䛾㓄៖

㻡㻚㻌ᚰ⌮䛻㛵䛩䜛ᨭ䜢せ䛩䜛⪅䛾㛵ಀ⪅䛻ᑐ䛩䜛ᨭ

㻢㻚㻌ᚰ䛾ᗣᩍ⫱

Ꮫ䛻䛚䛡䜛ᚲせ䛺⛉┠䛸ྵ䜎䜜䜛㡯

┠⛉ࡿࡍ㛵බㄆᚰ⌮ᖌཷ㦂㈨᱁ࠉ���

䝉䝑䝖䛷
ಟᚓ

㻌බㄆᚰ⌮ᖌ䛾ཷ㦂㈨᱁ྲྀᚓ䜢ᕼᮃ䛩䜛Ꮫ⏕䠄Ⓨ㐩䝁䝭䝳䝙䝔䜱Ꮫ⛉䛾䛂ᚰ䛾᥈✲䝥䝻䜾䝷䝮䛃䜢㑅ᢥ䛩䜛Ꮫ⏕䛜䚹䠅䛻䛴䛔䛶䛿䠈ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ
㒊つ๎➨㻝㻝᮲䛻ᐃ䜑䜛ᡤᐃ䛾ᒚಟせ௳䜢‶䛯䛩䛸䛸䜒䛻䠈බㄆᚰ⌮ᖌ䛸䛺䜛䛯䜑䛻ᚲせ䛺⛉┠䛻ᑐᛂ䛩䜛ᮏᏛ㒊䛾ᤵᴗ⛉┠䜢ᚲ䛪ཷㅮ䛧䛶䛟
䛰䛥䛔䚹䛺䛚䠈බㄆᚰ⌮ᖌ䛾ཷ㦂㈨᱁䜢ᚓ䜛䛯䜑䛻䛿䠈༞ᴗᚋ䛻Ꮫ㝔䛷බㄆᚰ⌮ᖌ䛻ᚲせ䛺⛉┠䜢ಟᚓ䛧ಟ䛩䜛䛛䠈୍ᐃᮇ㛫䛾ᐇົ⤒
㦂䜢᭷䛩䜛➼䛾᮲௳䜢‶䛯䛩ᚲせ䛜䛒䜚䜎䛩䚹

䝉䝑䝖䛷
ಟᚓ

䝉䝑䝖䛷
ಟᚓ

䝉䝑䝖䛷
ಟᚓ

䝉䝑䝖䛷
ಟᚓ

䝉䝑䝖䛷
ಟᚓ

䝉䝑䝖䛷
ಟᚓ

䝉䝑䝖䛷
ಟᚓ

䝉䝑䝖䛷
ಟᚓ

䝉䝑䝖䛷
ಟᚓ

䝉䝑䝖䛷
ಟᚓ

䝉䝑䝖䛷
ಟᚓ

䝉䝑䝖䛷
ಟᚓ

බㄆᚰ⌮ᖌཷ㦂㈨᱁䠖Ꮫ䛻䛚䛡䜛ᚲせ䛺⛉┠

㸫 ��� 㸫



䐮 䛂ᗣ䞉་⒪ᚰ⌮Ꮫ䛃
㻝㻚㻌䝇䝖䝺䝇䛸ᚰ㌟䛾䛸䛾㛵ಀ ᗣᚰ⌮Ꮫ䠍䠄ᗣ䞉་⒪ᚰ⌮Ꮫ䠍䠅 㻝 㻞ᖺḟ䞉㻟㻽 ᚲಟ
㻞㻚㻌་⒪⌧ሙ䛻䛚䛡䜛ᚰ⌮♫ⓗㄢ㢟ཬ䜃ᚲせ䛺ᨭ ᗣᚰ⌮Ꮫ䠎䠄ᗣ䞉་⒪ᚰ⌮Ꮫ䠎䠅 㻝 㻞ᖺḟ䞉㻠㻽 ᚲಟ
㻟㻚㻌ಖάື䛜⾜䜟䜜䛶䛔䜛⌧ሙ䛻䛚䛡䜛ᚰ⌮♫ⓗㄢ
㢟ཬ䜃ᚲせ䛺ᨭ
㻠㻚㻌⅏ᐖ➼䛻ᚲせ䛺ᚰ⌮䛻㛵䛩䜛ᨭ

䐯 䛂⚟♴ᚰ⌮Ꮫ䛃
㻝㻚㻌⚟♴⌧ሙ䛻䛚䛔䛶⏕䛨䜛ၥ㢟ཬ䜃䛭䛾⫼ᬒ ⚟♴ᚰ⌮Ꮫ 㻝 㻟ᖺḟ䞉㻞㻽 ᚲಟ
㻞㻚㻌⚟♴⌧ሙ䛻䛚䛡䜛ᚰ⌮♫ⓗㄢ㢟ཬ䜃ᚲせ䛺ᨭ

㻟㻚㻌ᚅ䛻䛴䛔䛶䛾ᇶᮏⓗ▱㆑

䐰 䛂ᩍ⫱䞉Ꮫᰯᚰ⌮Ꮫ䛃
㻝㻚㻌ᩍ⫱⌧ሙ䛻䛚䛔䛶⏕䛨䜛ၥ㢟ཬ䜃䛭䛾⫼ᬒ ᚰ䛾Ⓨ㐩䛸ᩍ⫱䠎䠄ᩍ⫱䞉Ꮫᰯᚰ⌮Ꮫ䠍䠅 㻝 㻝ᖺḟ䞉㻠㻽 ᚲಟ
㻞㻚㻌ᩍ⫱⌧ሙ䛻䛚䛡䜛ᚰ⌮♫ⓗㄢ㢟ཬ䜃ᚲせ䛺ᨭ ᚰ䛾Ⓨ㐩䛸ᩍ⫱䠏䠄ᩍ⫱䞉Ꮫᰯᚰ⌮Ꮫ䠎䠅 㻝 㻟ᖺḟ䞉㻞㻽 ᚲಟ

䐱 䛂ྖἲ䞉≢⨥ᚰ⌮Ꮫ䛃
㻝㻚㻌≢⨥䞉㠀⾜䚸≢⨥⿕ᐖཬ䜃ᐙ௳䛻䛴䛔䛶䛾ᇶᮏ
ⓗ▱㆑

ྖἲ䞉≢⨥ᚰ⌮Ꮫ 㻝 㻠ᖺḟ䞉㻞㻽 ᚲಟ

㻞㻚㻌ྖἲ䞉≢⨥ศ㔝䛻䛚䛡䜛ၥ㢟䛻ᑐ䛧䛶ᚲせ䛺ᚰ⌮䛻㛵
䛩䜛ᨭ

䐲 䛂⏘ᴗ䞉⤌⧊ᚰ⌮Ꮫ䛃
㻝㻚㻌⫋ሙ䛻䛚䛡䜛ၥ㢟䠄䜻䝱䝸䜰ᙧᡂ䛻㛵䛩䜛䛣䛸䜢ྵ䜐䚹䠅
䛻ᑐ䛧䛶ᚲせ䛺ᚰ⌮䛻㛵䛩䜛ᨭ

⏘ᴗ䞉⤌⧊ᚰ⌮Ꮫ 㻝 㻠ᖺḟ䞉㻞㻽 ᚲಟ

㻞㻚㻌⤌⧊䛻䛚䛡䜛ே䛾⾜ື

䞡 䛂ேయ䛾ᵓ㐀䛸ᶵ⬟ཬ䜃䛃
㻝㻚㻌ᚰ㌟ᶵ⬟䛸㌟యᵓ㐀ཬ䜃䛥䜎䛦䜎䛺䜔㞀ᐖ 䛛䜙䛰䛾ᵓ㐀䛸ᶵ⬟䠍䠄ேయ䛾ᵓ㐀䛸ᶵ⬟ཬ䜃䠍䠅 㻝 㻝ᖺḟ䞉㻟㻽 ᚲಟ
㻞㻚㻌䛜䜣䚸㞴➼䛾ᚰ⌮䛻㛵䛩䜛ᨭ䛜ᚲせ䛺䛺 䛛䜙䛰䛾ᵓ㐀䛸ᶵ⬟䠎䠄ேయ䛾ᵓ㐀䛸ᶵ⬟ཬ䜃䠎䠅 㻝 㻝ᖺḟ䞉㻠㻽 ᚲಟ

䞢 䛂⢭⚄ᝈ䛸䛭䛾⒪䛃
㻝㻚㻌⢭⚄ᝈ⥲ㄽ ඣ❺㟷ᖺ⢭⚄་Ꮫ䠍䠄⢭⚄ᝈ䛸䛭䛾⒪䠍䠅 㻝 㻞ᖺḟ䞉㻠㻽 ᚲಟ
㻞㻚㻌ྥ⢭⚄⸆䜢䛿䛨䜑䛸䛩䜛⸆䛻䜘䜛ᚰ㌟䛾ኚ ඣ❺㟷ᖺ⢭⚄་Ꮫ䠎䠄⢭⚄ᝈ䛸䛭䛾⒪䠎䠅 㻝 㻞ᖺḟ䞉㻠㻽 ᚲಟ
㻟㻚㻌་⒪ᶵ㛵䛸䛾㐃ᦠ

䞣 䛂㛵ಀ⾜ᨻㄽ䛃
㻝㻚㻌ಖ་⒪ศ㔝䛻㛵ಀ䛩䜛ἲᚊ䚸ไᗘ 㛵ಀ⾜ᨻㄽ 㻝 㻠ᖺḟ䞉㻞㻽 ᚲಟ
㻞㻚㻌⚟♴ศ㔝䛻㛵ಀ䛩䜛ἲᚊ䚸ไᗘ

㻟㻚㻌ᩍ⫱ศ㔝䛻㛵ಀ䛩䜛ἲᚊ䚸ไᗘ

㻠㻚㻌ྖἲ䞉≢⨥ศ㔝䛻㛵ಀ䛩䜛ἲᚊ䚸ไᗘ

㻡㻚㻌⏘ᴗ䞉ປാศ㔝䛻㛵ಀ䛩䜛ἲᚊ䚸ไᗘ

䞤 䛂ᚰ⌮₇⩦䛃
⮫ᗋᚰ⌮Ꮫ₇⩦䠍䠄ᚰ⌮₇⩦䠍䠅 㻝 㻟ᖺḟ䞉㻟㻽 ᚲಟ
⮫ᗋᚰ⌮Ꮫ₇⩦䠎䠄ᚰ⌮₇⩦䠎䠅 㻝 㻟ᖺḟ䞉㻠㻽 ᚲಟ

䞥 䛂ᚰ⌮ᐇ⩦䛃
ᚰ⌮Ꮫⓗຓᨭ䠍䠄ᚰ⌮ᐇ⩦䠍䠅 㻝 㻠ᖺḟ䞉

㻌㻌㻝㻽䡚㻞㻽
ᚲಟ

ᚰ⌮Ꮫⓗຓᨭ䠎䠄ᚰ⌮ᐇ⩦䠎䠅 㻝 㻠ᖺḟ䞉
㻌㻌㻟㻽䡚㻠㻽

ᚲಟ
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